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第 9章 環境影響評価書（補正前）に対する知事意見及び事業者の見解 

9.1 沖縄県環境影響評価条例に基づく知事意見及び事業者の見解 

本事業に係る環境影響評価書に対する沖縄県環境影響評価条例に基づく知事意

見は、25 項目 175 件であり、それに対する事業者の見解は、以下のとおりです。 

なお、事業者の見解及び評価書の補正は、以下の 4つのカテゴリーに分類されます。 

①評価書の内容をより丁寧に説明することで対応したもの 

②追加的な調査、解析、知見等を増やして対応したもの 

③環境保全措置を新たに（更に）行うことで対応したもの 

④事後調査又は環境監視調査を続けて、その結果に応じた措置を講じることとし

たもの 

 

<<第１ 事業計画の内容について>> 
 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 「代替施設を利用する米軍機が集落地域上空

の飛行を基本的に回避するとの方針については、

これまでの米側との一連の協議を通し、米側から

も理解を得ていると認識しています。」としている

が、米軍の指摘により飛行経路を台形から長円形

に変更した事実があることを考慮すると、当該認

識の妥当性について明確に確認できる根拠が不明

である。 

 普天間飛行場の代替の施設については、平成 18

年、名護市長及び宜野座村長と基本合意書を締結

し、その中で有視界飛行経路を台形のものとしま

した。この飛行経路は、平成 18年当時、周辺地域

上空を回避する観点から、ヘリが有視界飛行する

際に考えられる飛行経路として日米間の協議の過

程において作成されたものであり、当該飛行経路

が誤りであったということではありません。 

 なお、平成 22 年に行われた日米の専門家による

検討以降、日米間で、代替の施設の有視界飛行経

路について、配備される予定の機種ごとに詳細に

検討した結果、レーストラック型の場周経路を４

種類示すことにしました。 

 この４種類は、①AH-1、UH-1 及び CH-53 の回転

翼機、②MV-22 の転換モード、③C-12 及び C-35 の

固定翼機、④MV-22 の固定翼モードに対応したもの

です。 

 新しい場周経路は、周辺地域上空の飛行の回避

にも配慮しつつ、より標準的な航空機の運用方法

に則した精緻なものとなっています。 

 

① 

(2) 弾薬搭載エリアについて、嘉手納飛行場で搭

載作業を行うと運用上の支障を来すとしている

が、その具体的な内容が示されておらず、運用上

の支障を来すとする根拠が不明である。 

通常、米軍の飛行場には弾薬搭載エリアが整備

されていますが、現有の普天間飛行場では、評価

書に記載したように近傍に所在する嘉手納飛行場

の弾薬搭載エリアを利用しています。このような

運用は本来在るべき運用の形ではないのですが、

非常に近い場所に嘉手納飛行場の弾薬搭載エリア

があるということで海兵隊の即応体制への影響は

小限に抑えられていました。 
しかし、代替施設を建設するキャンプ・シュワブ

から嘉手納飛行場の弾薬搭載エリアまでの距離は

遠距離であり、航空機の移動時間はこれまでより

長くなることから、海兵隊の即応体制への影響は

大きくなると想定されています。このため、通常

米軍の飛行場に備えられている弾薬搭載エリアを

代替施設に整備し、海兵隊の即応体制を安定的に

維持することとしています。 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
 

知事の意見 事業者の見解 分類

(3) 係船機能付護岸については、陸路での輸送が

不可能であるとする理由が不明である。 

現有の普天間飛行場では、評価書に記載したよう

に補給処レベルの修理が必要な航空機を大型固定

翼機で修理可能な施設まで空輸して修理・整備を行

っています。 
他方、代替施設の滑走路の長さでは、大型固定翼

機の離着陸が不可能であるため、故障機を航空機で

輸送することは不可能です。このため、代替施設に

おいて航空機が補給処レベルでの修理が必要とな

った場合は、船舶あるいは陸路での輸送で、修理可

能な施設まで輸送せざるを得ないことになります。

航空機自体を大型トレーラに乗せて沖縄本島南部

の港湾に輸送するというのは、代替施設の周辺の道

路状況を考慮すれば、大型トレーラの高さが歩道橋

の高さを超えることや、大規模な交通規制等が必要

であること等から、陸路での輸送が現実的なもので

はないとして不可能であると記載したものです。 

① 

(4) 修理に必要な部品を代替施設に運び、そこで

修理をすることについての検討の経緯が不明であ

る。 

普天間飛行場代替施設においては、補給処レベル

での修理を行うことができないため、故障した航空

機を修理が可能な施設まで運ぶこととなります。 

① 

(5) オスプレイへの機種の変更に伴い、飛行経路

及び滑走路長が変更されており、米国政府内にお

いて安全性に係る詳細な検討を行った結果、過走

帯（オーバーラン帯）の長さについては、両側 300m

必要であるという結論に至ったと記載しているこ

とから、その検討の結果を、オスプレイの具体的

な配備計画、飛行経路の変更の必要性と併せて示

さなければならない。 

オーバーランの長さについては、米側は、従前両

側100mの長さで安全を確保できると考えていたとこ

ろですが、米軍安全当局の承認が得られなかったこ

とから、米側基準を踏まえ、オーバーランの長さを

両側300mにする必要が生じたものと聞いています。 

なお、飛行経路が変更されたのは、平成22年に行

われた日米の専門家による検討等、日米間でさまざ

まな協議を続けていた中で、平成23年6月に米国防

省から CH-46 を MV-22 オスプレイに換装する旨の発

表を行ったことを受け、そのことも踏まえ日米間で

検討し変更に至ったものです。 

いずれにしても、オスプレイの配備計画、飛行経

路の変更により滑走路長が変更されたものではあり

ません。 

① 

(6) 代替施設における各施設（洗機場、エンジン

テストセル、係船機能付護岸、滑走路、ヘリパッ

ド、弾薬搭載施設、燃料桟橋、燃料関連施設等）

の供用に係る予測に必要となる具体的な運用内容

（運航時間帯を含む）が不明である。 

各施設における運用内容については、評価書に

記載したとおりです。なお、それ以上の内容につ

いては、米軍の運用の細部に関するものであり、

具体的に示すことが困難です。 

① 

(7) 燃料漏れが生じた場合の対策が、第 7 章の環

境保全措置に記載されておらず、事業者見解で示

された対策も不十分であることから、使用する燃

料の種類を明らかにし、流出場所ごとの対策を示

す必要がある。 

ア ｢万が一、燃料漏れが生じ海域へ流出した場合

についても、海上にオイルフェンスを即座に張り

拡散を防止する」としているが、通常、船舶から

の搬出の際は、予めオイルフェンスを周囲に展張

しておくものであり、流出を確認してから展張し

ては間に合わない。また、その監視体制も示され

ておらず、適切に拡散を防止できるか不明である。

燃料漏れが生じた場合の対策を行うのは米軍と

なります。 

日本政府においても、燃料供給施設が燃料流出

に対する危険を 小限にするよう設計・施工・操

作されることを確実にし、また適切な施設・器具・

人員が、燃料流出の防止・モニタリング・対応そ

して回収機能を備えるために配備されることを確

実にするための取り組みを実施していきます。 

① 

イ ｢海域へ流出した場合、吸着マット等により燃

料の回収・吸い取りを行う」としているが、燃料

の種類によっては、吸着マットでは回収できない

場合があり、対策が不十分である。 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
 

知事の意見 事業者の見解 分類

ウ 燃料貯蔵施設等を地中に設置するか否か、そ

こから漏出した場合の検知方法、土壌汚染防止対

策等が不明である。 

燃料貯蔵施設は地上式鋼製タンクの予定であ

り、消防法における屋外タンク貯蔵所の基準及び

米側基準のうち、厳しい基準に基づき設置します。

また、万が一の燃料漏れの早期発見への対処につ

いては、上記に示す基準に基づき漏油検知装置等

を設置します。 

① 

エ 燃料漏れが生じた場合の対策を行うのは事業

者か、米軍か不明である。また、「米軍に周知」す

る場合、その実効性が不明である。 

燃料漏れが生じた場合の対策を行うのは米軍で

す。 

また、米軍への周知に当たっては、米軍が環境

保全措置を理解し実施するよう十分調整を行い、

万が一、米軍が要請に応じない場合も機会あるご

とに米軍に要請を行うなど、環境保全に向けた取

り組みを実施していきます。 

① 

(8) 消火訓練施設においては、水を用いて消火訓

練を行うとしているが、航空機等が火災になった

際には、消火剤を用いて消火することがないのか

が不明である。 

飛行場での実際の航空関連火災を鎮火するため

に使用される消火薬剤として、泡消火薬剤、ハロ

ゲン化物消火薬剤、等を使用します。 

① 

(9) 給排水計画の各水量の算出根拠を示す必要が

ある。また、準備書についての知事意見に対する

見解では「誘導路上に設置する洗機施設において

は 50%の処理水を再利用する」としているが、汚水

排水処理フロー図（図-2.2.6.8）及び給排水系統

図（図-2.2.6.11）に記載がない。さらに、50%の

処理水を再利用するとしている根拠も不明であ

る。 

 また、給排水計画において、「沖縄県企業局にお

いて、国道 329 号線に送水管布設の工事が進めら

れており、将来は、沖縄県企業局からの供給を受

けることになります」としているが、企業局にお

いて当該地区での工事は実施されていないこと、

同局は水道用水供給事業者で直接給水することは

できないことから、当該記述は適正でない。 

汚水排水処理フロー図及び給排水系統図に、誘

導路上に設置する洗機施設においては 50％の処理

水を再利用することを追記しました。50％とした

根拠は他基地での再利用率が概ね 50％であること

に基づいています。 

また、給排水計画については、ご意見を踏まえ、

水道用水供給事業者である沖縄県企業局と調整の

上、適正な供給を受ける考えです。 

 

① 

(10) 適切に排水が行われるよう「米軍に対してマ

ニュアル等を作成して周知する」としているが、

その実効性が不明であり、また、洗機排水の性状

（用いる洗剤、溶剤の種類及び成分）が不明であ

ることから、適切に処理できるとする根拠が乏し

い。 

駐機場西側に設置する洗機施設において、洗浄

に使用する洗浄剤は、主に MIL-PRF-85570(防衛省

仕様書 航空機用機体洗浄剤2種,MIL-PRF-85570に

準拠したもの相当)であり、弱アルカリ性洗剤(pH

は 7.0 から 10.0)に分類されます。 

洗機排水の成分等については、評価書では、通

常の汚水処理浄化槽では処理できない成分とし

て、「排水基準を定める省令(昭和四十六年六月二

十一日総理府令第三十五号)別表第一及び別表第

二(第一条関係)により規定されている許容限度を

超える可能性のある成分を記載し、その処理フロ

ー及び計画処理汚水水質を示したところであり、

現段階において詳細まで把握することは困難で

す。 

米軍への周知に当たっては、米軍が環境保全措

置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、

米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍

に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを

実施していきます。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
 

知事の意見 事業者の見解 分類

(11) 洗機排水の飛沫対策が検討されていない。 洗機施設の位置が辺野古集落や も近い海際と

離れていることから、現段階では、飛沫水の対策

は不要と考えています。 

ただし、現計画では使用する洗浄水量は設定し

ていいますが、航空機を洗浄するために真水を噴

射するスプレーノズル仕様（ノズルタイプ、各ノ

ズルの噴射角、噴射量）の詳細については、今後

の実施設計において検討することになります。し

たがって、実施設計において各詳細な仕様が確定

した段階において、飛沫水の辺野古集落等に対す

る環境影響について検討するものとし、環境影響

が認められる場合は、その原因となる事象（風向

き、風向きの頻度等）を確認した上で、適切な環

境保全措置を講ずるものとします。 

 

① 

(12) 埋立土砂発生区域における緑化計画につい

て、陸域植物に対する環境影響評価の結果をどの

ように考慮したのか不明である。 

埋立土砂発生区域の緑化計画については、陸域

植物の環境影響評価の結果を基に周辺の生態系へ

の影響を低減するため可能な限り改変区域内に生

育する在来種を緑化材として用いる計画です。移

植対象種は、改変区域で多くみられる広葉樹のイ

ジュ、シバニッケイ、コバンモチ等 15種程度を選

定するほか、表土を活用した客土を行うことから

埋土種子からの発芽も期待できるなどを記載しま

した。（p.2-115.p.6-18-137 参照） 

 

① 

(13) 供用後の廃棄物処理について、事業者見解で

は、「供用後の廃棄物処理については、評価書に記

載したとおり」とし、廃棄物に係る環境影響評価

の結果は示されているが、それを勘案した供用後

の『廃棄物処理計画』が不明である。 

 また、「不燃ゴミ等の廃棄物については、リサイ

クルを行うなど可能な限り排出量を削減するよ

う、米軍に周知する」としているが、その実効性

が不明である。 

供用後の廃棄物処理については、評価書に記載

したとおりです。なお、それ以上の内容について

は米軍の運用の細部に関するものであり、具体的

に示すことは困難ですが、基地内の廃棄物処理に

ついては、米軍において適切に対応することとな

ります。なお、不燃ゴミ等の廃棄物については、

リサイクルを行うなど可能な限り排出量を削減す

るよう、米軍に周知します。 

また、米軍への周知に当たっては、米軍が環境

保全措置を理解し実施するよう十分調整を行い、

万が一、米軍が要請に応じない場合も機会あるご

とに米軍に要請を行うなど、環境保全に向けた取

り組みを実施していきます。 

 

① 

 

(14) 施設の供用時における交通量予測において、

総交通量が不明である。 

施設の供用時における交通量については、評価

書 6.3 騒音において、予測交通量として供用時の

総交通量を示しています。（p.6-3-81 参照） 

 

① 

(15) 係船機能付護岸について、波浪条件からの検

討が示されておらず、その運用の可否が不明であ

り、設置の必要性に疑義がある。また、仮に係船

機能付護岸の使用に当たり、外郭施設の設置等が

行われた場合、自然環境に及ぼす影響は一層深刻

なものとなる。 

係船機能付護岸については、全国港湾海洋波浪

情報網（NOWPHAS）により観測されている中城湾の

波浪出現頻度を用いて波浪変形解析を行い、護岸

前面における波浪出現頻度を確認した上で、外郭

施設を設置しない条件で運用が可能であると判断

しています。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
 

知事の意見 事業者の見解 分類

(16) 代替施設内のヘリパッド、特に集落に近いヘ

リパッドの位置について、事業者は、「必要に応じ、

米側と調整してまいります」との見解を示してい

るが、評価書が作成されるまでの 2 年の間に二国

間専門家検討会合等も開かれているが、どのよう

な調整がなされたのか、その具体的な内容及びヘ

リパッドの位置に関する調整結果が不明である。

 

代替施設内のヘリパッドについては、地元の要

望を踏まえ、米側と調整してきたところですが、

米側の運用及び安全面の観点から滑走路端部に設

置する必要があるとのことから、現在の位置とな

りました。 

しかしながら、地元要望を踏まえ、今後とも米

側と調整を行ってまいります。 

① 

 

 

<<第２ 調査・予測・評価の手法について>> 
１．調査・予測・評価の手法について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 準備書から評価書提出までに環境関係法令や

環境基準等が改正されたものについて、時点修正

がなされておらず、「評価の基準とした各種指標」

が適正なものであるとは言えない。 

 また、道路交通騒音の予測モデルについても、

新しいモデルが作成されていることから、 新の

モデルを用いて再予測すべきである。 

 

環境関係法令や環境基準等が改正されたものに

ついて、時点修正を行い、第 3章に記載しました。 

また、道路交通騒音については、 新の予測モデ

ルである ASJ RTN-Model 2008 を用いて予測し、評

価書 6.3 騒音に記載しました。 

① 

② 

(2) 航空機排ガス等による悪臭や、土壌汚染及び

温室効果ガスについて、環境影響評価を行う必要

がある。 

航空機排ガス等による悪臭、土壌汚染について

は、評価書に記載しました。（p.6-24-1～27 参照） 

また、温室効果ガスについては、供用時におけ

る航空機の運航、エプロン内サービス車両等から

排出される量は約 3,100t-CO2/年となり、「沖縄県

地球温暖化対策実行計画進捗管理報告書暫定版」

(平成 24 年、沖縄県)における沖縄県の 2008 年度

における年間排出量の約 0.02％程度と予測されま

した。環境保全措置として、米軍に対して省エネ

対策型の車両の導入を要請します。 

 

① 

② 

(3) 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合

性に係る検討について、当該事業実施区域及びそ

の周辺域が、「自然環境の保全に関する指針（沖縄

島編）」において、海域については、「自然環境の

厳正な保護を図る区域」であるランクⅠと、埋立

土砂発生区域の大部分の区域については、「自然環

境の保護・保全を図る区域」であるランクⅡと評

価されていることが考慮されていないことから、

環境保全施策との整合性が図られているとの評価

は適切ではない。 

評価書では、事業実施区域周辺が「自然環境の

保全に関する指針（沖縄島編）」において指定を受

けていることを前提に、「沖縄県環境保全計画」の

「事業別環境配慮指針」及び「圏域別環境配慮指

針」に記載されている環境保全の基準又は目標と

の整合性について評価を行っており、事業者とし

て実行可能な範囲で 大限の環境保全措置を講じ

ることとしていることからも、県の環境保全施策

との整合性については適切に評価しているものと

考えています。 

 

① 

(4) 準備書時点から、ブロック製作・仮置ヤード

の月別必要面積等が約 8 ヶ月前倒しになっている

が、それに伴い建設工事機械、資材運搬車両等の

稼動計画が変更されたか不明であり、大気質、騒

音、振動の予測が適切なものか不明である。 

ブロック製作・仮置ヤードの必要面積等に関す

る時期の表示を変更したのは、準備書において施

工時期の表示に不統一があったものを評価書で統

一したことによるものであり、予測条件等には変

更はありません。 

 

① 
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<<第２ 調査・予測・評価の手法について>> 
２．調査結果の概要について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 辺野古海域と大浦湾の価値、特徴については、

事業実施区域周辺海域との比較だけではなく、沖

縄島の他の海域との比較も必要であり、適切に解

析されていないと考える。 

大浦湾の価値、特徴については、調査結果等に

より十分解析されているものと認識しています

が、水の汚れ、サンゴ類、ジュゴン等については

調査結果のまとめを追記することにより、当該海

域の特徴をより具体的に記載しました。 

 

① 

(2) 確認された動植物種について、どの程度、種

まで同定できたかについては示されているが、同

定率を考慮した評価が行われているか不明であ

る。 

海域生物調査では、種の同定・分類に加えて、

単位面積当たりの採取量等も把握する必要があり

ますので、分類形質が消失している個体について

も可能なレベルまで種の同定を行った上で、採取

量に含めることにより評価していることを記載し

ました。（p.6-13-7 参照） 

 

① 

(3) 「調査に係る報告書等の成果品については、

適切に保管するとともに、研究等への活用や一般

への閲覧については、法令等に則り適切に対応す

る」としているが、具体的な閲覧の方法等が不明

である。 

例えば、情報公開手続きに則って適切に対応し

ます。 

① 

(4) 台風による環境状況の変化も考慮して予測す

ることとの意見に対し、「そのような変化を踏まえ

て調査時期や調査頻度を設定して現地調査を行

い、年間を通じたさまざまな自然条件下における

生物の生息・生育現況の把握を的確に行い、予測

を行っています」との見解を示しているが、現況

調査を実施した年には台風の襲来はなかった。ま

た、埋立地が存在することにより、台風による自

然環境の撹乱状況が変化することになるため、現

況において台風による変化を踏まえて現地調査を

実施するだけでなく、埋立地の存在による変化を

踏まえた「予測」を行う必要があるが、当該予測

が行われていない。 

 

現地調査を実施した平成 20 年は、台風 13 号及

び15号が南西諸島周辺を通過し当該海域も高波浪

を記録しており、台風期を含んだ時期の高波浪や

地形変化を把握しています。また、予測について

は、台風の来襲により大きな変化を受ける可能性

のある「波浪」と「海底地形」において、過去 34

年間の中城湾の波浪統計をもとに、数年に 1 回程

度発生するレベルの高波浪条件を設定しているこ

とから、台風による環境状況の変化も考慮して適

切に予測を行っていると考えています。 

① 

(5) 陸域生態系の調査結果において、「多様な生物

相を有している」としているが、予測にこのこと

がどのように反映されているかが不明である。ま

た、海域生態系については、同様の表現は見られ

ないことから、対応していないと考えられ、問題

がある。 

生態系に関しては、陸域生態系、海域生態系と

もに、多様な生物相を有する地域であることを踏

まえて、基盤環境や生物群集等の変化について予

測・評価を行っています。海域生態系については、

インベントリー調査により、当該海域における生

物相が多種多様であることが示されており、それ

らの種が基盤環境である海浜、干潟、藻場、サン

ゴ礁等の多様な類型区分に応じて生育・生息して

いることを示しています。 

 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
１．大気質について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 資材搬入車両の速度規制に関する事業者見解

の内容が本文へ記載されておらず、大気質の予測

条件と騒音及び振動の予測条件とに矛盾がある。

各項目の予測・評価として、速度を規制した場合

の大気質への影響と、実際の速度による騒音及び

振動の影響を比較し、明記する必要がある。 

 また、環境保全措置として「遵守を指導する」

としているが、その効果の程度が不明なことから、

工事の平準化による工事期間の延伸による影響と

比較しより良い環境保全措置を選択する必要があ

る。 

資材及び機材の運搬に用いる車両の運行に伴う

道路交通騒音の環境保全措置として規制速度を遵

守することとしています。大気質においては、速

度規制を行うことで、大気汚染物質の濃度が増加

しますが、その程度は日平均値で 大 2％に留まり

ます。（p.資 6-2-5、6参照） 

また、振動についても速度規制による予測・評

価を行い記載しました。（p.6-4-58 参照） 

上記の効果については、工事期間中に環境監視

調査を行い、影響の程度を確認することとしてお

り、環境保全措置は適切なものと考えています。 

 

① 

② 

④ 

(2) 大気汚染物質の拡散計算の結果が具体的に評

価書に示されていない。 

プルームパフモデルの適応性について、3次元モ

デルを使って辺野古集落における大気汚染物質の

拡散計算を行い、その比較検討を行いました。 

その結果、3次元モデルの場合、プルームパフモ

デルと比べて予測濃度が0.3～0.6倍程度と低くな

り、プルームパフモデルが も安全側の予測にな

ることを検証し、資料編に記載しました。（p.資

6-2-1～4参照） 

 

① 

 

(3) 洗機排水に、通常の汚水処理浄化槽では処理

できない成分としてベンゼンが想定されている

が、ベンゼンは揮発性の有機物質であり、水から

は容易に揮散することから、滑走路、洗機場、排

水処理施設等からベンゼンが排出されるおそれが

ある。 

ベンゼンのように通常の汚水処理浄化槽では処

理できない成分は、凝集沈殿方式により、反応槽

において薬品を添加して成分（フロック形成）の

サイズを大きくした後、沈殿するフロックに微細

気泡を付着・浮上させて加圧浮上槽にて除去しま

す。さらに、凝集槽へ活性炭を投入することによ

り、ベンゼンを活性炭に吸着させて加圧浮上槽で

除去します。このように一次処理（処理水質：ベ

ンゼン 0.1mg/L 以下）を行った後、排水は汚水処

理浄化槽にて二次処理します。これらのことを記

載しました。（p.2-20 参照） 

 

① 

(4) 光化学オキシダント濃度に関して、環境基準

を超えるデータが観測されており、さらに航空機

からの排気ガスによる濃度増加が予測されるが、

全く予測・評価されていない。 

当該事業実施による大気環境へ負荷を与えるの

は窒素酸化物、浮遊粒子状物質及び硫黄酸化物の 3

物質であり、光化学オキシダント等の他の汚染物

質が大気質に及ぼす影響はないものとして方法書

第 2 章環境影響評価の項目並びに調査、予測及び

評価の手法にその理由を記載しています。 

 

① 

(5) 大気汚染物質の年平均値は、現地調査におい

て、四季に各 7 日間連続測定して求めた 1 時間値

の日平均値から算出することから、その値を用い

た予測は不確実性の程度が大きいことを踏まえて

評価し、環境保全措置を検討する必要がある。 

「道路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版」

(財団法人道路環境研究所)によると、現地調査の

手法については、大気質の年平均値を社会活動や

気象の変動の周期を踏まえて、精度よく推定でき

るように、四季毎に 1 週間の連続測定とすること

としており、上記の方法で測定した値を用いて予

測及び評価しました。 

また、工事期間における環境監視を行い、影響

の程度を確認することから、環境保全措置は適切

なものと考えています。（p.8-22 参照） 

 

① 

④ 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
２．騒音（航空機騒音以外）について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 工事計画、建設機械の月別稼動計画は、予測

対象時期のみが示されており、予測対象時期以外

の月別稼動計画が具体的に示されていないことか

ら、予測対象時期の妥当性が確認できない。 

工事計画、建設機械の稼働状況については、稼

働時期及び稼働位置などの予測条件を示してお

り、予測対象時期は妥当であると考えています。 

（p.6-3-42～50 参照） 

 

① 

(2) 特定建設作業騒音については、作業禁止時間

や 大作業時間、 大作業日数、作業禁止日が設

けられており、夜間作業は禁止されているが、夜

間工事を行うことが想定されている建設作業騒音

の評価において、特定建設作業騒音の基準値が用

いられている。本基準値を用いて評価するのであ

れば、地域の状況を踏まえると、騒音値(85dB)だ

けではなく、第 1号区域とし、作業時間（日曜日・

夜間作業禁止）についても整合を図った上で評価

する必要がある。 

夜間工事を伴う特定建設作業として、コンクリ

ートプラントが対象となります。コンクリートプ

ラントの設置箇所は、騒音規制法に基づく規制地

域の指定がなされていないことから、第 1 号区域

（第 1 種区域：第 1、2 種低層住居専用地域、第 2

種区域：第 1、2 種中高層住居専用地域、第 1、第

2種住居地域、準住居地域、第 3種区域：近隣商業

地域、商業地域、準工業地域）に該当しないもの

と考えています。 

① 

(3) 道路交通騒音の基準又は目標との整合性に係

る評価において、辺野古は「A地域のうち 2車線以

上の車線を有する道路に面する地域」の基準値を

適用するとしているが、当該地点は現状において 2

車線以上の車線を有する道路は存在しないことか

ら、当該基準による評価は不適切である。 

当該地点については、主要幹線道路（高速自動

車国道法第 4条、道路法第 5条（一般国道）、道路

法第 7条（地方的な幹線道路網を構成する道路））

の沿道地域を「Ａ地域のうち 2 車線以上の車線を

有する道路に面する地域」に相当するものとして

おり、道路交通騒音の評価の基準は、妥当である

と考えています。 

① 

(4) 夜間工事に係る環境保全措置として「資機材

運搬にかかる車両の運行を極力少なくするよう努

めます」としているが、その具体的な内容、効果

が示されておらず、環境保全措置の効果の程度が

不明である。なお、運搬に必要な車両台数でもっ

て予測を行っているため、予測条件で示した台数

から減らすことは困難と考える。 

夜間工事においては、主要資材（路盤材や舗装

コンクリート等）の運搬は実施しないことから、

基本的に工事用仮設道路を使用しない計画として

います。ただし、夜間工事中に、急な天候悪化等

の要因により、工事が急に中止になった場合につ

いては、工事作業員が帰宅するために工事用仮設

道路を使用する可能性があります。 

工事用仮設道路を使用した場合における道路交

通騒音の予測結果を資料編に記載しました。（p.資

6-3-14、15 参照） 

① 

② 

(5) 苦情等への対応について、「苦情等があった場

合にも、直ちに対応できる監視体制を構築します」

との見解を示しているが、評価書に当該監視体制

が示されていない。 

工事中は、環境監視のパトロールを実施するこ

とと、苦情等があった場合、工事関係者による工

程会議等で対応を検討する予定です。 

① 

(6) 予測時期は、国立沖縄工業高等専門学校で 2

年次 8 ヶ月目、辺野古集落で 1 年次 4 ヶ月目で、

準備書段階から変更されていないが、概略工事工

程が変更され、また、代替施設本体工事開始 1 ヶ

月前から石材の搬入を開始するとしていることに

伴って、予測条件である建設機械の月別稼働台数

に変化がないのか不明である。 

準備書段階から概略工程が変更されましたが、

予測対象時期における月別稼働台数に変化はあり

ません。 

① 

② 

(7) 騒音の工事中の影響に対し、環境保全措置と

して仮設道路に 3.1m の遮音壁を設け、その効果を

含めて予測を行っているが、遮音壁以上の高さの

建物については、効果が無いことから、その様な

建物に対する環境保全措置を実施する必要があ

る。 

遮音壁以上の高さの建物について、遮音壁の設

置による道路交通騒音の低減効果を検討した結

果、2階建て建物の高さにおける低減効果は 8dB と

なることを資料編に記載しました。（p.資 6-3-12、

13 参照） 

遮音壁以上の高さの建物についても遮音壁の設

置による低減効果があることから、その様な建物

に対する環境保全措置を実施する必要はないと考

えています。 

② 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
３．航空機騒音について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 方法書及び準備書についての知事意見に対応

して、評価書には、飛行場の使用を予定する航空

機の種類としてオスプレイ（及び飛行経路の変更）

が追記され、オスプレイの運航に伴う環境影響評

価の結果が追記されている。 

 しかしながら、当該事業の環境影響評価におい

て極めて重要なオスプレイの配備などの環境情報

は、本来ならば方法書及び準備書段階で記載され、

関係市村長や住民等が意見を提出する際に考慮さ

れるべきものであり、環境影響評価の手続の 終

段階である評価書において示されたことにより、

当該情報及び当該情報に係る環境影響評価結果に

ついて、関係市村長や住民等からの有益な環境情

報が収集されておらず、環境影響評価制度の趣旨

から問題がある。このような当該情報への配慮を

欠く結果として、環境保全上の重大な支障が生じ

るおそれがあると考える。 

航空機の機種変更に伴う手続のやり直しは、法令

に規定される手続の再実施の要件には該当しない

ものだと承知しています。 

また、評価書については、方法書や準備書とは異

なり、法令上、公告・縦覧等が義務付けられている

ものではありませんが、事業者としては、本事業に

おける評価書の内容を広く周知するため、希少な動

植物の位置に関する情報をマスキングした上で、ホ

ームページに掲載するとともに、4 箇所の事務所に

おいて評価書を公開することにより、約1月間、一

般の閲覧に供したところです。 

これに関連して、沖縄県環境影響評価審査会は、

評価書に対する環境保全の見地からの一般の方々

からの意見を受け付け、当該意見に配慮しつつ県知

事に対する答申を行い、沖縄県においても、一般の

方々からの意見を受け付け、当該意見を考慮して知

事意見を作成されたものと承知しています。 

事業者としては、このようにして作成された知事

意見に対して適切に対応し、評価書に記載しまし

た。 

 

① 

(2) 予測条件について 

ア 航空機の運航等の想定において、対象機種と

してオスプレイが記載され、飛行モードとして転

換モードと固定翼モードを想定したと記載してい

るが、オスプレイの航空騒音調査結果は、エンジ

ンテスト時とホバリング時の騒音値しか示されて

おらず、また、予測において転換モードを回転翼

機として騒音基礎データを示しているが、転換モ

ード時のナセル角度等、各モードの設定が不明で

ある。 

MV-22 を含め航空機騒音の予測に用いた騒音基

礎データは、評価書に記載しているとおり、基本

的には米軍提供データを使用し、提供されないデ

ータについては、防衛省が保有する基礎データの

使用、事業者による調査に基づくデータ（CH-53、

MV-22 等のエンジンテスト時及びホバリング時の

騒音）等を用いています。 

 MV-22 の飛行時の騒音基礎データは、米軍提供デ

ータに基づくものであり、評価書に記載しました。 

（p.6-3-67～68 参照） 

 また、MV-22 の各モードの設定については、以下

のとおり記載しました。 

１ 転換モード 

 全飛行において：ナセル角 80度、80kt 

２ 固定翼モード 

  離陸時：ナセル角 60度、115kt 

  着陸時：ナセル角 80度、80kt 

  巡航時：ナセル角 0度、220kt 

 

① 

イ 航空機から発生する騒音レベルは、離陸、着

陸、巡航の中で、エンジン出力が 大になる離陸

時が も大きくなり、回転翼機においては、停止

しているホバリング時ではなく、ホバリング位置

へ移動する垂直離陸時が も大きくなると考えら

れる。しかし、予測に用いた騒音データは、どの

ようなときの騒音値なのか不明である。 

 

MV-22 のホバリングの騒音調査時のデータによ

れば、ホバリング位置への移動時ではなく、ホバ

リング時の騒音レベルが 大となることを資料編

に記載しました。（p.資 6-3-74 参照） 

騒音の予測に当たっては、この 大値を用いて

予測を行いました。 

① 
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ウ 評価書ではオスプレイのエンジンテスト時・

ホバリング時の単発騒音暴露レベル(LAE)が示さ

れているが、予測で用いているピーク騒音レベル

（dB）をどのように算出したのか不明である。ま

た、予測で用いているピーク騒音レベルは、離陸

時、着陸時、巡航時、エンジンテスト時、ホバリ

ング時のいずれのものを用いたのか不明である。

WECPNL の予測で用いたピーク騒音レベルの基礎

データは、米国における調査の結果に基づく距離

とピーク騒音レベルとの関係から求めています。

（p.6-3-68、69 参照） 

また、当該ピーク騒音レベル及び騒音レベルに

ついては、離陸時、着陸時、巡航時、エンジンテ

スト時、ホバリング時、それぞれ飛行態様別に算

出したデータを用いています。 

なお、エンジンテスト時及びホバリング時の騒

音は、定常音として評価するものであり、単発騒

音暴露レベル(LAE)は削除しました。 

① 

エ 評価書では、「転換モード」を回転翼機として

扱っているが、ナセル角度が示されていないため、

短距離離発着機として離発着するのか、ナセル角

90度で、垂直に離発着するのかが不明である。 

 

MV-22 の騒音予測に用いた各モードにおけるナ

セル角度は、前記 3(2)アに示すように記載しまし

た。 

① 

オ 「騒音を含む地元コミュニティへの影響に配

慮して設定するべく、日米間で議論した」として

飛行経路が台形から長円形に変更されたが、準備

書段階と比較すると、経路１、２は全体が陸地に

寄っており、また、経路３、４は北東側が安部の

集落などに接近していることから、騒音が増加す

る可能性が高いと考えるが、各予測地点からのス

ラントディスタンスは、 も近い値として一つの

データしか示されておらず、回転翼機と固定翼機

の飛行形態の違い、どの飛行経路を飛行した場合

のものかが不明であり、各機種の経路ごとのスラ

ントディスタンスが示されなければ、適切に予

測・評価されたか判断できない。 

 また、普天間飛行場と同様に位置通報点が設定

されているのか不明である。位置通報点が設定さ

れている場合、その上空を頻繁に通過することが

想定されるが、考慮されているかも不明である。

 

各予測地点のスラントディスタンス（SD）は、

機種別、飛行態様別に算出した SDのうち 小のも

のを記載したものです。（p.6-3-70 参照） 

評価書においては、一例として一機種による各

予測地点における飛行態様別の SD を示しました

が、全機種による SDについては資料編に記載しま

した。（p.資 6-3-75～78 参照） 

なお、現時点において位置通報点は米側より示

されていないことから、予測に当たっては特定の

通報点を考慮していません。 

① 

カ 滑走路別飛行態様別標準飛行回数が示されて

おり、北東からの風の場合、全てＢ滑走路を北向

きに離陸し、Ａ滑走路に着陸するとされているが、

場周経路上を有視界飛行する場合は、風向きによ

らずＡ滑走路しか使わず、Ｂ滑走路は気象や管制

官の指示、安全、パイロットの判断運用上の所要

等の条件がない場合しか用いないこととされてお

り、飛行経路としては、Ｂ滑走路から場周経路へ

の経路は示されていない。南西からの風の場合も

同様である。これらのことから、当該標準飛行回

数の妥当性が不明である。 

飛行経路については、名護市長及び宜野座村長

から、周辺地域上空を回避するよう要請されたこ

とを踏まえ、Ｌ字型からＶ字型に変更したもので

す。この結果、Ａ、Ｂ滑走路を風向き等に応じて、

主たる滑走路として使い分けることにより離発着

時の飛行及び有視界飛行の場周経路が海上を通る

ことができるようになりました。このため、Ｂ滑

走路を使用した場周経路への飛行経路は設定して

いません。 

他方、気象、管制官の指示、安全などの状況に

より上記の運用方針を逸脱せざるを得ない場合が

想定されます。そもそも、周辺地域上空を回避す

ることという地元要請を受けて滑走路の形状変更

及び運用形態の設定を行ったものであり、それを

否定する運用方針及びそれに基づく予測を行うこ

とは適切ではなく、当該標準飛行回数の妥当性に

問題はないと考えています。 

なお、航空機の運用は基本的に地域の上空を回

避する方向で運用されるものと承知しています。 

 

① 



9-1-11 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
３．航空機騒音について 

知事の意見 事業者の見解 分類

キ 供用時の離発着回数については、準備書段階

と変わらず、現普天間飛行場における騒音発生回

数を基に、米軍提供の普天間飛行場における CH-46

等の運用状況実態調査の結果を考慮して算出して

いるが、オスプレイは CH-46 に比較して航続距離

等の性能が良いことから、CH-46 とは運用状況が変

わることも考えられる。しかしながら、このこと

について説明が示されないまま当該離発着回数を

予測の前提条件としており、その結果について不

確実性の程度も検討されていない。 

 また、現普天間飛行場における騒音発生回数を

基にするとしても、単純に日平均回数が 多とな

る年を選択するのではなく、各測定日の騒音発生

回数を時間帯別重み付けした上で日平均回数を算

出し、さらに、直近の平成 20～22 年度のデータも

加えて、 多となる年度を選択する必要がある。

 参考として、大型固定翼機の飛行回数を固定翼

機のC-12が飛行するものと想定した予測がなされ

ているが、大型固定翼機の飛行回数を代替施設に

おける主要な航空機である CH-53 やオスプレイの

飛行回数に振り分けなかった理由が示されておら

ず、予測の妥当性が不明である。 

環境レビューによれば、CH-46 を MV-22 に換装す

ることにより、全体の運用は過去の平均飛行回数と

比較して11％（時間帯重み付け後の回数では8％）

減少するとされていることから、その割合を減じた

飛行回数により予測計算することも問題ないと考

えますが、予測に当たっては事業者側に厳しい条件

を設定するという観点からCH-46の運用回数をその

ままMV-22の運用回数に置き換えました。 

代替施設における1日の標準飛行回数（p.6-1-26

参照）は、時間帯重み付けをした普天間飛行場にお

ける騒音発生回数を基に、WECPNL の計算式に用いる

日平均飛行回数が 多となる平成8年度を採用した

ものであり、単純に時間帯重み付けのない日平均回

数が 多となる年度を選択したものではありませ

ん。さらに直近 4 カ年（平成 20～23 年度）の時間

帯重み付けをした大型固定翼機を含む飛行回数 371

回と比較しても平成8年度の方が100回以上上回っ

ていることを資料編に記載しました。（p.資 6-3-79

～83参照） 

大型固定翼機の飛行回数の振り分けについては、

再編の実施のための日米ロードマップにおいて、

KC-130 飛行隊は岩国飛行場を拠点とすることとさ

れており、代替施設において KC-130 等の大型固定

翼機の配備は予定されていません。したがって、大

型固定翼機の飛行回数をCH-53やオスプレイの飛行

回数に振り分けることは沖縄県の負担軽減のため

取り組んでいる再編事業の趣旨を自ら否定するこ

とになり適切ではないと考えています。このような

考えのもと、本事業に係る環境影響評価準備書に対

する知事意見についての事業者の見解として行っ

た、大型固定翼機の飛行回数を考慮した試算につい

ては、評価書においては削除することにしました。 

以上のことから、予測の前提条件は妥当であると

考えています。 

 

② 

ク 評価書において、滑走路長が 1,200m、その両

端の過走帯（オーバーラン帯）が各 300m に変更さ

れ、その結果、離陸滑走路長が 1,200m を超える機

種は、過走帯から滑走を開始することが示されて

おり、北東からの風の場合、航空機のスタート位

置が、辺野古集落側に 100m 以上接近することにな

るが、示された予測・評価において当該事項が考

慮されているのか不明である。 

MV-22、C-20 及び C-21 は 大重量で離陸する際

に、必要な滑走路が 1,200m 以上となるため、必要

に応じて、離陸時にオーバーランを実質的に滑走

路として使用する計画としています。離陸時にど

の程度オーバーランを使用するかは、積載重量等

に左右されるため、予め標準飛行回数を設定し、

騒音の予測・評価を行うことは困難ですが、これ

らの機種が毎回オーバーランを使用すると仮定し

た場合の試算結果を資料編に記載しました。（p.資

6-3-84 参照） 

当該結果によると、2ヶ所の予測地点（瀬嵩集落、

辺野古高台）おいて 0.1WECPNL の増加が認められ

ました。 

 

② 
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ケ 飛行経路のばらつきによる影響について、「第

一種区域等の指定に関する細部要領について（通

達）」において、航空機騒音レベルの決定にあたり

経路のばらつきを正規分布で考慮するとしている

ことに基づき、「標準飛行経路の両側に各々３ずつ

の合計 7 コースを設定」しているが、一般的な回

転翼機と飛行形態が大きく異なるオスプレイ（テ

ィルトローター機）が導入されるにもかかわらず、

ばらつきに関する内容が準備書から変更されてい

ないため、オスプレイの飛行形態によるばらつき

が考慮されているのか不明である。 

 また、気象、パイロットの判断、運用上の所要

等により、当該経路を外れることがあると記述し

ていること、現普天間飛行場において沖縄防衛局

が平成 22年 1月から平成 23年 3月に行った、「普

天間飛行場における回転翼機の飛行状況調査」に

おいて、場周経路とのかなりの差異が見受けられ

ることなどから、ばらつきの程度については、こ

うしたことも考慮して検討する必要がある。 

 

飛行経路のばらつきについては、知事意見を踏

まえ、平成 22年度の「普天間飛行場における回転

翼機の飛行状況調査」による実測値を基に試算し

た結果を記載しました。（p.6-3-71 参照） 

また、MV-22 の飛行のばらつきについては、飛行

形態別（固定翼モード及び転換モード別）に設定

し、予測計算を行い、結果を記載しました。 

（p.6-3-82、83 参照） 

② 

コ 住民等意見に対する事業者の見解で、「仮に将

来的に自衛隊が共同使用をする場合においても、

飛行場を使用する等の環境に大きな負荷を与える

形で共同使用することは念頭においておりませ

ん」としているが、自衛隊との共同使用がどのよ

うな形になるのか、自衛隊が使用する機種や機数

などが具体的に示されていないことから、大きな

負荷を与える形で共同使用することがないのか不

明である。 

現時点では、代替施設で自衛隊が飛行場を共同

使用する計画はありません。仮に将来的に、自衛

隊が共同使用する場合には、防衛省・自衛隊とし

て環境関係法令を遵守することは当然です。 

① 

サ オスプレイの各モードにおける飛行回数を、

米軍提供資料により決定したとしているが、代替

施設では、オスプレイは 大重量での離陸に当た

り、滑走路ではない過走帯（オーバーラン帯）も

使用しなければ離陸できないとしていること、転

換モードであれば、滑走路やヘリパッドから離陸

できること、また、米軍の運用上について制限を

加えることは困難との見解が示されていることか

ら、転換モードによる離着陸回数が増加し、予測

結果よりも高い値になるおそれがある。 

MV-22 の各モードによる飛行回数は、米側への聞

き取り調査の結果に基づく飛行モード割合により

割り振っていますが、前記 3(2)アに示したように、

固定翼モードでの飛行においても、転換モードで

離着陸が行われることを踏まえ、離着陸時にはそ

れに対応した騒音基礎データを適用して予測を行

っていることから、「転換モードによる離着陸回数

が増加し、予測結果よりも高い値になるおそれが

ある」との指摘は当たらないものと考えています。 

① 

シ 他の飛行場から飛来する航空機については、

現普天間飛行場における飛来状況を勘案し、ピー

ク騒音レベルが 大となる機種、頻度等を明らか

にし、予測･評価を行う必要がある。 

普天間飛行場に飛来する外来機のうち、代替施

設で運用可能な航空機については、小型固定翼機

（C-12、C-20）の他、回転翼機（H-60 等）に限ら

れています。評価書における１日の標準飛行回数

（271 回）は、騒音発生回数の 90％に相当する１

日の総飛行回数（371 回）から大型固定翼機の飛行

割合（27％）のみを減じたものであり、外来機に

ついては、既に 271 回の飛行回数に含まれていま

す。また、ピーク騒音レベルについても各機種に

設定しています。 

なお、271 回の飛行回数は直近 4 カ年（平成 20

～23 年度）の 90％に相当する飛行回数（60 回）と

比較しても上回るものです。 

 

② 
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(3) 予測結果について 

ア 準備書に対する知事意見において、他の訓練

施設への飛行経路も含めて予測・評価するよう述

べたところであるが、「代替施設供用後の具体的な

訓練場所は、米軍の運用に関するものである。具

体的に飛行ルートを示して予測することは困難」

として、対応されていない。しかし、米海兵隊が、

オスプレイの配備に関し、「環境審査」を行ってお

り、運用の可能性があるとして、事業実施区域、

北部訓練場、キャンプ・ハンセン、伊江島補助飛

行場を調査対象としていることを踏まえると、将

来における当該施設間の飛行移動があることは明

らかに推察され、基地を提供する立場にある国に

おいては環境配慮の観点から、米側から飛行経路

等の情報を的確に入手し、予測・評価を行うべき

である。 

 

 

施設間移動に係る航空機騒音の予測・評価につ

いては、参考として MV-22 がコンター作成範囲内

においては飛行経路（p.6-3-76、77 参照）にした

がって飛行し、その後施設間移動のため 1,000ft

の高度、飛行回数 21.24 回により直上を飛行する

との条件設定の基に予測試算を行いました。その

結果、施設間移動における航空機騒音の予測値は、

67.3WECPNL であり、環境基準 70WECPNL を下回る値

となりました。 

（予測条件の設定） 

１ 飛行回数：21.24 回（環境レビュー付録Ｃに記

載される年間着陸帯使用回数（ソーティー）の

日平均重み付け回数の往復を設定） 

２  飛行高度：1,000ft（施設間移動時の飛行高度

は十分上昇した後に移動すると仮定し、場周経

路内の水平飛行高度の高い方を採用） 

３  騒音データ：81dB（p.6-3-68 より、SD=1,000ft

（約 300m）のピーク騒音レベル） 

② 

 

イ 「飛行パターンが特定できない場合は、〈中略〉

住宅地の直上を飛行した場合について予測・評価

し、環境保全措置を検討すること」との意見を述

べているが、当該意見に対しても対応されていな

い。 
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３．航空機騒音について 

知事の意見 事業者の見解 分類

ウ 知事意見において、予測条件として風向きを

考慮することを求めていたが、離着陸の回数のみ

考慮し、風向きによる音の伝搬を考慮した予測・

評価がなされていない。 

我が国の航空機騒音に係る環境基準で使われてい

るWECPNLは ICAO（国際民間航空機構）で提案された

WECPNL に基づくものです。これは、音響の強度だけ

ではなく、その頻度、発生時間帯などの諸要素を加

味し、多数の航空機から受ける騒音の総量（総暴露

量）を1日の平均として総合的に評価するものです。 

飛行回数については、自衛隊等の飛行場にあって

は、飛行しない日、飛行する日あるいは極端に飛行

する日があるため、年間を通して標準的な１日の飛

行回数を求める場合において、公共用飛行場の場合

のように単純に年間を平均するのではなく、1年間の

騒音発生回数のデータを基に、騒音発生回数が少な

い日から数えて90％に当たる日を採用しています。 

風向きを考慮した予測については、準備書への事

業者見解で述べたように、航空機は風向きにより着

陸、離陸等の方向が異なることから、標準飛行回数

を北東、南西方向に振り分けて、風向きを考慮した

予測を行ったものです。 

このことは本評価書に限った考えではなく、函館

空港拡張整備事業における環境アセスの住民意見に

おいても同様の意見があり、それに対して「風向、

風速等の気象条件も、滑走路使用割合ということで

考慮されています。」という事業者見解が示されてい

ます。そもそもWECPNLの計算式には風向、風速の入

力項がなく、従って、これまでのWECPNLを用いた他

の環境アセス（新石垣空港整備事業における環境ア

セス含む）においても同様に、風向に応じた離発着

の方向を設定することで気象条件を加味していま

す。 

なお、平成25年4月1日から施行となる航空機騒

音の環境基準の一部改正において評価指標が WECPNL

から時間帯補正等価騒音レベル（Lden）に移行され

ますが、風向き等の気象条件の扱いについての基本

的な考え方は同じであると承知しています。 

 他方、知事意見を踏まえて騒音レベル（LA）予測

コンターについて夏季、冬季の風向、風速を仮定し

てそれぞれ試算した結果を資料編に記載しました。

（p.資6-3-85～93参照） 

 風の影響を考慮した騒音伝搬の予測に当たって

は、気象の影響を考慮できる手法として研究が進め

られているPE法を用いました。対象機種はMV-22と

CH-53とし、騒音伝搬への風の影響は上空発生音より

も地上付近から発生する騒音の方が明らかであるこ

とが知られているため、それぞれエンジンテスト時

とホバリング時について試算しました。 

風向・風速については、辺野古崎であるＷＥ-８地

点における夏季代表として風向をＥ（東の風）、平均

風速を3.1m/s、冬季代表として風向をＮ（北の風）、

平均風速を5.6m/sとしました。（p.6-2-20、21参照） 

騒音の伝搬に関する風の影響は正負両方あること

が示されました。（無風状態すなわち風の影響を考慮

しないコンターと比較すると、夏季は陸域側に、冬

季は海域側にコンターが移動する） 

 

② 
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エ 予測コンターについて、「航空機騒音に係る環

境基準値（WECPNL 値（以下｢Ｗ値」という）70）以

上の予測コンターしか図示していないが、当該基

準値以下の騒音レベルの予測コンターも図示する

こと」との知事意見に対し、「予測精度の問題や予

測結果の検証ができないことから、Ｗ値 70 以下の

コンターを図示することは困難」との見解を示し

ており、知事意見に対応していない。 

 また、Ｗ値 70 以下について、予測精度の問題や

予測結果の検証ができないということであれば、

予測地点 14 地点の予測結果（全てＷ値 70 以下）

も検証ができず、予測の不確実性の程度が大きい

ことになる。 

評価書においては、予測地点と音源が遠く離れ

ることにより予測精度が低下することや環境基準

に70WECPNL未満の基準値が示されていないことか

ら70WECPNL以下のコンター図を作成しませんでし

た。 

環境省告示において、基準値として 70WECPNL と

ともに、予測計算の考え方が示されています。防

衛省告示における予測計算方法は環境省の考え方

を基本としたものであり、この告示に従って予測

計算しました。 

なお、これまで全国で実施された航空機騒音に

係る環境影響評価において70WECPNL未満のコンタ

ー図が示された事例はないものと承知していま

す。 

① 

オ 「Lden 値の予測は、換算式ではなく、騒音測

定結果から予測すること」との知事意見に対し、

「Lden 値の予測手法は、確立されていないため、

換算式以外での予測を行うことは困難」として、

騒音測定結果からの予測を行っていない。 

時間帯補正等価騒音レベル（Lden）による航空

機騒音の予測に当っては、現在、防衛施設周辺に

おける航空機騒音コンターに関する基準の改正を

予定していますが、その改正予定の考え方に基づ

き Lden を試算した結果を記載しました。 

（p.6-3-84、85 参照） 

簡略式を使った計算と比べて予測コンターが広

がる結果となりました。 

② 

カ 「ピーク騒音レベルについて、予測はされて

いるが評価がなされていないことから、評価する

こと。評価に当たっての目標値は、現況の騒音状

況、土地利用状況を勘案して設定すること」との

知事意見に対し、「ピーク騒音レベルの評価手法

（基準）がありませんので、評価を行うことは困

難」との見解を示し、事業者自ら評価に当たって

の目標値を設定することもなく、評価を行ってい

ない。 

航空機騒音は単発騒音ですが、間欠的に騒音暴

露が繰り返されるため累積効果の評価が必要にな

ります。このため基準時間帯（例えば 24時間）に

わたり発生する全ての単発騒音暴露をエネルギー

的に加算し、時間帯の長さで平均して求める平均

騒音レベルで評価する必要があります。その基本

量が騒音レベルの場合は等価騒音レベル LAeq,24h

や時間帯補正等価騒音レベル Lden が用いられ、基

本評価量がPNLの場合にはWECPNLなどが用いられ

ています。 

本評価書においては、このような学術的に認め

られた考え方に沿って、WECPNL や Lden により航空

機騒音の予測・評価を行ったものです。このとき

WECPNL の計算のためピーク騒音レベルを求めたも

のですが、現時点でピーク騒音レベルの評価方法

は確立していません。 

他方、ピーク騒音レベルによる予測等を行うこ

とという知事意見に対しては、単発騒音のピーク

騒音レベルの評価方法や基準値などは現時点にお

いて定められたものはないことから、LAmax 予測コ

ンター（LA 予測コンターを含む）のみを資料編に

記載しました。（p.資 6-3-25～65、86～93 参照） 

① 

② 

キ 予測結果は、予測地点の 14地点すべてにおい

て、準備書における予測結果よりも高い値となっ

ているが、直近の平成 20～22 年度のデータも加え

た上で、知事意見に対応して、標準飛行回数を現

普天間飛行場における日 大騒音発生回数を採用

し、また、大型固定翼機の飛行回数を C-12 の飛行

回数ではなく、CH-53 やオスプレイの飛行回数に振

り分けた場合、現普天間飛行場における飛行のば

らつきを考慮した場合には、予測結果よりも高い

値になると考える。 

標準飛行回数及び大型回転翼機の振り分けにつ

いては、3(2)キに示したとおりです。 

飛行のばらつきの考慮については、3(2)ケに示

したとおりです。 

② 
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ク 「ホバリングやエンジンテストの予測に当た

っては、時間帯ごとの発生回数、騒音継続時間に

ついても示すこと」との知事意見に対し、「常時ホ

バリングやエンジンテストを実施しているとの想

定で行っている」との見解を示しているが、その

場合、飛行回数に含まれない騒音が発生している

ことになり、予測結果よりも高い値になると考え

る。 

評価書におけるホバリングやエンジンテスト時

の騒音レベルの予測結果における「常時ホバリン

グやエンジンテストを実施しているとの想定で行

っている」という説明について、実際の訓練回数

や継続時間を踏まえて計算したという意味ではな

く、定常音が継続していると仮定してコンターを

示したものです。 

なお、WECPNL や Lden については、ホバリングや

エンジンテストについて追加的に調査を行うなど

の対応により予測モデルを精緻化しました。その

内容は評価書（p.6-3-72、73 参照）に示していま

すが、ホバリング等の回数は標準飛行回数に含ま

れています。 

① 

(4) 環境保全措置について 

ア 施設等の存在及び供用における環境保全措置

として、「滑走路をＶ字型に配置し、周辺地域上空

を基本的に回避する」としているが、次のことか

ら、滑走路をＶ字型に配置することによる環境保

全措置としての効果の程度が不明である。 

① 評価書では、場周経路上を有視界飛行する

場合、主にＡ滑走路を使用することが示され

ている。 

② Ｖ字型滑走路によって航空機騒音による影

響が低減されるとしているのは、Ｌ字案と比

較してとのことである。 

③ 周辺地域上空を基本的に回避するとしてい

るが、その運用については、「気象、パイロッ

トの判断、運用上の所要等により、当該経路

を外れることがある」と記述しており、また、

準備書についての知事意見への見解におい

て、「米軍機の飛行禁止など制限を加えること

は、米軍の運用上、困難」としている。 

 

滑走路をＶ字型としたのは、名護市長及び宜野

座村長から、周辺地域上空の飛行を回避するよう

要請されたことを踏まえたものです。また、Ｖ字

型の滑走路は、主たる滑走路を使用することによ

り離発着時の飛行経路及び有視界飛行の場周経路

が海上を通るよう作られたものです。（3(2)カを参

照） 

騒音の低減効果については、滑走路をＶ字型に

することによって、住宅地からの距離が離れるこ

とに依る距離減衰が見込まれ、騒音低減につなが

るものと考えています。（p.資 6-3-1 参照） 

周辺地域上空を基本的に回避することについて

は、名護市長及び宜野座村長からの要請を受け、

米側と調整を行い、平成 18年 5月の「2＋2」にお

いてＶ字案で合意しており、また、一連の協議を

通し、米側から理解を得ていると認識しています。 

① 

イ エンジンテストセルについて、「エンジンテス

トセルは、試験運転時の消音を求められる施設であ

り、周囲への騒音による影響はないものと考えてい

ます」との見解を示しているが、エンジンテストセ

ルの構造や消音効果などが示されていないことか

ら、影響がないとする具体的根拠が不明である。 

 なお、エンジンテストセルで行われるテストと、

騒音発生源として予測されるテストの配分等が明

らかではないことから、当該騒音に係る予測・評価

が適切に行われているか不明である。 

エンジンテストセルは、以下に示す消音性能につ

いての要求事項を満足しなければならないことか

ら、エンジンテストセル周辺への騒音による影響は

ないものと考えています。 

１ 試運転を行う場合の騒音レベルは、運用条件の

いずれの場合においても、エンジン排気ノズル出

口を中心とした半径 500ｍの円周上、地上 1.2ｍ

における騒音レベルが70dB以下であること。 

２ 基地境界線までの距離が 500ｍ以下の場合は、

基地外柵において55dB以下であること。 

① 

(5) 航空機騒音については、供用後、環境監視調

査として実施するとしているが、総じて、予測の

基礎データも明らかにされておらず、予測の不確

実性の程度が大きいと考えられることから、事後

調査を実施しないという理由は成立しない。 

航空機騒音の基礎データは、主要なものは既に

評価書に記載したとおりです。補足的に騒音基礎

データを記載しました。 

また、航空機騒音の予測に当たっては、より詳

細に実態を反映させるため、予測モデルの精緻化

を図ったことから、予測の不確実性の程度はより

小さくなったものと認識しています。 

なお、供用後の騒音については、影響の程度を

把握し、その結果に基づいて適切な対策を講じる

ための環境監視調査として、騒音測定を実施する

こととしています。 

① 

② 
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知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 予測条件について 

ア 航空機騒音と同様に、低周波音のデータが、

エンジンの出力が 大時に測定されたものである

のか不明である。また、高度についても、影響が

大となる高度を選択したか不明である。 

低周波音の予測に用いた基礎データは、飛行時、

ホバリング時（地上 20m の静止状態）及びエンジ

ンテスト時（離陸直前の 大出力）の低周波音を

等倍距離において測定した基礎データを基に、低

周波音の周波数毎の100m換算音圧レベルを算出し

た結果を記載しました。（p.6-5-31～34 参照） 

 

① 

イ 「ホバリングやエンジンテストの予測に当た

っては、時間帯ごとの発生回数、騒音継続時間に

ついても示すこと」との知事意見に対し、「常時ホ

バリングやエンジンテストを実施しているとの想

定で行っている」との見解を示しているが、ホバ

リングやエンジンテストの時間帯ごとの発生回

数、騒音継続時間が不明である。 

評価書における低周波音は、低周波音の測定方

法に関するマニュアル（平成 12 年 10 月環境庁）

に基づき測定を行い、機種ごとに 1 機の航空機が

飛行、ホバリング及びエンジンテストを行った場

合に発生する低周波音について、Ｇ特性音圧レベ

ル及び 1/3 オクターブバンド中心周波数毎の音圧

レベルにより予測したものであり、発生回数、継

続時間の設定はありません。 

 

① 

(2) 予測の結果について 

ア 低周波音は波長が長いため遠くまで伝搬する

が、どの範囲まで低周波音が伝搬するのか不明で

ある。 

 

低周波音による音圧レベルの伝搬範囲を資料編

に記載しました。（p.資 6-5-1、2参照） 

① 

② 

イ 飛行時における CH-53 及びオスプレイ以外の

機種の低周波音の予測結果が不明である。 

飛行時における CH-53 及び MV-22 以外の回転翼

機（AH-1 及び UH-1）の低周波音については、防衛

省が保有する機種のうち、ほぼ同一仕様機種によ

る低周波音測定を自衛隊施設にて実施し、当該測

定で得られたデータを使用して予測した結果を記

載しました。（p.6-5-35～45 参照） 

 

② 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
４．低周波音について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(3) 評価について 

ア 「MV-22 については、一部の予測地点（安部集

落）においてのみ、限られた周波数で、心理的影

響及び生理的影響に係る閾値をわずかに上回って

いますが、閾値を上回るような飛行回数はわずか

であり、予測地点付近上空を飛行する時間も短時

間となっています。」と評価しているが、限られた

周波数であっても閾値を超えることによる影響に

ついて評価がなされていない。 

 また、予測の前提としての飛行回数は 1 日当た

り 271 回で、夜間に飛行することも考えられるが、

「閾値を上回るような飛行回数はわずか」として

いる根拠が示されていない。「予測地点付近上空を

飛行する時間も短時間」ということについても、

具体的な低周波音の継続時間が不明である。 

 

低周波音による影響（物的影響・心理的影響・

生理的影響）については、調査研究の過程にある

ため、現時点において環境基準などはありません。 

心理的影響・生理的影響については、これまで

に環境省や国内外の研究機関により低周波音によ

る影響に関する様々な調査研究が実施されてお

り、こうした調査研究により得られた閾値を環境

保全のための目標値（目安）として設定し、評価

を行っています。 

また、物的影響については、環境省が公表して

いる「低周波音問題対応の手引書」において低周

波音問題対応のための評価指針としての参照値が

示されており、本評価書においてもこのうちの物

的苦情に関する参照値を使用しています。ただし、

当該参照値は、固定発生源から発生する低周波音

について苦情の申し立てが発生した際に、低周波

音によるものかを判断するための目安として示さ

れたものであり、低周波音についての対策目標値、

環境アセスメントの環境目標値、作業環境のガイ

ドラインなどとして策定したものではないとされ

ています。 

低周波音が人に与える心理的影響・生理的影響

については、個人差が大きく、また未知の部分も

あることから、個別に対応する必要があるため、

閾値を超えたことによる影響の評価や対策につい

ては、事後調査を行い、どのような影響があるか

を把握するとともに、必要に応じ、専門家等の指

導・助言を得て所要の対策を講じることを記載し

ました。（p.6-5-68、69 参照） 

また、ご指摘の「閾値を上回るような飛行回数

はわずか」、「予測地点付近上空を飛行する時間も

短時間」との記述については、低周波音による影

響の不確実性を考慮し削除することとしました。 

 

② 

④ 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
４．低周波音について 

知事の意見 事業者の見解 分類

イ これまでに行われた種々の低周波音の影響に

関する調査研究等の閾値を一定の目安として用

い、低周波音の環境保全の目標値に設定している

が、設定した評価基準の妥当性が不明である。 

低周波音による影響（物的影響・心理的影響・

生理的影響）については、調査研究の過程にある

ため、現時点において環境基準などはありません。 

心理的影響・生理的影響については、これまで

に環境省や国内外の研究機関により低周波音によ

る影響に関する様々な調査研究が実施されてお

り、こうした調査研究により得られた閾値を環境

保全のための目標値（目安）として設定し、評価

を行っています。 

また、物的影響については、環境省が公表して

いる「低周波音問題対応の手引書」において低周

波音問題対応のための評価指針としての参照値が

示されており、本評価書においてもこのうちの物

的苦情に関する参照値を使用しています。ただし、

当該参照値は、固定発生源から発生する低周波音

について苦情の申し立てが発生した際に、低周波

音によるものかを判断するための目安として示さ

れたものであり、低周波音についての対策目標値、

環境アセスメントの環境目標値、作業環境のガイ

ドラインなどとして策定したものではないとされ

ています。 

本評価書に用いた閾値については、東京国際空

港拡張事業（平成 18年 6月）及び中部国際空港建

設事業（平成 11 年 6月）においても用いられたも

のです。 

 

② 

ウ 「工事に用いる建設機械や資機材運搬車両・

船舶から発生する低周波音については、（中略）事

後調査の実施を検討すること」との知事意見に対

し、「環境監視調査を実施することとし、評価書に

記載しました」との見解を示しているが、低周波

音の予測結果については不確実性の程度が大きい

と考えられることから事後調査を実施しないとい

う理由は成立しない。 

 

工事に用いる建設機械や資機材運搬車両・船舶

から発生する低周波音について、予測・評価を行

っていないことから、予測結果の不確実性の程度

を把握することは困難です。 

工事中に環境監視調査を実施することとし、評

価書に記載しました。（p.8-24 参照） 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
４．低周波音について 

知事の意見 事業者の見解 分類

エ 「移動発生源である航空機の飛行に伴う低周

波音の値が閾値を超えても必ずしも影響が出ると

は限らない」としているが、「がたつく場合の環境

保全措置を検討すること」との知事意見に対し、

「建具のがたつき等の苦情があった場合は、調査

を行い、適切に対応する旨を評価書に記載しまし

た。」との見解を示し、環境保全措置の検討が行わ

れていない。 

 予測された環境影響に対して、事業の実施前に

環境影響を回避・低減・代償するための措置が環

境保全措置であるが、低周波音に対する環境保全

措置として、滑走路を∨字型にしたことを挙げて

いるが、それでも低周波音の影響が生じることが

予測されているため、当該影響に対する環境保全

措置を検討する必要がある。なお、環境保全措置

として、環境監視調査を実施するとしているが、

当該調査は「調査」であって環境保全措置ではな

いことを認識する必要がある。 

 また、環境監視調査の結果に応じて必要な措置

を「米軍に周知」するとしているが、どのような

措置が検討されるのかも分からず、また、その実

効性も不明である。 

低周波音による影響（物的影響・心理的影響・

生理的影響）については、調査研究の過程にある

ため、現時点において環境基準などはありません。 

心理的影響・生理的影響については、これまで

に環境省や国内外の研究機関により低周波音によ

る影響に関する様々な調査研究が実施されてお

り、こうした調査研究により得られた閾値を環境

保全のための目標値（目安）として設定し、評価

を行っています。 

また、物的影響については、環境省が公表して

いる「低周波音問題対応の手引書」において低周

波音問題対応のための評価指針としての参照値が

示されており、本評価書においてもこのうちの物

的苦情に関する参照値を使用しています。ただし、

当該参照値は、固定発生源から発生する低周波音

について苦情の申し立てが発生した際に、低周波

音によるものかを判断するための目安として示さ

れたものであり、低周波音についての対策目標値、

環境アセスメントの環境目標値、作業環境のガイ

ドラインなどとして策定したものではないとされ

ています。 

低周波音の発生が単発的又は短時間の場合に

は、環境への影響を適切に評価するためのデータ

の蓄積が十分ではないため、供用後の調査につい

ては、低周波音による影響の不確実性を考慮して、

事後調査を行い、どのような影響があるかを把握

するとともに、必要に応じ、専門家等の指導・助

言を得て、必要な措置を検討し、米軍が環境保全

措置を理解し運用するよう要請し、十分に調整を

行うことを記載しました。（p.6-5-68 参照） 

なお、米軍への周知に係る措置については、事

後調査の結果により対応すべきものですが、例え

ば、普天間飛行場における航空機騒音規制措置に

相当する措置を設け、その遵守を累次の機会に働

きかけること等を検討し得るものと考えていま

す。 

 

① 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
５．水の汚れについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 予測の前提条件について 

ア COD 流入負荷量について、「既往調査結果をど

のように考慮したのかを明らかにすること」との

知事意見に対し、既往調査結果は考慮されていな

い。 

COD 流入負荷量は、平成 20 年度の現地調査結果

による海域の COD 濃度を再現の対象としてモデル

を構築していることから、平成 20年度の現地調査

結果による淡水流入量及び COD 濃度を用いて算出

しており、既往調査結果は参考として確認しまし

たが、COD 負荷量には考慮していないことを記載し

ました。なお、平成 19 年度と平成 20 年度の現地

調査結果を比較すると、平成 19年度の方が淡水流

入量が比較的大きい傾向にありました。 

 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
５．水の汚れについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

イ 航空機用機体洗浄剤の成分等を明らかにする

よう知事意見で求めたところ、「具体的に記載する

ことは困難」とし、洗機排水に係る予測及び評価

も行われていないが、防衛省においては航空機用

機体洗浄剤の調達仕様が明らかにされていること

から、種類等について記載することが困難である

とする見解は適切ではないと考える。 

 なお、具体的な処理フロー及び計画処理汚水水

質を記載したとしているが、洗機排水の成分等が

不明のままで適切に処理できるとする根拠が不明

である。 

駐機場西側に設置する洗機施設において、洗浄

に使用する洗浄剤は、主に MIL-PRF-85570(防衛省

仕様書 航空機用機体洗浄剤2種,MIL-PRF-85570に

準拠したもの相当)であり、弱アルカリ性洗剤(pH

は 7.0 から 10.0)に分類されます。 

洗機排水の成分等については、評価書では、通

常の汚水処理浄化槽では処理できない成分とし

て、「排水基準を定める省令(昭和四十六年六月二

十一日総理府令第三十五号)別表第一及び別表第

二(第一条関係)」により規定されている許容限度

を超える可能性のある成分を記載し、その処理フ

ロー及び計画処理汚水水質を示したところであ

り、現段階において詳細まで把握することは困難

です。 

 

① 

ウ 「洗機排水に含まれる物質のうち、通常の汚

水処理浄化槽では処理できない物質（グリース、

ベンゼン等）を洗機排水処理施設（凝集沈殿法）

で除去する」としているが、処理内容は「加圧浮

上方式」について記述しており、適切でない。 

 また、ベンゼンは揮発性の有機物質であり、処

理中に揮散することから、適切な処理方式ではな

い。 

ベンゼンの処理について評価書に記載しまし

た。（p2-20 参照） 

ベンゼンについては、現段階において詳細まで

把握することは困難なため、通常の汚水処理浄化

槽では処理できない成分として、「排水基準を定

める省令(昭和四十六年六月二十一日総理府令第

三十五号)別表第一(第一条関係)」により規定され

ている許容限度を超える可能性のある成分として

記載しているところです。 

洗浄する際に発生する排水中に含まれるベンゼ

ンは、速やかに洗機排水処理施設で処理する計画

ですが、排水中に含まれる濃度、その揮発の程度

（排水中の滞在時間）について、事前に示すこと

は困難です。したがって、洗機排水処理施設の建

設に際しては、可能な限りこれらの情報を把握し、

施設設計へ反映させるとともに、周辺環境へ影響

を及ぼす可能性があるものと判断された場合は、

環境監視、環境保全措置を講じます。 

 

① 

エ 表-6.6.2.2.8 において、雨水排水溝の流域面

積、平均流出係数等が示されているが、各流域が

図示されておらず、また、その流域の表面（舗装）

の状況も詳細が示されていないことから、その流

出係数の根拠が不明である。 

 

代替施設の流域を図示し、各流域の平均流出係

数の根拠を記載しました。（p.6-6-200 参照） 

 

① 

(2) 予測の結果について 

ア 汚水処理浄化槽の処理水が海域に排出される

ことによる影響（塩分の低下、温度変化、注入塩

素による影響等）が記載されていない。 

 

処理水の放流に伴う塩分及び水温の変化につい

て予測結果を記載しました。 

注入塩素は次亜塩素酸ナトリウムで膜処理した

後に大腸菌を排水基準内に収めるために使用しま

す。通常の汚水処理場でも使用されるもので、問

題になったことはなく、水道水に含まれるもので

す。 

 

 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
５．水の汚れについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

イ 予測モデルについて、予測の不確実性の程度

は具体的に示されていない。 

予測モデルの妥当性は、現地調査結果で把握し

た水質分布の特徴が再現されているかについて十

分に検証し、妥当性の評価を記載しました。

（p.6-6-202、203 参照） 

大浦湾や辺野古リーフ上の水質分布は、河口域

を除くと、空間的な差異が小さく、概ね一様な状

態となっています。存在時や供用時において大浦

湾内の河口域に及ぶ大きな流れの変化は生じてい

ないことから、水質にも変化が生じていない結果

となったものです。このことから、予測の不確実

性の程度は小さいと考えています。 

① 

ウ 住民等意見に対する事業者の見解で、洗機場

が屋外に設置されるのか、屋内に設置されるのか

については、「今後の実施設計において、雨水との

分離も考慮して適切に設計することとしていま

す」としていることから、評価書で示した雨水排

水量や、その淡水量が海域に流れ出ることの影響

については不確実牲の程度が大きいということに

なる。 

洗機排水については、洗機場の設置場所（屋外

か屋内か）に関わらず、雨水とは分離して処理す

る計画であり、その影響ついては、平常時におけ

る水の汚れの予測において考慮しています。 

① 

エ 消火訓練施設については、「ガスを燃焼させ、

この炎を水を用いて消火することにより、消火訓

練を行うものであり、消火剤等の薬剤は訓練に使

用することはありません。」としているが、航空機

の基地において、航空機燃料、オイル等による火

災の訓練を行わないとする理由が不明である。 

 また、通常、燃料等による火災を消火するには

水ではなく、消火剤が用いられると思われること

から、消火訓練の際に実際に使用されると想定さ

れる消火剤ではなく水を用いるとしていることの

理由も不明である。 

 さらに、水を使用するにしても、使用する水が

真水かどうかも明らかではなく、消火訓練で使用

した水の処理方法及び排水先も不明である。 

米軍の消火訓練については、大気や水質の規制

及び環境配慮の観点から、プロパンガスを燃焼さ

せ水により消火する方法が主流となっています。

実際に、新しく建設される施設については同消火

方法が採用されていることから、この方法を記載

しています。 

 

① 

(3) COD は、あくまでも有機物の汚染の指標である

ことを考慮して、サンゴ礁生物の生息環境に係る

影響については、栄養塩類等の拡散状況等から評

価する必要がある。 

窒素(T-N)及びリン(T-P)の拡散状況について、

供用時を対象に予測し、サンゴ類の生息環境への

影響を予測評価しました。 

検討内容の詳細について、「6.6 水の汚れ」の資

料編に記載しました。 

② 

(4) 辺野古地先水面作業ヤード及びキャンプ・シ

ュワブ敷地内作業ヤードにおいて、コンクリート

ブロック製作、仮置が行われ、コンクリートブロ

ックの養生水やコンクリートプラント洗浄水が発

生する。これに対し、水の汚れの環境保全措置を

講ずるとしているが、コンクリートプラントの数

量、位置、洗浄水の量、その再利用の方法、コン

クリートブロックの養生水の量、処理方法、海域

へ流出させない対策等について、具体的に示され

ていないことから、その効果の程度は不明であり、

当該環境保全措置を前提とした評価は妥当ではな

い。 

コンクリートプラントは、飛行場舗装工事エリ

ア内（Phase-2）に 1箇所設置します。コンクリー

トプラントに隣接して場内運搬用ダンプトラック

及びコンクリート打設機器等の洗浄場を設置し、

コンクリートプラント洗浄水とともに 1 箇所に集

水し、濁水処理設備により処理後、洗浄水として

再利用します。洗浄水の量は 30m3/h 程度と見込ま

れます。 

コンクリートブロックの養生水については、必

要 低限の水量を使用することとし、その排水は

側溝等を通じて 1 箇所に集水し、濁水処理及び pH

中和処理を行った後に海域へ放流する予定であ

り、評価は妥当と判断します。 

① 

 

 
 



9-1-23 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
６．電波障害について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 平成 23 年 9月に追加調査が実施され、デジタ

ル画質の調査結果の内容が、辺野古地区が準備書 7

地点から 10 地点に増えており、×の地点が各局 2

地点又は 3 地点から 1 地点に減っている。そのた

め、準備書で 80 地点中 32 地点が×に分類されて

いたものが、評価書では 83 地点中 30 地点が×に

分類され、改善されている結果になっているが、

こうした調査結果の変更について説明がない。 

辺野古局の地上デジタル放送が新たに開始され

たことに伴い実施した、辺野古地区における再調

査（7地点）及び追加調査（3地点）の状況と、調

査結果の変更についての説明を記載しました。 

（p.6-12-1、7、10 参照） 

① 

 

(2) 無線インターネットの電波障害の発生につい

て、予測･評価されていない。 

宜野座村内の無線インターネット電波を対象に

実施した調査結果、及び予測・評価結果を記載し

ました。（p.6-12-11～14、17、18 参照） 

① 

② 

(3) 環境保全措置を供用前に実施することを検討

することとの知事意見に対し、「航空機が運航しな

い時点において電波障害の発生する範囲や程度が

不確定」との見解を示しているが、そうした影響

の及ぶ範囲や程度などを予測して環境保全措置を

検討することが環境影響評価制度の目的である。

事業の実施後に、障害の程度に応じて環境保全措

置を講じるから環境影響は小さいとの評価は適切

ではない。 

 なお、電波障害について、現に普天間飛行場で

生じているということなので、事業者が平成 23年

10 月に公表した「普天間飛行場における回転翼機

の飛行状況調査結果」の結果と電波障害が生じて

いる箇所を考察することで、代替施設についても

一定の予測・評価を行うことは可能と考える。 

航空機が運航しない時点において電波障害の発

生する範囲や程度が不確定であり、事前に電波障

害の状況を確認できないことから、供用前の段階

で対策を実施することは困難です。 

普天間の事例引用については、電波発信状況や

地形条件等が異なることから適用できないと考え

ています。 

① 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
７．海域生物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 調査の結果について 

ア 種の同定について知事意見を述べたところで

あるが、確認種の一覧表に修正はみられない。当

該知事意見に対してどのように対応したか不明で

ある。 

 また、文献調査も含めると、当該海域に重要な

種は 271 種確認されたとしているが、現地調査で

確認されたのは 204 種であり、残りの種について

の予測･評価が行われていない。 

 

海域生物の調査は定量的に行っているものであ

り、種の同定・種の比較だけでなく、量的な比較

を行う必要があります。この理由により、環境調

査等の結果には採集された結果をそのまま記載し

ているものです。（p.6-13-7、8参照） 

また、既存文献調査では現地調査よりも多くの

重要な種が記載されていることは承知しています

が、その記載では分布範囲や記録位置の記載がな

されていないものが多く、これらについては予

測・評価を行っていません。 

以上のことを丁寧に記載しました。 

① 

イ どの程度種まで同定できたかについては示さ

れているが、同定率を考慮して現況の把握が行わ

れているか不明である。 

前項で述べましたように、採集若しくは観察さ

れた全体の量を用いて現況把握を行っています。 

（p.6-13-7、8参照） 

① 



9-1-24 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
７．海域生物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

ウ 標本は保存しているとしているが、混合した

状態で保存されているかどうか不明である。 

標本は、採集時に混入したゴミなど、対象とす

る生物以外を除き、全てを保存していることを記

載しています。なお、底生動物などでは混合した

状態で保存した場合、大型の個体に微小な個体が

入り込み、また、摩耗するなどする可能性がある

ため、なるべく種別、群別にして保存しているこ

とを記載しました。（p.6-13-7、8参照） 

① 

(2) 予測の結果について 

ア ウミガメ類に係る予測について、他の地域に

逃避することが可能である根拠として、日本の沿

岸域のウミガメ類が減少傾向にあることを挙げて

いるが、このような予測は適切ではない。ウミガ

メ類がなぜこの地域を利用しているのかといった

ことを考慮した予測を行う必要がある。 

 

ウミガメ類がなぜ事業実施区域周辺を利用して

いるかを考慮した予測に関しては、沖縄島におけ

るウミガメ類の上陸の状況を他地域の状況を含め

て示し、区域間を比較して、どのような地域をよ

く利用するのか、逃避した場合の逃避先を想定し、

その砂浜の利用状況を勘案して評価し、結果を記

載しました。（p.6-13-276 参照） 

② 

 

イ 前原地区の砂浜を主要な上陸箇所としている

が、一方で当該地区が辺野古地区に比べて規模が小

さいこと、浜の前面に岩礁帯があることから調査結

果においては辺野古地区と比べて上陸数が少なか

ったとしている。 

 そのような状況では、当該地区をウミガメ類の主

要な上陸場所とする説明は十分ではなく、施設の存

在により逃避するウミガメ類が当該地区を利用す

るとする予測の不確実性の程度が大きいと考える。

 また、ウミガメが上陸し、産卵・孵化した記録が

あるキャンプ・シュワブ地区を「上陸には好適でな

い」との予測は適切ではない。 

ウミガメ類の上陸・産卵に関する環境条件につ

いては、既往知見においても定性的なものが多く、

上陸・産卵のための基準となる環境条件を定量的

に示すことは難しいと考えます。そのため、本検

討では、既往研究において考えられている複数の

定性的環境条件を総合的に判断して評価しまし

た。（p.6-13-99～101 参照） 

 

② 

ウ 騒音による影響について、回転翼機として

CH-53 が用いられているが、オスプレイの騒音レベ

ルを用いて予測する必要がある。また、影響の程

度を騒音発生の割合で予測しているが、これは相

対的評価であるため、飛行する実数で予測する必

要がある。 

航空機騒音の予測結果を照合し、記載しました。 

（p.6-13-273 参照） 

 

① 

② 

エ 訓練水域の変更等の有無に関する住民等意見

に対する事業者の見解で、「今後、具体的な計画を

策定していく中で、米側と調整していくこととして

います」としているが、評価書での海域生物への影

響は、現在の訓練水域の範囲を前提として予測・評

価を行っているものであるため、訓練水域が変更さ

れるのであれば、それに伴う海域生物への影響の範

囲も異なることになり、海域生物等への影響につい

ては、予測の不確実性の程度が大きいと考える。 

海域生物等への影響については、方法書におい

て本事業に伴う影響要因を法令等に基づいて適正

に抽出した上で、予測・評価を行っています。訓

練水域の存在は本事業に伴う影響要因ではなく、

その範囲が変更されることも予測の不確実性の要

因となるものではないと考えています。 

 

① 

(3) 環境保全措置としてのナトリウムランプ等の

使用について、米軍に対してマニュアル等を作成

して示すことにより周知するとしているが、その

実効性は不明である。 

米軍への周知に当たっては、米軍が環境保全措

置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、

米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍

に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを

実施していきます。 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
７．海域生物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(4) 施設の存在、供用時における海域植物の重要

な種の生育環境への影響について、改変予定地以

外の周辺の生育環境の変化はほとんど無いとして

いるが、その根拠が不明であり、環境保全措置に

ついて検討されていない。 

 また、改変予定地周辺に複数個体の生育が確認

されている種だけではなく、改変予定地以外では

事業実施区域近傍の辺野古地先でしか確認されて

いない種についても環境保全措置が検討されてい

ない。 

水象、水の汚れ、水の濁り、海岸地形の変化予

測の結果、改変予定地以外の変化は各項目で示し

ています。この変化予測を基に生物への影響を予

測しました。ただし、予測に不確実性の残るもの

については、事後調査等を実施することについて

記載しました。 

底生動物の重要な種等については事業実施前に

出来る限り移植することとしており、対象箇所は

改変予定範囲だけとはせず、影響範囲にある近傍

を含むことを予定します。（p.6-13-344 参照） 

 

① 

③ 

④ 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
８．サンゴ類について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 調査結果については、優占するサンゴ属とそ

の群体形を取りまとめることとの知事意見を述べ

ているが、ライン調査及びスポット調査の結果に

ついて、優占するサンゴ属とその群体形は取りま

とめられていない。 

ライン調査及びスポット調査において出現した

サンゴ類に対して、その群体形を示しました。ま

た、この結果をもとに当該海域を 7 つの海域に区

分し、各海域における主なサンゴ類とその群体形

について取りまとめ、記載しました。（p.6-14-27、

30、50、55、90～96 参照） 

② 

(2) 栄養塩濃度の変化による影響について、COD お

よび塩分の変化の予測結果を基に栄養塩濃度の変

化について推定しているが、COD 及び塩分の変化と

栄養塩濃度の変化の相関性は示されていない。 

 

栄養塩濃度の変化についての数値シミュレーシ

ョン結果を踏まえて予測・評価し、結果を記載し

ました。（p.6-14-150～159 参照） 

① 

② 

(3) サンゴ類の予測結果において、4年次 4ヶ月目

夏季に大浦湾の湾口域におけるサンゴ類の生息範

囲の一部において、2mg/L 以上の濁りが拡散すると

しているが、その範囲は、大浦湾口域及び辺野古

地先の概ね半分を占めており、「工事の濁りがサン

ゴ類の生息環境に与える影響は全般的に小さいと

考えられる。」とする評価は妥当ではない。 

 

4 年次 4ヶ月において、汚濁防止膜の追加展張を

行い、環境保全措置とします。これについては、

SS 拡散シミュレーションを行い、予測・評価し、

結果を記載しました。（p.6-14-101～105 参照） 

 

① 

② 

③ 

(4) サンゴ類の環境保全措置として、消失するサ

ンゴ類を工事施行区域外の同様な環境条件の場所

に移植するとし、移植先案 2ヶ所を示しているが、

豊原地先の移植先案は、海草藻場が存在しており、

注目すべきサンゴ群生として塊状ハマサンゴ属群

生もある区域であり、大浦湾口部の移植先案は、

注目すべきサンゴ群生であるハマサンゴ科群生が

存在することから、当該移植先案への移植は、移

植するための調査、作業等が既存のサンゴ群生等

に影響を与えるおそれがある。 

 また、具体的な移植方法について記載されてい

ないことから、その手法が適切なものか不明であ

る。 

移植先については、塊状ハマサンゴ属群生、ハ

マサンゴ科群生が存在する海域ですが、実施に際

しては、移植対象となるサンゴ類の種や群生規模

を勘案し、事前に踏査して、生息環境の適否や移

植先での影響等を検討して具体の移植箇所を決定

します。なお、これらは有識者等の指導・助言を

踏まえて実施することを記載しました。 

具体的な移植方法については、沖縄県のサンゴ

移植マニュアル等の既往資料の情報を踏まえなが

ら、 も適切と考えられる手法による移植を行い、

その後、監視調査、事後調査を行うこととします。

また、これらの検討は有識者の指導・助言を踏ま

えて行うこととします。現段階で考えられるサン

ゴの移植に関する検討事項を記載しました。 

（p.6-14-163、164 参照） 

① 

③ 

④ 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
９．海藻草類について 

知事の意見 事業者の見解 分類

 海藻草類に対する排水による影響について、海

草類の被度 50～75%域において塩分が 0.1～0.2 低

下すると予測されているが、このことによる海草

類への影響については予測されていない。 

 

海草類の生育範囲における塩分の低下状況を明

確に示し、その影響について記載しました。 

（p.6-15-215～217 参照） 

① 

 

 
<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
10．ジュゴンについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) ジュゴンについては、事業者が行った調査に

おいて、大浦湾内で食み跡が確認され、個体 C が

大浦湾東側海域や宜野座沖に移動することが確認

されており、過去には環境省の調査で大浦湾より

西側でも食み跡や個体が確認されていることか

ら、広範囲な移動能力を有するジュゴンについて、

餌場への移動を阻害するような影響はない等の断

定的な予測は適切ではない。多数の作業船や土運

搬船等の往来によってジュゴンの沖縄島東海岸南

北方向の移動を分断する可能性があり、繁殖のた

めの移動にも影響するおそれがあり、環境保全上

の問題が生じる可能性がある。 

 

ジュゴンの行動生態に関する知見をもとに、個

体 A 及び個体 C の行動の特徴を考察しました。さ

らに、個体 C が大浦湾内に移動したり採食してい

ることを踏まえて、より慎重な保全措置を講じる

こととしました。（p.6-16-256、257 参照） 

① 

③ 

(2) ジュゴンに対する影響について定量的評価を

行うべきであるとする意見に対し、「一般的な定量

評価の手法である HEP や PVA は用いませんでした

が、調査の結果を基に、事業計画によるインパク

トの程度を照らして、予測・評価を行いました。」

としている。事業者自らの調査で沖縄島の 少個

体群は 3 頭と推定しているにもかかわらず、一般

的な定量評価の手法である HEP や PVA を用いなか

った理由が明らかにされていない。 

HEP（生息域評価）については、ジュゴンに関す

るモデルの構築に必要なデータに対して十分な知

見が得られていないことから適用は困難と考えて

います。 

PVA（個体群存続可能性分析）についても、予測

を行うためにはジュゴンの生態に係る基礎情報が

必要であり、情報は極めて限られているため、絶

滅リスクを正確に予測することは難しいものの、

予測条件を設定することにより絶滅リスクを求め

た結果を記載しました。（p.6-16-275～278 参照） 

 

① 

② 

③ 

(3) 「ジュゴンについては、調査範囲に辺野古地

先海域を含めた複数年の調査を実施すること」と

の知事意見に対し、「平成 19 年度や平成 21～22 年

度の自主的調査も含め、3カ年以上（複数年）の調

査データを用いて予測・評価を行いました」との

見解を示しているが、平成 21～22 年度の調査は環

境影響評価のために実施された調査ではなく、当

該調査の手法及び調査結果については、住民等や

関係市村長の意見が聴取されていない。 

 なお、これらの調査結果も含めて考察したジュ

ゴンの生活史等の生態については、十分に解析さ

れているとは言えない。 

 

平成 21年度以降に実施した調査は、方法書に記

載した現地調査と同じ手法で行っているため、調

査の手法は妥当と考えています。 

調査結果については、平成 23 年度にも同じ手法

で実施した調査の結果も含めて、評価書に記載し

たすべての調査結果をもとに、ジュゴン個体数減

少の推移とその原因についても考察を加えるなど

生活史等の生態を考察、解析した結果を記載しま

した。（p.6-16-187～220 参照） 

① 
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(4) 辺野古前面の藻場を利用していないと判断し

た理由について、「人為的影響として、米軍演習及

び海上作業の状況をみると、平成 16年以降特に増

加した傾向はみられない」としているが、海上作

業について作業日数は示されているものの、当該

作業の内容、規模、時間帯等の具体的なデータが

示されていない。また、当該データは「第十一管

区水路通報」を基に整理したとしており、事業実

施区域周辺海域で事業者自らが行った環境調査等

の全ての行為が含まれているか明らかではなく、

人為的影響が適切に検討されているか不明であ

る。 

海上作業については、第十一管区水路通報をも

とに当該作業の内容を「工事」、「調査」、「作業」

に区分して整理した結果を示しました。また、事

業実施区域周辺海域で事業者が行った環境調査等

の実施状況についても合わせて整理することによ

り、人為的影響について再整理し、記載しました。 

（p.6-16-198、199 参照） 

調査結果については、平成 23 年度にも同じ手法

で実施した調査の結果も含めて、評価書に記載し

たすべての調査結果をもとに、ジュゴン個体数減

少の推移とその原因についても考察を加えるなど

生活史等の生態を考察、解析した結果を記載しま

した。（p.6-16-187～220 参照） 

 

① 

② 

(5) 「ヘリコプター及び小型飛行機の飛行高度と

発生騒音レベル、水中への音の入射角から、調査

時のジュゴン確認位置において水中へ入射した音

圧レベルについて解析すること」との知事意見に

対し、小型飛行機の飛行高度と発生騒音レベル、

水中への音の入射角が示されていない。そのため、

予測の前提が明らかではなく、ヘリコプターの方

が大きいことの根拠が不明である。 

小型飛行機の騒音レベルについては、現地で測

定していなかったため実測データで推定したヘリ

コプターの音圧レベルと比較することはできませ

んでした。準備書及び評価書において調査時のヘ

リコプターの騒音による音圧レベルについて記載

した理由は、ジュゴンに対する音の影響レベルに

関する知見がなく、それを補足するために、ヘリ

コプターでの調査時における直下の水中音圧レベ

ルを推定し、記載したものです。 

ジュゴンの生息状況調査では、小型飛行機は高

度 300m、ヘリコプターは高度 600m で飛行し、行動

の観察時には高度 150m まで低下しましたが、いず

れの調査においてもジュゴンの行動に変化はみら

れませんでした。 

施設の供用時における航空機騒音がジュゴンに

及ぼす影響については、予定機種による飛行時の

水中音圧レベルを推定し、海産哺乳類（クジラ目）

の基準値を参考にした水中音の評価基準をもと

に、再検討した結果を記載しました。（p.6-16-260

～267 参照） 

① 

 

(6) 個体識別できなかった 15 頭について、A～Cの

いずれかの個体であると推定した具体的な根拠が

不明である。 

個体識別ができなかった個体について、確認日

前後の出現状況や出現海域から、個体 A～Cのいず

れかに該当する可能性が高いと考えた根拠を整理

し、記載しました。（p.6-16-174、175 参照） 

 

① 

(7) 平成 21年 2月に嘉陽地先の水中ビデオカメラ

で撮影された個体について、雌の可能性も考えら

れるとしていたが、当該個体が A ではないという

根拠は不明である。 

平成21年 2月に水中ビデオで撮影された個体に

ついては、当初は個体識別ができていなかったこ

と、また映像に乳首と思われる部分が見えたこと

から、準備書には、どの個体であるかは明記せず、

それが個体 A（準備書では「嘉陽沖の個体」と表記）

であれば、その性別は雌の可能性があると記述し

ました。 

その後の解析により、水中ビデオの映像に尾鰭

左側に切れ込みが確認されたことから個体 A であ

ることが確認でき、さらに、平成 21 年 6月の追跡

調査において個体 A に雄の生殖器が確認されたた

め、評価書では、平成 21年 2月に水中ビデオで撮

影されたジュゴンは個体 A であること、その性別

は雄であることを記載したものです。 

 

① 
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(8) 航空機騒音による影響はコース直下の限られ

た範囲にとどまることからジュゴンの行動や生息

範囲に及ぼす影響は小さいと予測しているが、コ

ンター図と生息域の重ね合わせなどによる具体的

な影響範囲は示されておらず、発生する騒音の継

続時間も考慮されていない。 

 また、予測は CH-53 を用いて行われているが、

より騒音レベルが大きいと思われるオスプレイを

用いて、又は、ジュゴンの可聴域において騒音レ

ベルが 大になる航空機を用いて行う必要があ

り、予測は適切ではない。 

航空機騒音による影響は、飛行経路とジュゴン

の生息範囲の重ね合わせ図を作成し、飛行経路直

下における影響範囲を踏まえて、予測・評価しま

した。また、騒音の継続時間については、航空機

の速度をもとに、影響レベルを超える水中音の持

続時間を推定し記載しました。 

また、航空機騒音による影響は、オスプレイ

(MV-22)による航空機騒音による影響についても

予測・評価し、記載しました。（p.6-16-264～267

参照） 

② 

(9) 水中に入射した音が影響を及ぼす範囲が、ジ

ュゴンの沿岸域との往来にどのように影響を及ぼ

すのかについて、予測されていない。また、入射

音の波などによる拡散の程度と影響が考察されて

いない。 

航空機騒音の予測計算結果を踏まえて、航空機

騒音がジュゴンの沿岸域との往来に及ぼす影響を

予測し、記載しました。 

また、海面に波がある場合の入射音の拡散の変

化については、波があると海面の角度の変化に応

じて空中の音は水中に音が伝搬しやすくなると言

われていますが、定量的な知見が得られないため、

定性的に考察しました。（p.6-16-264 参照） 

 

① 

② 

(10) 低周波音の影響について、海域生物全般の影

響レベルを適用して影響を及ぼす可能性はないと

しているが、その適用性についての根拠が不明で

ある。 

 また、低周波音は波長が長いため遠くまで伝搬

するが、どの範囲まで低周波音が伝搬するのか不

明であることから、その生息地だけでなく、行動

域全般での予測・評価を行い、環境保全措置を検

討する必要がある。 

 

低周波音の影響レベルに関する知見を収集整理

し、予測・評価を行った結果を記載しました。 

また、航空機からの低周波音の水中への入射は、

騒音と同様に、入射の臨界角度が約 13°のため飛

行経路直下の限定された範囲になると予測されま

すが、ジュゴンの行動範囲と飛行経路とを重ね合

わせ、生息への影響を予測・評価し、結果を記載

しました。（p.6-16-268～270 参照） 

① 

② 

(11) 環境保全措置としての衝突回避のための見

張りの実効性が検討されていない。また、衝突回

避可能な速度として、オーストラリアの事例（10

ノット）を参考に設定する方針としているが、船

舶の大きさや海域の状況について、オーストラリ

アとの比較検討の結果も示されておらず、具体的

な内容が記載されていない。 

 さらに、生息を避けて沖合を航行する計画につ

いても、具体的な航行位置が示されず、その措置

を米軍に周知することについても、その効果の程

度が不明である。 

オーストラリアにおける船舶の速度制限の条

件、適用海域の状況について情報を収集し、記述

しました。また、事後調査における目視調査や機

器観測による生息調査の結果を伝達する方法を検

討し、記載しました。（p.6-16-254、255、279～282

参照） 

ジュゴンの生息域を避けた航行位置について

は、より具体的に示しました。また、米軍への周

知に当たっては、米軍が環境保全措置を理解し実

施するよう十分調整を行い、万が一、米軍が要請

に応じない場合も機会あるごとに米軍に要請を行

うなど、環境保全に向けた取り組みを実施してい

きます。 

① 

③ 

(12) 生息環境としての機能や価値を変化させる

可能性はないとしているが、水中音の状況が変化

することなどを考慮しておらず、餌場の変化や、

水中音の状況の変化及び構造物の存在による移動

経路の変化などを考慮していない。 

水中音による影響については、累積する騒音曝

露による影響についても予測し、水中音の状況の

変化による生息環境の変化について予測・評価し

ました。また、構造物の存在による移動経路の変

化については、個体 C の行動範囲を踏まえて、よ

り丁寧に記載しました。（p.6-16-250～252、259 参

照） 

① 

② 
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(13) ジュゴンの逃避等の行動を引き起こす可能

性のある音圧レベルとして、既存資料より、133dB

以上としているが、ピンガーの発する時間等、資

料における詳細な試験条件等が示されておらず、

当該事業における事業実施時の水中騒音との条件

の違いが不明であることから、逃避行動を引き起

こす可能性のある音圧レベルとして 133dB を設定

する事の妥当性が不明である。 

 

ジュゴンの逃避行動を引き起こす音圧レベルに

ついて、参考とした既存資料の試験条件をより具

体的に引用するとともに、海産哺乳類に関する水

中音の影響レベルに関する知見に基づき、聴覚障

害及び行動阻害という影響について、海産哺乳類

(クジラ目)の基準値を参考として、ジュゴンに対

する水中音の評価基準を設定し、記載しました。 

（p.6-16-223～226 参照） 

① 

② 

(14) 個体Cの行動範囲が大浦湾東側海域までの範

囲であることについて、辺野古地先を利用しない

理由が適切に検討されておらず、個体群が維持で

きるとの予測の根拠が妥当ではないと考える。 

 また、大浦湾汀間漁港周囲のみをバッファーゾ

ーンとみなした根拠が不明である。 

ジュゴンの行動生態に関する知見をもとに、個

体 A 及び個体 C の行動の特徴を考察しました。さ

らに、個体 C が大浦湾内に移動したり採食してい

ることを踏まえて、より慎重な保全措置を講じる

こととしました。（p.6-16-256～257 参照） 

また、バッファーゾーンについては再検討し、

大浦湾口部の安部崎と中干瀬との間から大浦湾東

岸側に沿った湾内にかけての範囲がバッファーゾ

ーンと考えられることを記載しました。 

（p.6-16-209 参照） 

 

① 

(15) 環境保全措置として、「光を海面に当てない

ようにマニュアルを作成して米軍に示すことによ

り周知する」ことが追加されたが、その効果の程

度及び実効性が不明である。 

米軍への周知に当たっては、米軍が環境保全措

置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、

米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍

に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを

実施していきます。 

 

① 

(16) ジュゴンが工事中の影響を回避するため沖

合に移動する場合、これまでにあまり利用してい

ない海域へ移動すること自体が、個体に大きなス

トレスになると考えられるほか、沖合において外

敵と遭遇する危険性の増加が懸念される。 

 

工事中の影響がジュゴンに及ぼす影響について

は、水中音等の予測結果を踏まえて再検討した結

果を記載しました。（p.6-16-256、257 参照） 

① 

(17) 事後調査として、ジュゴンのヘリコプターを

使った追跡調査を実施することについて、「米軍の

運用と関連することから困難な状況である」とし

ているが、具体的な理由が不明である。 

 

代替施設運用開始後に、飛行経路を含むその周

辺で航空機を用いた調査を行うことは危険性が伴

うため困難です。 

① 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
11．陸域動物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 動物種への影響について、出産・育児期を考

慮した予測をすることとの知事意見に対し、鳥類

については出産・育児期が検討されているが、哺

乳類をはじめとするその他の種については検討さ

れていない。 

 また、鳥類の繁殖に対する影響や、営巣地周辺

での工事作業及び車両等の通過について、環境保

全措置の具体的な内容が不明である。 

出産・保育期を考慮した検討は、繁殖生態が明

らかなリュウキュウイノシシについて記載しまし

た。（p.6-17-114、115、157、216 参照） 

また、鳥類の繁殖に関する工事作業上の環境配

慮の内容を記載しました。（p.6-17-212～216 参照） 

① 

③ 
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(2) タウナギへの影響の予測について、予測内容

は準備書と変わっておらず、予測において、固有

種としての貴重性をどのように考慮したのか不明

である。 

タウナギについては、事業実施区域内及び周辺

河川における生息状況を整理して第6章に追記し、

予測においては、周辺河川における生息個体に対

して、施設の存在供用時にも存続できるかを考慮

するため、その生活史を基に影響を予測し記載し

ました。（p.6-17-195、207 参照） 

① 

(3) 付け替え工事が行われる美謝川における魚類

への影響についてしか予測・評価が行われておら

ず、辺野古沿岸域周辺のその他河川に生息する通

し回遊魚に対する、代替施設の存在による影響の

予測・評価が欠落している。 

辺野古沿岸域周辺のその他河川に生息する通し回

遊魚に対する影響について、代替施設の存在によ

る影響の予測・評価を行い記載しました。

（p.6-17-196、197、207、208、247 参照） 

① 

② 

(4) 航空機騒音による影響について、騒音レベル

との重ね合わせ図を示して予測しているが、85dB

を超える範囲の影響についてしか予測が行われて

いない。なお、飛行経路には不確実性があること

から、当該予測結果も不確実性の程度が大きいと

考える。 

70dB を超過する範囲の確認種についても予測を

行った旨を記載しました。（p.6-17-198～201、208、

209 参照） 

② 

(5) バードストライクに係る予測について、警戒

高度を 20m 以下と設定すると確認された個体の

91.9%が対象となるが、10m 以下（個体の 70%を対

象）と設定したことの根拠が不明である。 

 また、「概ね海岸～海域で採餌を行う」種につい

て、バードストライクの可能性が低いとする根拠

が不明である。 

警戒高度を 20m 以下として再検討を行い記載し

ました。また、バードストライクが低いとする根

拠についても表現をわかりやすく修正し記載しま

した。（p.6-19-2-225、226 参照） 

① 

② 

(6) 代替施設において使用される航空機は、他の

訓練施設へ飛行することが想定されるが、特に北

部訓練場内の施設へ飛行した場合において、オス

プレイの航空機騒音や、離発着時における下降気

流及び高温排気ガスによる北部訓練場内の施設周

辺の動物種へ与える影響について、環境影響評価

を実施する必要がある。 

北部訓練場における訓練等の影響の予測・評価

は、本事業の対象外であることから検討は行って

いません。 

① 

(7) 水生動物の影響に対する環境保全措置として

魚道を設置するとしているが、他事例における効

果の程度が十分示されていない。また、魚道設置

による影響については「水生動物への移動へ配慮

した構造を付帯するものであるから新たに生じる

影響はほとんど無い」としているが、どのような

構造が付帯されるのかが不明であり、新たに生じ

る影響がほとんど無いとした根拠が十分示されて

いない。 

魚道に係る他事例の効果について他事例を追加

し記載しました。（p.6-17-254、255 参照） 

また、魚道設置による影響については、第 2 章

に平面図を追記し、魚道の構造が水路周辺を改変

しない構造であることを記載しました。 

① 

 

(8) 環境保全措置としてのナトリウムランプ等の

使用について、米軍に対してマニュアル等を作成

して示すことにより周知するとしているが、その

実効性は不明である。 

空港施設の照明については、主に低圧･高圧ナト

リウムランプ等を用いる旨を記載しました。

（p.7-28 参照） 

米軍への周知に当たっては、米軍が環境保全措

置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、

米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍

に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを

実施していきます。 

① 

③ 

(9) キノボリトカゲ類など希少種のロードキル防

止のための進入防止柵の設置について、材質、大

きさ等が不明であることから、これらを明らかに

した上で、柵の設置や工法の影響も踏まえて予

測・評価を行う必要がある。 

進入防止柵の構造等を具体的に示した上で影響

の検討を行い記載しました。（p.6-17-216、217 参

照） 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
11．陸域動物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(10) 工事用仮設道路の建設によりアダン群落が

消失するため、仮設道路撤去後にアダンの移植を

検討するとあるが、アダンの実を餌とするオカヤ

ドカリ類への仮設道路設置中の餌場の減少の影響

が不明である。 

工事用仮設道路箇所を含め、改変区域のオカヤ

ドカリ類は、周辺の生息に適した海岸への移動に

より個体の保全を図る計画で、工事後の植栽は、

将来の自然加入個体の生息場創出を目的として実

施するものです。 

 

① 

(11) 「オキナワチャバネゴキブリは現地調査にお

いては埋立土砂発生区域を含む調査区をはじめ、

名護市汀間から久志にかけて複数の調査区から確

認されている」としているが、これまでの確認数

や情報が少ないことから、工事が与える影響につ

いて、予測・評価を行う必要がある。 

本種はレッドデータブック指定種等の重要な種

ではありません。調査地域の耕作地や公園などの

木陰のある場所で確認されたことから、海岸植生

や樹林植生などの事業実施区域に多い植生環境は

好まないと考え、事業に伴い生息状況に顕著な影

響は生じないものと考えられる旨を記載しまし

た。（p.6-17-159、160 参照） 

 

② 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
12．陸域植物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 植生区分は現況の自然環境を適正に把握する

ために重要な情報であるが、リュウキュウマツ林

及びホウライチクに関して「植生区分を修正する

こと」との知事意見に対し、「現況の植生に沿った

内容であるものと認識しています」との見解を示

して修正していない。 

ホウライチク群落に関しては、「自然林」から「外

国産樹種植林・果樹園等」へと植生区分を修正し

記載しています。（p.6-18-20～26 参照） 

なお、「湿地性のリュウキュウマツ林」の区分へ

の修正指摘につきましては、アドバイザーの意見

を踏まえた結果から、人為的影響を受けて一時的

に遷移の過程を外れた（偏向遷移）状態であるた

め植生上は現表記のリュウキュウマツの二次林の

分類になるとの見解を記載しました。（p.6-18-16

参照） 

 

① 

(2) 施設等の供用時の夜間照明による影響につい

て、隊舎等や外灯による照明で現状でも明るいと

しているが、照明の届く範囲が供用後どのように

変化するのか示していない。また、予測において

は、ランプシェードによる配光制御や森林部に直

接照射しない等の対策を検討すると記載している

が、評価においては、これらの措置を環境保全措

置として記載していないため、どのような環境保

全措置を講じるのか不明である。 

 

供用時の夜間照明については、代替施設に使用

する計画である照明の照度データを活用した上で

予測・評価を行い記載しました。（p.6-18-120 参照） 

① 

(3) 代替施設において使用される航空機は、他の

訓練施設へ飛行することが想定されるが、特に北

部訓練場内の施設へ飛行した場合において、オス

プレイの離発着時における下降気流及び高温排気

ガスによる北部訓練場内の施設周辺の植物種へ与

える影響について、環境影響評価を実施する必要

がある。 

 

北部訓練場における訓練等の影響の予測・評価

は、本事業の対象外であることから検討は行って

いません。 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
13．生態系について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 施設等の供用時の夜間照明による影響につい

て、海域生態系内における影響伝達があるとして

いるが、その具体的内容は示されておらず、また、

陸域でも現況からどのように変化するか示されて

いない。 

 さらに、当該影響に対する環境保全措置につい

ても、海面への照射を避けるよう「米軍に周知す

る」のみであり、陸域での対策も記載されず、そ

の効果の程度及び実効性は不明である。 

海域生態系内における影響伝達の具体的内容を

記載しました（p.p.6-19-1-155 参照）。 

陸域生態系に対する夜間照明による影響につい

ては、「6.17 陸域動物」、「6.18 陸域植物」で行っ

た予測をもとに記載しました。（p.6-19-2-254 参

照） 

米軍への周知に当たっては、米軍が環境保全措

置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、

米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍

に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを

実施していきます。 

 

① 

 

(2) 生物群集の生息状況の変化については、予測

結果に不確実性が伴うとしているが、評価に当た

っては当該不確実性を考慮していない。 

海域生態系、陸域生態系とも、生物群ごとに設

定した項目について事後調査を実施することとし

記載しました。また、環境監視調査として、事業

実施区域及びその周辺海域を含めた環境の変化を

把握し、何らかの予測変化が発生した場合には保

全対策を検討し、実施することとし記載しました。

（海域生態系：p.6-19-1-156～161、陸域生態系：

p.6-19-2-239、第 8章 事後調査参照） 

 

③ 

④ 

(3) 環境保全措置としての代償措置は、事業者の

実行可能な 大限の範囲で影響の回避措置、低減

措置を検討した上で、回避・低減が困難な場合に

検討すべきものである。 

 また、環境保全措置として、移動や移植を環境

保全措置とすることや、工事や施設の存在の影響

により逃避すると考えられる場合の影響について

は、生物多様性の観点からも、生育・生息域の「場」

の意味を考慮して、慎重に評価する必要がある。

海域の底生動物、サンゴ類、海藻草類、陸域植

物、陸域動物では重要な種等について、それぞれ

移動や移植を行うこととしています。その移動・

移植に当たっては、移動・移植先の生育・生息域

の状況を勘案して計画を立案することとしていま

す。 

環境保全措置として行う移動や移植や、工事や施

設の存在の影響により逃避すると考えられる場合

の影響については、予測には不確実性が生じるこ

とから事後調査で対応する旨を記載しました。（第

8章 事後調査参照） 

 

③ 

④ 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
14．海域生態系について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 施設等の供用時の夜間照明による影響につい

て、ジュゴン（個体 C）に影響が及ぶ可能性がある

として、「可能な限り海面に向けた照射を避けるこ

とについて米軍に対してマニュアルを作成して示

して周知する」との環境保全措置を示しているが、

その効果の程度及び実効性は不明である。 

 

米軍への周知に当たっては、米軍が環境保全措

置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、

米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍

に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを

実施していきます。 

① 

 

(2) 施設等の供用時の夜間照明による影響によ

り、海域生態系内における影響伝達があるとして

いるが、当該影響に対する環境保全措置について

も、海面への照射を避けるよう「米軍に周知する」

のみであり、その効果の程度及び実効性不明であ

る。 

 

米軍への周知に当たっては、米軍が環境保全措

置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、

米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍

に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを

実施していきます。 

① 

 

(3) 海草類、サンゴ類については、「再予測に伴い、

すべての海域について再検討」したとあるが、こ

れらの種に係る予測結果は修正されていない。 

 

本評価書では、水象・水の濁り、水の汚れ等の

予測を再検討した結果を用いて、影響等を再検討

し記載しました。 

① 

② 

(4) 特殊性の観点から、ジュゴン及びウミガメを

予測の対象として抽出したとしているが、生態系

としての予測・評価ではなく、個別の予測・評価

になっており、海域生態系へ及ぼす影響について

明らかにされていない。 

ジュゴンについては、餌場として重要な海草藻

場との関係を評価しています。ウミガメ類につい

ては砂浜と上陸行動の関係を検討しています。そ

れぞれは海草藻場生態系、サンゴ礁生態系、海浜

生態系に含まれる一員として生息しています。た

だし、餌料とする生物の種類が限られていること

や、ジュゴンの場合には生息数が少ないことなど

で、これらの生物が何らかの影響を受けたとして

も、他の生物群に対する影響の伝達はほとんど無

視できると予測し記載しました。（p.6-19-1-136、

137 参照） 

 

① 

 
 
 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
15．陸域生態系について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 回転翼機の運航に伴うバードストライクにつ

いて、「米軍、民間の運航会社に問い合わせたが、

ヘリコプターにおけるバードストライクの事例は

ないため、回転翼機によるバードストライクの発

生確率は極めて小さいと予測した」としているが、

評価書においては、オスプレイの運用についても

記載されていることから、同機の運航に伴うバー

ドストライクについても予測・評価する必要があ

る。 

MV-22 については、その飛行形態から、転換モー

ドが回転翼機に、固定翼モードが固定翼機に該当

すると考え、それぞれ回転翼機、固定翼機に含め

て予測を行ったことを記載しています。 

（p.6-19-2-225 参照） 

しかしながら、詳細な説明を追加し記載しまし

た。（p.6-19-2-225、227 参照） 

① 

(2) 注目すべき種の予測時期について、「主に繁殖

期を考慮した予測を行うことについて評価書に記

載した」としているが、繁殖期をどのように考慮

して予測したかが記載されておらず、また、出産・

育児期については予測・評価されていない。 

予測にあたり、繁殖期には、交尾期～出産・育

児期、放仔時期、つがい形成期、巣外育雛期等を

含むことを記載しました。（p.6-19-2-101 参照） 

また、繁殖に対する影響については、事後調査

で対応する旨を記載しました。（p.8-13、14、17～

21 参照） 

 

① 

④ 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
15．陸域生態系について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(3) アジサシ類については、繁殖状況に変化が生

じる可能性があることから、同種に対する環境保

全措置として、繁殖時期に平島・長島への上陸を

極力避けるよう周知に努めるとしているが、「周

知」がどの程度の実効性を持つか不明である。 

周知を行う項目については、工事関係者等が環

境保全措置を理解し実施するよう十分に調整を行

い、周知を徹底します。 

また、立ち入り制限距離が分かりやすいように

該当距離をロープや海上ブイの設置により示す旨

を記載しました。（p.6-19-2-263、264 参照） 

 

③ 

(4) シロチドリについては、孵化率の低下は生じ

ないとしているが、これは時間の経過に伴い騒音

に慣れることを基にした予測結果であり、時間経

過と騒音に対する感受性の鈍化との相関が評価書

に記載されていないことから、孵化率に影響が生

じるか否かは判断できない。また、飛行機に比べ

ヘリコプター騒音が野生生物に与える影響が大き

い傾向にあるとする報告が考慮されていない。 

 

孵化率の低下について、既存知見に両論あり、

予測には不確実性が生じることから事後調査で対

応する旨を記載しました。（p.6-19-2-223 参照） 

また、ヘリコプターの影響が大きいことについ

て記載しています。（p.6-19-2-216 参照） 

① 

④ 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
16．海域生態系と陸域生態系の関係について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 海域生態系と陸域生態系の関連に対する事業

実施の影響について、予測対象種として、オカガ

ニ類やオカヤドカリ類が選定されていない。 

オカガニ類及びオカヤドカリ類は陸域生態系に

おいて予測対象種に選定しています。 

① 

(2) 海域生態系と陸域生態系の関連について、事

業実施後の変化に係る予測・評価がなされていな

い。 

海域生態系と陸域生態系の関連に対する事業実

施後の影響については、河川と海域を往き来する

種に対する影響について予測し、生物の移動阻害

が予測される美謝川においては環境保全措置を講

じることを記載しました。 

 

① 

③ 

④ 

(3) 大浦湾は、山で囲まれた湾に河川が流入する

という地形条件から特殊な自然環境が形成されて

おり、例えば、海と川を行き来するブナカ属の一

種が成魚になれるのは、沖縄島でも大浦湾だけで

あるが、こうした特殊な魚類の生息環境が、大浦

湾とそこに流入する河川の組み合わせによって育

まれていることを考慮した予測・評価がなされて

いない。 

大浦湾の生物相はこれまで研究が進んでおら

ず、日本未記録種や新種の可能性もある生物も生

息していることが、現地調査の結果でも得られて

います。また、研究が進んでいないため生活史が

不明な種も多く、予測・評価が困難な場合もある

ことから、必要な事後調査等を設定し、工事中、

供用時の環境をモニタリングし、環境変化の状況

を把握することを記載しました。 

 

① 

④ 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
17．景観について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 眺望景観の予測条件となる建物の具体的な大

きさや、形状、色などが示されていない。また、

予測に際しては、周辺の類似施設を参考にしたと

しているが、周辺のどのような類似施設なのか示

しておらず、予測結果の不確実性についても検討

されていない。 

眺望景観の予測においては、具体的な建物の形

状や高さが決定していないことから、普天間飛行

場等の既存米軍施設や那覇空港等の管制塔や進入

灯などの周辺施設の大きさや高さ、色等を参考に

したことを記載しました。（p.6-20-159 参照） 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
17．景観について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(2) フォトモンタージュについて、50～55m レンズ

を使用した写真での予測を行わない理由として

「評価基準が不明確となる」としているが、フォ

トモンタージュは相対評価を行うものであること

から、当該理由は妥当ではないと考える。 

本環境影響評価での予測・評価に用いた指標と

しては、視野に占める人工物の割合を用いていま

す（自然とふれあい分野の環境影響評価技術手法

検討会中間報告、環境省）。人が実際にその景観を

眺めたときの視覚的認識にできるだけ近いものと

して、35mm フィルム換算で 28～35mm レンズを用い

た撮影写真がこの視野に近いとされており、本評

価書の予測手法については適切なものと考えてい

ます。 

① 

(3) 航空機からの景観の変化を予測対象としない

理由として「民間航空機の航路については、風向

きにより沖縄島東岸を通過することもあります

が、特定できないとのことであり、常時、視認で

きるものではない」としているが、当該理由にも

記されているとおり、民間航空機が沖縄島東岸を

通過することもあることから、航空機からの景観

の変化についても予測対象とすべきである。 

 

航空機からの景観の変化について予測・評価を

行い記載しました。（p.6-20-165、179、202 参照） 

② 

(4) 海上からの景観については、辺野古漁港航路

からの景観のみしか予測しておらず、予測結果の

不確実性の程度が大きいと考える。 

海上からの景観については、辺野古漁港航路に

加えて、海方向からの景観としてカヌチャビーチ

や平島等複数の地点から予測を行った結果を記載

しています。（p.6-20-166～177 参照） 

① 

 

(5) 予測結果における景観区分について、基地内

に設置される人工的な草地についても「草地・湿

地」と分類している。 

米軍施設内に設置される人工的な草地と米軍施

設外にある草地は、「陸域-米軍施設内-草地」、「陸

域-米軍施設外-草地・湿地」と区別して予測して

おり、囲繞景観の普遍価値の変化の程度を予測す

る時のみ、双方の価値に差がないと考えられるこ

とから、米軍施設内外を合計した結果で検討を行

い、結果を記載しました。（p.6-20-184、186 参照） 

 

① 

(6) 囲繞景観について、「修景により囲繞景観の持

つ「価値」を高めることにより、環境影響の低減

が図れる」としているが、具体的な修景の内容（緑

化の場所等）が記載されておらず、また、囲繞景

観の価値認識の低下について予測もなされていな

い。 

現在決まっている辺野古地先作業ヤードや工事

用仮設道路周辺、埋立土砂発生区域等の集落内外

の緑化対策等を行うことを記載しました。また、

囲繞景観の価値認識の低下についても記載しまし

た。（p.6-20-186～188、202、203 参照） 

① 

(7) 景観に係る環境保全措置について、「代替施設

の運用・機能の観点から、建設する建物の形状や

高さ、配置について、景観に配慮したものとする

ことは困難」としているが、その理由が記載され

ておらず、また、色彩については、具体的な検討

結果が不明である。 

代替施設の形状や高さにおいては、具体的な建

物の形状や高さが決定していないことから、普天

間飛行場等の既存米軍施設や那覇空港等の管制塔

や進入灯などの周辺施設の大きさや高さ、色等を

参考に作成したことを記載しました。 

（p.6-20-159 参照） 

① 

(8) 施設等の供用後、特に、辺野古前上原公園か

らの眺めは、変化の程度が大きいとされているが、

環境保全措置としては、仮設道路高架部の配色の

検討のみであり、その効果の程度も不明である。

仮設道路の配色を再検討した結果、工事用仮設

道路の色を海の青色に近い配色の塗装にする事

で、背景に溶け込みやすくなり、工事用仮設道路

ができたことによる圧迫感を軽減することを記載

しました。（p.6-20-149、151、174、194、197、201

参照） 

① 

② 
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18．人と自然との触れ合い活動の場について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 春季調査時期について、ゴールデンウィーク

期の調査がなされておらず、また、当該時期に調

査を行わなかった理由が不明である。 

春季調査については、地元区長へのヒアリング

結果等から、調査地域においても利用者数が多い

と推定された浜下りの時期を対象としたことを記

載しています。（p.6-21-3、30 参照） 

 

① 

(2) パラグライダーの活動に対する影響について

は、「調査範囲外に位置するものと認識」として予

測、評価がなされていないが、パラグライダーの

飛行範囲を考慮すると、調査範囲を一律に半径 5km

とすることは適当ではないと考える。また、パラ

グライダーの飛行範囲が滑走路の延長線上にかか

ることを考慮すると、当該活動に与える影響は大

きいと考える。 

 

人と自然との触れ合いの活動の場の調査範囲

は、事業実施区域から半径約 5km の範囲としてお

り、パラグライダーの活動については調査範囲外

に位置するため予測対象外のものと認識していま

すが、文献調査及び現地踏査を実施し記載しまし

た。（p.3-126、127、p.6-21-6～7参照） 

① 

(3) カヌチャ･ベイ･ホテルの利用者について、「新

たに得られた情報を評価書に記載し、これらを踏

まえて予測」とあるが、調査結果には当該事項が

反映されているものの、予測結果にどのように反

映したかが記載されていない。 

 

カヌチャ･ベイ･ホテルの利用者について調査結

果を踏まえ、予測結果を記載しました。（p.6-21-74

参照） 

① 

② 

(4) 施設等の供用による影響について、豊原の浜

や一部の浜下りの場でＷ値が70以上となり環境が

変化すると予測しているにもかかわらず、環境保

全措置は講じないとしている。 

航空機の騒音を再予測した結果、浜下りの場の

一部で WECPNL 値が 75 以上になる場所があること

から、浜下りの日には航空機の飛行を避け、浜下

りの前後の休日には、飛行回数を削減してもらう

よう米軍に要請することを記載しました。 

（p.6-21-86、87 参照） 

 

③ 

(5) 夜間における人と自然との触れ合い活動の場

の有無については、地域の漁業関係者にヒアリン

グ等を行ったとしているが、聞き取りの状況が記

載されていない。 

 

夜間における人と自然との触れ合い活動の場の

有無について、地域の漁業関係者へのヒアリング

結果を記載しました。（p.6-21-21 参照） 

① 

② 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
19．歴史的・文化的環境について 

知事の意見 事業者の見解 分類

 施設等の供用に係る予測について、航空機騒音

が及ぼす影響について予測したとしているが、伝

統的な行事及び祭礼等の場等に及ぼす航空機の騒

音は当該行事等が一時的なものであることから、

Ｗ値ではなくピーク騒音レベルを用いて影響の程

度を予測する必要がある。 

 また、伝統的な行事及び祭礼の場となっている

松田の浜等の消失について、「場」の移動を検討す

るとしているが、その「場」も含んだ上での行事・

祭礼であることを認識する必要がある。 

 

予測対象の施設は、一日中存在するものである

ため、瞬間値であるピーク騒音レベルよりも

WECPNL 値で評価する本評価書の予測手法について

は適切なものと考えています。 

なお、松田の浜等については、作業ヤード跡地

の存在により眺めの状況が変化し、伝統行事や祭

礼等の場を支える環境が変化する可能性があるこ

とから、移動することを含め周辺自治体等との協

議を行うことを記載しました。（p.6-22-53 参照） 

① 

③ 
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20．廃棄物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 一般廃棄物について、「名護市との調整について

は、事業の進捗を踏まえ、適切な時期に協議するこ

とにしている」としているが、一般廃棄物の処理は、

各市町村が策定する一般廃棄物処理計画において、

発生する廃棄物量などが想定された上で適正な処理

方法が定められるため、名護市との調整がなされて

いない現状では、名護市が当該施設から発生する一

般廃棄物を受け入れ可能か不明である。また、焼却

施設の余剰能力と発生量、 終処分場の残余容量と

焼却残渣についての予測・評価もなされていない。

一般廃棄物の処理に関わる受け入れ等につい

ては、今後、名護市との調整を行うことを記載

しました。（p.6-23～39 参照） 

また、焼却施設の余剰能力及び発生量、 終

処分場の残余容量と焼却残渣について予測・評

価を行い記載しました。（p.6-23-32～37 参照） 

① 

② 

(2) 工業作業等に伴う廃油量については、米軍から

の聴取を基に予測･評価を行ったとしているが、その

他の廃棄物が発生するか否かは記載されていない。

 また、廃石膏ボード、PCB 廃棄物等についても記載

されていない。 

供用時の廃棄物等については、工場作業に伴

う廃油以外の廃棄物(廃石膏ボードやPCB廃棄物

等)は含まれていないことを「6.23.3.2 施設等

の存在及び供用」の予測結果に記載しました。 

（p.6-23-39 参照）  

① 

② 

(3) 余剰汚泥については、各業者における現在の処

理量を考慮した上で、 終処分については、直近の

残余容量を基に、受け入れ可能性について予測・評

価する必要がある。 

余剰汚泥については、現在の処理状況や受け

入れの可能性等を含め、各業者へのヒアリング

を行ったうえで予測・評価を行い記載しました。 

（p.6-23-38～41 参照） 

① 

② 

(4) 工事の実施に際し発生する廃棄物（伐採木であ

る木くず、建築廃材である木くず、繊維くず、及び

建設汚泥）や、施設等の供用時に発生する廃棄物（不

燃ごみ）の処理方法について、 終処分の方法等に

誤りがあり、記述のとおりでは、適正に処理できな

いおそれがある。 

廃棄物の処理方法については、繊維くず及び

施設等の供用時に発生する廃棄物（不燃ごみ）

以外のものは見直しを行い記載しました。

（p.6-23-24、27、39 参照） 

なお、繊維くず（化学繊維）については、混

合廃棄物として廃プラスチック等が混入してい

る可能性があり管理型 終処分場へ搬入するこ

ととし、見直しは行っていません。また、供用

時の不燃ごみについては、現有の普天間飛行場

と同様の処理を計画しており、適正に処理でき

るものと考えています。 

① 

② 

(5) 施設等の供用時に発生する廃棄物について、施

設供用後の廃棄物処理については、他の米軍施設と

同様の処理方法となることから、処理状況の比較は

行わないとしているが、米軍施設から発生する廃棄

物が、現在、適正に処理できていることが確認され

なければ、当該施設から発生する廃棄物も同様に処

理されるため、適正に処理できるものであるか不明

である。 

施設等の供用時に発生する廃棄物について

は、現有の普天間飛行場において廃棄物の適正

処理・処分が実施されていることから、当該施

設における廃棄物についても同様に処理される

ものと考えられる旨を記載しました。 

（p.6-23-45 参照）  

① 

(6) 資源ごみの分別について、「資源ごみの分別につ

いては、これまでも米軍管理の下、外部委託等によ

り、適正に処理されているものと承知」としている

が、資源ごみの分別は、外部委託する前に米軍自ら

が行うものである。 

資源ごみの分別については、現有の普天間飛

行場と同様に、外部委託する前に米軍自らがコ

ピー用紙や新聞紙･雑誌等の9項目に分別するこ

とを記載しました。（p.6-23-45 参照）  

① 

(7) 環境の保全の基準又は目標との整合性について

ア 工事の実施について、「「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律｣及び｢建設リサイクル法｣に基づき適

正に処理することを環境保全の基準又は目標とし

た」としているが、法令を遵守することは当然のこ

とであり、このことをもって基準又は目標との整合

が図られているとする評価は適切ではない。各品目

について、具体的にリサイクル率を定め、これを達

成することを目標とすべきである。 

工事の実施における環境保全の基準又は目標

については、建設リサイクル法を踏まえ、各品

目についてリサイクル率を定めたうえで評価を

行い、その結果を記載しました。（p.6-23-41、

44 参照） 

① 

② 
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20．廃棄物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

イ 施設の存在及び供用時に、「循環的な利用により

終処分を低減し、持続可能な循環型社会の形成を

図る」ことを環境の保全の基準又は目標と設定して

いるが、上記と同様、どれだけ循環的な利用を行い、

終処分を低減したのか、具体的に示されていない

ことから、整合が図られているとする評価は適切で

はない。 

施設の存在及び供用時においては、表

-6.23.2.2 に示したとおり、粗大ごみ、資源ごみ

をリサイクルするとともに、不燃ごみを可能な

限り分別し、 終処分場へ搬入することから、

「循環的な利用により 終処分を低減し、持続

可能な循環型社会の形成を図る」ことを環境の

保全の基準又は目標と設定していることと整合

が図られているものと考えている旨を記載しま

した（p.6-23-40、46 参照） 

① 

② 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
21．環境保全措置について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 環境保全措置の検討結果の検証については、

内容・過程について具体的に示されていない。 

環境保全措置に係る内容及び検討過程につい

て、各項目において出来る限り記載しました。 

① 

(2) 動物の移動及び植物の移植に伴う影響につい

ては、類似環境への移動・移植であることから影

響はないとしているが、移動・移植先における個

体密度の変化、餌量等が検討されていない。 

陸上動植物の移動及び移植地は、移動及び移植

先の踏査を行い、移動及び移植対象種の生育地を

類似な環境として選定しました。その際、移動及

び移植地の攪乱を避けるため高密度な移動移植を

避け可能な限り複数地点に移動移植することとし

ます。また、移動時及び移植時は踏圧の影響がな

いよう生息及び生育環境の保全に努めることを記

載しました。 

① 

(3) ｢航空機騒音・低周波音に対する環境保全措置

は、滑走路をＶ字型にするだけでなく、周辺宅地

への防音工事の実施等の他の措置も検討するこ

と」との知事意見に対し、「航空機騒音については、

供用後、環境監視調査として騒音測定を実施する

こととしています。防音工事については、その結

果を踏まえ、法令に従い、適切に対応します。」と

の見解を示しているが、防音工事以外の措置は不

明である。 

 また、防音工事は、供用後の騒音測定結果を踏

まえて対応するとのことであり、発生した航空機

騒音による影響への対策として講じるものである

ことから、あらかじめ航空機騒音による影響を回

避・低減するための環境保全措置ではない。 

滑走路をＶ字型にすることにより、回転翼機や

固定翼のタッチアンドゴーの訓練等で日常的に使

用する場周経路を集落から離れた海上に設定する

ことで、あらかじめ航空機騒音の低減を図ること

としています。 

このため、環境基準に照らして防音工事が必要

な区域は存在しないという結果となりました。 

なお、供用後、環境監視調査として騒音測定を

実施することとしています。防音工事については、

その結果を踏まえ、法令に従い、適切に対応しま

す。 

また、低周波音が人に与える心理的影響・生理

的影響については、個人差が大きく、また未知の

部分もあることから、個別に対応する必要がある

ため、閾値を超えることによる影響の評価や対策

については、事後調査を行い、どのような影響が

あるかを把握するとともに、必要に応じ、専門家

等の指導・助言を得て所要の対策を講じることを 

記載しました。（p.6-5-68 参照） 

防音工事以外の措置については、21(4)に示すとお

りです。 

① 

④ 

(4) 米軍への「周知を図る」としている環境保全

措置については、その実効性が不明である。 

米軍への周知に当たっては、米軍が環境保全措

置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、

米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍

に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを

実施していきます。 

① 
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<<第４ 事後調査について>> 
 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 夜間工事、汚濁防止膜、航空機排ガス、騒音、

低周波音、辺野古地先水面作業ヤードにおける水

の汚れ（pH）及び施設の供用後の水の汚れ（栄養

塩類、注入塩素）については、予測の不確実性の

程度が大きく、環境保全措置の効果の程度が不明

であることから、事後調査を実施しないという理

由は成立しない。 

 

指摘項目のそれぞれについて可能な限りの環境

保全措置を講じることとしますが、予測の不確実

性を勘案し、また、工事中及び供用後の実態を把

握することとして、関連の項目について事後調査

等を実施することを記載しました。 

 

③ 

④ 

(2) 環境影響の程度が著しいと判断する基準につ

いて、定性的な基準しか示されておらず具体的、

定量的な基準が全く示されていない。 

 したがって、事後調査等においては、対照区を

設置し、工事の実施及び施設の存在・供用による

環境影響を把握しなければならない。 

 

事後調査においては、適切な実施を行うため、

事後調査等の検討委員会を設置し、その指導・助

言を受けて行うこととします。その検討の中で、

対照区等の設置についても検討し、これに基づい

て実施することを記載しました。 

 

③ 

④ 

(3) サンゴ類、海藻類及び海草類について、「一部

の生息範囲においてサンゴ類の生息環境（一部の

生育範囲において海藻類又は海草類の生育環境）

に影響を及ぼす可能性がある」としながら、評価

においては、このことについて述べられていない。

また、環境保全措置の効果の程度についても検討

されていない。 

 

サンゴ類、海藻類、海草類の予測・評価におい

て、生息・生育のために適正な環境条件との照合

を行い、影響の程度について記載しました。 

 

① 

② 

(4) 事後調査の調査期間を検討することとの知事

意見に対し、「これまでの事例も踏まえて設定して

います」との見解を示しているが、環境の状況及

び環境への影響の程度は、個々の事案における環

境状況や事業内容によって異なるものであり、そ

れに応じ、事後調査の期間も変わるものであるこ

とから、事後調査の調査期間については、本事案

における事後調査の対象とする環境の状況や環境

影響の程度、予測の不確実性の程度、環境保全措

置の効果の程度などを勘案して設定すべきもので

ある。 

 

事後調査においては、適切な実施を行うため、

事後調査等の検討委員会を設置し、その指導・助

言を受けて行うことを記載しました。その検討の

中で、事後調査の期間等についても検討し、これ

に基づいて適切に実施することとします。（p.8-1

参照） 

 

③ 

④ 

(5) サンゴ類の生息状況や海草類の生育状況等に

ついては、予測の不確実性があり、環境保全措置

の効果の程度も不十分であることから、環境監視

ではなく、事後調査に含める必要がある。 

 

サンゴ類、海藻草類の生息・生育状況について

は、事後調査として実施することを記載しました。 

（p.8-6～12 参照） 

 

③ 

④ 
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9.2 環境影響評価法に基づく知事意見及び事業者の見解 

本事業に係る環境影響評価書に対する環境影響評価法に基づく知事意見は、36 項

目 404 件であり、それに対する事業者の見解は、以下のとおりです。 

なお、事業者の見解及び評価書の補正は、以下の 4つのカテゴリーに分類されます。 

①評価書の内容をより丁寧に説明することで対応したもの 

②追加的な調査、解析、知見等を増やして対応したもの 

③環境保全措置を新たに（更に）行うことで対応したもの 

④事後調査又は環境監視調査を続けて、その結果に応じた措置を講じることとし

たもの 

 

<<第１ 事業計画の内容について>> 
１．埋立面積について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) Ｖ字型滑走路について、「平成 17年 10 月に日

米安全保障協議委員会において承認された政府案

を基本に平成 18 年 5月の同委員会において、１．

周辺住民の生活の安全、２．自然環境の保全、３．

事業の実行可能性に留意して建設する」とした両

政府間の経緯が示されているが、その合理性とし

てＶ字型滑走路の優位性と埋立規模との比較均衡

を踏まえ、環境影響の回避・低減が 良の計画で

あるとした具体的な比較検討経緯を示す必要があ

る。 

平成22年 5月の日米安全保障会議委員会の共同

発表において決定された基準に従って、二国間専

門家検討会合は、安全性、運用上の所要、騒音に

よる影響、環境面の考慮及び地元への影響等の要

素について検討しました。同会合は、代替の施設

の位置、配置及び工法について、複数の可能性を

評価し、代替の施設に関する二つの案に焦点を当

てました。検討された案の一つは、平成 18 年 5月

1日の「再編の実施のための日米ロードマップ」に

記載された、Ｖ字型の二つの滑走路を配置する

「Ｖ」字案であります。検討されたもう一つの案

は、Ｉ字型の単一の滑走路を配置する「Ｉ」字案

であります。 

同会合は、この二つの案を以下の基準に照らし

て評価したものです。 

・地元コミュニティ及び米軍の要員の双方の安全

性 

・風向と処理能力を含む米軍の運用上の所要、及

び計器進入能力に与える現地の地形の影響 

・騒音による影響 

・海洋生物への影響を含む環境面の考慮 

・地元コミュニティへの影響 

 

「Ｖ」字案と「Ｉ」字案はそれぞれ一長一短が

あるところですが、「Ｖ」字案に比べて「Ｉ」字案

は、埋立面積等が少なくなり、また、海草類及び

サンゴ類への影響が縮減されることから、環境へ

の影響が少ないと考えられます。他方、「Ｖ」字案

は、2本の滑走路を用いることにより、航空機が集

落や陸地の上空を飛行することを 大限回避する

ことができ、騒音等による地元への影響や安全面

で優れています。このような様々な要素を総合的

に考慮し、「Ｖ」字案が適当であるとの結論に至っ

たものです。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
１．埋立面積について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(2) 空港法に基づく飛行場の場合、施設規模及び

配置等の必要性や根拠等については、飛行場施設

の設置基準及び運行計画を含む整備基本計画に基

づいて決定されるが、本事業における滑走路長、

オーバーラン長、その他関連施設にかかる必要規

模及び配置計画について、基準等の根拠が示され

ていない。埋立面積については、環境の保全の見

地から必要 小限の改変面積となるよう可能な限

り回避・低減が図られている計画でなければなら

ないことから、その根拠となる基準等について具

体的かつ適切に示す必要がある。 

 

滑走路長及びオーバーラン長については、環境

影響評価書 2.2.5(2)にあるとおり、対象航空機の

安全性について米側の基準等により改めて検討し

た結果、オーバーラン長は 300m とし、滑走路長は

1,200m としました。その他、主な飛行場施設につ

いては、環境影響評価書のとおりです。 

 

① 

(3) 事業実施区域周辺及び飛行経路上における乱

気流の影響については、その発生状況や特性など

を把握するため、３年程度の気象観測データを踏

まえる必要があると考えるが、その根拠となる調

査結果及び解析等の検討経緯が示されていないた

め、名護市辺野古沿岸域を埋め立てるとした代替

施設計画位置の妥当性・安全性が確認できない。

 

代替施設周辺の気象については、環境影響評価

書 3.1.1(1)2)にあるとおり、平成 15年 7月～平成

18 年 6 月までの 3 年間の観測結果を記載していま

す。 

なお、辺野古への代替施設計画の妥当性、安全

性については検討しており、妥当・安全であると

の結論を得ています。 

① 

(4) 当該事業においては、埋立事業と飛行場事業

が不離一体での事業であることから、飛行場の使

用を予定する航空機の種類がオスプレイに変更さ

れる場合、オスプレイと CH-46 はほとんど同じ大

きさで、定員もほぼ同じであるが、全長、全幅及

び全高が異なることから、格納庫などの施設の配

置や大きさ、形状の変更が必要になることも想定

され、それに伴って、埋立事業に係る環境影響評

価において も重要な環境情報である埋立面積の

変更や、施設の配置・規模、排水の放流位置の変

更などが生じると考える。 

 埋立事業の場合、埋立てに伴う環境影響を可能

な限り低減する観点から、埋立面積及び関連施設

の面積を必要 小限にする必要があるが、埋立面

積に関係する関連施設の必要面積について、施設

の規模算定根拠、平面図、構造図等やオスプレイ

に機種が変更されても施設等に変更がない理由を

示す必要がある。 

 

飛行場関連施設については、米軍の運用所要に

より規模を設定しています。 

米軍の運用所要を具体的に示すことは困難です

が、CH-46 から MV-22 に変更されたとしても、飛行

場関連施設の面積等に変更が生じないことを確認

しています。 

 

 

① 

(5) 現行計画における埋立面積や埋立地の形状、

滑走路の長さや形状等は、現行機種（CH-53、CH-46

他）の航空機騒音を低減するため台形状の飛行経

路となるよう、滑走路の位置とＶ字型の形状とい

った前提を基礎条件として設定されているものと

理解しているが、CH-46 とは飛行形態・飛行経路が

異なるオスプレイの配備に伴って、滑走路の位置

や形状等を変更する必要がない理由を示す必要が

ある。 

 

CH-46 の後継機である MV-22 は、平成 23 年 6 月

21 日の日米安全保障協議委員会で決定された滑走

路の位置で運用可能であり、変更する必要はない

旨米側から聞いているところです。 

ただし、滑走路長及びオーバーラン長について

は、環境影響評価書 2.2.5(2)にあるとおり、対象

航空機の安全性について米側の基準等により改め

て検討した結果、オーバーランを 100m から 300m

に変更し、滑走路を 1,200m に変更しました。 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
１．埋立面積について 

知事の意見 事業者の見解 分類

 滑走路の長さが 1,600m から 1,200m に短縮され

ているにもかかわらず、過走帯（オーバーラン）

が両端各々100m から 300m に延長されている。過走

帯を延長しなければ、全体の長さが 1,400m となり

埋立面積の縮小も可能になることから、過走帯が

各300m必要とした検討内容を明らかにしなければ

ならない。 

オーバーランの長さについては、米側は、従前

両側100mの長さで安全を確保できると考えていま

したが、米軍安全当局の承認が得られなかったこ

とから、米側基準を踏まえ、オーバーランの長さ

を両側300mにする必要が生じたものと聞いていま

す。 

オーバーランの長さを 300m にしたことにより、

通常であればオーバーランと滑走路の合計の長さ

を延ばすこととなりますが、これまでの日米合意

（オーバーランを含み護岸を除いた合計の長さを

1,800m とする）を順守する観点から、オーバーラ

ンと滑走路の合計の長さは変えず、滑走路長を

1,600m から 1,200m に短くしました。 

 

① 

 

 
<<第１ 事業計画の内容について>> 
２．埋立土砂について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 埋立土砂の調達計画については、「沖縄県はも

とより県外も対象として検討していますが、現時

点において具体的に示すことは困難」としている

ため、土砂運搬船の運航による大気質、騒音の影

響に係る予測結果の不確実性の程度は大きいと考

える。 

 また、埋立土砂（調達先の土砂）の有害物質の

有無などの性状が示されていないことから、埋立

地の土壌汚染の影響について示す必要がある。 

埋立等に使用する土砂について、現時点におけ
る調達計画を評価書に記載しました。（p.2-30 参
照） 
埋立土砂の運搬については、基本的に海上輸送

を前提に予測・評価を実施しており、土砂運搬に
伴う予測結果の不確実性は小さいと思われるもの
の、速度制限等の環境保全措置の実効性を確保す
るために、工事中の大気質、騒音、振動について
環境監視を行います。 
なお、建設残土等を用いるなどのために埋立土

砂の調達計画が変更になり、予測の前提条件であ
る運搬方法等が確定した場合には、事後調査で対
応することとします。 
また、埋立土砂については「土壌汚染に係る環

境基準について」＊）の規定を満足する土砂を用い
ることとし、当該土砂の搬入に当たっても定期的
に確認することとします。 

＊：平成 3 年 8 月 23 日環境庁告示第 46 号（ 終
改正平成 22年 6月 16 日）。詳細は第 3章「3.2.8 
法令等の規制の内容」に示しました。 

 

① 
② 
④ 

(2) 埋立土砂の調達計画について、埋立土量の約

80％が調達先未定となっていることから、埋立工事

に要する期間の設定が適切なものと判断できない。

埋立等に使用する土砂について、現時点におけ

る調達計画を記載しました。（p.2-30 参照） 

なお、埋立工事に要する施工期間については、

埋立土砂の調達先を、県内だけではなく、気象・

海象・運行距離等の運搬に係る条件が厳しい県外

とした場合の海上運搬能力と埋立の施工能力を考

慮した上で、埋立の施工能力から設定しています。

更に、これらの施工能力については、悪天候によ

る運搬・工事休止日を考慮して設定しています。 

したがって、調達先如何により埋立工事工程へ

影響を及ぼすことはないものと考えています。 

 

① 

② 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
２．埋立土砂について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(3) 当該評価書では、「飛行場及びその施設の設置

の事業」と「公有水面の埋立ての事業」を相互に

関連する事業として、必要土量を 2,100 万 m3とし

ているが、公有水面埋立てに必要な土量とそれ以

外の土量の算定根拠を示す必要がある。 

 

本事業で必要とする土砂量（約 2,100 万 m3）の

うち、埋立土砂量と飛行場の造成の土砂量及びそ

の区分について記載しました。（p.2-76 参照） 

① 

(4) 調達土砂、埋立土砂発生区域及び浚渫・床掘

等の土砂について、それぞれがどの箇所に利用さ

れるのか、詳細な全体工程が示されておらず、埋

立部分に必要な埋立土砂量と飛行場の造成（切

土・盛土）部分に必要な土砂量の区分についても、

明確に示されていないことから、具体的に示す必

要がある。 

調達土砂、埋立土砂発生区域及び浚渫・床掘等

の土砂の利用箇所及び利用時期は評価書に記載し

ています。（p.2-37～45 参照） 

埋立土砂量と飛行場の造成の土砂量及びその区

分について記載しました。また、空港島内切土場

所断面図を埋立断面図に変更し、埋立と飛行場造

成（切土・盛土）の区分を表記しました。（p.2-76、

79、80 参照） 

海上工事全体施工フロー（図-2.4.2.1）に大浦

湾ヤード（大浦湾西岸海域作業ヤード）の記載が

あったため削除しました。（p.2-37 参照） 

 

① 

(5) 埋立土砂の調達により、環境への影響がない

ようにするとあるが、供給元における環境配慮を

確認すること以外にも、例えば、埋立現場におい

て受け入れ時に、埋立土砂中の外来動植物混入の

有無について目視検査や土壌汚染物質などを抽出

検査することも考えられるが、そのような措置に

ついての記範はない。 

 

埋立土砂の有害物質や外来動植物の混入につい

ては、対象とする化学物質や動植物種ごとに検証

し、対策を検討することを記載しました。 

（p.6-19-1-157、158） 

 

① 

② 

④ 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
２．埋立土砂について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(6) 埋立土砂発生区域の選定理由について、「普天

間飛行場の移設・返還を一日でも早く実現するた

め…大量・急速な埋立工事を行うことが必要」、「飛

行場施設の建設も含めた全体工程を検討した結

果、出来るだけ早期に着手しなければならないと

判断」としているが、当該区域は、マント群落・

ソデ群落が形成された「自然環境の保護・保全を

図る区域（ランクⅡ）」であること、代替施設事業

全体の詳細な工事工程の検討内容が不明なこと、

1,700 万 m3 の調達が不明なこと等から、当該区域

を選定した理由・必要性等が妥当なものであるか

確認できない。 

埋立土砂発生区域の選定理由については、方法

書からも記載しているところですが、その詳細を

以下に示します。 

①計画工程からの必要性 

すべての埋立土砂を海上搬入方式で調達した場

合、陸域と海上からの同時埋立ができないため、

計画工程が約 5 ヶ月遅れることになります。した

がって、早急に埋立てが必要な飛行場支援施設及

び燃料施設を含むエリアである埋立区域①-1 及び

埋立区域①-2のうち、埋立区域①-1に限定して辺

野古ダム湖周辺土砂による埋立てを計画すること

とし、採取土砂量及び改変面積の縮小を図ってい

ます。また、辺野古ダム湖周辺土砂の採取土砂は、

埋立材料として適している土質特性を有してお

り、燃料施設等の重要施設が建設される埋立地盤

の地盤改良が不要となり、更なる計画工程の遅延

が防げるものと考えています。 

②一般交通への安全確保及び周辺環境負荷低減か

らの必要性 

埋立土砂発生区域からの埋立土砂の投入は日平

均で 1.1 万 m3/日程度（ピーク時で 1.5 万 m3/日程

度）が必要となります。埋立土砂発生区域を辺野

古ダム湖周辺以外の場所に求めた場合、相当数の

埋立土砂運搬に伴うダンプトラックが国道 329 号

線を始め、周辺道路、工事用仮設道路を往来する

ことになり、一般交通、周辺地域への影響が大き

いことは明らかです。このような状況から、一般

交通、周辺地域への影響を 小限に抑えるために、

埋立土砂発生区域を埋立エリア直近である辺野古

ダム湖周辺とすることは、その立地条件からも適

しているものと考えています。 

さらに、辺野古ダム湖周辺が埋立エリアと直近

である立地条件を活かし、辺野古ダム湖周辺から

の採取土砂を土砂搬出用ベルトコンベアを使用し

て埋立エリアへ搬送する方法を計画するものとし

ており、埋立土砂運搬に伴うダンプトラックの国

道 329 号線及び工事用仮設道路の走行を 小限に

抑えることで、一般交通の安全性確保並びに辺野

古集落等の周辺地域へ環境負荷低減に配慮してい

ます。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
２．埋立土砂について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(7) 埋立土砂発生区域から埋立土砂を採取する理

由については、「土砂の調達が土砂供給者の事情や

海象条件に左右される恐れがあり…」、「埋立土砂

発生区域の面積はできる限り縮小した」とあるが、

詳細な工事工程及び具体的な調達計画を踏まえて

いないことから、埋立土砂発生区域の回避・低減

に係る検討は不十分であると考える。 

埋立土砂発生区域については、計画工程上、陸

域からの土砂搬入（陸域と海上からの同時埋立）

が必要であること、短期間で相当量の土砂搬出（日

平均で約 1.1 万 m3/日、ピーク時で約 1.5 万 m3/日）

による一般交通の安全確保及び周辺地域の環境負

荷低減へ配慮する必要があることから、埋立地の

直近の辺野古ダム湖周辺を土砂採取場として、ダ

ンプトラックによる土砂搬出ではなく、土砂発生

区域の立地条件を生かしたベルトコンベアによる

土砂搬出を計画しています。 

また、埋立土砂発生区域の採取土量についても、

早急に埋立てが必要な飛行場支援施設及び燃料施

設を含むエリアである埋立区域①-1 及び埋立区域

①-2のうち、埋立区域①-1の埋立土量に限定し、

工程や大型土工機械の投入班数、土砂搬出用ベル

トコンベアのルート等を考慮しつつ、可能な限り

少ない改変範囲で有効に埋立土量を確保できる土

砂採取場を選定し、埋立土砂発生区域の改変面積

の低減を図っています。 

 

① 

(8) 埋立土砂発生区域から採取する埋立土砂につ

いては、ベルトコンベアで搬送する計画となって

いるが、ベルトコンベアの構造、規模、発生する

騒音について記載されていないことから、明らか

にする必要がある。 

 

ベルトコンベアの構造及び規模等を記載しまし

た。（p.2-124 参照） 

① 

(9) 建設残土の受け入れも検討するとあるが、県

内の公共事業等から発生する建設残土の利用につ

いて調査計画し、埋立土砂発生区域の環境保全の

見地から可能な限り改変面積の低減が図られるよ

う検討結果を示す必要があり、その際の環境影響

にかかる予測評価項目についても適切に示す必要

がある。 

 

沖縄県内においては、公共工事残土利用調整計

画等に基づき、県内の公共事業等から発生する建

設残土のリサイクルに取り組んでいるものと認識

しています。本事業においても、建設残土等につ

いては優先して使用していきたいと考えます。 

 

① 

② 

 

(10) 埋立土砂の調達計画について、県内の供給実

績を超過する膨大な土砂量であるにもかかわら

ず、「現時点で具体的に示すことは困難」としてい

るため、当該土砂の陸上運搬量あるいは海上運搬

量が明確に定まっていない。このため、大気質、

騒音、振動など予測の前提となる環境負荷が 大

となる予測対象時期について妥当なものとは認め

がたく、その影響の予測結果についても適切に評

価する段階には至っていないものと考える。 

 

埋立土砂の調達は海上運搬を計画しており、海

上運搬量は埋立ての施工能力から設定していま

す。したがって、工事区域内における埋立土砂の

海上運搬に用いる船舶機械の数量、搬入経路につ

いては、調達先如何にかかわらず評価書に示した

内容になり、大気質、騒音、振動などの予測結果

は妥当であると考えています。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
２．埋立土砂について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(11) 沖縄県の公共事業においては、環境負荷の低

減に寄与することを目的に、建設副産物を活用し

た再生材の優先使用について、工事の特記仕様書

等に明示し新材の使用を抑制することで環境負荷

の回避・低減に可能な限り努めているところであ

るが、本事業においても可能な限りの再生材使用

について計画する必要がある。 

事業者が発注する工事においては、環境負荷の

低減に寄与することを目的とする建設副産物を活

用した再生材の優先使用について、概ね以下に示

すとおり、工事の特記仕様書等に明示し新材の使

用を抑制することで環境負荷の回避・低減に可能

な限り努めており、本事業においても可能な限り

の再生材使用について計画します。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（建設リサイクル法）に基づく特定建設資材の

分別解体等及び再資源化の実施についての適正

な措置。 

･「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」に基づく特定建設資材廃棄物の再資源化へ

の措置。 

･「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」及び「告示：特定建設資材に係る分別解体

等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進

等に関する基本方針（建設リサイクル法基本方

針）」に基づく再生資源から製造した建設資材

を利用する措置。 

 

① 

(12) 「飛行場区域から既存陸上部の整地により発

生する土砂の概ね 200 万 m3程度についても有効に

利用」することについて、空港島内切土を行うこ

ととしているが、当該箇所から発生する土砂量の

根拠が記載されていないことから明らかにする必

要がある。また、土砂の切土工事による影響につ

いても、必要な予測・評価を行う必要がある。 

 

空港島から発生する埋立土砂量を見積もった根

拠（地盤高断面図）を記載しました。（p.2-79、80

参照） 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
３．護岸工事について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 海域との仕切り（護岸）を講じないまま埋立

てを行うこととしている非閉鎖性水域の施工方法

については、重要な海域生物への影響を考えた場

合、適切な施工方法とは言えない。 

 また、当該水域に投入する埋立土砂については、

投入される埋立土砂による水の濁りの影響を事前

に把握することは極めて重要な要素であるが、そ

の調達先が示されていないため、予測の不確実性

が大きいと考える。 

本事業では、ケーソン護岸により静穏な海域が

確保された埋立予定地内に、施工能力の高いリク

レーマ船を配置して、埋立工の工期短縮を図って

います。 

ケーソン護岸閉合後に埋立てを開始する場合、

揚土作業は、ケーソン護岸から行うことになりま

す。ケーソン護岸は、外洋に面しており、直接波

浪が進入してくるため、静穏な海域ではありませ

ん。施工能力の高いリクレーマ船は、静穏な海域

以外では使用できないため、工程が大幅に遅れる

ことになります。 

非閉鎖性水域からの濁り流出が懸念される 4 年

次 1 ヶ月から 4 年次 4 ヶ月までは、ケーソン護岸

開口部付近に汚濁防止膜を追加展張することにし

ました。汚濁防止膜の追加展張期間については、3

年次12ヶ月までは揚土工の土運搬船がケーソン護

岸開口部を頻繁に出入りしていることと 4 年次 5

ヶ月からケーソン護岸開口部を閉合するためのケ

ーソン据付作業が開始になることを考慮して設定

しました。なお、汚濁防止膜追加展張については、

海上工事進捗図に記載しました。 

（p.2-43、44 参照） 

また、投入される埋立土砂による水の濁りの影

響予測においては、埋立工事に標準的に用いられ

る海砂の粒度組成を想定して予測しています。 

 

① 

(2) RC ケーソンの製作場所については、県内の利

用可能な既存の港湾施設で FD 船を利用とあるが、

ピーク時の必要製作個数を踏まえ、必要とする港

湾施設の規模・条件（係留施設の対象船舶、泊地

の面積・水深、その他施工条件）を検討したうえ

で、実施可能な既存の港湾施設を選定し実効性の

ある計画を示す必要がある。また、選定された既

存の港湾施設における必要な調査・予測・評価を

記載する必要がある。 

RC ケーソンは既存の港湾施設の荷役作業等にで

きる限り支障を来さない範囲のFD船により製作を

行う計画としています。以下に示しました RCケー

ソン製作に必要な規模・条件を踏まえて、実施可

能な既存の港湾施設を選定し、実効性のある計画

を検討します。 

・バース長 220ｍ/隻、岸壁水深 5.5ｍ以上 

・岸壁背後地 0.9ha/隻程度（鉄筋加工、資材置場

等） 

・航路幅 170ｍ以上、航路水深 5.5ｍ以上 

・ケーソン進水場所の水深 13ｍ以上 

 

① 

(3) ケーソン式護岸断面図について、基礎地盤の

土質、層厚及び N 値が示されていない。また、基

礎捨石及び裏込石の粒径・重量等は、投入時の騒

音、水中音、水の濁り等に関連する重要な情報で

あるため明記する必要がある。 

 

代替施設本体のケーソン式護岸断面図及びケー

ソン正面図に基礎地盤の土質、層厚、Ｎ値、基礎

捨石及び裏込石の規格を記載しました。（p.2-48～

51 参照） 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
３．護岸工事について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(4) ケーソン式護岸（C-2,3）の基礎捨石は、敷均

し後、ケーソン据付まで４～８ヶ月間放置された

状態となっていることから、その間の常襲する台

風が発生した場合の影響と具体的な対策を示す必

要がある。 

ケーソン護岸の基礎捨石については、施工時に

来襲すると予測される波浪を用いて、「港湾の施設

の技術上の基準・同解説」（国土交通省港湾局監修、

平成 19年 7月）に示されている石材の所要質量の

算定方法により必要質量を算定しています。その

結果、小水深区間におけるケーソン据付直後に質

量約 300kg/個が必要であり、搬入を計画している

基礎捨石の質量は 200kg～1,000kg/個であるため、

僅かに質量が不足する箇所があります。 

小水深区間のケーソン据付から被覆ブロックを

設置するまでの期間は 長で 2.5 ヶ月間程度です

が、常襲する台風期と重なる場合は、ケーソン据

付直後に被覆ブロックを設置する等の対策を講じ

る予定です。この対策を講ずることにより、施工

効率は落ちますが、小水深区間は、他区間と比べ

て、水深が浅く、被覆ブロックの設置個数が少な

いことから、比較的短期間に被覆ブロックを設置

できること、全体工程上のクリティカルパスでは

ないことを踏まえ、全体工程に影響を及ぼさない

ものと考えています。 

① 

(5) 「図-2.4.2.5 代替施設本体のケーソン式護

岸断面図及び正面図」では消波タイプのスリット

式ケーソンを示しながら、図-2.4.2.10 及び図

-2.4.2.11 の「ケーソン式護岸施工要領図」ではス

リット無しのケーソンが示され、整合性が図られ

ていない。また、当該施工要領図は、水の汚れ、

水の濁り等の環境影響を判断するうえで重要な情

報を含むため、詳細な施工方法等を記載する必要

がある。 

施工要領図をスリットケーソンに修正し、差し

替えました。（p.2-65～68 参照） 

① 

(6) 二重締切矢板式護岸の施工について、杭打船

による鋼管矢板打設工の際、杭打船を固定するた

めに、スパッドを数本海底地盤に差し込む方式と

なっているが、海底がどのように改変されるのか

示されていない。また、改変に伴う環境影響につ

いても予測・評価が行われていないため、適切に

記載する必要がある。 

二重締切矢板護岸の杭打ち工事は、杭打船の位

置決め、スパッド降下（船体固定）、鋼管矢板打設、

スパッド上昇、杭打ち船転船の順で、鋼管矢板法

線と並行して順次移動しながら施工を行います。

本環境影響評価で想定している杭打ち船（400～

500t）のスパッドは直径1.3m程度であることから、

鋼管矢板打設と並行して数 10m 離れた場所の海底

が、1.3m 程度の幅で帯状に改変される可能性があ

りますが、スパッド差し込みが行われるのは短時

間であり、改変面積が小さいことから海底の状況

は速やかに回復すると考えられます。 

① 

(7) 夜間に 大で 54 隻（潜水士船 39 隻、コンク

リートミキサ船 3隻、起重機船 9隻、捨石均し機 1

隻、台船 2 隻）が停泊するとあるが、当該事業実

施区域は停泊を可能とする外郭施設を有していな

いため海象条件が厳しい状況にあると考えられ

る。気象が急変し高波、波浪等が発生した場合、

係留・停泊する船舶の安全性や緊急的に避難する

近隣の港湾施設について示されていない。工事の

安全を確保するとともに、事業実施区域周辺の重

要な自然環境に影響が生じないよう、適正かつ慎

重な検討結果を示す必要がある。 

 また、避難港が必要な場合は、その避難港を明

らかにし、必要な調査・予測・評価を記載する必

要がある。 

海上保安部署から発令される避難勧告に準じて

安全に避難します。避難勧告を発令する避難基準

は以下のとおりです。 

・台風においては、風速 25m/s 以上の暴風圏が 24

時間以内に工事箇所に到達すると予想される場

合 

・津波においては、沖縄本島地方に津波警報又は

大津波警報が発表された場合 

・異常低気圧等（台風を除く）においては、海上

（沖縄東方海上）に海上暴風警報が発令された

場合 

作業船が避難するために必要な避泊面積は 大

で約 300ha なので、必要な避泊面積を確保できる

ように検討します。 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
３．護岸工事について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(8) 護岸の背後地等への緑化について、「樹木植栽

等の米軍の運用に障害になるもの」はできないと

しているが、その具体的な内容が記載されておら

ず、緑化の可否を明らかにする必要がある。 

護岸背後地等への緑化について、樹木植栽等は

飛行場の管理・運用の障害となるため困難ですが、

張芝などの植栽を行います。 

 

 

① 

(9) 係船機能付護岸について、波浪条件からの検

討が示されておらず、その運用の可否が不明であ

り、設置の必要性に疑義がある。また、仮に当該

護岸の使用に当たり、外郭施設の設置等が行われ

た場合、自然環境に及ぼす影響は一層深刻なもの

となる。よって、外郭施設を設置するか否か明ら

かにする必要がある。 

係船機能付護岸については、全国港湾海洋波浪

情報網（NOWPHAS）により観測されている中城湾の

波浪出現頻度を用いて波浪変形解析を行い、護岸

前面における波浪出現頻度を確認した上で、外郭

施設を設置しない条件で運用が可能であると判断

しています。 

 

 

① 

(10) 傾斜堤護岸の基礎捨石に使用する石材につ

いては、「沖縄島の供給量（年間 18 万 m3）を超え

る場合が生じる」としている。さらに、ケーソン

式護岸の基礎捨石に使用する石材も加えると、明

らかに供給が困難な使用量となることから、具体

的な調達先や使用数量を明確に示す必要がある。

 

石材の調達先については、県内を基本としてお

り、ストックヤードを活用して、所要の石材を供

給するなど検討します。 

 

① 

 

 

<<第１ 事業計画の内容について>> 
４．代替施設本体の防災計画等について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 東日本大震災を踏まえた地震・津波等に対す

る防災計画については、本事業実施区域周辺の環

境保全の観点においても重要な対策であることか

ら、代替施設計画上の津波に対する津波防御の考

え方を考慮した施設高さなど安全性にかかる耐震

性・津波防御計画について具体的かつ適切に示す

必要がある。 

 

代替施設計画上の津波に対する津波防御の考え

方を考慮した施設高さなど安全性については、平

成 24年 3月に修正された「沖縄県地域防災計画」

とも整合の図れた適切な考え方のもとに計画して

います。 

① 

(2) 液状化対策のために実施する地盤改良が、滑

走路、誘導路、空港関連施設建屋、航空保安施設

等の重要構造物周りに限られている理由を具体的

に示す必要がある。 

飛行場の耐震性に関する検討や対策は、兵庫県

南部地震での教訓を踏まえ1996年から着実に実施

されてきており、ほとんどの飛行場施設に対して、

地盤の液状化の有無が耐震性能評価項目として挙

げられています。兵庫県南部地震以降、羽田空港

や仙台空港等でも空港機能上重要な施設（主に滑

走路や誘導路等）の地盤の液状化対策が実施され

ており、その中でも仙台空港では、東日本大震災

（2011 年 3月 11 日）において、液状化対策を施工

した箇所と未施工箇所とで、被害に明確な差が生

じていることが報告されています。液状化対策済

みの滑走路では被害がほとんど無く、早期に復旧

活動のための航空機の離着陸が可能となっていま

す。 

このように、飛行場の基本施設である滑走路、

着陸帯、誘導路等の航空機の運航に直接関係する

重要構造物の耐震化を図るために、地盤の液状化

対策は重要な対策の一つとなっています。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
４．代替施設本体の防災計画等について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(3) サンドコンパクションパイル工法の当該埋立

地への適用性に関する知事意見に対して、「工法の

適用性について、評価書に記載しました」とある

が、サンドコンパクションパイル工法の当該埋立

てへの適用性について記載がないことから、当該

工法の適否が判断できない。 

地盤の液状化現象とは、平常時は堅固だった地

盤が、地震により液体のようになる現象です。水

で飽和した砂地盤が地震等により大きな揺れを受

けると、砂粒子間の飽和水の間隙水圧が上昇し、

地盤を構成する砂粒の骨格構造が崩れて、泥水の

ような状態となります。 

このような地盤の液状化を防止・抑制する液状化

対策工法は様々開発されていますが、当該埋立地

の対策としてサンドコンパクションパイル工法を

選定した理由は以下の通りです。 

①液状化対策として も多くの実績がある工法。 

②対策効果もこれまでの地震で実証されており、

信頼性の高い工法。 

③改良深さの範囲が 20ｍ程度までカバーでき、広

範囲の施工に適し、当該埋立地への対応が十分

に可能。 

④改良率を変更することにより、地盤条件に応じ

た改良が可能。 

⑤兵庫県南部地震では、設計で想定した外力を上

回る地震動を受けたにもかかわらず、対策した

改良地盤における液状化の発生の痕跡が見られ

なかった報告があり、「ねばり強さ」が期待でき

るという指摘もある。 

 

① 

(4) 当該事業の実施に当たって、陸域・海域におけ

る全ての改変区域における事前の磁気探査（水平・

鉛直）については、事業実施区域及びその周辺の豊

かな自然環境の保全並びに工事の安全確保を確実

に図る観点から、適切に計画する必要がある。 

 また、その計画工程については、事前の環境保

全措置や先行する仮置・作業ヤードの整備等も含

めた事業全体の工程計画を具体的に見直し、各評

価項目に係る予測対象時期を具体的かつ明確にす

る必要がある。 

 なお、磁気探査の実施によって何らかの環境影

響が発生する恐れがある場合は、必要な予測・評

価を行う必要がある。 

 

工事の実施に際しては、水平及び鉛直探査は工

事開始前、経層探査は工事中に実施し、工事の安

全確保を図ります。また、磁気探査の対象範囲は

改変区域であることから、環境影響が発生するこ

とはないものと考えています。 

① 

 

 

<<第１ 事業計画の内容について>> 
５．工事用仮設道路について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 使用後は、一部撤去（B-1 及び B-2 区間）とあ

るが、撤去されない部分の利用目的が定まっていな

い。そのため、環境影響にかかる実行可能な回避・

低減について、十分な検討がなされているとは言え

ないことから、 大限の原状回復を行い、より回

避・低減が図られるよう検討する必要がある。 

辺野古地先水面作業ヤードについて、作業ヤー

ドとして使用が終了した後について、名護市が有

効に活用することも含め、今後検討するところで

す。撤去を示していない工事用仮設道路は作業ヤ

ードへ通ずる道路となっており、取り扱いについ

ても、作業ヤードと同じく名護市が有効に活用す

ることも含め、今後検討します。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
５．工事用仮設道路について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(2) 工事用仮設道路Ａは、国道 329 号から 短ル

ート（美謝川の切替えルート等）でキャンプ・シ

ュワブ内へアクセスする計画に見直すことによ

り、辺野古集落に与える大気質、騒音、振動の

大限の回避・低減が図られるものと考える。 

工事用仮設道路Ａについては、相当数の工事用

車両が国道 329 号を頻繁に出入りする状況下にお

いて、同国道を走行する一般車両の交通安全確保

を考慮して設定しています。 

具体的には以下の条件より設定しました。 

①工事用仮設道路の出入口は、国道 329 号から進

入する基地側の敷地の地形の状況及び施設の存

在の有無を考慮する。 

②工事用仮設道路は、国道 329 号から進入する道

路を除き、基地の敷地内に設置する。 

③工事用仮設道路の出入口は、工事用車両が可能

な限り円滑に出入りできる位置とし、工事用車

両による国道329号の渋滞を避ける必要がある。 

④工事用仮設道路の出入口は、工事用車両の渋滞

の可能性を念頭におき、渋滞による国道 329 号

への悪影響を避ける位置とする。 

⑤国道 329 号の基地付近の制限制限は 50km/h（道

路等級が第 3 種第 2 級(地方部)、設計速度

50km/h）であるが、速度を出しやすい道路線形、

交通状況であること、また、観光客も頻繁に利

用していることから、工事用仮設道路の出入口

は、可能な限り見通し(視距)が確保できる位置

にする。 

ただし、工事用仮設道路Ａは辺野古集落付近を

走行することになるため、環境保全への対策、第 2

辺野古バス停の安全かつ円滑な利用の確保、直近

の遺跡（辺野古の一里塚）に影響を及ぼさないこ

と、等を含め、地元及び関係機関に対して十分な

理解を得られるよう努めます。 

 

① 

(3) 工事用仮設道路は、環境保全等を考慮し、辺

野古集落内を通過しないルートとし計画している

ことから、辺野古地先水面作業ヤードの埋立工事

についても工事用仮設道路が使用されると解され

る。 

 しかしながら、仮設道路の工程と辺野古地先水

面作業ヤードとの工程に以下の点で齟齬がある。

辺野古地先水面作業ヤードの埋立工事に仮設通路

が使用できない場合は、既存道路を利用すること

となるが、周辺住民への環境影響評価が記載され

ていない。 

① 仮設道路は、図-2.4.1.1「概略工程」では、当

初から２年次の初旬までの工事となっている。 

② 辺野古地先水面作業ヤードの埋立工事は、海上

工事進捗図により、当初より護岸工事が開始する

こととなっており、仮設道路を使用するには当初

より仮設道路が供用している必要がある。 

 

工事用仮設道路の整備工事が終了するまでの 2

ヶ月間は、辺野古地先水面作業ヤードの造成工事

に伴って、辺野古集落内を資機材運搬車両等が運

行する計画としていますが、辺野古集落内の道路

交通騒音は 51dB と予測され、環境基準値（60dB 以

下）を満足しています。（p.資 6-3-23、24） 

① 

② 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
６．美謝川の切替えについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 美謝川の切替えで、選定したＢ案について、

「辺野古ダムから下流側の美謝川に生息している

生物への影響」をどのように考慮したのかとした

準備書への知事意見に対し、「生物への影響も踏ま

えた選定理由を評価書に記載しました。」とある

が、「暗渠水路区間が も短く、環境への影響を低

減でき、辺野古ダム貯水池利用にも影響を及ぼさ

ない案（Ｂ案）を選定しました。」との理由のみで、

比較検討において下流側に生息している生物への

影響をどのように考慮したのか示されていない。

Ｂ案は、開渠の延長が長いことから、他の案の

構造に比べて、自然光の照射による植物の生育や

それに伴う動物の生息場の形成、海域と河川との

行き来に有利と考えられます。このことを評価書

に記載しました。（p.2-32 参照） 

 

① 

(2) 「美謝川の切替え後の水路は、自然環境に配

慮した工法を採用し、生物の生息環境を創出しま

す。」とあるが、切替え水路のイメージ図はブロッ

ク式の画一断面の護岸となっていることや河床に

横断構造物（落差工）を設ける考えがあるなど、

本来河川の有する自然豊かな多様性の創出が十分

に期待できるとは言い難い。河川整備に当たって

は、国土交通省より、多自然川づくりを目的とし

た「中小河川の河道計画に関する技術基準」が示

されたところであり、当該基準を踏まえ既存の良

好な自然環境や河畔林の保全を基本とした法線の

見直し及びコンクリート護岸等構造物の設置は

小限にすることが原則であるなど、より環境に配

慮した河道計画となるよう検討する必要がある。

自然環境に配慮する構造として、土砂の流出に

配慮するとともに、水生植物等が生育できるよう

な構造を構築し、現在の美謝川が持つ機能を再現

するような河道計画とすることを記載しました。 

（p.2-32～35 参照） 

 

② 

③ 

④ 

 

(3) 埋立土砂発生区域における赤土等流出防止対

策は、SS 濃度 25ppm 以下で濁水処理を行い、美謝

川へ放流する計画としているが、保全が重要な大

浦湾西岸海域側河口部海域に新たに環境影響が増

加すること、また、処理能力を超えた降雨（洪水）

が発生した場合は、高濃度の濁水が当該海域へ影

響を及ぼすことになるため、河道の切替え時期に

ついては、工事工程の工夫など可能な限り回避・

低減を図る観点から慎重な検討が必要である。 

赤土等流出防止対策については、｢沖縄県赤土等

流出防止条例施行規則｣において、機械的若しくは

化学的な処理をした場合は、施設の容量の算定に

当たっては 2 年確率降雨強度によるものとされて

おり、同施行規則に基づき｢赤土等流出防止対策技

術指針(案)｣において排水施設の濁水処理工の施

設の容量算定に際して、凝集沈澱方式の場合、2年

確率降雨強度(長時間降雨強度)を用いるものとさ

れています。 

本事業では、計画段階において予期できない不

測の事態(2 年降雨確率強度よりも多い降雨が発生

し、流出する濁水が予想値を超える場合等)に対

し、濁水処理施設の能力に余裕を持たせておくこ

とに配慮し、2年降雨確率強度よりも条件が厳しく

なる(濁水処理工の施設の能力が大きくなる)10 年

降雨確率強度(長期間降雨強度)を用いて濁水処理

工の施設の容量を算定する等、赤土等流出防止に

対し慎重な検討を実施しています。なお、10 年降

雨確率強度(長期間降雨強度)については、｢赤土等

流出防止対策技術指針(案)｣では示されていない

ことから、計画地点近傍における名護観測所の既

往降雨データ(1999年～2008年)を用いて新たに設

定し、これに基づく予測結果を記載しました。 

また、河道切り替え時期については、切り替え

水路工事の進捗状況及び完成時期を念頭におき、

埋立土砂発生区域の切土工事との十分な連携・調

整を図ります。 

以上のことを評価書に記載しました。 

① 

④ 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
７．海上ヤードについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 海上ヤードについては、「埋立予定地では作業

船の航行が多く、作業時のアンカー配置及び埋立

材の揚土バースとしての使用により作業が輻輳」

するとの理由により、その配置の必要性を述べて

いるが、海上ヤード施工時の作業船のアンカー設

置の方法や海底の改変の程度が示されておらず、

重要なサンゴ類や海草藻場への影響について、適

切な予測・評価が行われていない。 

 

海上ヤードの北西側にある注目されるサンゴ群

生及び周辺の海草類が生育する範囲にアンカーを

設置することのないよう、十分注意して工事を行う

ことを記載しました。（p.6-14-111、6-15-162参照） 

 

③ 

④ 

 

(2) 海上ヤードの利用期間は、１年次３ヶ月目～

４年次 10ヶ月目を予定しているが、ケーソンの製

作（RCケーソン：県内の港湾施設、HBケーソン：

県外）・養生・回航・仮置・据付サイクルとの関係

を明確に示したうえで、そのことを踏まえた、海

上ヤード設置の必要規模を示す必要がある。 

 例えば、-6.0m マウンドに仮置きする No.10 ケー

ソンは、１年２ヶ月間仮置きする計画であり、適

切な計画とは言えない。 

本事業では、埋立工事の円滑な進捗を目的とし

てケーソン据付を連続的に行う計画としていま

す。ケーソン製作は 1函当り 3～4ヶ月程度の期間

を要することから、ケーソンを事前に製作し、据

付箇所の近い位置に仮置きする必要があります。

また、据付箇所の近い位置に仮置きすることによ

り、悪天候によるケーソン回航遅延による据付工

程への影響を抑えることが可能です。本事業にお

いては、これらを考慮して、ケーソンの据付工程

に合わせたケーソン製作工程、必要な仮置き函数

を計画し、海上ヤードの規模を設定しています。 

 

① 

(3) 海上ヤードは、年間を通じて利用する計画と

なっているが、常襲する台風時における安全性（安

定計算等）の検討結果が示されていない。波浪に

より捨石マウンドの石材が散乱した場合、重要な

サンゴ類や海草藻場など周辺環境への影響が生じ

ることとなるため、詳細な検討結果を示す必要が

ある。 

海上ヤードに用いる捨石マウンドについては、

施工時に来襲すると予測される波浪を用いて、「港

湾の施設の技術上の基準・同解説」（国土交通省港

湾局監修、平成 19年 7月）に示されている石材の

所要質量の算定方法から得られる結果よりも重い

石材を使用する計画としていることから、石材が

散乱することはないものと判断しています。 

 

① 

(4) 工事終了後は撤去とあるが、処分方法や運搬

方法が示されていない。より環境影響の低減を回

る観点から、現場内の埋立箇所等への流用（有効

利用）が可能となるよう工事計画の工夫について、

検討する必要がある。 

海上ヤードの石材の処分方法については、他事

業への再利用を想定しています。海上ヤードの石

材の撤去については、施工箇所を汚濁防止枠で囲

い、グラブ浚渫船により撤去した後、土運搬船に

積込み運搬する計画としています。 

また、海上ヤードの石材の埋立箇所等への流用

については、以下の理由により、困難であると判

断しています。 

・石材は間隙が大きく、供用中に雨水等の浸透水

により、空隙に砂材等が入り込み、地表面が陥

没することが懸念されます。 

・液状化対策として地盤改良を計画しており、施

工地点に石材が介在していると地盤改良工事に

支障が生じます。したがって、石材の投入は、

液状化対策工の範囲を外すことが必要となりま

すが、石材の投入箇所を限定した施工は困難で

す。 

・ケーソン仮置き作業やケーソン据付作業等の他

工種の作業状況により海上ヤードの撤去･運搬

作業が制限されること、海上ヤードの石材撤去･

運搬に伴い更なる作業船舶の輻輳が生じること

から、工事中の作業船舶の安全確保について懸

念されます。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
７．海上ヤードについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(5) ケーソン仮置き状況は、 大利用時で 22函と

なっているが、仮置き時のケーソンは不安定な状

態にあるため、常襲する台風時の波浪に対する安

全性（安定計算等）や対策について、詳細な検討

結果を示す必要がある。 

仮置き時のケーソンについては、施工時に来襲

すると予測される波浪を用いて、「港湾の施設の技

術上の基準・同解説」（国土交通省港湾局監修、平

成 19年 7月）に示されている安定計算から得られ

る結果より、安定性確保の対策として、函体重量

を確保する観点からケーソン函内に注水する計画

としています。 

 

① 

(6) 作業ヤード及び海上ヤードの必要性について

は、包含して記載されているが、双方の必要性は

全く異なるものであることから、単に事業の早期

完成ということではなく 大限の回避・低減とい

う主旨に照らし、根拠等も合わせて各々の必要性

を区別し、回避できない理由も含めて明確に記載

する必要がある。 

海上ヤードを設けず、別途にケーソン仮置き施

設を設けることは、以下に示すように既存港湾施

設の荷役作業への影響及び環境負荷の観点から困

難と考えており、海上ヤードは必要であると判断

しています。 

･ＦＤ船を利用してケーソンを仮置きすることが

考えられますが、仮置きに必要なＦＤ船数十隻

を係留するために、複数の港湾施設を占有する

ことになります。 

･ケーソン仮置きヤードをケーソン製作ヤードと

隣接して陸上に設けることが考えられますが、

その場合、当該施設はケーソン進水･曳航のため

海際に設けることが前提条件になることから、

同等規模の面積の港湾施設を占有する、もしく

は海面を埋め立てて仮置き施設を設けることに

なります。 

なお、現事業計画におけるケーソン製作ヤード

については、当初の大浦湾西岸海域に設置する計

画を取り止め、当該海域に及ぼす影響を回避し、

港湾施設の荷役作業等にできる限り支障を来さな

い範囲のＦＤ船の隻数でケーソンを製作すること

としています。 

 

① 

(7) 海上ヤードについては、埋立工事完了後の５

年次５ヶ月目以降の撤去となっているが、ケーソ

ンの仮置きは、-6.0m マウンドは３年次４ヶ月目、

-10.0m マウンドは４年次９ヶ月目、-17.0m マウン

ドは３年次１ヶ月目までの使用であることから、

それぞれの仮置きマウンドの使用後に、随時撤去

することにより、水象（流れ・波浪）、水の濁り等

への影響の回避・低減を図る必要がある。 

海上ヤード（仮置きマウンド）の撤去について

は、まとめて撤去した場合の方が、作業効率が高

く環境に与える影響も小さいと考えられ、また、

海上ヤードの使用後に随時撤去すると、ヤードの

撤去作業と、使用中のヤードに対するケーソン据

付作業等とが輻輳し作業船舶の安全確保が困難と

なることも懸念されるため、ヤードをまとめて撤

去することが妥当と判断しました。 

なお、撤去後には事後調査を実施し、跡地と周

辺の海域生物の生育状況を確認し、必要に応じて

対策を検討します。 

この場合、ヤードの存在に伴う環境への影響、そ

の周辺域の生物の生息状況、ヤード（捨石マウンド）

の生物の生息状況を事後調査するとともに、その結

果とヤード撤去に伴う環境へのインパクトを総合

的に検討し、撤去するのか生物の生息場として存置

するのかを専門家の意見、助言を踏まえて改めて判

断することを記載しました。（p.2-25 参照） 

 

① 

② 

③ 

④ 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
８．水面作業ヤードについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 事業計画の環境配慮事項として、作業ヤード

の埋立ては、埋立土砂発生区域を活用し合理的利

用を図ることも考えられるが、検討がなされたの

か示されていない。また、「非常に厳しい海象条件

で、近傍に適切な港湾施設がない」とあるが、RC

ケーソン製作は、既存の港湾施設で製作し曳航す

る計画となっていることからして、矛盾が生じて

おり作業ヤードの必要性が明確になっていない。

 また、既存の港湾施設において、施設用地など

を作業ヤードとして利用する計画も十分考えられ

るが、その検討経緯が示されていない。 

「計画工程からの必要性」、「一般交通への安全

確保及び周辺環境負荷低減からの必要性」等から

埋立土砂発生区域を選定したものですが、埋立土

砂発生区域を活用し合理的利用を図ることに対し

て、以下の検討結果を踏まえ、本計画では考慮し

ないものと考えています。 

①作業ヤード周辺の水域の水深は非常に浅いた

め、海上からの埋立土砂の搬入は作業船舶の喫

水が確保できず不可能です。したがって、陸域

からの土砂搬入となります。 

②埋立土砂は陸域からの搬入となるため、埋立土

砂発生区域の採取土砂を利用することが考えら

れますが、埋立土量の約 20万 m3を採取土砂とし

て新たに確保する必要が生じます。本体の埋立

土量が約220万 m3に対して 10％程度の土量です

が、微増でも新たな改変面積の増に繋がること

となり、改変面積を可能な限り低減する観点と

異なると考えています。 

③埋立土砂を埋立土砂発生区域採取土砂とした場

合においてもダンプトラックによる埋立土砂搬

入は必要であり、周辺環境負荷について優位性

は見い出せないものと考えています。また、埋

立土砂発生区域の採取土砂をダンプトラックで

なくベルトコンベアで搬送することが考えられ

ます。しかし、本体埋立工事のベルトコンベア

搬出ルートと全く別ルートになること、本体埋

立工事と比べて長距離となる上、搬送土量も少

ないことから、現実的ではない搬送方法と考え

ています。また、ベルトコンベア設置・撤去工

事における周辺環境負荷を考慮すると環境面で

特段に有利になるとは言い難いと考えていま

す。 

RC ケーソン製作場所については、水面作業ヤー

ドは、3.(2)の事業者見解で記載した製作可能な条

件に適合しないことから別途の場所に計画してい

ます。 

ブロック製作場所については、大半のブロック

を陸上施工で設置するため、既存の港湾施設で製

作した場合においても陸上運搬が必要になり、現

計画よりも広範囲に道路交通へ影響を及ぼすと考

えています。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
８．水面作業ヤードについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(2) 製作ヤード面積原単位（陸上ブロック）の１

日当たり製作必要数は、月当たり必要個数から算

出されているが、休日も稼働日数として考慮され

ていると考える。月当たりの稼働日数を明らかに

したうえで、１日当たり製作必要数を適切に算出

する必要がある。また、建設作業騒音の評価基準

としている「特定建設作業に伴って発生する騒音

の規制に関する基準」に規定された日曜、休日に

おける作業禁止などの規制内容と整合を図る必要

がある。 

1 日当たり製作必要数は、月当たり必要個数と月

当たりの稼働日数から適切に算出しています。 

稼働率 83.6％とは、休日を考慮したもので、休

日は作業を行わないということです。1ヶ月の平均

日数を 30.42 日として稼働率 83.6％を考慮すると

月当たりの稼働日数は 25.43 日となります。 

キャンプ・シュワブ周辺の地域(本事業を実施す

る地域)は、騒音規制法及び振動規制法の規制地域

対象外となっています。しかしながら、代替施設

建設に係る工事の一部は、辺野古集落及び国立沖

縄工業高等専門学校の近隣で実施する計画です。

したがって、当該工事については、工事中の騒音・

振動に対する周辺環境の保全に配慮し、第 1 号区

域相当として、騒音規制法及び振動規制法に基づ

き実施するものとします。これを踏まえ、当作業

ヤードにおけるコンクリートブロック製作工事に

ついては、騒音規制法及び振動規制法で規制され

る特定建設作業を実施する計画はありませんが、

万が一、特定建設作業を実施しなければならない

状況が発生した場合は、騒音規制法及び振動規制

法の規制に基づき作業を実施します。 

 

① 

(3) 各製作ヤード面積原単位における１日当たり

製作必要数については、稼働率 83.6％考慮とある

が、面積原単位と稼働率の関係及び稼働率 83.6％

の根拠と稼働率を見込む理由について具体的に示

す必要がある。 

稼働率 83.6％とは、休日を考慮したもので、休

日は作業を行わないということです。 

面積原単位と稼働率の関係については以下のと

おりです。 

稼働率が高いほど、ブロックの製作日数は多く

なり、1日に製作するブロック個数は少なくても必

要個数が確保できるため、面積原単位は小さくな

ります。逆に、稼働率が低いほど、ブロックの製

作日数は少なくなり、1日に製作するブロック個数

を多くしないと必要個数が確保できないため、面

積原単位は大きくなります。 

面積原単位は、稼働率によって変化するため、

稼働率を見込むことは適切であると考えます。 

 

① 

(4) 「製作ヤード・仮置ヤード面積原単位には、

資材置場や事務所用地等関連用地分の面積として

ヤード全面積の 30％を含むものとしています。」と

しているが、改変面積を可能な限り縮小し回避・

低減を図る観点から十分な検討がなされていると

は言えない。このため、資材置場や事務所用地等

にかかる必要面積については、具体的な検討結果

に応じて見直す必要がある。 

キャンプ・シュワブ敷地内作業ヤードについて

は、全体の面積約 6.5ha のうち、石材仮置きヤー

ドが約 1.0ha なので、残りの約 5.5ha がブロック

製作ヤードとして使用できる面積となります。事

務所・詰所・資材置場・駐車場等の面積が約 1.2ha、

連絡通路の面積が約 0.3ha なので、それらの合計

値は約 1.5ha となります。約 1.5ha はヤード面積

（約 5.5ha）の約 30％となります。 

辺野古地先水面作業ヤードについては、全体の

面積約 7.0ha のうち、事務所・詰所・資材置場・

駐車場等の面積が約 1.3ha、仮設道路の面積が約

0.4ha、運搬車両転回場の面積が約 0.3ha となりま

す。それらの合計値は約 2.0ha となり、ヤード面

積（約 7.0ha）の約 30％となります。 

以上より、面積原単位に、資材置場や事務所用

地等関連用地分の面積としてヤード全面積の 30％

を含むことは妥当であると考えています。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
８．水面作業ヤードについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(5) 陸上施工用の被覆ブロック製作ヤードの配置

における作業用通路幅 10m は、使用クレーン規格

を 大 300t 吊りを考慮とあるが、当該被覆ブロッ

ク重量は、各 8t、9t、20t、25t であることから、

適切なクレーン規格を選定したうえで作業通路幅

を検討し、ヤード面積の縮小化を図る必要がある。

 なお、海上施工用ブロックの作業用通路幅につ

いても、同様に検討する必要がある。 

作業用通路幅については、 大クレーンを使用

する場合として 10ｍを記載していますが、その他

以下を考慮しています。 

・ブロック製作時において、型枠組立作業を行う

ラフテレーンクレーン 25ｔ吊（車幅約 6.9ｍ）

とコンクリート打設作業を行うトラックミキサ

5ｍ3積（車幅約 2.5ｍ）が離合可能となる幅を確

保しています。 

・ブロック養生・仮置において、ブロックの重量

及び作業半径を考慮してクローラクレーン 150t

吊で行うことも計画しており、クレーン 150t 吊

の車幅（約 6.7ｍ）と工事用車両（車幅 大約

2.5ｍ）が離合可能となる幅を確保しています。 

 

① 

(6) 海上施工用ブロック製作ヤードの必要面積に

ついては、ケーソン式護岸に用いるとされる根固

ブロックも考慮して算定しているが、ケーソン式

護岸の断面図及び施工要領図には示されていない

ことから、その必要性の有無について記載する必

要がある。 

 なお、根固ブロックが不要となった場合は、作

業ヤードの改変面積が縮小されることから、改め

て必要面積の算定を行う必要がある。 

 

ケーソン式護岸に根固めブロックは必要であ

り、評価書に掲載しているケーソン式護岸の断面

図及び施工要領図等に根固めブロックを記載しま

した。（p.2-63、64、66、68 参照） 

 

① 

(7) 空港島切土（面積約 45ha）は、４年次５ヶ月

目に開始する計画としているが、ブロック製作が

可能な暫定的造成を早期に行うことにより、可能

な限り辺野古地先水面作業ヤードの埋立面積を縮

小することが可能と考える。 

空港島切土は、当該区域に存在する既存建屋等

の構造物を解体・撤去した後に切土工事が可能と

なりますが、これら解体・撤去工事は 3 年次 1 ヶ

月目から開始する予定になっています。一方、辺

野古地先水面作業ヤードは、2 年次 5 ヶ月目に約

7.0ha の面積が必要です。 

したがって、空港島切土区域を利用して辺野古

地先水面作業ヤード埋立面積を縮小することは、

時期的に合わないことから不可能です。 

 

① 

(8) キャンプ・シュワブ敷地内作業ヤードに石材

仮置ヤードを必要としているが、傾斜堤護岸は施

工要領図のとおり陸上から押し進める施工計画と

なっているため、先行する基礎捨石の石材はヤー

ドを経由せず直接投入することが可能であり合理

的と考える。これを考慮したうえで当該ヤードの

具体的な必要面積を検討する必要がある。なお、

購入石材の月当たり使用量は、沖縄島の実績を超

える計画であるため、適切かつ確実な調達計画に

応じて検討する必要がある。 

石材の使用量は施工能力から決定しており、施

工能力(使用量)を超える石材量を先行して投入す

ることはできません。石材の使用量が供給量を超

えるときは、工事の進捗が供給量によって制限さ

れ、施工能力を十分に発揮できない状態になりま

す。施工能力を十分に発揮させるためには、石材

の使用量が供給量よりも少ないときに事前にスト

ックして、使用量が供給量を超えてしまうときで

も石材の安定供給ができるよう準備する必要があ

ります。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
８．水面作業ヤードについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(9) 必要性について 

ア 作業ヤードの必要性として、「当該事業の実施

区域が外洋に面しており、護岸の建設に必要なケ

ーソンや護岸用ブロックを長距離運搬するには非

常に厳しい海象条件であること」となっているが、

ケーソン式護岸工事及び二重締切矢板式護岸工事

において船舶使用していること、さらに砂材等

2,400 万 m3 が海上運搬であることから妥当でない

と考える。 

ブロック類については、大半が陸上施工で用い

るものです。陸上施工は波浪の影響を受けないた

め、高い稼働率で作業が可能となります。ブロッ

クを海上運搬する場合は、荒天時に海上運搬がで

きないため、陸上施工に待ちが生じてしまい、大

幅に工程が遅れてしまいます。陸上施工に待ちが

生じないようにするためには、近くに仮置きヤー

ドを確保し、事前にストックして安定供給を図る

必要があります。 

本事業では代替施設建設場所の近くに作業ヤー

ドを造成し、作業ヤードと代替施設建設場所との

間を仮設道路で結ぶことによって、ブロックの安

定供給を図ると共に、周辺の道路交通にできる限

り影響を及ぼさないように配慮しています。 

 

① 

イ 辺野古地先水面作業ヤードを確保する理由と

して、「ブロック製作ヤードにおいては、代替施設

工事に必要な護岸用ブロックを代替施設の埋立て

に先行して製作することから、代替施設の埋立地

そのものの使用は困難であり、本ヤードを計画す

る」としているが、以下の点により、妥当でない

と考える。 

① 「作業ヤード別の利用条件」では、１～９

ヶ月までは、キャンプ・シュワブ敷地内作業

ヤード及び辺野古漁港区域内の既存陸地のみ

でコンクリートブロックを供用することとな

っており、代替施設の埋立てに先行した護岸

工事に対応している。（表-2.4.2.12） 

② 辺野古地先水面作業ヤードの供用開始は、

西側埋立地が 10 ヶ月目、東側埋立地が 11 ヶ

月目、西側対岸埋立地は 17ヶ月目からとなっ

ている。（表-2.4.2.12） 

③ これらのことから、作業ヤードを代替施設埋

立地に確保することは十分可能と考えられる。

 

代替施設埋立地では、地盤改良工事、舗装工事、

雨水排水工事、建築工事などの工事が行われてい

るため、ブロック製作ヤードのように長期間使用

できる場所を確保することは不可能です。 

① 

ウ 海上施工用ブロックの製作・仮置の実施時期

は、９ヶ月目から 44ヶ月目として、辺野古地先水

面作業ヤードで用地を確保することとなっている

が、図-2.4.2.42 にも明らかなように、その間の利

用率は極めて低い状況にある。工事の平準化、キ

ャンプ・シュワブ敷地内の作業ヤードの使用期

間・面積の拡充、代替施設埋立地の活用、海上運

搬による対応等を検討し、示す必要がある。 

 

海上施工用ブロックを製作している時期は、埋

立工、地盤改良工、舗装工、雨水排水工、建築工

事、空港島内切土工事等を行っているため、キャ

ンプ・シュワブ敷地内の作業ヤードの使用期間・

面積の拡充や代替施設埋立地の活用は不可能であ

ると考えています。 

① 

エ 砂材等の仮置きは、代替施設の新規埋立箇所

に設け、キャンプ・シュワブ敷地内及び辺野古地

先水面の作業ヤードは使用しないとしていること

から、代替施設埋立用地が活用されており、作業

ヤード用地の確保を検討し、示す必要がある。 

砂材等の仮置きは、地盤改良工で行っており、

地盤改良の進捗に合わせて、砂材等の仮置き場所

も短期間で移動させるように考えています。なお、

仮置き場所を短期間で移動させるため、他工事と

の調整は十分可能であり、影響を及ぼすことはな

いと考えています。 

 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
８．水面作業ヤードについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(10) 必要面積について 

ア 作業ヤードの必要面積を縮減するとして、養

生ヤードを設けることとしている。その観点から

するとすべての種類のコンクリートブロックを製

作ヤードから養生ヤードに転置することが必要と

考えるが、消波ブロック、ケーソン式護岸の被覆

ブロックが対象となっておらず、根拠が不明であ

り、示す必要がある。 

 

コンクリートは、28 日強度が発現するまでは、

振動・衝撃や荷重が作用しないように保護しない

と品質が悪くなってしまいます。 

消波ブロックとケーソン式護岸の被覆ブロック

は、積み重ねをすると荷重が作用する形状になっ

ているので、製作ヤードにてそのまま養生を行い、

28 日強度が発現した後、仮置きヤードにて転置・

積み重ねを行っています。 

養生ヤードにて転置する場合と仮置きヤードに

て転置する場合があり、すべて種類のブロックに

ついて必要面積を縮減するよう配慮しています。 

 

① 

イ 作業ヤード必要面積の縮減の観点からする

と、製作ヤードを重層化することも検討事項と考

えるが示されていない。 

ブロックの種類によっては、積み重ねが可能な

形状のものと不可能な形状のものがあります。傾

斜堤護岸の被覆ブロックを除く積み重ねが可能な

ブロックについては、積極的に積み重ねを行い、

作業ヤード必要面積を縮減するよう配慮していま

す。 

 

① 

ウ 面積縮減のため、養生ヤードに複数段積みを

検討するとなっているが、 も個数の多い傾斜堤

護岸の被覆ブロックが平積みとなっている根拠が

不明であり、示す必要がある。 

傾斜堤護岸の被覆ブロックは、積み重ねができ

ない形状なので平積みとなっています。傾斜堤護

岸の被覆ブロック以外のブロックについては、積

み重ねを行って、作業ヤード必要面積を縮減する

よう配慮しています。 

 

① 

エ 表-2.4.2.6 で仮置ヤードにおいて、傾斜堤護

岸の被覆ブロックの積重ね段数が１段となってい

るが、根拠が不明であり、示す必要がある。 

傾斜堤護岸の被覆ブロックは、積み重ねができ

ない形状なので平積みとなっています。傾斜堤護

岸の被覆ブロック以外のブロックについては、積

み重ねを行って、作業ヤード必要面積を縮減する

よう配慮しています。 

 

① 

オ ヤード必要面積の算定として、「ブロックの製

作個数は、各護岸の工程を基にブロックの据付個

数を月別に求め、この据付個数に対して過不足な

く供給することを考慮して設定します。」となって

いるが、必要個数が示されていない。また、その

根拠資料としてブロックの種類ごとに各護岸ごと

の月別の必要個数が示されるべきであるが示され

ていないことから、必要面積が妥当なものか確認

できない。 

 

ヤードの必要面積は、ブロックの種類ごと及び

各護岸ごとの月別の必要個数に基づいて算出して

いますが、非常に膨大かつ詳細な情報であるため、

評価書には含めておりません。 

① 

カ 製作ヤード必要面積の算定根拠となっている

「月あたりブロック製作個数」、養生ヤード必要面

積の算定根拠となっている「月あたりブロック製

作個数」、仮置ヤード必要面積の算定根拠となって

いる「月あたりブロック仮置個数」が示されてお

らず、その根拠資料となるブロック種類ごとの月

別個数も示されていないことから、必要面積が妥

当なものか確認できない。 

 

製作ヤードの必要面積は、ブロックの種類ごと

の月別の必要個数に基づいて算出していますが、

非常に膨大かつ詳細な情報であるため、評価書に

は含めておりません。 

① 
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<<第１ 事業計画の内容について>> 
８．水面作業ヤードについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

キ 図-2.4.2.36 では、陸上施工石材（使用）の月

別数量が示されているが根拠となる各工区別の数

量が示されてなく、妥当なものか確認できない。

陸上施工石材（使用）の月別数量は、各工区別

の数量に基づいて算出していますが、非常に膨大

かつ詳細な情報であるため、評価書には含めてお

りません。 

 

① 

(11) 水面作業ヤードの埋立工事については、護岸

工事及び埋立工事により、コンクリートブロック

及び埋立土砂が投入されることから、車両運搬に

よる付近住民への大気質、騒音、振動等の影響が

懸念されるが、月別の運搬ルート・運搬台数等が

示されていないことから影響が不明であり、示す

必要がある。 

 

水面作業ヤードの埋立工事関連運搬車両に伴う

付近住民への大気質、騒音、振動についてその影

響を予測し記載しました。（p.資 6-2-7、p.資

6-3-23、24 及び p.資 6-4-13、14 参照） 

 

① 

(12) 「作業ヤードとして使用が終了した後につい

ては、名護市が有効に活用することも含め、今後

検討します。」としているが、将来的な用途が示さ

れておらず、恒久的な施設整備を行う根拠が確認

できない。 

 

作業ヤードとして使用が終了した後について

は、名護市が有効に活用することも含め、今後検

討します。 

① 

(13) 記載内容の不整合について 

ア 表-2.4.2.3「各種ブロックの施工サイクル」

では、養生サイクル日数 20日となっているが、表

-2.4.2.5「養生ヤード面積原単位（陸上ブロック）」

では 21日となっている。 

21 日に統一して評価書を修正しました。21 日に

統一することによって、面積原単位が変更になっ

たブロックが一部ありましたが、変更になった値

が微小であったことと対象のブロック個数が少な

かったことから、施工計画への影響はありません。

（p.2-87、92、94 参照） 

 

① 

イ 石材の仮置きは、図-2.4.2.42 では、18 ヶ月

目までの使用、図-2.4.2.36 では、24 ヶ月目まで

の使用、表-2.4.2.12 では 16 ヶ月目までの使用と

なっており、整合性を欠いている。 

図-2.4.2.36 の 24 ヶ月目は石材の使用量を示し

たものであり、仮置きについては、折れ線グラフ

で示しており、18ヶ月目までになっています。 

表-2.4.2.12 については、17ヶ月目と 18ヶ月目

は辺野古地先水面作業ヤードにて石材の仮置きを

計画しており、短期間の仮置きだったので、表に

は明示していません。 

 

① 

 
 

 
 
<<第２ 環境影響評価の項目並びに調査・予測・評価の手法について>> 
１．環境影響評価の項目について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 「表-5.2.1 環境影響評価の項目の選定」の

脚注における「沖縄県技術指針による標準項目」

とは何を指すのか明らかにする必要がある。また、

同表と「表-6.22.2.1.1 歴史的・文化的環境に係

る予測の概要」及び「表-6.23.2.1.1 廃棄物等に

係る予測の概要」とで整合が図られていない。 

平成 19年 9月の改正前の「沖縄県技術指針」に

おいて「標準項目」として示されていましたが、

改正後は「標準項目」という表現は取り止めにな

っているため、評価書での表現を修正しました。 

（p.5-8 参照） 

「表-6.22.2.1.1 歴史的・文化的環境に係る予

測の概要」及び「表-6.23.2.1.1 廃棄物等に係る

予測の概要」は予測項目と整合を図り記載しまし

た。（p.6-22-40、6-23-20 参照） 

 

① 
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<<第２ 環境影響評価の項目並びに調査・予測・評価の手法について>> 
２．調査・予測・評価について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 準備書から評価書提出までに環境関係法令や

環境基準等が改正されたものについて、時点修正

がなされておらず、「評価の基準とした各種指標」

が適正なものであるとは言えない。 

 また、道路交通騒音の予測モデルについても、

新しいモデルが作成されていることから、最新の

モデルを用いて再予測すべきである。 

 

環境関係法令や環境基準等が改正されたものに

ついて、時点修正を行い、第 3章に記載しました。 

また、道路交通騒音については、最新の予測モデ

ルである ASJ RTN-Model 2008 を用いて予測し、評

価書 6.3 騒音に記載しました。 

① 

② 

(2) 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合

性に係る検討について、当該事業実施区域及びそ

の周辺域が、「自然環境の保全に関する指針（沖縄

島編）」において、海域については、「自然環境の

厳正な保護を図る区域」であるランクⅠと、埋立

土砂発生区域の大部分の区域については、「自然環

境の保護・保全を図る区域」であるランクⅡと評

価されていることが考慮されていないことから、

環境保全施策との整合性が図られているとの評価

は適切ではない。 

評価書では、事業実施区域周辺が「自然環境の

保全に関する指針（沖縄島編）」において指定を受

けていることを前提に、「沖縄県環境保全計画」の

「事業別環境配慮指針」及び「圏域別環境配慮指

針」に記載されている環境保全の基準又は目標と

の整合性について評価を行っており、事業者とし

て実行可能な範囲で最大限の環境保全措置を講じ

ることとしていることからも、県の環境保全施策

との整合性については適切に評価しているものと

考えています。 

 

① 

(3) 工事に伴う環境影響の予測の前提について、

次のとおり、不明な点があることから、工事に伴

う環境影響の予測・評価の結果が適切なものか判

断できない。 

ア 工事工程の変更に伴って、船舶・建設機械稼

働計画が変更され、例えば、「埋立工」における「砂

材等運搬」のガット船、土運搬船の全稼働隻数が、

埋立土量、船の規模に変更がないにもかかわらず、

準備書における稼働隻数から、ガット船が計 277

隻から計 222 隻へ、土運搬船が計 630 隻から計 414

隻へ減少する理由が示されていない。 

 

稼働隻数が減少しているのは、準備書における

記載ミスを訂正したものであり、工事工程の変更

に伴うものではありません。 

 

① 

イ １年次の後半から埋立工事を開始する工事工

程に変更され、主な資材等の搬入量によると１年

次から砂材等の搬入があるにもかかわらず、砂材

等の運搬を行うガット船、土運搬船の稼働隻数が

ゼロになっている理由が示されていない。 

1 年次の後半から開始する埋立工事では、埋立土

砂発生区域から採取する土砂を用いる計画であ

り、ガット船や土運搬船は使用しません。なお、

主な資材等の搬入量に記載した 1 年次の砂材等と

は、海上施工による石材が主で、浚渫土砂が一部

含まれますが、それらの運搬に使用する船舶は、

基礎捨石運搬、浚渫工にそれぞれ記載しています。 

 

① 

ウ 主な資材等の搬入計画については、海上運搬

を行う砂材等の搬入量は 2,400 万 m3で、陸上運搬

を行う砂材等の搬入量が 460 万 m3で、合計 2,860

万 m3となっており、埋立土砂量 2,100 万 m3より多

い理由が示されていない。 

 また、埋立ての土砂と飛行場の造成（切土・盛

土）にかかる土砂、ケーソン式護岸、傾斜堤護岸、

海上ヤード及び作業ヤードの護岸に使用する基礎

捨石・裏込石・被覆石、二重締切矢板式護岸・岸

壁に使用する中詰材、被覆・消波ブロック製作に

使用するコンクリート用資材の区分も示されてい

ない。 

 

埋立土砂量は締め固め後の土砂量を示している

のに対して、搬入量は扱い数量（ほぐし土量）を

示していること、海上施工による石材や地盤改良

に用いる土砂等も含めた量を示していることなど

から、埋立土砂量よりも多くなっています。 

また、土砂、石材、コンクリート用資材等の区

分については、工事計画において作成した区分・

数量に基づいて予測条件となる負荷量等を算出し

ていますが、非常に膨大かつ詳細な情報であるた

め、評価書には含めておりません。 

① 



9-2-23 

<<第２ 環境影響評価の項目並びに調査・予測・評価の手法について>> 
２．調査・予測・評価について 

知事の意見 事業者の見解 分類

エ 準備書において「事前ストック数量を 小と

するには１年次８月から石材の搬入を開始する」

としていた内容を、評価書では「事前仮置数量を

小とするには代替施設本体工事開始１ヶ月前か

ら石材の搬入を開始する」と変更しているが、月

別燃料消費量では、本体工事開始１ヶ月前の燃料

消費量が示されておらず、予測において、石材搬

入による影響が考慮されているのかが示されてい

ない。 

 

 月別燃料消費量のグラフには、本体埋立工事開

始 1 ヶ月前の石材搬入に伴う燃料消費量が含まれ

ており、その旨を脚注に記載しました。（p.6-2-42

参照） 

① 

オ 建設資材仮置きヤードの項目では、「事前仮置

数量を 小とするには代替施設本体工事開始１ヶ

月前から石材の搬入を開始することになり」と記

載しているにもかかわらず、表-2.4.2.12 では、キ

ャンプ・シュワブ敷地内作業ヤードの使用開始時

期を「代替施設本体工事開始５ヶ月前」としてお

り、整合が図られていない。 

 

「代替施設本体工事開始 5 ヶ月前」とは、キャ

ンプ・シュワブ敷地内作業ヤードの整備期間も含

めた月数を示したものであり、石材の搬入を代替

施設本体工事開始 1 ヶ月前から開始することとの

不整合はありません。 

① 

カ 「揚土された埋立材、地盤改良材は全て揚土

された月内で使いきる」としているが、1ヶ月間は

揚土を仮置きすることになると想定される。 

 

埋立材と地盤改良材は、揚土後すぐに使用する

こととしています。このことを「月内で使いきる」

としたものであり、仮置きは必要としません。 

①

キ RC ケ-ソン製作工、RC・ハイブリッドケーソン

運搬・仮置に関し、騒音、水の汚れ等について環

境影響評価を行う必要がある。 

RC ケ-ソン製作工は、環境影響評価の対象外と考

えていますが、ケーソンの運搬については大気質

の予測条件（船舶の航行）で考慮しており、仮置

きについては仮置き時の水象の変化を予測・評価

しています。 

 

① 

ク 準備書時点から、ブロック製作・仮置ヤード

の月別必要面積等が約８ヶ月前倒しになっている

が、それに伴い建設工事機械、資材運搬車両等の

稼動計画が変更されたか示されておらず、大気質、

騒音、振動の予測が適切なものか判断できない。

 

ブロック製作・仮置ヤードの必要面積等に関す

る時期の表示を変更したのは、準備書において施

工時期の表示に不統一があったものを評価書で統

一したことによるものであり、予測条件等には変

更はありません。 

① 

ケ 予測の前提となる「概略工事工程」では、埋

立土砂の運搬（海上・陸上）計画を含め代替施設

建設事業全体の各工事毎の詳細な工程が把握でき

ないこと、また、「本章に記載した工事工程や計画

は現時点における設定であり、実施の際は変更さ

れることがあり得ます。」としていることから、環

境影響の予測結果については不確実性が伴うと考

える。 

概略工事工程は、工事計画において作成した月

ごとの工種別・施工区域別の施工量に基づいてお

り、予測条件となる負荷量等もこれに基づいて適

切に算出しています。 

① 

コ 船舶・建設機械の稼働計画については、年次

ごとのピーク時の日稼働隻数・台数を「表-6.1.1.2

船舶・建設機械稼働計画」に示しているが、各工

事の進捗（海上工事、埋立土砂発生区域、工事用

仮設道路、美謝川の切替え工事等）に合わせて、

予測対象時期の設定に必要となる各月ごとのピー

ク時の日稼働隻数・台数を示す必要がある。 

 

大気質、騒音、振動の予測の前提となる船舶・

建設機械の稼働隻数・台数については、各工事（海

上工事、埋立土砂発生区域、工事用仮設道路、美

謝川の切替え工事等）の個別のピーク時ではなく、

予測地点に 大の影響を及ぼす時期として、すべ

ての工事を重ね合わせたものをピーク時として設

定しています。 

① 

サ 船舶・建設機械の稼働計画において、汚濁防

止膜の撤去の使用船舶機械が示されていない。 

船舶・建設機械の稼働計画に、汚濁防止膜の撤

去の使用船舶機械を記載しました。（p.6-1-3 参照） 

 

① 
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シ 埋立工事（概ね３年）の工程は、調達する砂

材等が安定的に供給されることが前提となってい

る（図-2.4.2.39）が、悪天候時には、土砂の供給

が滞り、ガット船・土運搬船等船舶の稼働計画に

影響が生じ、代替施設全体の工事工程への影響が

懸念される。 

工事工程については、悪天候時などの気象海象

条件を踏まえた稼働率を工種ごとに考慮して作成

しています。 

① 

ス 廃棄物等の発生による建設副産物の処理方法

において、工事用仮設道路工事等で発生するコン

クリート塊等（5 万 7 千 m3）については、「現場内

にコンクリー卜破砕機を設置し、処理して本事業

内で再利用（１年次～５年次）」とあるが、当該コ

ンクリート破砕機は予測の前提において「船舶・

建設機械稼動計画」に記載がないことから、その

使用台数、規模、パワーレベル、設置位置、処理

能力等が確認できない。また、建設機械の稼動に

伴い発生する建設作業騒音の予測条件でも建設機

械の月別稼動台数に記載がないことから、大気質、

騒音、振動の予測対象時期の妥当性が判断できな

い。 

コンクリート破砕機については、船舶・建設機

械稼働計画に追記しました。（p.6-1-8 参照） 

なお、大気質、騒音、振動の工事ピーク時とコ

ンクリート破砕機の稼働時期とは重ならないこと

から、予測条件の変更はありません。 

① 

セ 水面作業ヤードの埋立工事では、20万 m3の埋

立土砂及び護岸工事用コンクリートブロック等が

投入されるが、これらの運搬に伴う大気質、騒音、

振動等に対する環境影響評価がなされているのか

不明であり、示す必要がある。 

水面作業ヤードの埋立工事を含め、工事中につ

いては、船舶・建設機械稼働計画や主な資機材搬

入計画を踏まえ、陸上輸送にかかる交通量、護岸

工事・埋立て工事にかかる船舶・建設機械の稼働

及び海上輸送の船舶数を予測条件として、大気質、

騒音、振動の環境影響評価を行っています。 

（p.6-2-31～124、147～155、p.6-3-37～61、88～

92、p.6-4-26～45、57～60 参照） 

① 

② 

ソ 資材及び機械の運搬車両は、往路は資材を満

載し、復路は空の状態である。この点を考慮した

予測方法となっているか不明であり、示す必要が

ある。 

資材及び機械の運搬車両は、往路は資材を満載

し、復路は空の状態です。大気質予測計算では、「道

路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版」(財団法

人 道路環境研究所)の予測手法に示された排出係

数の算定法を踏まえ、往路・復路とも半積載量と

しています。 

なお、騒音・振動についても大気質の予測条件

と同じです。 

① 

タ 予測地点として、名護市世冨慶と宜野座村松

田がある。広域運送が予想されるものとしてコン

クリートブロック用セメント、石材、作業ヤード

確保の埋立用購入土砂等が予測される。 

 これらの資材運搬において、大気質、騒音、振

動等による住民生活への影響が懸念されるがその

運行ルートが示されていない。 

陸上運搬経路については、主な資機材搬入計画

を踏まえ、運行ルートを記載しています。 

（p.6-1-10 参照） 

① 

チ 大気質、騒音、振動の環境影響評価を予測す

る上で車両の運行台数及び予測地点は、 も基礎

的な項目であるが、根拠資料が示されていないた

め、検証することができない。 

施工計画や主な資機材搬入計画を踏まえ、工事

に係る資機材運搬車両等の交通量を算定し予測条

件として、大気質、騒音、振動の環境影響評価を

行っています。（p.6-1-1、9 参照） 

なお、詳細な資材の陸上運搬は、工事計画にお

いて作成した月別の資機材等の搬入計画に基づい

ており、予測条件となる負荷量等もこれに基づい

て適切に算出していますが、非常に膨大かつ詳細

な情報であるため、評価書には含めておりません。 

 

① 
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(4) 土運搬船の同時稼動隻数については、埋立作業

能力により決定しているとあるが、建設機械が集中

して稼動しないように作業方法、工事工程の調整を

行うとしている環境保全措置と矛盾している。 

予測の前提としている土運搬船の同時稼働隻数

については、埋立作業能力により一日当たりの稼

働隻数を設定していますが、工事中においては環

境監視を実施することとしており、同時に建設機

械が集中しないように作業方法、工事工程の調整

を適宜行うことを環境保全措置としています。 

 

① 

(5) 大気質、騒音及び振動において、資材搬入車

両の速度規制に関する事業者見解の内容が評価書

へ記載されておらず、また、予測の前提となる走

行速度に関しては大気質と騒音及び振動とで矛盾

がある。事業者見解の内容を評価書に反映させ、

資材搬入車両の走行速度について遵守すべき速度

を明記し、その速度を予測の前提としたうえで、

各項目の予測・評価を行う必要がある。 

 また、環境保全措置として「遵守を指導する」

としているが、その効果の程度を示す必要がある。

大気質、騒音及び振動において、資機材等運搬

車両等の速度規制に関する事業者見解の内容につ

いて記載しました。（p.6-2-147、p.6-3-88、

p.6-4-57 参照） 

また、騒音と同様に、規制速度を予測の前提と

した予測・評価を記載しました。 

（p.6-2-147、p.6-4-58 参照） 

「規制速度の遵守を指導する」とした環境保全

措置については、工事関係者の工程会議等におい

て、「規制速度の遵守」について周知することから、

一定の効果があると考えています。 

 

② 

(6) 辺野古側の護岸・埋立工事について、「汚濁防

止膜について、濁りの発生及び海草藻場への影響

を踏まえ、設置しないこととした」としているが、

汚濁防止膜を設置する場合としない場合の影響に

ついて定量的に比較されておらず、また、海藻草

類への影響が少なくなるような設置の方法及び汚

濁防止膜の種類についても定量的に比較検討され

ていないことから、当該影響要因に対する環境保

全措置は適切とは判断できない。 

辺野古地先前面海域のリーフ内に汚濁防止膜を

設置しない理由については、辺野古側の工事によ

る濁りの拡散範囲は比較的小さいと予測されるこ

と、汚濁防止膜の設置に伴い海草藻場が損傷を受

ける可能性が高いこと、汚濁防止膜が海面から海

底まで展張されることになるため、その内側の海

水が滞留して水質環境が悪化するなど海草類の生

育環境に大きな影響を与えると考えられることな

どによるものです。 

汚濁防止膜を代替施設の護岸法線より約200m離

れた場所に設置した場合を想定すると、約 35ha の

海草藻場がその内側に取り込まれることになりま

す。これに対して、汚濁防止膜を設置しない場合、

施工区域周辺では 2mg/L を上回る濁り(SS)が局所

的にみられますが、大部分の生育範囲においては

2mg/L を下回っています。このため、辺野古地先前

面海域においては、汚濁防止膜を設置しない方が

海草藻場への影響は小さいと考えており、環境保

全措置として適切と考えていることを記載しまし

た。（p.6-1-19～22 参照） 

 

① 
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(7) 汚濁防止膜の設置について、「作業船の配置計

画上、汚濁防止膜の展張を閉鎖系にすることは困

難」としているが、作業船の配置計画の検討経緯

（建設機械が集中して稼動しないように作業方

法、工事工程の調整を行うとする環境保全措置）

を示したうえで、閉鎖系にはできないとした根拠

を示す必要がある。 

工事箇所には、作業船舶が頻繁に出入りするこ

とから、汚濁防止膜の開口部（出入口）が必ず 1

箇所は必要になるため、汚濁防止膜を完全な閉鎖

系にすることはできません。 

汚濁防止膜の開口部付近を二重に展張して、汚

濁拡散を遮断する方法も考えられますが、二重に

展張する分だけ汚濁防止膜の設置範囲が広がって

しまいます。二重に展張する部分は、ケーソン据

付時曳航を考慮して、汚濁防止膜と汚濁防止膜と

の離隔距離が約 300m 必要になります。 

汚濁防止膜の外側には、ケーソン仮置時及び据

付時のために、ケーソン曳航・回頭エリアが必要

になります。汚濁防止膜の設置範囲が広がったこ

とにより、ケーソン曳航・回頭エリアが浅瀬まで

広がってしまい、浚渫の必要性が生じます（環境

への負荷が大きくなります）。また、作業船舶の出

入口が 1 箇所となるため、集中・輻輳する船舶航

行に制約を受けて、現計画と比べ安全性及び作業

性が格段に劣ってしまいます。 

① 

(8) 汚濁防止膜の設置について、「展張位置につい

ては、作業船のアンカー長や施工性（作業船の操

作性等）を考慮」とあるが、作業船の配置計画の

検討経緯（建設機械が集中して稼動しないように

作業方法、工事工程の調整を行うとする環境保全

措置）を示したうえで、汚濁防止膜の展張位置を

決定した根拠を示す必要がある。 

汚濁防止膜の護岸との離隔については、汚濁防

止膜内側で作業する船舶のアンカー長を考慮して

います。作業船舶のアンカー長は、「運輸省第二港

湾建設局：港湾補助機能調査（作業船挙動実態調

査）, 昭和 60 年度」 に基づいて、アンカー設置

位置の水深の 11 倍としています。 

工事箇所への出入口である大浦湾口の航路は、

リーフの存在により狭水路となっているため、作

業船舶が集中・輻輳することが予想されます。汚

濁防止膜を設置すると大浦湾口の航路が狭い上に

屈曲することから、航行作業船舶の安全性を確保

するために、汚濁防止膜に開口部（出入口）を設

けました。 

また、ケーソンを据付箇所に曳航するときは、

安全上、他の作業船は近くを航行できないため、

別途、ケーソン据付用の通路として海上ヤードの

近くに汚濁防止膜の開口部（出入口）を設けまし

た。なお、大浦湾奥に高い被度で生息するサンゴ

類を保全するため、代替施設の北側への汚濁拡散

を遮断するように汚濁防止膜の開口部の位置を設

定しています。 

① 

(9) 複合的・相乗的な環境影響について、予測対

象時期を１期間としているが、予測地点の場所に

よって影響が 大となる時期は異なること、また、

予測対象時期の設定根拠（詳細な工事工程）が記

載されていないことから、適切に予測・評価を行

う必要がある。 

大気質、騒音、振動の予測の前提となる船舶・

建設機械の稼働隻数・台数については、各工事（海

上工事、埋立土砂発生区域、工事用仮設道路、美

謝川の切替え工事等）の個別のピーク時ではなく、

予測地点に 大の影響を及ぼす時期として、すべ

ての工事を重ね合わせたものをピーク時として設

定しています。 

① 

(10) 消波ブロックの設置に伴う水象、地形・地質

（海岸線、海底地形及び底質の変化）、海草藻場等

に与える影響について、どの様に考慮し、予測・

評価に反映したのか示す必要がある。 

水象及び地形・地質においては、波浪の変化予

測にあたって適切な反射率を設定することによ

り、消波ブロックの設置に伴う影響を考慮してい

ます。また、海草藻場においては、消波ブロック

の設置により消失する面積を算定しています。 

① 
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<<第２ 環境影響評価の項目並びに調査・予測・評価の手法について>> 
２．調査・予測・評価について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(11) 表-6.1.1.3 では、予測の前提として、主な資

材の搬入量を概数として示している。主な陸上運

搬材は、砂材等及び護岸工事に用いるコンクリー

トブロックである。 

 これら搬入量の根拠資料として、砂材等は、種

類を細分化し、投入先工区・工種による月別の投

入量、また、コンクリートブロックについても同

様な資料が想定されるが示されておらず、搬入量

が妥当なものであるか確認できない。 

主な資材の搬入量は、工事計画において作成し

た月ごとの工種別・施工区域別の施工量に基づい

ており、予測条件となる負荷量等もこれに基づい

て適切に算出していますが、非常に膨大かつ詳細

な情報であるため、評価書には含めておりません。 

① 

(12) 主な資材の陸上運搬は、図-6.1.1.2「陸上運

搬経路」により、仮設道路の利用が計画されてい

るが、細分化した砂材等及びブロック毎の月別の

運搬ルートが示されていないため、妥当なものか

確認できない。 

資材の陸上運搬は、工事計画において作成した

月別の資機材等の搬入計画に基づいており、予測

条件となる負荷量等もこれに基づいて適切に算出

していますが、非常に膨大かつ詳細な情報である

ため、評価書には含めておりません。 

①  

 

 

<<第２ 環境影響評価の項目並びに調査・予測・評価の手法について>> 
３．調査結果の概要について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 辺野古海域と大浦湾の価値、特徴については、

事業実施区域周辺海域との比較だけではなく、沖

縄島の他の海域との比較も必要であり、適切に解

析されていないと考える。 

大浦湾の価値、特徴については、調査結果等に

より十分解析されているものと認識しています

が、水の汚れ、サンゴ類、ジュゴン等については

調査結果のまとめを追記することにより、当該海

域の特徴をより具体的に記載しました。 

① 

(2) 確認された動植物種について、どの程度、種

まで同定できたかについては示されているが、同

定率を考慮した評価が行われているか明らかにす

る必要がある。 

海域生物調査では、種の同定・分類に加えて、

単位面積当たりの採取量等も把握する必要があり

ますので、分類形質が消失している個体について

も可能なレベルまで種の同定を行った上で、採取

量に含めることにより評価していることを記載し

ました。（p.6-13-7 参照） 

① 

(3) 水象・漂砂量・海藻草類について、台風によ

る環境状況の変化も考慮して予測することとの意

見に対し、「そのような変化を踏まえて調査時期や

調査頻度を設定して現地調査を行い、年間を通じ

たさまざまな自然条件下における生物の生息・生

育現況の把握を的確に行い、予測を行っています」

との見解を示しているが、現況調査を実施した年

には台風の襲来はなかった。また、埋立地が存在

することにより、台風による自然環境の撹乱状況

が変化することになるため、現況において台風に

よる変化を踏まえて現地調査を実施するだけでな

く、埋立地の存在による変化を踏まえた「予測」

を行う必要があるが、当該予測が行われていない。

現地調査を実施した平成 20 年は、台風 13 号及

び15号が南西諸島周辺を通過し当該海域も高波浪

を記録しており、台風期を含んだ時期の高波浪や

地形変化を把握しています。また、予測について

は、台風の来襲により大きな変化を受ける可能性

のある「波浪」と「海底地形」において、過去 34

年間の中城湾の波浪統計をもとに、数年に 1 回程

度発生するレベルの高波浪条件を設定しているこ

とから、台風による環境状況の変化も考慮して適

切に予測を行っていると考えています。 

① 

(4) 陸域生態系の調査結果において、「多様な生物

相を有している」としているが、予測にこのこと

がどのように反映されているか明らかにする必要

がある。また、海域生態系については、同様の表

現は見られないことから、対応していないと考え

られる。 

生態系に関しては、陸域生態系、海域生態系と

もに、多様な生物相を有する地域であることを踏

まえて、基盤環境や生物群集等の変化について予

測・評価を行っています。海域生態系については、

インベントリー調査により、当該海域における生

物相が多種多様であることが示されており、それ

らの種が基盤環境である海浜、干潟、藻場、サン

ゴ礁等の多様な類型区分に応じて生育・生息して

いることを示しています。 

① 
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４．環境保全措置について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 環境保全措置の検討結果の検証については、

内容・過程について具体的に示されていない。 

環境保全措置に係る内容及び検討過程につい

て、各項目において出来る限り記載しました。 

 

① 

(2) 動物の移動及び植物の移植に伴う影響につい

ては、類似環境への移動・移植であることから影

響はないとしているが、移動・移植先における個

体密度の変化、餌量等が検討されていない。 

 また、サンゴ類等は移動及び移植するとしなが

ら、海藻草類のウミボッスについては同様の保全

措置は講じないとしており、環境保全措置に差異

があり、妥当ではない。 

陸上動植物の移動及び移植地は、移動及び移植

先の踏査を行い、移動及び移植対象種の生育地を

類似な環境として選定しました。その際、移動及

び移植地の攪乱を避けるため高密度な移動移植を

避け可能な限り複数地点に移動移植することとし

ます。また、移動時及び移植時は踏圧の影響がな

いよう生息及び生育環境の保全に努めることを記

載しました。 

ウミボッスについては、底生動物の移植作業と

同様に工事実施前に移植することとします。移植

にあたっては、その手法等を専門家の助言を得な

がら検討します。ただし、海藻類の移植は効果に

不確実性が残されるため、他の海藻草類を含め、

事後調査によって生育状況を調査し、何らかの異

常な変化がみられた場合、新たな環境保全措置を

検討することとし、検討に当たっては、専門家の

助言を得ながら実施することを記載しました。 

 

① 

② 

③ 

 

(3) 「第 7章 環境保全措置」において、「公有水

面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の

項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を

合理的に行うための手法を選定するための指針、

環境の保全のための措置に関する指針等を定める

省令」（平成十年六月十二日号外農林水産省、運輸

省、建設省令第一号。以下「主務省令」という。）

第 16条第 1項各号の規定に基づき「環境保全措置

の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の

内容」、「環境保全措置の効果及び当該環境保全措

置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応

じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度」、

「環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある

環境への影響」、「代償措置にあっては、環境影響

を回避し、又は低減させることが困難である理

由」、「代償措置にあっては、損なわれる環境及び

環境保全措置により創出される環境に関し、それ

ぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環

境に係る環境要素の種類及び内容」及び「代償措

置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実

施が可能であると判断した根拠」を明らかにでき

るよう整理しなければならない。 

 

環境保全措置においては、法令等に基づいて評

価書に所要の事項を記載しており、「主務省令」で

示されている要件も評価書に記載しているものと

考えますが、予測・評価について再検討した結果

も踏まえ、記載しました。 

 

① 

(4) 上記(3)の環境保全措置に係る検討結果を整

理するに当たって、移動・移植することとした種

については保全対策手法を併せて明記する必要が

ある。 

移動・移植後の各生物群については、事後調査

等を行うことによって、生育状況等をモニタリン

グし、必要に応じて対策を講じることとします。

調査については「第 8章 事後調査」に記載しまし

た。 

 

④ 
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４．環境保全措置について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(5) 資材運搬に使用する車両は、低振動型を積極

的に導入とあるが、どのような車両を計画してい

るのか効果等も含めて具体的に示す必要がある。 

 また、交通振動の要因としては、主に路面の不

陸面の影響が大きいと考えられていることもある

ため、搬入路の良好な平坦性の確保にかかる維持

修繕管理を徹底するなどの環境対策等を検討する

必要がある。 

 

低振動型の車両については現時点で車両型式を

特定することはできませんが、工事用仮設道路の

維持修繕に努めることを記載しました。 

（p.6-1-9 参照） 

 

① 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
１．大気質について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 拡散計算に関する事業者見解の内容が、具体

的に評価書に示されていない。 

プルームパフモデルの適応性について、3次元モ

デルを使って辺野古集落における大気汚染物質の

拡散計算を行い、その比較検討を行いました。 

その結果、3次元モデルの場合、プルームパフモ

デルと比べて予測濃度が 0.3～0.6 倍程度と低くな

り、プルームパフモデルが も安全側の予測にな

ることを検証し、資料編に記載しました。（p.資

6-2-1～4参照） 

① 

 

(2) 大気汚染物質の年平均値は、現地調査におい

て、四季に各７日間連続測定して求めた１時間値

の日平均値から算出しているが、調査期間をその

ように設定した根拠を具体的に示す必要がある。 

「道路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版」

(財団法人道路環境研究所)によると、現地調査の

手法については、大気質の年平均値を社会活動や

気象の変動の周期を踏まえて、精度よく推定でき

るように、四季毎に 1 週間の連続測定とすること

としており、上記の方法で測定した値を用いて予

測及び評価を行い記載しました。（p.6-2-67、90～

123、141、142、146、150～154、158～161 参照） 

また、工事期間における環境監視を行い、影響

の程度を確認することから、環境保全措置は適切

なものと考えています。（p.8-22 参照） 

① 

④ 

(3) 資材及び機械の運搬に係る予測交通量につい

て、工事用仮設道路は、１年次８ヶ月目を 大と

して、大型車 749 台、小型車 370 台としているが、

その妥当性が確認できない。砂材等を石材、作業

ヤード埋立砂材等に細分化し、作業ヤード埋立砂

材は埋立箇所ごとに区分した運搬台数、コンクリ

ートブロックは、種類ごとの製作工程によるコン

クリートミキサ車の運搬台数等が根拠資料として

考えられるが示されていない。 

1年次8ヶ月目の資材及び機械の運搬に係る予測

交通量において、その車両の種類について記載し

ました。（p.6-2-52、53 参照） 

① 

(4) 表-6.1.1.3「主な資材の搬入量（概数）」では、

２年次の陸上運搬の砂材等が、273 万 m3 となって

おり、相当な運搬台数となることが予想されるが、

月別の予測交通量が示されていない。 

資材及び機械の運搬に伴う予測においては、施

工計画や主な資機材搬入計画を踏まえ、工事に係

る資機材運搬車両等の交通量を算定して、予測を

行っています。（p.6-2-52、53 参照） 

なお、詳細な資材の陸上運搬は、工事計画にお

いて作成した月別の資機材等の搬入計画に基づい

ており、予測条件となる負荷量等もこれに基づい

て適切に算出していますが、非常に膨大かつ詳細

な情報であるため、評価書には含めておりません。 

① 
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２．騒音について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 予測時期は、国立沖縄工業高等専門学校で 2

年次 8 ヶ月目、辺野古集落で 1 年次 4 ヶ月目で、

準備書段階から変更されていないが、概略工事工

程が変更され、また、代替施設本体工事開始１ヶ

月前から石材の搬入を開始するとしていることに

伴って、予測条件である建設機械の月別稼働台数

に変化がないのか示す必要がある。 

 また、工事計画、建設機械の月別稼働計画は、

予測対象時期のみが示されており、予測対象時期

以外の月別稼働計画が具体的に示されていないこ

とから、予測対象時期の妥当性が判断できない。 

 準備書段階から概略工程が変更されましたが、

予測対象時期における月別稼働台数に変化はあり

ません。 

また、工事計画、建設機械の稼働状況について

は、稼働時期及び稼働位置などの予測条件を示し

ており、予測対象時期は妥当であると考えていま

す。（p.6-3-42～50 参照） 

① 

(2) 夜間工事に係る環境保全措置として、「資機材

運搬にかかる車両の運行を極力少なくするよう努

めます」としているが、その具体的な内容、効果

が示されておらず、環境保全措置の効果の程度が

明らかではない。なお、運搬に必要な車両台数で

もって予測を行っているため、予測条件で示した

台数から減らすことは困難と考える。 

夜間工事においては、主要資材（路盤材や舗装

コンクリート等）の運搬は実施しないことから、

基本的に工事用仮設道路を使用しない計画として

います。ただし、夜間工事中に、急な天候悪化等

の要因により、工事が急に中止になった場合につ

いては、工事作業員が帰宅するために工事用仮設

道路を使用する可能性があります。 

工事用仮設道路を使用した場合における道路交

通騒音の予測結果を資料編に記載しました。（p.資

6-3-14、15 参照） 

① 

② 

(3) 特定建設作業騒音については、作業禁止時間

や 大作業時間、 大作業日数、作業禁止日が設

けられており、夜間作業は禁止されているが、夜

間工事を行うことが想定されている建設作業騒音

の評価において、特定建設作業騒音の基準値が用

いられている。本基準値を用いて評価するのであ

れば、地域の状況を踏まえると、騒音値(85dB)だ

けではなく、第１号区域とし、作業時間（日曜日・

夜間作業禁止）についても整合を図ったうえで評

価する必要がある。 

夜間工事を伴う特定建設作業として、コンクリ

ートプラントが対象となります。コンクリートプ

ラントの設置箇所は、騒音規制法に基づく規制地

域の指定がなされていないことから、第 1 号区域

（第 1 種区域：第 1、2 種低層住居専用地域、第 2

種区域：第 1、2 種中高層住居専用地域、第 1、第

2種住居地域、準住居地域、第 3種区域：近隣商業

地域、商業地域、準工業地域）に該当しないもの

と考えています。 

① 

(4) 道路交通騒音の基準又は目標との整合性に係

る評価において、辺野古は「Ａ地域のうち２車線

以上の車線を有する道路に面する地域」の基準値

を適用するとしているが、当該地点は現状におい

て２車線以上の車線を有する道路は存在しないこ

とから、当該基準による評価は適切ではない。 

当該地点については、主要幹線道路（高速自動

車国道法第 4条、道路法第 5条（一般国道）、道路

法第 7条（地方的な幹線道路網を構成する道路））

の沿道地域を「Ａ地域のうち 2 車線以上の車線を

有する道路に面する地域」に相当するものとして

道路交通騒音の評価の基準は、妥当であると考え

ています。 

① 

(5) 工事用仮設道路Ａに係る環境影響に対する環

境保全措置の検討経緯及び具体的な内容が示され

ていない。 

工事用仮設道路Ａに係る環境影響に対する環境

保全措置の検討経緯を資料編に記載しました。（p.

資 6-3-12、13 参照） 

また、環境保全措置の具体的な内容は記載して

います。（p.6-3-51 参照） 

① 

② 

(6) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴

い発生する道路交通騒音の予測結果において、「表

-6.3.3.1.6 道路交通騒音の評価結果」の脚注で

は、「表中の辺野古の騒音レベルは、遮音壁の防音

効果を見込んでいません。」としているが、「図

-6.3.2.1.13 道路交通騒音の距離減衰」では、辺

野古（工事用仮設道路）においては遮音壁の効果

を見込んだ予測結果となっていると思われること

から、これらを明確に示す必要がある。 

辺野古（工事用仮設道路）における道路交通騒

音の予測結果は、遮音壁による回折効果（減音効

果）を見込んだ結果となっており、遮音壁自体の

吸音による防音効果を見込んでいません。 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
２．騒音について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(7) 建設作業騒音の予測対象時期については、パ

ワーレベルが大きい機種の稼働台数で決定してい

るが、工事の経過とともに建設作業機種及び台数

が変動していくため、台数のみでは環境負荷の

大時期かどうか適切とは言えない。 

予測対象時期を設定した根拠となる、土工事に

おける工区毎の月別稼働台数に係る資料を示して

おり、予測対象時期は適切であると考えています。

（p.6-3-42～45 参照） 

① 

 

(8) 特定建設作業騒音の騒音規制を適用するとし

た場合、「特定建設作業場所の敷地の境界線におい

て 85dB を超える大きさのものでないこと。」と規

定されているため、国立沖縄工業高等専門学校の

予測地点は、国道敷地境界ではなく埋立土砂発生

区域境界点で予測・評価する必要がある。 

 また、「表-6.3.2.1.10 建設作業騒音の予測結

果」においても、「注）1．敷地境界とは事業実施

区域の境界を示します。」とあるが、国立沖縄工業

高等専門学校の予測地点は、国道敷地境界となっ

ており、整合が図られていない。 

国立沖縄工業高等専門学校における敷地境界の

予測地点は埋立土砂発生区域の境界に設定して、

予測・評価を行っています。 

また、国立沖縄工業高等専門学校、辺野古集落

における敷地境界の予測地点を記載しました。

（p.6-3-58、59 参照） 

① 

 

(9) 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に

関する基準において、コンクリートプラント、ア

スファルトプラントを設けて行う作業について

も、混練容量（コンクリートプラントは 0.45m3 以

上、アスファルトプラントは 200kg 以上）によっ

ては該当となっているが、建設作業騒音の予測に

おいてコンクリートプラント、アスファルトプラ

ントの設置位置、規模、稼働台数がどのように考

慮されたのか確認できない。 

飛行場の舗装工事において、コンクリートプラ

ントを設置する計画としています。 

コンクリートプラントの設置位置、規模、稼働

台数及びコンクリートプラントの稼働に伴う建設

作業騒音の予測結果を資料編に記載しました。（p.

資 6-3-8～11 参照） 

① 

② 

(10) 道路交通騒音に伴う環境保全措置の検討に

おいて、「その搬入ルート選定（現時点では各業者

と契約ができませんので、搬入ルートが確定でき

ない事情があります。）の際に、可能な限り集落を

避けること等、周辺環境の保全に努めます。」とあ

り、実行可能な環境保全措置の検討に着手できな

いということが記載されている。このことから、

予測条件及び予測結果の不確実性が大きいと考え

る。 

 また、埋立土砂の調達計画や購入材である捨石

マウンドの基礎捨石及び裏込石などの購入先につ

いても定まっていないことが、不確実性にかかる

主な要因であると考える。さらに、夜間工事を行

う場合は、運搬を極力少なくするとあるが、その

影響が生じることに伴う環境保全措置や予測・評

価が示されていない。 

埋立土砂の運搬ルートや購入材となる石材の購

入先は、工事の受注業者が決定することになりま

すが、事業実施区域周辺における道路網の状況を

考慮して、主要な幹線道路となる国道 329 号にお

いて、北側からの搬入ルートとして世冨慶を、南

側から搬入ルートとして松田、国立沖縄工業高等

専門学校を予測地点として設定し、国道 329 号か

ら事業実施区域へのアクセス道路となる辺野古を

予測地点として設定しました。 

また、土砂や石材の搬入量の 大時において、

予測・評価を行っていることから、予測条件や予

測結果の不確実性は小さいと考えています。 

さらに、夜間工事に伴う道路交通騒音による予

測結果は資料編に記載しました。（p.資 6-3-14、15

参照） 

① 

② 

(11) 世冨慶地点の道路交通騒音において、規制速

度の遵守を環境保全措置とする予測の前提とした

場合、環境基準値を満足したとあるが、その環境

保全措置の効果の程度が示されていない。また、

予測結果は、規制速度の遵守を一般交通車両と工

事運搬車両の双方について考慮したのか明確にさ

れていない。いずれにしても表示板の配置による

環境保全措置としての効果には限界があり、適切

な評価がなされているとは言えない。 

世冨慶における道路交通騒音について、規制速

度を遵守した場合の環境保全措置の効果は、1dB の

低減効果があることを記載しています。 

（p.6-3-90 参照） 

また、世冨慶における道路構造は、2車線で、か

つ追い越し禁止区間となっていることから、工事

用の資機材運搬車両等の走行速度が一般交通車両

も含めた走行速度になると考えています。 

したがって、「規制速度の遵守を指導する」とし

た環境保全措置については、工事関係者の工程会

議等において、「規制速度の遵守」について周知す

ることから、一定の効果があり、適切であると考

えています。 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
２．騒音について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(12) 辺野古集落の予測地点となっている仮設道

路Ａの道路交通騒音については、予測結果は基準

値を満足しているが、「夜間工事に伴う資機材運搬

にかかる車両の運行を極力少なくする」とあるた

め、昼間と夜間の運搬車両台数区分を明確に示し、

予測・評価を行う必要がある。 

夜間工事においては、主要資材（路盤材や舗装

コンクリート等）の運搬は実施しないことから、

基本的に工事用仮設道路を使用しない計画として

います。ただし、夜間工事中に、急な天候悪化等

の要因により、工事が急に中止になった場合につ

いては、工事作業員が帰宅するために工事用仮設

道路を使用する可能性があります。 

工事用仮設道路を使用した場合における道路交

通騒音の予測結果を資料編に記載しました。（p.資

6-3-14、15 参照） 

 

① 

② 

(13) サンドコンパクションパイル工法には、振動

式と衝撃式があるがいずれの工法を用いて施工す

るのか示す必要がある。また、同工法は、施工上

の留意点として、騒音、振動などに十分な配慮が

必要であることから、当該工法を考慮した騒音に

おける適切な予測・評価が必要である。 

 

サンドコンパクションパイル工法の内容及び建

設作業騒音の予測結果を資料編に記載しました。 

（p.資 6-3-16～22 参照） 

① 

② 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
３．振動について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 夜間に工事を行う場合の環境保全措置につい

て、「評価書に記載」とあるが、夜間に工事を行う

場合の振動の予測結果及び当該影響に対する環境

保全措置の効果の程度を示す必要がある。 

 

夜間工事に伴う建設作業振動及び道路交通振動

による予測結果を資料編に記載しました。（p.資

6-4-4～5参照） 

① 

② 

(2) 建設作業振動の辺野古集落に対する予測対象

時期は、１年次８ヶ月目とあるが、騒音では建設

機械の月別稼働台数より１年次４ヶ月目となって

いる。当該決定根拠が示されていないことから、

その妥当性を示す必要がある。 

 

予測対象時期を設定した根拠となる、工事計画、

建設機械の工区毎の月別稼働台数に係る資料を示

しており、予測対象時期は適切であると考えてい

ます。（p.6-4-31～33 参照） 

① 

 

(3) サンドコンパクションパイル工法には、振動

式と衝撃式があるがいずれの工法を用いて施工す

るのか示す必要がある。また、同工法は、施工上

の留意点として、騒音、振動などに十分な配慮が

必要であることから、当該工法を考慮した振動に

おける適切な予測・評価が必要である。 

本事業では、振動式のサンドコンパクションパ

イル工法で計画しています。サンドコンパクショ

ンパイル工法の開発当初は衝撃式でしたが、技術

開発により振動式が考案され、今は振動式が主流

となっています。このサンドコンパクションパイ

ル工法の内容及び建設作業振動の予測結果は資料

編に記載しました。（p.資 6-4-6～12 参照） 

 

① 

② 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
４．水の汚れについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 辺野古地先水面作業ヤード及びキャンプ・シ

ュワブ敷地内作業ヤードにおいて、コンクリート

ブロック製作・仮置が行われ、コンクリートブロ

ックの養生水やコンクリートプラント洗浄水が発

生する。これに対し、水の汚れの環境保全措置を

講ずるとしているが、コンクリートプラントの数

量、位置、洗浄水の量、その再利用の方法、コン

クリートブロックの養生水の量、処理方法、海域

へ流出させない対策等について、具体的に示され

ていないことから、その効果の程度が明らかでは

なく、当該環境保全措置を前提とした評価は妥当

ではない。 

コンクリートプラントは、飛行場舗装工事エリ

ア内（Phase-2）に 1箇所設置します。コンクリー

トプラントに隣接して場内運搬用ダンプトラック

及びコンクリート打設機器等の洗浄場を設置し、

コンクリートプラント洗浄水とともに 1 箇所に集

水し、濁水処理設備により処理後、洗浄水として

再利用します。洗浄水の量は 30m3/h 程度と見込ま

れます。 

コンクリートブロックの養生水については、必

要 低限の水量を使用することとし、その排水は

側溝等を通じて 1 箇所に集水し、濁水処理及び pH

中和処理を行った後に海域へ放流する予定であ

り、評価は妥当であると考えています。 

 

① 

(2) コンクリートブロック製作が 大となる時期

のアルカリ排水について、環境影響評価が行われ

ていない。 

コンクリートブロック製作時に発生するアルカ

リ排水は、適切に処理を行うこととしており、環

境への影響はないと考えています。 

 

① 

(3) 工事による影響の予測の前提条件について 

ア 水中コンクリート打設工事に伴う pH変化につ

いて、予測モデルの計算時間を 240 時間（10 日間）

とした根拠を示す必要がある。 

 計算条件について、予測の前提条件となる計算

時間については「濃度変化が概ね定常になるまで

の時間として 240 時間（10 日間）に設定」として

いるが、濃度変化が一定になった時点が予測時点

として 適であると判断した理由を明らかにする

必要がある。また、pH の変化が定常となるまでの

間の、高 pHの水塊がどのように移動・分散し周辺

環境へどの程度影響を及ぼすか予測・評価を行う

必要がある。 

pH 予測の計算時間については、工事の負荷とし

て連続で投入したアルカリ度の負荷量が、海域で

拡散していく様子を繰り返し計算し、濃度変化が

周期的に定常となった時点までを計算時間として

おり、その根拠について記載しました。 

（p.6-6-177、178 参照） 

また、高 pHの水塊の移動・拡散に関するご意見

については、予測の際に用いた負荷量は、月当た

りの発生負荷量が 1 日で施工された場合を仮定し

て予測しており、バックグラウンドの pHに対して

施工場所近傍で 0.1 の増加が局所的にみられると

予測しています。したがって、高 pHの水塊が周辺

に移動・拡散することはないものと考えています。 

 

① 

イ 本文中の「水中コンクリートの打設工事」に

ついて、具体的な工程、施工箇所及び施工方法を

明らかにする必要がある。 

水中コンクリートの打設工事はケーソン式護岸

工の蓋ブロック工に該当します。その施工箇所及

び施工方法は「第 2 章 対象事業の目的及び内容

（2.4 工事計画の概要）」に記載しました。 

（p.2-38、63～69 参照） 

具体的な工程については、水中コンクリートの

打設に伴い発生するアルカリ度の発生負荷量を算

定する際に考慮しています。（p.6-6-174 参照） 

 

① 

ウ 影響予測の対象となる工事を「水中コンクリ

ートの打設工事」と限定しているが、傾斜堤護岸

工事における「補強コンクリート打設」等の施工

時においても負荷量が発生すると考えられるが、

これらの負荷に対して具体的にどのような措置を

講ずるのか明らかにする必要がある。 

傾斜堤護岸の「補強コンクリート打設」は、基

礎捨石・袋詰めコンクリートの施工完了後、均し

コンクリートをコンクリートミキサ車より直接投

入して打設するものですが、施工面が水面よりも

上部であることから、負荷が発生することはあり

ません。 

 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
４．水の汚れについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(4) 塩分の予測の前提条件として、降雨時の河川

の流量条件は平成 20年度に実施した現地調査結果

を基に設定しているが、降雨量が示されていない。

一方、代替施設本体からの雨水排水の条件は過去

30 年間での日 大降水量を基に算定されているこ

とから、降雨時の河川の流量条件についても相関

式等を用いて、同じ条件の流量を設定する必要が

あると考える。 

 

降雨時の河川の流量条件を過去 30年間での日

大降水量を基に予測し、結果を記載しました。 

 

② 

(5) 塩分等の予測モデルについて、予測の不確実

性の程度は具体的に示されていない。 

塩分の予測については、「6.9 水象」の予測で用

いた流動モデルで予測しています。この流動モデ

ルの妥当性については、「6.9 水象」において、十

分に検討を行い、その内容を詳細に記載しました。

(p.6-9-70～145 参照) 

 

① 

(6) 施設の存在に係る塩分の変化についての評価

がなされておらず、また、環境保全措置が検討さ

れていない。 

存在時における塩分の変化については、「6.9 水

象」の予測に基づき、「6.14 サンゴ類」及び「6.15 

海藻草類」の生息・生育環境の変化として評価し

ています。(p.6-14-141～146,p.6-15-174～179 参

照) 

 

① 

(7) 「図-2.4.2.7 代替施設本体の二重締切矢板

式護岸断面図」中に「重防食」との記載があるが、

鋼管矢板の重防食被覆について工場施工か現場施

工か明らかにする必要がある。なお、現場施工で

ある場合、使用する塗料等の成分を明らかにし、

水の汚れへの影響について予測・評価を行う必要

がある。 

 

重防食被覆は工場にて一貫作業により行います。 ① 

(8) 土砂による水の濁りに係る環境保全措置とし

て、「改変区域においては…濁水処理プラントの設

置等を実施」及び「改変後は、浸食防止剤散布等

により、すみやかに裸地面を保護し、赤土等流出

を抑制」としているが、埋立土砂発生区域は、水

道水源である辺野古ダムの集水域であり、また、

処理水等が流れ込む大浦湾は貴重なサンゴ類や海

域生物の生息する豊かな自然環境を有することか

ら、使用する凝集剤や浸食防止剤等については含

有する成分を明らかにし、また、これらの使用に

伴う人体及び環境に及ぼす影響を予測・評価する

必要がある。 

 

凝集剤及び浸食防止材の成分や安全性について

は、「6.7 土砂による水の濁り」に記載したとおり、

人体及び環境に影響を及ぼすような有害な成分は

含まれていないことが確認されているものを使用

します。（p.6-7-107、p.6-7-234 参照） 

 

 

① 
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知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 陸域について 

ア 濁水処理工は、工事区域で発生した濁水を一

定量貯留し、規定の水質まで処理した後に工事区

域外に放流するための施設であり、放流先の河川

や海域を保全する上で赤土等の流出を防止する重

要な 終施設であるため、調整池容量の設定に当

たっては、以下の点を明確に示す必要がある。 

(ｱ) 長時間降雨強度及び短時間降雨強度により

求めた容量の比較検討を行い、いずれの降雨

でも対応できる施設規模とする必要がある

が、検討経緯が示されていない。 

(ｲ) 降雨に伴って発生する流入土砂量も考慮す

る必要があるが、示されていない。 

(ｳ) 濁水処理プラントによる処理については、

濁水が溜まり始めてから、プラントが安定的

に稼働するまでのタイムラグが考慮されてい

ない。 

(ｴ) 埋立土砂発生区域周辺は、低い透水性地盤で

あること、また、切土に伴う法面が発生すると

考えられることから、流出係数については、当

区域の地質、工事の進捗状況等に応じて設定す

る必要があるが、流出係数を各施工地区で一律

に「0.7」としており、適切ではない。 

(ｵ) 「表-6.7.2.2.6 飛行場施設の造成中の濁

水処理施設からの排水条件」についても、上

記事項を考慮するとともに、流域の集水区域

を図示する必要がある。 

 

 

調整池容量の設定のご指摘に対する事業者見解

は以下のとおりです。 

(ｱ) 濁水貯留処理施設について、長時間降雨強度

及び短時間降雨強度により求めた容量の比較検

討を行い記載しました。（p.6-7-95、96 参照）  

(ｲ) 調整池容量の設定に際しては、流入土砂量等

を考慮して算定しています。流入土砂量等を考

慮した濁水貯留処理施設の容量算定式を評価書

に記載しました。また、調整池に流入する土砂

量の検討結果を記載しました。 

（p.6-7-87、97、98 参照） 

(ｳ) 発生する濁水は調整池に貯留すると同時に濁

水処理プラントによる処理を行うこととしてい

ます。プラントが安定稼働するまでのタイムラ

グについては、濁水貯留処理施設の容量に安全

率（流入土砂量等を考慮）を見込んで設定して

いることから、濁水が流出することはないと考

えています。（p.6-7-80、87 参照） 

(ｴ) 埋立土砂発生区域周辺の流出係数の考え方に

ついては、評価書に記載したとおりで、適切と

考えています。（p.6-7-83～86 参照） 

(ｵ) 「飛行場施設の造成中の濁水処理施設からの

排水条件」についても、上記(ｱ)から(ｴ)を考慮

しています。また、流域の集水域は「図

-6.7.3.2.2 飛行場の赤土等流出防止対策概略

図」に記載しています。（p.6-7-239 参照） 

① 

 

イ 凝集沈殿による効果について、粒度組成及び

沈降速度については検討されておらず、また、滞

留時間についても具体的に記載されていない。 

埋立土砂発生区域の現地土壌を用いて、粒度試

験及び凝集沈降試験を実施し、これを踏まえ凝集

沈殿による効果の検討結果を記載しました。また、

濁水処理プラントにおける滞留時間についても確

認し記載しました。（p.6-7-104～112 参照） 

 

① 

 

ウ 陸域の造成に伴い発生する陸域での水の濁り

に係る予測においては、施工区域から流出する濁

水の SS 濃度の予測結果で、「締固めによる表土保

護工では約 30％の除去効果が見込まれる」として

いるが、環境保全措置の中で「施工場所周辺で降

雨に関する注意報・警報が発令された場合には工

事を一時中止し」との記載内容から、降雨があっ

ても注意報等が発令されるまでは工事を継続し、

裸地面は転圧締固めが施されていない状況である

と考えられる。このような状況下における締固め

による表土保護工の効果の程度について明らかに

する必要がある。また、注意報・警報が発令され

ない場合のゲリラ豪雨等に対する具体的な応急対

策が示されていない。 

造成工事の施工段階においては、できる限り転

圧・締固めによる表土保護工を行うこととするも

のの、ご指摘のとおり、降雨時において、全ての

箇所に転圧・締固めが施されるものとは限らない

と認識しています。 

しかしながら、濁水に係る SS 濃度の予測に当た

っては、安全を考慮し、法面での流出値である

16,000mg/L を基本(平面は 4,500mg/L)としている

こと、転圧・締固めより濁水除去率が高い浸食防

止剤散布も実施することから、施工区域から流出

する濁水の SS 濃度が予測値(8,000mg/L)を超える

ことはないものと考えています。 

なお、本予測には不確定要素が含まれているこ

とから、濁水の SS濃度及び放流水質について事後

調査することとします。 

また、ゲリラ豪雨等に対する応急対策について

は、「赤土等流出防止対策マニュアル（案）」等に

基づき緊急用資材等を用いて適切に対処すること

を記載しました。（p.6-7-234 参照） 

 

① 

④ 
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知事の意見 事業者の見解 分類

エ 埋立土砂発生区域における赤土等流出防止計

画について、Cブロックからの濁水処理水は、既存

の美謝川へ放流とあるが、暗渠や導水管等を設置

するのか示されておらず、放流方法を示す必要が

ある。 

埋立土砂発生区域の C ブロックからの濁水処理

水の放流方法は、地上配管にて既設辺野古ダムの

洪水吐きへ送水し、洪水吐きを利用して既存の美

謝川へ放流する計画としていることを記載しまし

た。（p.6-7-89、113 参照） 

① 
 

オ 工事用仮設道路の施工において、B-1、B-2、

C-2及びC-3区間では土工事が予定されているにも

かかわらず、赤土等流出防止対策が全く示されて

いない。各施工区域の赤土等流出防止計画図、設

計条件及び調整池容量等を明示する必要がある。 

B-2 区間の赤土等流出防止計画図、設計条件及び

調整池容量等を記載しました。他区間は、高架区

間となり土工事なしか、あっても小規模の埋め戻

しのため調整池等の設置はありません。 

（p.6-7-88、91 参照） 

① 
 

カ キャンプ・シュワブ敷地内において、切土（空

港島内切土）工事が予定されているにもかかわら

ず、赤土等流出防止対策が全く示されていない。 

評価書の「飛行場の赤土等流出防止対策概略図」

の中に、空港島内切土の赤土等流出防止対策は含

まれています。（p.6-7-239 参照） 

① 
 

キ 美謝川の切替え工事に係る赤土等流出防止対

策については、次のとおり不十分な点がある。 

(ｱ) 「図-2.4.2.69 美謝川の切替え仮設計画平

面図」では、河道の本体施工に必要な仮設土

留、仮締切堤などの施工に伴う仮設道路や施

工ヤードにかかる改変区域が示されていな

い。 

(ｲ) 赤土等流出防止計画図において、濁水処理

プラントの設置場所が示されておらず、処理

水の放流先も示されていない。また、「沈殿池」

とあるのは、「自然沈殿池」なのか「調整池」

であるのか示す必要がある。 

(ｳ) 美謝川の切替え工事の施工箇所となる既存

水路の集水域が示されていないため、当該水

路の現況が把握できない。 

(ｴ) 赤土等流出防止計画図においては、既存水

路に集まる雨水の流れが、改変区域を囲む小

堤工や土のうによって遮られることになるに

もかかわらず、雨水の切り回し等の対策が示

されていない。 

美謝川の切替え工事に係る赤土等流出防止対策

の内容が不十分と指摘された点について、以下の

とおり記載しました。 

(ｱ) 美謝川の切替え仮設計画平面図に、河道の本

体施工に伴う仮設道路等にかかる改変区域を記

載しました。（p.2-144～146 参照） 

(ｲ) 美謝川の切替え工事の赤土等流出防止計画図

に、濁水処理プラント及び処理水の放流先を記

載しました。また、「沈殿池」は「調整池」へ修

正し記載しました。（p.6-7-92～94 参照） 

(ｳ)美謝川の切替え工事の赤土等流出防止計画図

に、既存水路の集水域を記載しました。

（p.6-7-92～94 参照） 

(ｴ)美謝川の切替え工事の赤土等流出防止計画図

に、既存水路に集まる雨水の切り回し等の対策

を記載しました。（p.6-7-92～94 参照） 

① 

 

ク 陸域での工事実施中の環境保全措置として、

「台風時は工事を中止し、台風接近前に施工中の

造成面に浸食防止剤散布等の発生源対策を行い、」

としているが、広大な面積を改変する当該事業に

おいては浸食防止剤散布に要する日数や台風接近

時の天候（降雨）から、台風接近前に発生源対策

を行うことの実効性が低いと考えられる。現場で

出現する裸地の 小化を図る目的で、工区の分割

施工を行い、１つの分割区域の表土保護工を完成

させた後、他の工区の施工に着手するのか、明ら

かにする必要がある。 

ご指摘の台風時における浸食防止剤散布につい

ては、できる限り造成裸地面を減らす発生源対策

を図るものであり、台風時に施工区域全てに浸食

防止剤を散布することは想定していません。 

本事業に係る赤土等流出対策については、施工

区域全てを対象として、工事期間より長い10年確

率の降雨に対応できるよう、調整池の容量や濁水

プラントの性能を確保しているところです。 

さらに、10年確率を超える降雨等の災害時にお

いても、浸食防止剤を散布したエリアの排水につ

いて、県条例で定められた放流水質を確認しつつ、

調整池を経ずに直接放流し、調整池のオーバーフ

ローを防ぐよう努めます。 

以上の対策を講ずることから、ご指摘の「工区

の分割施工を行い、1つの分割区域の表土保護工を

完成させた後に他の工区の施工に着手する」こと

は想定していません。 

ただし、改変後は、浸食防止剤散布等により、

すみやかに裸地面を保護し、赤土等流出を抑制す

ることから、工区の分割と同等の効果が期待でき

るものと考えています。 

① 
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ケ 「図-2.4.2.56 埋立土砂発生区域における工

事進捗図」の凡例において、「土工等」との記載が

あるが、改変中か表土保全済みか不明であるため、

明らかにする必要がある。 

埋立土砂発生区域の工事の各進捗段階における

表土保護工の実施状況（赤土等流出防止対策進捗

図）を記載しました。（p.2-120参照） 

① 

 

(2) 海域について 

ア 予測の概要について、「表-6.7.2.2.1 土砂に

よる水の濁り予測の概要」の予測項目「海上工事

に伴い発生する水の濁り」において、影響要因と

して辺野古地先水面作業ヤードの埋立工事が欠落

しており、適切に予測・評価に反映させる必要が

ある。また、辺野古地先水面作業ヤードの埋立工

事に関連する赤土等流出防止対策計画図、各施工

区域の設計条件、調整池容量、集水区域等につい

ても明記する必要がある。 

 

辺野古地先水面作業ヤードの埋立工事は、外周

護岸を先行施工して閉鎖的な水域をつくり、その

中へ埋立土砂を投入することにより、埋立土砂に

よる濁りが外海へ直接拡散しないような工法とし

ています。このことから、土砂による水の濁りの

影響要因とはしていません。 

① 

イ 水の濁り及び堆積に係る予測において、「予測

結果に大きく影響を及ぼす条件は、濁り負荷量と

土粒子の沈降速度が考えられます。…SS 発生負荷

量の算定及び沈降速度の設定に際しては、環境に

より厳しい条件（言い換えれば、発生負荷量が多

くなる条件、沈降速度が遅い条件）での予測を行

うことを基本的な考え方」として、ストークスの

式で求めた沈降速度を用いているが、当条件では、

水の濁りにおいては環境により厳しい条件での予

測となるが、堆積においては環境に厳しい条件で

の予測にならない。よって、堆積に係る予測・評

価については不確実性の程度が大きい。 

濁りに係る土粒子の粒径範囲をもとに、沈降速

度が速く、堆積にとっては厳しい条件を設定し、

水の濁り・堆積の状況を追加計算して予測評価し

ました。(p.6-7-120、137、138、143～175 参照) 

 

② 

④ 

ウ 「埋立工事は、…閉鎖的な水域をつくり、そ

の中へ埋立土砂を投入することにより、土砂によ

る濁りが外海へ直接拡散しないような工法としま

す。」としているが、具体的な工法が明らかにされ

ておらず、濁りが外海へ直接拡散しないとする具

体的な根拠を示す必要がある。 

埋立工事の早期着手及び埋立箇所の早期引き渡

しを目的として中仕切堤による護岸併合を行って

います。中仕切堤により閉鎖的な水域をつくって

いますので、土砂による濁りが外海へ直接拡散す

ることはありません。中仕切堤には、二重締切矢

板構造と傾斜堤構造があります。なお、傾斜堤構

造には防砂シートを設置する計画です。 

① 

エ 二重締切矢板式護岸及びケーソン式護岸の施

工時において、中詰材投入に伴う土砂等の飛散等

による水の濁りが考えられる。また、二重締切矢

板式護岸の施工要領図では、浚渫土を中詰材とし

て投入する際に、両端部が海域と閉鎖状態にある

のかどうか具体的に記載されていない。以上のこ

とから、適切な施工状況や対策内容を示したうえ、

水の濁りに対する環境影響の程度を予測・評価す

る必要がある。 

二重締切矢板式護岸及びケーソン式護岸での中

詰材の投入は、海域と閉鎖された状態で行うため、

水の濁りの影響はほとんどないと考えられます。

また、中詰砂の性状によって濁りの影響の可能性

がある場合は、投入前にケーソン等の中の水を排

水し、濁水の発生・流出の低減に努めます。 

なお、二重締切矢板式護岸は、杭打船により、

背面側鋼管矢板、隔壁綱矢板、前面側綱矢板の順

に打設し、背面側と前面側の綱矢板の両端を隔壁

で閉鎖しながら施工を進めていくため、中詰材の

投入時は海域と閉鎖状態にあります。 

① 

オ 海上工事に伴い発生する海域での水の濁りの

予測について、「図-6.7.2.2.5(2) SS 発生位置及

び発生量（４年次４ヶ月目）」において、「代替施

設本体 1）ケーソン式護岸・基礎捨石工」が予定さ

れているにもかかわらず、基礎捨石工による SS発

生位置及び SS 発生量が示されていない。従って、

「図-6.7.2.2.3 工事に伴う SSの発生量の推移」

で示されている SS発生負荷量の算定が適切か判断

できない。 

予測対象時期及びその時点での工事内容につい

て具体的に記載しました。なお、4年次 4ヶ月目の

ケーソン式護岸の工事については、「基礎捨石」で

はなく、「基礎捨石均し」であり、評価書において

修正しました。（p.2-39、p.6-7-128、129 参照） 

① 
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５．土砂による水の濁りについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

カ 海域での工事施工中の環境保全措置につい

て、傾斜堤護岸の施工に当たって、「濁りの発生量

が周辺の環境に与える影響よりも、汚濁防止膜設

置による周辺域の海藻草類等に損傷を与える可能

性を考慮し、状況によっては汚濁防止膜を設置し

ないこととします。」としているが、濁りの発生量

が周辺の環境に与える影響と、汚濁防止膜設置に

よる周辺域の海藻草類等への影響について定量的

に比較されておらず、また、海藻草類への影響が

少なくなるような設置の方法及び汚濁防止膜の種

類についても定量的に比較検討されていないこと

から、当該影響要因に対する環境保全措置は適切

とは判断できない。 

辺野古地先前面海域のリーフ内に汚濁防止膜を

設置しない理由については、辺野古側の工事によ

る濁りの拡散範囲は比較的小さいと予測されるこ

と、汚濁防止膜の設置に伴い海草藻場が損傷を受

ける可能性が高いこと、汚濁防止膜が海面から海

底まで展張されることになるため、その内側の海

水が滞留して水質環境が悪化するなど海草類の生

育環境に大きな影響を与えると考えられることな

どによるものです。 

汚濁防止膜を代替施設の護岸法線より約 200m 離

れた場所に設置した場合を想定すると、約 35ha の

海草藻場がその内側に取り込まれることになりま

す。これに対して、汚濁防止膜を設置しない場合、

施工区域周辺では 2mg/L を上回る濁り(SS)が局所

的にみられますが、大部分の生育範囲においては

2mg/L を下回っています。このため、辺野古地先前

面海域においては、汚濁防止膜を設置しない方が

海草藻場への影響は小さいと考えており、環境保

全措置として適切と考えていることを記載しまし

た。（p.6-1-19～22 参照） 

 

① 

キ 工事に伴い発生する海域での水の濁り及び堆

積に係る計算条件について 

(ｱ) 土砂調達計画が未確定であるにもかかわら

ず、計算条件に係る対象土砂の粒径区分にお

いて、対象土砂を石材付着土砂、海底土、砂

材等、浚渫土及び空港島切土のみに限定した

根拠を示す必要がある。 

(ｲ) 土砂調達計画が未確定であるにもかかわら

ず、沈降速度の設定において、海域及び河川

の試料についてのみ沈降速度の検討を行って

いるが、陸域の試料については検討しない根

拠を示す必要がある。 

 

水の濁りの予測で用いた埋立土砂に関連する諸

条件について説明を記載しました。(p.6-7-131、

132、p.6-7-137、138 参照) 

① 

ク 海上工事に伴い発生する水の濁り（平常時）

について、予測結果として 1 日単位の日 大及び

日平均の SS濃度の分布が示されているが、日々の

変化を積み重ねた場合の予測結果が示されていな

いことから、適切に予測・評価がなされていると

は判断できない。SS 濃度の変化を施工計画に即し

て汚濁負荷を毎日与え続け、ある一定期間経過後

の SS濃度の分布についても予測・評価を行うとと

もに、工事及び河川からの濁水の複合的影響にお

ける濁りの予測結果においても施工計画に即して

汚濁負荷を毎日与え続け、ある一定期間経過後の

SS 濃度の分布（各層毎）についても予測・評価を

行う必要がある。 

 

水の濁りの予測計算では、施工計画より推定さ

れた濁りの負荷量を連続的に投入し、濁りの負荷

が海域で拡散していく様子を繰り返し計算して、

濁りの状況が定常的な状態になるまで計算した

大時の濁りの状態であることを説明しました。 

また、複合的な影響についても、濁りの負荷を

毎日与えた結果で計算していることを記載しまし

た。(p.6-7-120 参照) 

 

① 
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知事の意見 事業者の見解 分類

ケ 水の濁りに係る予測において、海上ヤードの

施工区域周辺に汚濁防止膜を設置する計画である

が、その設置位置は海上ヤードの西側に直線上に

設置するもので、海上ヤードを囲い込んでいない

ことから拡散防止の効果が不十分である。さらに、

海上ヤードの撤去時の影響の予測において、撤去

時は SS発生負荷量が設置時の２分の１程度になる

ことから、設置時よりも影響は小さいとしている

が、撤去時の SS 発生負荷量は、予測の前提として

事業者自らが２分の１程度と設定しているもので

あり、根拠も示さずに設定した予測の前提をもっ

て影響は小さいとする評価は妥当ではない。 

 

海上ヤード工事の濁りについて予測計算を行っ

た結果から、汚濁防止膜の設置方法を計画してお

り、濁りによる環境影響を及ぼさないよう配慮し

ています。 

海上ヤードの撤去時に関する原単位について

は、捨石投入と浚渫の原単位を参考に設定してお

り、適切であると考えています。 

① 

コ 赤土等の堆積については、全工事期間中に累

積する範囲、厚さ、量を予測したとしているが、

予測結果は累積する堆積厚を夏季と冬季の平均値

で算出していることから、全堆積厚は予測されて

おらず、また、当該堆積厚は陸域からの負荷は考

慮されていない。 

全工事期間中の赤土等の堆積について、算定方

法の説明をより詳細に記載しました。(p.6-7-138

参照) 

陸域からの負荷に係る全堆積厚は、各影響要因

の複合的影響の予測で考慮しました。 

(p.6-7-226,231 参照) 

 

① 

② 

サ 赤土等の堆積に係る汚濁防止膜設置の検討に

ついては、予測対象時期（４年次４ヶ月目）でし

か行われておらず、全工事期間に渡る影響は検討

されていない。また、汚濁防止膜のタイプについ

ては、浮沈式垂下型で十分と判断したとしている

が、その根拠を具体的に示す必要がある。 

汚濁防止膜は、全工事期間に展張することを前

提とした上で、工事工程より濁水発生量を勘案し

て 4 年次 4 ヶ月目を予測対象時期としました。ま

た、汚濁防止膜のタイプの妥当性については、汚

濁防止膜を海底まで展張した場合の水象の変化を

踏まえて、妥当としていることを記載しています。

(p.6-7-125、p.6-7-240～242、p.6-9-343～346参照) 

 

① 

シ 各影響要因が複合した場合における堆積の予

測において、河川からの影響については、1日当た

りの 大堆積厚が予測されており、全期間にわた

る堆積量がどの程度になるか示されていない。 

各影響要因が複合した場合における堆積の予測

は、濁りの負荷量が 大となる時期を選定して、

その時期の複合的影響をみたもので、全期間にわ

たる堆積量を算定しているものではありません。

ただし、上記の(2)コの意見も踏まえ、陸域からの

負荷も考慮した全期間にわたる堆積量を計算し予

測しました。(p.6-7-226,231 参照) 

 

② 

ス 海域との仕切り（護岸）を講じないまま埋立

てを行うこととしている非閉鎖性水域における赤

土等流出防止対策については、具体的内容を記載

する必要がある。また、台風の来襲時にはマット

等を設置するとしているが、当該措置の効果の程

度が記載されておらず、高波浪時の土砂の拡散に

ついても検討経緯を記載する必要がある。 

非閉鎖性水域における環境保全措置として、汚

濁防止膜を追加展張することとし、その内容及び

予測結果を記載しました。(p.6-7-125、129、143

～144、163～170、174～175 参照) 

台風の来襲時に埋立土砂露出部にマット等を設

置する等の対策を考えていますが、マット等につ

いては、国土交通省の新技術情報提供システム

（NETIS）に登録された事例等の 新の知見を取り

入れるなど、できる限り効果が高いものを使用し

ます。 

 

① 

② 

③ 
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６．地下水について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 海岸における湧水・浸みだしについて、当該

項目が埋立土砂発生区域の地下水脈と関連するも

のであるかの検証経緯が記載されていない。 

埋立土砂発生区域の地下水位の等高線図及び辺

野古ダム流域図を重ね合わせることにより、辺野

古ダム流域と海岸周辺の流域が異なることを記載

しました。（p.6-8-11 参照） 

① 

(2) 地下水に係る予測の手法について、「土砂採取

によっても、ほとんどの地点で地下水位に達しな

い」ことから、定性的な予測を行ったとしている

が、1カ所でも地下水位に達することが想定される

地点があるのであれば、当該地点について定量的

な予測を行うことが必要と考える。 

地下水に係る予測の手法については、地下水位

調査 12 地点のうち、1 地点で地下水が湧出する可

能性があり、動水勾配、透水係数、断面積等から

湧出量を算出しており、地下水賦存量と湧出量の

割合等により地下水位の変化が生じないこと（流

域の地下水賦存量に対する地下水湧出量の割合が

0.002％程度）、地下水は 終的にダム湖に集水さ

れ流域の水収支が変わらないこと（水収支への影

響は回避できる）を定量的に予測し、記載しまし

た。（p.6-8-25～27、35 参照） 

① 

(3) 埋立土砂発生区域における土砂の採取に伴う

影響について、「地下涵養機能を有しているのは表

層土、緑地であり」としていることから、表層土

がなくなることによりどの程度地下涵養機能が失

われるのか予測する必要がある。また、緑化に当

たっては表土を戻すとしているが、その予測結果

を踏まえてどの程度の厚さを保存するか検討する

必要がある。 

表層土の掘削による本流域の涵養機能の変化量

は 6％と予測しています。また、地質調査結果より、

緑地表層下の地盤は透水性の低い土壌であるた

め、僅かな緑地表層土及び緑地が水源涵養機能を

有していると考えられます。このことを踏まえ、

現況と同程度の表層土の埋め戻しを行うこととし

ています。（p.6-8-30 参照） 

① 

(4) 掘削深度が地下水位に達する地点において、

湧出水を下流域に戻すなど地下水の水収支が変化

しないよう配慮するとしているが、予測において

定量的な検討が行われていないことから、環境保

全措置の効果の程度が明らかではない。 

地下水湧出量は定量的に記載しています。 

（p.6-8-25 参照） 

また、地下水等高線図から、埋立土砂発生区域

周辺の地下水は、辺野古ダムに集水することが予

測されるため、地下水位等への影響は生じません

が、湧出箇所に透水管を設置し下流域へ地下水を

戻すことにより水収支の変化はありません。 

① 

(5) 水収支を解析するに当たっては、降水量、浸

透係数を用いて予測・評価を行っているが、森林

の水収支を考える場合、蒸発散量という因子につ

いても考慮し、予測・評価する必要がある。 

辺野古ダム流域は大部分が森林で占められてお

り、流出係数及び蒸発散量等の因子が流域内で一

定となります。評価書では流域面積と緑地改変面

積の割合により予測・評価しており、予測の際、

蒸発散量等の因子も全て含まれることになると考

えています。 

① 

(6) 準備書において、当該項目に係る環境影響と

して「改変直後の緑地が回復する一時期において

は地下涵養機能が約 1.5％程度低下」すると記載さ

れていたが、準備書において当該表現を記載した

根拠、また、評価書において当該表現を削除した

根拠が示されていない。 

準備書では、地下涵養機能について流域面積比

の割合で計算するべきであるのに対して、流域面

積に地下浸透率を乗じ過小評価していました。評

価書にあたっては、地下涵養機能の算定手法を見

直し、流域面積と緑地改変面積の割合で算出して

1.5％を 6％へ修正しました。（p.6-8-30 参照） 

① 

(7) 埋立土砂発生区域における土砂の採取に伴う

影響について、E-3 地点近傍における地下水湧出量

の考え方において、「影響が考えられる 大幅」を

「220m」とした根拠、また、透水係数を「2×10-4

（cm/sec）」と設定した根拠を示す必要がある。 

影響幅については、地質ボーリング及び平行し

てメッシュ測線に沿って調査を行っている二次元

比抵抗電気探査結果（ 深探査深度：-50m、電極

間隔を 5mで設定）を用いて作成した想定地質断面

図により、地下水位に達する区域が E-3 地点周辺

で 大幅約 220m となっていることを根拠として記

載しています。また、透水係数については、E-3 地

点の掘削深度地点の地質の透水係数の平均値が 2

×10-4cm/sec（1×10-4cm/sec～3×10-4cm/sec）とな

っていることを根拠とし記載しました。（p.6-8-25

～27 参照） 

① 
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知事の意見 事業者の見解 分類

(8) 「図-6.8.1.1 地下水に係る現地調査の調査

範囲」において、A-5、C-3、C-5、E-5 地点は改変

区域外であるが、「図-6.8.2.1.1 埋立土砂発生区

域の掘削深度と地下水位等との関連模式図」にお

いては、それぞれの地点において、掘削深度が示

されており、整合が図られていない。 

図-6.8.2.1.1 のタイトルを「埋立土砂発生区域

周辺の掘削深度と地下水位等との関連模式図」に

修正しました。（p.6-8-26 参照） 

① 

(9) 当該事業による切土面積は、埋立土砂発生区

域約 30ha、空港島内切土箇所約 45ha、計約 75ha

と非常に広大であることから、埋立土砂発生区域、

空港島内切土箇所一帯の詳細な水文地質図や地下

水脈の現況を示したうえで、三次元浸透流解析等

による定量的な予測・評価を行う必要がある。 

地下水の水質の予測評価では、地質ボーリング

結果で示したように地盤の透水性が低いこと、地

下水等高線の下流側では辺野古ダムの水位と地下

水水位が連動していることなどから、当該地域の

地下水は地下水脈として存在しているのではな

く、岩盤内のクラックに地下水が染みこんだ滞留

水の状態であることを把握しています。また、ボ

ーリング調査結果を補完するために平行して二次

元比抵抗電気探査を行い、想定地質断面図を作成

して地下水位に達する区域や 大影響幅などを定

量的に把握しています。上記を踏まえ、辺野古ダ

ム流域全体の地下水賦存量と掘削による湧出量の

割合等（約 0.002％程度）により、地下水位に変化

が生じないことを定量的に予測していることか

ら、三次元浸透流解析を行う必要はないと考えて

います。また、空港島内切土箇所周辺の地質（「琉

球弧の地質誌」等の既存資料及び基地内ボーリン

グ調査結果等を参考）は、上流域の辺野古ダム流

域と同様に嘉陽層を基盤岩として国頭礫層が被覆

する比較的単純な地層構成となっており、地盤の

透水係数が低く、地下水脈は存在しないと想定さ

れることから、地下水位及び地下水質に及ぼす影

響はないと考えています。 

① 

(10) 地下水の流域面積と河川の流域面積は必ず

一致するとは限らないにもかかわらず、地下涵養

変化量を求める際に辺野古ダムの流域面積を用い

ることは、妥当でない。 

辺野古ダム流域の地質は、既存資料調査結果に

よるとダム湖周辺の地質と同様に嘉陽層を基盤と

して国頭礫層が被覆する比較的単純な地層となっ

ており、地盤の透水係数が低く地下水涵養は緑地

表層下の地盤と考えます。ダム湖周辺では河川の

流域と地下水の流域が一致していることから、流

域全体の地質を考慮した結果、河川流域を地下水

涵養全体の流域面積として用いています。 

（p.6-8-34 参照） 

① 

(11) 地質ボーリング調査地点及び透水試験地点

を 12地点選定しているが、どのような判断で選定

したか示されていないため、埋立土砂発生区域に

おける地下水脈の現況を十分に捉えたものである

か判断できない。 

表-6.8.1.3(3)に調査方法の根拠として以下の

文章を記載しました。 

地下水及び地質構造等の状況を面的、立体的に

把握するため、辺野古美謝川下流方向を軸とした

400m メッシュのグリッド交点を計画し、 終的に

200m メッシュで下流側を密にするなど全体のバラ

ンスを考慮し、調査ボーリング地点を配置しまし

た。また、辺野古ダム周辺の地山帯水層の地下水

脈を断面的に調査するため、調査ボーリングと平

行して二次元比抵抗電気探査（ 深探査深度：

-50m、電極間隔を 5mで設定）をメッシュ測線に沿

って実施することで、ボーリング調査地点間のデ

ータを補完し、辺野古ダム周辺の地下水分布及び

地質構造の現況を把握しています。 

①
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(1) シミュレーションモデルの再現性の検討に当

たっては、「いくつもの条件を変更し、 適と判断」

したものを採用したとしているが、その具体的な

検討経緯が示されていない。 

 恒流に係る再現性について、吹送流や海浜流の影

響を比較的受けないと考えられる大浦湾深部（20m）

においても計算値と観測値に乖離が見られる。 

 

シミュレーションモデルの条件設定について

は、具体的な検討経緯を記載しました。 

（p.6-9-41～44 参照） 

恒流の再現性については、表層から底層までの

再現状況より全体的に検討するなどの着目点を記

載しました。（p.6-9-66 参照） 

 

① 

(2) 表-6.9.2.1.1 の「予測地域」「予測地点」の内

容から、「波浪」が削除されているが、その理由が

示されていない。 

波浪の変化は、当初から施設等の存在及び供用

における予測項目としており、工事の実施に伴う

予測は行っていないことから、表-6.9.2.1.1 から

削除しました。 

 

① 

(3) 水象の予測について、シミュレーションモデル

による計算結果では吹送流や海浜流等の各成分を

考慮できるとして、恒流として表しているが、各成

分の影響が示されておらず、その不確実性の程度を

明らかにする必要があるが、示されていない。 

 また、事業による変化の程度は絶対値による評

価だけではなく、現況との変化率による評価も必

要である。 

シミュレーションモデルの再現性の検討では潮

汐流、海浜流、吹送流等の様々な要因を考慮して

観測値を再現することを目標に、潮汐流、恒流（平

均流）及び水温・塩分に着目して、流れの地形的・

季節的な特徴の再現性を総合的に判断していま

す。（p.6-9-142 参照） 

また、流速の変化の程度については、局所的な変

化を除けば 1～5cm/s の変化であること、サンゴ類

等への影響は絶対値で検討することなどから、絶対

値により評価することが妥当と考えています。 

 

① 

(4) 辺野古川における冠水について、事業の実施

により現状より悪化することはないとしている

が、河口部の流下断面に変化を与えることになる

ため、過去の氾濫・浸水実績の調査結果や現況流

下能力の把握及び不等流解析など適切な解析手法

により、影響（変化）の程度について比較検討結

果を明らかにする必要があるが、示されていない。

冠水等の災害については、環境影響評価の対象

ではなく、評価書では、方法書等に示した環境影

響についての調査、予測及び評価の内容に対して

適切に検討した結果を示しています。なお、作業

ヤードの河川側護岸の整備に伴い、河川の流れが

現状より円滑になるものと考えられることから、

少なくとも現状より悪化することはないと考えて

います。 

 

① 

(5) 大浦湾の中で汚濁防止膜設置時の全体的な潮

流の流れを表す図が欠けており、大浦湾での潮の

干満の様子が示されていない。また、代替施設の

存在によるサンゴ礁上の海浜流への影響が全く予

測・評価されていない。 

 

汚濁防止膜設置時の流れの変化について、上げ

潮時、下げ潮時の流れの図を資料編に記載しまし

た。また、サンゴ礁上の海浜流の変化については

予測・評価した結果を記載しました。 

(p.6-14-120～123 参照) 

① 

(6) 大浦湾は、山で囲まれた湾に河川が流入する

という地形条件から特殊な自然環境が形成されて

おり、また、湾に向かい海底の左右の口（リーフ

ギャップ）に沿って深海からの海水が流入してく

る状況になっており、沖縄島においても類い希な

海域である。 

 こうした海域において、特殊な地形であるその

口の、海水が流入してくる箇所を埋め立てる計画

であり、もう一方に工事期間中に海上ヤードや汚

濁防止膜を設置することで、海水の流れに大きな

変化を与えることになるため、当該事業の実施に

伴う水象への影響が大きいと考える。 

 

汚濁防止膜の設置場所周辺においては、存在時

及び供用時より大きな流れの変化がみられました

が、工事期間中は工事の進捗に伴って流れのパタ

ーンが変化するため、流れの変化は一時的である

こと、汚濁防止膜を浮沈垂下型にすることにより

濁りの拡散を抑制しつつ水象への影響を可能な限

り低減していることを踏まえた評価を行っていま

す。 

 

① 
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(7) 予測地点は、「水域の特性を踏まえて予測地域

における波浪と流れの状況（流動）に係る環境影

響を的確に把握できる地点としました。」とある

が、その地点が明確に示されていない。予測地点

を明示したうえでその地点の選定理由について適

切に記載する必要がある。また、モデルの妥当性

にかかる３つの要素（潮流楕円、恒流、水温・塩

分）の再現性についても同様に着目するべき地点

について明示し具体的にモデルの妥当性を示す必

要がある。 

 

予測地点については、代替施設の存在により間

接的な影響を受けると考えられる辺野古リーフ上

及び大浦湾内の西側の沿岸域としており、これら

の考え方は再現性の着目点として記載していま

す。また、潮流楕円、恒流（平均流）、水温・塩分

の再現性の妥当性については、上記の予測地点に

ついての考え方も含めた検証結果を記載しまし

た。(p.6-9-70～145 参照) 

 

① 

(8) 予測の方法について、流れの状況（流動）の

変化について予測を行う流動モデルは、「事業実施

区域周辺の流れの特性を考慮し、潮汐流、吹送流、

海浜流及び干満による浅海域（リーフ）の干出と

水没を考慮でき、主な河川からの淡水流入量及び

供用時の本体からの排水も考慮しました。」として

いるが、Ｍ２分潮（振幅 56cm）のみを用いて、干

満による浅海域（リーフ）の干出と水没を考慮で

きるとは認めがたい。 

 

浅海域（リーフ）における干出と水没は、計算

格子の水深と潮汐に伴う水面変動の関係から評価

されていますので、境界条件を M2 分潮とした場合

でも考慮できていると考えています。 

なお、下記意見(11)に関連して複数の分潮を考

慮した再現計算を行い、その内容を資料編に記載

しました。 

 

② 

(9) 予測モデルの計算格子を 50m としているが、

事業実施区域周辺の複雑なサンゴ礁の地形を踏ま

えると、これを考慮したとする現地の流動の再現

性の程度は低いと考える。 

サンゴ礁を含めた海底地形の表現は、深浅測量

成果を基にして 50m格子で平均化したものであり、

水象（波浪及び流れ）をモデルで検討する空間分

解能としては十分に詳細な表現と考えています。 

 

① 

(10) 予測モデルの境界条件は、Ｍ２分潮（水位変

動）のみを用いているが、沖縄の干満差が約 2mで

あることを踏まえると、この条件では重要な予測

地点であるリーフの干満を再現できないものと考

えられるため、予測の不確実性の程度が大きいも

のと考えられることから、この再現に必要な分潮

について考慮する必要がある。 

 

境界条件を M2分潮と選定したのは、1年を通じて

平均的な潮汐条件で実施することを目的としてお

り、適切な検討を行っているものと考えています。

(p.6-9-70～73 参照) 

なお、「再現に必要な分潮」を考慮した再現計算

を行い、その内容を資料編に記載しました。 

② 

(11) 予測モデルの妥当性の要素として、潮流楕円

の再現性が示されているが、全体的に良好とは言

えない。また、示された潮流楕円は、計算値と観

測値の時間が表示されていないこともあり、妥当

性の判断材料が欠けているため、適切に示す必要

がある。 

 

予測モデルの再現性は確保されていると考えて

いますが、その妥当性を示す根拠を追加記載しま

した。(p.6-9-77～125 参照) 

 

① 

② 

(12) 流れの変化の予測において、「濁り等の物質

輸送に重要な役割を果たす恒流（平均流）に着目

した。」としているが、その根拠が示されていない。

濁りの拡散予測の場合、赤土等の粒子が流動と同

時に沈降するメカニズムがあることを考慮すると

適切とは言えないため、恒流に限定せず、潮汐流

のピーク時を考慮した予測モデルを適用すべきで

あると考える。 

恒流（平均流）が物質輸送に重要な役割を果た

していることは一般的であり、恒流（平均流）に

は、潮汐残差流、吹送流、海浜流などが含まれて

いることから、予測・評価は妥当であることを説

明しました。(p.6-9-70～145 参照) 

なお、濁りの拡散予測では、恒流（平均流）の

みを用いているのではなく、潮汐による変動も考

慮した流動場を用いていますので、上げ潮時や下

げ潮時なども含めて計算した結果を記載しまし

た。(p.6-7-120 参照) 

 

① 
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(13) 波浪の反射による波高の低減を図るための

環境保全措置として講じられるスリットケーソン

護岸の効果については、所要の効果（反射率 50％

以下）に対し、予測の数値シミュレーションの再

現性が示されておらず、モデルの妥当性が判断で

きない。 

 また、干満差約２ｍを踏まえた場合、干潮時

（L.W.L）と満潮時（H.W.L）では、波浪に対応す

るスリットの面積が大幅に変化するため、環境保

全措置の効果は干満に左右されるところが大きい

ものと考えられることに対し、Ｍ２分潮（56cm）

のみを数値シミュレーションの計算条件としたこ

とによる予測の不確実性は大きいと考えられ、適

切とは言えない。 

 

スリットケーソン護岸の波浪の反射率は、設計

値をもとに設定したものであること、スリットケ

ーソンの設計値によれば、潮位条件による反射波

の差は入射波高に対して 大でも数％であり、平

均潮位での反射率を設定することでよいと判断し

ていることを記載しました。(p.6-7-148 参照) 

 

① 

(14) 水象、水の汚れ等のシミュレーションは、観

測値と計算値が乖離している箇所があり、「再現性

は良好である」とは言い難い。 

 

予測モデルの再現性は確保されていると考えて

いますが、その妥当性を示す根拠を記載しました。

(p.6-6-202～208、p.6-9-70～145 参照) 

① 
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(1) 「地形の変化が局所的、さらに、重要な地形・

地質の一部が失われるが区域外にもあるので問題

ない。」と評価しているが、事業の実施に伴う重要

な地形・地質への環境影響が、複数の案の比較や

実行可能なより良い技術の導入等の環境保全措置

により、回避若しくは低減されているか、又はそ

の程度について評価する必要がある。 

やむを得ず消失する地形・地質については、学

術研究においても活用できるよう、工事実施前に

写真撮影、測量等を行って記録を残すことを環境

保全措置とし、具体的な手法を記載しました。 

改変区域外に分布する重要な地形・地質につい

ては、施設の存在後も波浪の作用等が変化するこ

とがないため、維持されると評価しています。 

（p.6-10-288 参照） 

 

① 

(2) 代償措置としての記録保存の方法が明らかに

されていない。 

記録保存の方法は、工事実施前に写真撮影、測

量等を行うことにより種類、位置、形状、規模等

の記録による保存等を行うこととし、このことを

記載しました。（p.6-10-288 参照） 

 

① 

(3) 重要な地形であるカスプや海成段丘について、

存在の確認のみで、事業が及ぼす影響について、予

測・評価が行われていない。 

 また、事業実施に伴う海成段丘の改変について、

名護市全体での海成段丘の面積と比較して約 0.6％

であり、環境保全措置を講じないとしているが、埋

立土砂発生区域の面積をできる限り縮小したとは

評価できないことから、当該評価も事業者の実行可

能な範囲内で回避・低減したとは言えない。 

カスプについては、改変区域内の 1 箇所はやむ

を得ず消失しますが、改変区域外では、その成立

要因である波浪の作用は、「6.9 水象」の予測結果

から施設の存在後も維持されるものと予測しまし

た。（p.6-10-213 参照） 

また、海成段丘の改変については、埋立土砂発

生区域の面積を可能な限り抑えることを前提とし

て検討した結果、改変面積は約 30ha となり、海成

段丘の構成の変化は名護市の海成段丘全体の約

0.6％に低減されたと考えられることから、環境保

全措置は講じる必要はないと考えています。 

 

① 
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(4) 工事の実施について定性的に予測を行ってい

るが、調査区域の設定（表-6.10.2.1.2 の重要な地

形・地質の合計 385 箇所）により、消失する箇所

数の割合（約 15％）も変わることから、調査区域

の設定の妥当性を示す必要がある。 

 また、例えば、「重要な地形・地質」を県全体に

占める割合から示し、重み付けするなど、定量的

な予測手法についても検討する必要がある。 

調査区域については、工事により消失する地

形・地質の種類、箇所数を明らかにし、その保全

措置を検討することが重要と考え、主務省令の参

考手法を勘案するとともに、沖縄県技術指針の標

準手法を基本として、名護市豊原から安部までの

海岸域に設定していますので、このことを記載し

ました。（p.3-55 参照） 

① 

(5) 海岸線等の改変の程度について消失割合が示

されているが、調査結果には消失する自然海岸、

半自然海岸、人工海岸及び河口部に応じた海岸延

長が示されていない。そのため、「海岸の区分」に

応じた「改変される海岸の延長」の妥当性が判断

できない。また、河口部は「河川法適用外の河川

も準用」とあるが、消失する美謝川の河口部の海

岸延長は記載がない。さらに、代替施設本体の海

岸延長が集計と一致していない。以上のことから、

これらについて、適切に対応する必要がある。 

海岸線等の延長及び改変の程度は、環境省によ

る自然環境保全基礎調査の結果に基づく「自然環

境情報 GIS」を用いて計測したものですので、海岸

線等の延長についての計測結果（調査結果）は、「第

3章 3.1.4 地形・地質の状況」に記載しました。 

（p.3-55 参照） 

「海岸の区分」及びそれに応じた「改変される

海岸の延長」についても、上記の「自然環境情報

GIS」に基づくものです。また、河口部について「河

川法適用外の河川も準用」とあるのも自然環境保

全基礎調査における記載であることを記載しまし

た。さらに、消失する美謝川の河口部は「自然環

境情報 GIS」においては「自然海岸」に区分されて

いるため、改変される範囲に「河口部」はないも

のと見なされます。これらの説明を評価書に記載

しました。（p.6-10-215 参照） 

① 

(6) 施設等の存在に係る評価における環境保全措

置として、「砂浜の変化状況に応じて背後地の護岸

の再整備などの保全措置を考慮します。」と記載が

あることや「海岸線の変化に対する回避・低減の

方策として、砂浜前面への潜堤あるいは離岸堤の

設置などが挙げられます。」とあるため、防災上の

問題は生じないと言えども、地形・地質への環境

影響が生じるということであり、事後調査を実施

しないのは適切とは言えない。 

浜幅が小さくなると予測しました一部の砂浜に

ついては、周辺の砂浜も含めたウミガメ類の上

陸・産卵状況や前面の海草藻場の分布状況につい

ての事後調査等を実施することにより、環境影響

を把握することとしています。これに加えて、米

軍からの情報提供等も踏まえて、予測結果を上回

る砂浜の変化が認められた場合には、米軍とも協

議して保全措置を考慮します。（p.6-10-290 参照） 

① 

(7) 施設等の存在に係る環境保全の基準又は目標

との整合性について、「本事業の実施においては、

埋立土砂発生区域の改変面積を縮小するよう検討

を行っており、「土石、砂利の採取及び鉱物の採掘

の事業」及び「埋立及び干拓の事業」の実施に係

る事業別配慮指針に十分配慮している」とあるが、

埋立土砂発生区域の改変面積を縮小した具体的な

検討結果や、事業別配慮指針に照らし配慮した内

容を示す必要がある。 

埋立土砂発生区域の改変面積を縮小した具体的

な検討結果は第 2章において示したとおりであり、

改変面積については可能な限り抑えることを前提

として検討したことにより、周辺環境への影響も

小限にとどめるよう配慮を行っていますので、

事業別配慮指針における環境保全の目標との整合

性も図られているものと考えています。 

① 

(8) 予測結果において、「自然景観を構成する重要

な要素としたうえで、…改変区域外でも多く存在

している」と記述しているが、主務省令による「重

要な地形及び地質」とは、「学術上又は希少性の観

点から重要なものをいう」とあるため、単に景観

上の要素のみでは、調査結果に対して重要な地形

及び地質に関する把握や考察が十分ではないこと

から、より適切に環境影響の予測・評価を行う必

要がある。 

海岸域における重要な地形・地質は、学術上又

は希少性の観点からも重要と認識しています。こ

れを踏まえ、工事実施前に写真撮影、測量等を行

って記録を残すことを環境保全措置としており、

具体的な手法を記載しました。 

（p.6-10-288 参照） 

① 
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８．地形・地質について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(9) 辺野古崎の米国海兵隊へ提供されている区域

の前後の海岸は、海岸法により国土交通大臣が定

めた「海岸保全基本方針」に基づき、沖縄県知事

が定めた「琉球諸島沿岸海岸保全基本計画」にお

いて「海岸環境を積極的に保全する区域」となっ

ているため、提供区域の海岸環境も積極的に保全

することが望ましいことから、事業計画に当たっ

ては十分考慮する必要がある。 

米軍提供区域の海岸については、隣接する海岸

が琉球諸島沿岸海岸保全基本計画において海岸環

境を積極的に保全する区域に設定されていること

を踏まえ、環境保全措置を講じることとしました。 

（p.6-10-289 参照） 

① 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
９．塩害について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 図-6.11.2.1.2 飛来塩分の発生メカニズムに

ついて、引用文献は同じであるにもかかわらず、

図の内容が準備書から変更され、それに伴い予測

も変更されているが、その理由を示す必要がある。

引用文献を視覚的に表現するため作図したもの

で、評価書ではさらに分かりやすく整理作図した

ものを掲載しています。予測については、「リーフ

での砕波時に発生する気泡…」を「沖合で発生し

た気泡が破裂したときの…」に修正し記載してい

ます。（p.6-11-53 参照） 

① 

(2) 消波ブロックの設置に伴う塩害が予測されて

いない。 

消波ブロックを含め予測を行い記載しました。 

（p.6-11-66 参照） 

①

(3) 引用文献「海岸保全的見地からの沖縄の飛塩

に関する研究（琉球大学農学部学術報告第 25号）」

においては台風や荒天時の調査を実施していない

ことから、台風や荒天時の予測・評価において同

文献を引用することは適切ではない。 

引用文献「海岸保全的見地からの沖縄の飛塩に

関する研究（琉球大学農学部学術報告第 25 号）」

については平均風速が 10m/s 前後での調査結果で

す。台風時における塩分量の距離減衰は「沖縄県

における降下ばいじんの特性(第二報)―沖縄島に

おける Cl-(海塩)降下量について―」（1979）によ

ると引用文献の海岸からの距離減衰モデルをサン

ゴ礁からの距離におきかえたものとして理論的に

は全く同一の内容であるとしています。本文献を

加え予測･評価を行い記載しました。（p.6-11-53～

61 参照） 

①

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
10．海域生物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 調査の結果について 

ア 種の同定について、準備書に対する知事意見

を述べたところであるが、確認種の一覧表に修正

はみられない。当該知事意見に対してどのように

対応したか明らかにする必要がある。 

 また、文献調査も含めると、当該海域に重要な

種は 271 種確認されたとしているが、現地調査で

確認されたのは 204 種であり、残りの種について

の予測・評価が行われていない。 

 

海域生物の調査は定量的に行っているものであ

り、種の同定・種の比較だけでなく、量的な比較

を行う必要があります。この理由により、環境調

査等の結果には採集された結果をそのまま記載し

ているものです。（p.6-13-7、8参照） 

また、既存文献調査では現地調査よりも多くの

重要な種が記載されていることは承知しています

が、その記載では分布範囲や記録位置の記載がな

されていないものが多く、これらについては予

測・評価を行っていません。 

以上のことを丁寧に記載しました。 

① 
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10．海域生物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

イ どの程度種まで同定できたかについては示さ

れているが、同定率を考慮して現況の把握が行わ

れているか示されていない。 

前項で述べましたように、採集若しくは観察さ

れた全体の量を用いて現況把握を行っています。 

（p.6-13-7、8参照） 

① 

ウ 標本は保存しているとしているが、混合した

状態で保存されているかどうか示す必要がある

が、明確にされていない。 

標本は、採集時に混入したゴミなど、対象とす

る生物以外を除き、全てを保存していることを記

載しています。なお、底生動物などでは混合した

状態で保存した場合、大型の個体に微小な個体が

入り込み、また、摩耗するなどする可能性がある

ため、なるべく種別、群別にして保存しているこ

とを記載しました。（p.6-13-7、8参照） 

① 

(2) 工事中の影響について 

ア 海中土木工事による水中音の予測について 

(ｱ) 海中土木工事（杭打ち工事、捨石投入工事）

による水中音の影響の予測として、140dB を遊

泳性の海域生物が逃避行動を起こす音圧レベ

ルに相当すると考えてその範囲を示している

が、その範囲は、大浦湾奥部から中程までの

大浦湾の半分以上の範囲を占めている。周辺

に生息適地が分布しているため生息環境の変

化は小さいと予測しているが、海中土木工事

の期間中、140dB の範囲から海域生物が逃避し

た場合、大浦湾内の生態系の構造と機能が変

化するおそれがあり、生物多様性が失われる

おそれがあると考える。 

(ｲ) 海中土木工事による水中音の予測につい

て、準備書の知事意見に対する事業者の見解

として、「他の種との関係や生息密度等の変化

が生じること等による影響について評価書に

記載しました」とあるが、遊泳性のウミガメ

類、ウミヘビ類及びカンムリブダイ（魚類）

について、それぞれ個別に影響を予測して、

「生息環境の変化は小さい」としており、意

見に対して明確に見解を示していない。 

 

 

生息環境の変化の可能性はすでに言及している

ところですが、生態系に対する影響が発生するか

どうかは不明確であることを説明しました。建設

騒音等の予測結果を反映して海域生物への影響予

測を再考し、ウミヘビ類、カンムリブダイの生態

を勘案した記述を追記しました。（p.6-13-257 参

照） 

 

① 

② 

イ 作業船による水中音の予測について 

(ｱ) 作業船による水中音の予測も、140dB の範囲

は「作業船の航路付近及び捨石工事箇所に局

所的に出現するのみ」であるとしているが、

大浦湾口の範囲（辺野古崎と安部崎を結ぶ直

線）の約 1/3 を占めており、局所的とは言え

ない。 

(ｲ) 作業船による水中音の予測について、予測

対象時期を「稼働隻数の多いガット船と土運

搬船による水中音を対象として、これらの稼

働隻数が も多くなる 2年次 10ヶ月」として

いるが、その根拠を示す必要がある。 

 

作業船による水中音の影響についてより具体的

に記載しました。（p.6-13-253～258 参照） 

また、作業船による水中音に対する予測対象時

期については、その妥当性をより丁寧に説明しま

した。（p.6-16-227、228 参照） 

 

① 

② 



9-2-48 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
10．海域生物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

ウ 工事中の振動による影響の予測について 

(ｱ) 「海底振動の発生は、…日中のみで夜間は

発生しないこと」、「既往知見において振動の

影響が想定される範囲は局所的とされている

こと」から、生息環境の変化は小さいとして

いるが、日中のみにしか振動が発生しないこ

とをもって生息環境の変化は小さいとする根

拠を明らかにする必要がある。 

(ｲ) 既往知見における「局所的」の範囲が不明

であるため、本事案における 50dB 以上の想定

範囲が、既往知見における局所的な範囲に含

まれるものであるか示す必要がある。 

(ｳ) 大浦湾西部や湾奥部の海底は泥状であり、

振動により微粒子が再懸濁し、当該地点の底

質の粗粒化や、他の場所で堆積することが想

定されるが、生息する貝類等に対する影響が

予測・評価されていない。 

 

 

魚類等に対する振動の影響は必ずしも明らかで

ないことから、その影響については既存知見から

予測・評価しました。振動が影響する可能性のあ

る時間については、昼夜の時間帯ではなく、時間

の多少を述べたもので、1日のうち工事作業を行う

時間に断続的に発生することを記載しています。 

既往知見において示されている振動の伝達範囲

を記載しました。 

大浦湾奥部は、現況でも懸濁することが多い海

域であり、これを基に貝類等に対する影響を記載

しました。（p.6-13-259、260 参照） 

 

 

① 

 

エ ウミガメ類に係る予測について 

(ｱ) ウミガメ類への騒音による影響の予測にお

いて、「工事車両の運行は日中に限られる」と

しているが、騒音に係る評価において、夜間

等工事を行う場合についても言及しているこ

とから、夜間等工事を行う場合の影響につい

ても予測する必要がある。 

(ｲ) 他の地域に逃避することが可能である根拠

として、日本の沿岸域のウミガメ類が減少傾

向にあることを挙げているが、このような予

測は適切ではない。ウミガメ類がなぜこの地

域を利用しているのかといったことを考慮し

た予測を行う必要がある。 

(ｳ) 前原地区の砂浜を主要な上陸箇所としてい

るが、一方で当該地区が辺野古地区に比べて

規模が小さいこと、浜の前面に岩礁帯がある

ことから調査結果においては辺野古地区と比

べて上陸数が少なかったとしている。 

 そのような状況では、当該地区をウミガメ

類の主要な上陸場所とする説明は十分ではな

く、施設の存在により逃避するウミガメ類が

当該地区を利用するとする予測の不確実性の

程度が大きいと考える。 

 また、ウミガメが上陸し、産卵・孵化した

記録があるキャンプ・シュワブ地区を「上陸

には好適でない」との予測は適切ではない。

 

 

(ｱ) 夜間工事の影響として、評価書では夜間の工

事中の照明について評価しています。すなわち、

夜間工事は施設の舗装工に限るものであり、ウ

ミガメ類が上陸する可能性のある砂浜及び海面

には直接光を照射することはないことから影響

は生じないものと予測したことを記載しまし

た。（p.6-13-260、261 参照） 

(ｲ) ウミガメ類がなぜ事業実施区域周辺を利用し

ているかを考慮した予測に関しては、沖縄島に

おけるウミガメ類の上陸の状況を他地域の状況

を含めて示し、区域間を比較して、どのような

地域をよく利用するのか、逃避した場合の逃避

先を想定し、その砂浜の利用状況を勘案して評

価したことを記載しました。（p.6-13-276 参照） 

(ｳ) ウミガメ類の上陸・産卵に関する環境条件に

ついては、既往知見においても定性的なものが

多く、上陸・産卵のための基準となる環境条件

を定量的に示すことは難しいと考えます。その

ため、本検討では、既往研究において考えられ

ている複数の定性的環境条件を総合的に判断し

て評価したことを記載しました。（p.6-13-99～

101 参照） 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

② 
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知事の意見 事業者の見解 分類

オ 大浦湾奥で確認されたトカゲハゼについて、

事業の実施による孵化した仔魚の湾内への移動、

湾内で成長した稚魚の湾奥干潟への着底への影響

の予測が行われていない。トカゲハゼの稚仔魚は、

みお筋の流れに乗って移動すると考えられるが、

稚仔魚調査においてトカゲハゼが考慮されておら

ず、汚濁防止膜の展張、海上土木工事による水中

音、作業船の夜間光などによる影響についても考

察されていない。 

トカゲハゼは、大浦湾奥部の大浦川河口及び二

見地区地先の干潟において稚魚と成魚が確認され

ました。ただし、当該地域の個体だけで群を維持

しているのではなく、他の地域からの稚魚の移動

や仔魚の加入もあると推定されます。事業実施に

よって大浦湾への湾外水の出入りは大きく変化し

ないと予測されていることから、湾外からの移動

や加入は影響を受けないと推定されます。 

その後の汚濁防止膜の展張、水中音、作業船の

夜間光については、他の浮遊期魚類仔魚も含めて、

流況・水中音の予測結果を加えました。このうち

汚濁防止膜の展張による影響は残るものの、他の

影響はないと推定されます。 

このことからトカゲハゼの生息状況については

事後調査を行います。 

さらに作業船の夜間光の影響については、その

回避策を徹底するよう記載しました。 

 

① 

③ 

④ 

カ 赤土等流出防止対策としての濁水処理プラン

トで使用する薬剤について、魚毒性は考慮されてい

るが、その他の種に対する影響は示されていない。

自然界に放出される化学品については、生態系

への影響に配慮した生態影響試験を実施し、評価

することが化学品審査規制法で決められています

が、本事業で用いる薬剤について、このような配

慮がされているかどうかを検証し、安全性に疑問

が生じた場合には別途生物試験等を行うなどし

て、安全性を担保することを検討します。 

 

① 

(3) 評価について 

ア 環境保全措置を講じることを踏まえて予測し

ているが、影響を及ぼすおそれがあると予測され

た影響を低減すること、予測の際に踏まえた環境

保全措置の効果をより良くすることで環境への影

響を更に低減することを目的として、さらに講じ

る環境保全措置を示している。 

 しかし、当該環境保全措置が、予測の際に踏ま

えた環境保全措置と同じ内容のものであることか

ら、予測された影響が低減されることにはならな

いため、評価の内容は適切なものではない。 

 

 

シミュレーション等の予測結果を勘案し、影響

に対する保全措置を講じたうえで、より影響の回

避・低減の効果が得られるような配慮を示して説

明しました。 

 

 

① 

② 

イ 海藻草類について、一部について影響を及ぼす

おそれがあると予測し、予測された影響を低減する

こと、上述した環境保全措置の効果をより良くする

ことで環境への影響を更に低減することを目的と

して、「工事の実施において周辺海域の海草藻場の

生育分布状況が明らかに低下してきた場合には、必

要に応じて、専門家等の指導・助言を得て、生育基

盤の改善による生育範囲拡大に関する方法等を検

討し、可能な限り実施」するとしているが、既に一

部について影響を及ぼすおそれがあると予測され

ているため、「生育分布状況が明らかに低下する」

前に、「生育基盤の改善による生育範囲拡大」とい

う環境保全措置を実施する必要がある。 

 

知事意見における「生育分布状況が明らかに低

下する前」の「藻場の生育範囲拡大」は現段階の

技術力では非常に難しく、手法等を詳細に記載す

ることは困難です。このため、事後調査において

変化が見られた場合、専門家の指導・助言を踏ま

え検討することとしています。このうち、海草藻

場の生育分布状況の低下に係る判断基準、生育基

盤の環境改善方法について、具体的に記載しまし

た。（p.6-15-227～231 参照） 

① 

③ 

④ 
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ウ 米軍への周知や底生動物の移動といった環境

保全措置が低減措置として示されているが、施設

の存在による環境影響をどのように回避したのか

を明らかにする必要がある。また、埋立てによっ

て海域環境が消失することになるが、その回避・

低減できなかった環境影響に対する代償措置を明

らかにする必要がある。 

代替施設の位置について海草類の生育する藻場

の消失を少なくできるよう計画したこと、大浦湾

西岸海域作業ヤード並びに関連した浚渫を取り止

めることで、環境影響の回避を図っています。 

また、施設の存在に伴う海面・海浜の消失によ

りやむを得ず生息域が消失することとなる海域生

物のうち、自力移動能力の低い底生動物について

は、捕獲・移動を行うことで影響の低減を図る考

えです。さらに、ウミガメ類が上陸する砂浜につ

いては、埋立てによる消失の代償措置として、事

業後にも存在する砂浜について、ウミガメ類の上

陸に適した環境を整備することについて記載しま

した。（p.6-13-347 参照） 

① 

③ 

④ 

エ ウミガメ類の確認位置を避けて沖合を航行す

る計画について、具体的な航行位置を示すことと

の意見に対し、作業船の具体的な航行位置が示さ

れていないこと、工事用船舶については、ウミガ

メ類との衝突が避けられるような速度で航行する

としているが、具体的な速度とその設定根拠が記

載されていないこと、また、見張りの励行とあわ

せることで効果は相当程度になるとしているが、

その根拠が示されていないこと等から、環境保全

措置の効果の程度が明らかではない。 

船舶の航行による影響については、海外の事例

より、ジュゴンにおける検討と同時に検討し、作

業船の航路及び航行速度について、できる限り具

体的に記載し、環境保全措置の効果についての説

明を記載しました。（p.6-1-9、10 参照） 

 

① 

オ 海上ヤード撤去後の海底地形に関する環境保

全措置は「周辺と同等の環境となるよう努めます」

とし、海上ヤード撤去後に実施する事後調査の結

果を踏まえ、必要に応じ対策を検討するとしてお

り、現時点で具体的な手法が示されておらず、環

境保全措置の効果が明らかではない。 

海上ヤードを撤去する場合、海上ヤード周辺の海

底は平坦な砂質であることから、撤去後は特段の措

置をとらなくても、原状の環境に回復するものと想

定していますが、撤去後においてもその跡地及び周

辺の海域生物の生息状況を事後調査し、その状況を

踏まえ、必要に応じ対策を検討します。 

なお、海上ヤードについては、基本的に埋立工事

の竣工後に撤去することとしますが、海上ヤードに

は生物が生息することも考えられ、さらに、ヤード

の設置に加え、撤去に伴う環境へのインパクトを与

えることが適切か否かについても考慮する必要が

あります。 

このことから、ヤードの存在に伴う環境への影

響、その周辺域の生物の生息状況、ヤード（捨石マ

ウンド）の生物の生息状況を事後調査するととも

に、その結果とヤード撤去に伴う環境へのインパク

トを総合的に検討し、撤去するのか生物の生息場と

して存置するのかを専門家の意見、助言を踏まえて

改めて判断することとします。（p.2-25 参照） 

① 

③ 

④ 

カ 施設の存在時における海域植物の重要な種の

生育環境への影響について、改変予定地以外の周

辺の生育環境の変化はほとんど無いとしている

が、その根拠が不明であり、環境保全措置につい

て検討されていない。 

 また、改変予定地周辺に複数個体の生育が確認

されている種だけではなく、改変予定地以外では

事業実施区域近傍の辺野古地先でしか確認されて

いない種についても環境保全措置が検討されてい

ない。 

水象、水の汚れ、水の濁り、海岸地形の変化予

測の結果、改変予定地以外の変化は各項目で示し

ています。この変化予測を基に生物への影響を予

測しました。ただし、予測に不確実性の残るもの

については、事後調査等を実施することについて

記載しました。 

底生動物の重要な種等については事業実施前に

出来る限り移植することとしており、対象箇所は

改変予定範囲だけとはせず、影響範囲にある近傍

を含むことを予定します。（p.6-13-344 参照） 

① 

③ 

④ 
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(4) 存在時の水質の変化による影響について、COD

及び塩分濃度はほとんど変化しないということを

もって、「海域の富栄養化や大浦湾奥部の汽水環境

等の変化は生じないと考えられる」とした根拠を

示す必要がある。 

COD 濃度及び塩分の変化が局所的であると予測

されることから、富栄養化や大浦湾奥部の汽水環

境等の変化は生じないと考えています。なお、予

測結果の妥当性については、「6.6 水の汚れ」及び

「6.9 水象」に記載しました。（p.6-6-202、

p.6-9-142 参照） 

 

① 

② 

(5) 海岸線の変化による影響について、「辺野古漁

港から辺野古崎に至る海岸については、海岸線の

中央部では汀線が 大で約 20m後退すると予測し、

代替施設に接する東側と辺野古地先水面作業ヤー

ド跡に接する西側では、汀線が前進する」という

ことをもって、「辺野古漁港から辺野古崎に至る海

岸については、海域動物の生息環境としての海浜

は維持される」とした根拠を示す必要がある。 

 

代替施設の存在により、当該範囲の汀線は変化

すると予測しました。ただし、シールズ数の変化

予測からは底質の粒度組成は変化しないものと考

えられ、汀線の形状は変化するものの、汀線付近

の生物生息環境は維持されるとの予測を記載しま

した。 

 

① 

(6) 工事の実施及び施設等の存在において、「改変

区域内に生息する底生動物のうち、主に自力移動

能力の低い貝類や甲殻類の重要な種については、

埋立工事の着手前に、現地調査時に重要種が確認

された地点及びその周辺において、可能な限りの

人力捕獲を行い、各種の生息に適した周辺の場所

へ移動を行う」としているが、当該環境保全措置

の効果の程度を示す必要がある。 

 

重要な種を含む底生動物等の捕獲・移動につい

ては、現地調査の結果等及び専門家等の指導・助

言を踏まえながら、効率的な作業を検討・立案し

て行うこととしています。 

 

① 

(7) 製作されたケーソンを海上ヤードまで曳航す

る際、ケーソンの吃水によっては、大浦湾内の浅

瀬を浚渫しなければならない事態が生じることが

考えられる。このことが、サンゴや海域生物へ悪

影響を与えることが考えられるため、曳航の経路

を示す必要がある。 

 

埋立予定地以外に、曳航の経路等において大浦

湾内の浅瀬を浚渫することはありません。 

 

① 

(8) 二重締切岸壁は、埋立工事を実施するために

必要な仮設構造物であるものと考えるが、その施

工断面、施工方法については、海域生物に与える

影響について検討経緯が示されていない。可能な

限りの環境保全措置を講じるとしていることか

ら、杭打ち工事を伴わない、より良い施工方法に

ついて、比較検討を行う必要がある。 

 

二重締切護岸については、本設構造物が中心で

あり、その施工断面、施工方法について記載して

います。（p.2-46、62、73、74 参照） 

 

① 

(9) 係船機能付護岸、いわゆる岸壁を設置するこ

ととしているが、その機能を確保するためには、

評価書に「当該事業の実施区域が外洋に面してお

り、…非常に厳しい海象条件であること」と記さ

れていることからも、防波堤等の外郭施設の必要

性があるものと考えられ、これが海域生物へ悪影

響を与えることが懸念されるものであり、その影

響も検討する必要がある。 

 

係船機能付護岸については、全国港湾海洋波浪

情報網（NOWPHAS）により観測されている中城湾の

波浪出現頻度を用いて波浪変形解析を行い、護岸

前面における波浪出現頻度を確認した上で、外郭

施設を設置しない条件で運用が可能であると判断

しています。 

 

① 
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(1) 調査結果については、優占するサンゴ属とそ

の群体形を取りまとめることとの知事意見を述べ

ているが、ライン調査及びスポット調査の結果に

ついて、優占するサンゴ属とその群体形は取りま

とめられていない。 

ライン調査及びスポット調査において出現した

サンゴ類に対して、その群体形を示しました。ま

た、この結果をもとに当該海域を 7 つの海域に区

分し、各海域における主なサンゴ類とその群体形

について記載しました。（p.6-14-27、30、50、55、

90～96 参照） 

 

② 

(2) 当該地域におけるサンゴ礁は生物多様性が豊

かであると考えられるが、特に当該地域における

内湾的な場所に生息しているサンゴ類を含むサン

ゴ礁群集は貴重であるので、事業の実施による環

境影響については、そのことを勘案した予測・評

価が必要である。 

 

大浦湾奥部に分布するユビエダハマサンゴ群生

を含め、注目すべきサンゴ群集に及ぼす影響につ

いて、生息範囲の環境特性を踏まえ、事業による

影響を新たに予測・評価し、記載しました。

（p.6-14-160、161 参照） 

① 

② 

④ 

(3) サンゴ類の予測結果において、4年次 4ヶ月目

夏季に大浦湾の湾口域におけるサンゴ類の生息範

囲の一部において、2mg/L 以上の濁りが拡散すると

しているが、その範囲は、大浦湾口域及び辺野古

地先の概ね半分を占めており、「工事の濁りがサン

ゴ類の生息環境に与える影響は全般的に小さいと

考えられる。」とする評価は妥当ではない。 

 

4 年次 4ヶ月において、汚濁防止膜の追加展張を

行い、環境保全措置とします。これについては、

SS 拡散シミュレーションを行い、予測・評価し、

その結果を記載しました。（p.6-14-101～105 参照） 

 

① 

② 

③ 

(4) サンゴ類の移植について 

ア 環境影響の低減措置として、埋立区域内に生

息するサンゴ類の移植を示しているが、埋立てに

よってサンゴ礁が消失することに対する代償措置

を示す必要がある。 

 

キャンプ・シュワブ東側の海底斜面はサンゴ類

の死骸が瓦礫になっているなど、サンゴ類の生息

履歴が確認される潜在的な生息域の一つと考えら

れ、このような場において埋立等を行うことはサ

ンゴ礁環境にとって影響が大きいと考えられま

す。このため、代償措置として、影響を少しでも

軽減することを目的に、代替施設の大浦湾側ケー

ソン（マウンド部含む）及び南側傾斜堤護岸消波

ブロックを対象にサンゴ類等が着生しやすい構造

を適用することを記載しました。（p.6-14-166～

169 参照） 

 

① 

③ 

④ 

イ 移植先（案）2ヶ所を示しているが、豊原地先

の移植先案は、海草藻場が存在しており、注目す

べきサンゴ群生として塊状ハマサンゴ属群生もあ

る区域であり、大浦湾口部の移植先案は、注目す

べきサンゴ群生であるハマサンゴ科群生が存在す

ることから、当該移植先案への移植は、移植する

ための調査、作業等が既存のサンゴ群生等に影響

を与えるおそれがある。 

 

移植先については、塊状ハマサンゴ属群生、ハ

マサンゴ科群生が存在する海域ですが、実施に際

しては、移植対象となるサンゴ類の種や群生規模

を勘案し、事前に踏査して、生息環境の適否や移

植先での影響等を検討して具体の移植箇所を決定

します。なお、これらは有識者等の指導・助言を

踏まえて実施することを記載しました。 

① 

③ 

④ 

ウ 具体的な移植方法について記載されていない

ことから、その手法を示す必要がある。 

具体的な移植方法については、沖縄県のサンゴ

移植マニュアル等の既往資料の情報を踏まえなが

ら、 も適切と考えられる手法による移植を行い、

その後、監視調査、事後調査を行うこととします。

また、これらの検討は有識者の指導・助言を踏ま

えて行うこととします。現段階で考えられるサン

ゴの移植に関する検討事項を記載しました。 

（p.6-14-163、164 参照） 

 

① 

③ 

④ 
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エ 移植技術は未だ十分に確立されてはおらず、

環境保全措置の効果の程度が明らかではない。 

埋立区域内に生息するサンゴ類の移植にあたっ

ては、移植技術が未だ十分に確立されたものでは

ないことを念頭に置きながら、これまでに得られ

た現地調査結果の情報や、沖縄県のサンゴ移植マ

ニュアル等の既往資料の情報を踏まえ、 も適切

と考えられる手法による移植を行い、その後、環

境監視調査、事後調査を行うこととします。また、

これらの検討は有識者の指導・助言を踏まえて行

うことを記載しました。 

 

① 

③ 

④ 

(5) 過去の白化現象によって沖縄県全域の海域に

おいてサンゴの被度が低下していることから、現

状の沖縄島周辺海域においては、5～25%の被度は

決して低いとは言えないものであることや、本海

域は本来、サンゴ類が高い被度で生息していた海

域であり、将来回復する可能性があるが、そうし

たことを考慮した予測・評価がなされていない。 

サンゴ類については、被度 5％以上の分布域を対

象として予測・評価しています。 

また、サンゴ類の予測・評価に当たっては、現

在の生息域に、白化現象前の生息域、サンゴ類の

死骸が瓦礫となっている区域、地形及び波浪条件

がその生息条件に合致する区域を重ね合わせるこ

とにより、サンゴ類の潜在的な生息域（生息ポテ

ンシャル域）として整理し、これを対象とした予

測・評価を行い、結果を記載しました。（p.6-14-117

～119、122、123、134～136 参照） 

 

① 

③ 

(6) 代替施設の存在により起こる海水流動の変化

が、サンゴ類に及ぼす影響について、予測・評価

が適切になされていない。 

代替施設の存在に伴う海水流動の変化がサンゴ

類に及ぼす影響について、サンゴ類に対する海水

流動の作用を明確にするとともに、評価基準を設

定して予測・評価し、結果を記載しました。

（p.6-14-120～133 参照） 

 

① 

② 

④ 

 

(7) 赤土等流出防止対策としての濁水処理プラン

トで使用する薬剤について、魚毒性は考慮されて

いるが、サンゴ類に対する影響は示されていない。

自然界に放出される化学品については、生態系

への影響に配慮した生態影響試験を実施し、評価

することが化学品審査規制法で決められています

が、本事業で用いる薬剤について、このような配

慮がされているかどうかを検証し、安全性に疑問

が生じた場合には別途生物試験等を行うなどし

て、安全性を担保することを検討します。 

 

① 

(8) 海上ヤードを、塊状ハマサンゴ属群生から約

300m 離すとしているが、その離隔を踏まえ、海上

ヤードがサンゴ属群生に与える影響を予測・評価

する必要がある。 

海上ヤードがサンゴ属群生に与える影響につい

ては、水の濁り・堆積による影響、ケーソン仮置

きに伴う水象、底質、海底地形の変化等による影

響を予測・評価していますが、塊状ハマサンゴ属

群生に対する影響についても検討した結果を記載

しました。（p.6-14-101～115 参照） 

 

① 

④ 

(9) ケーソンの仮置きに伴う水象、底質及び海底地

形の変化の予測結果における恒流（平均流）の変化

について、「海上ヤード周辺での流向が仮置ケーソ

ンを回り込むように変化するとともに、流速が低下

しますが、仮置きケーソンにより流れが停滞するよ

うな変化は生じない」と予測しているが、流速の低

下を考慮した予測結果が示されていない。 

 

ケーソン仮置きに伴う流速の変化を明確に記載

しました。（p.6-14-111～114 参照） 

① 

④ 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
11．サンゴ類について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(10) 工事の実施及び施設等の存在の評価につい

て、「大浦湾西岸作業ヤード並びに関連した浚渫を

取り止め、環境影響の回避を図ります。」としてい

るが、作業ヤード並びに浚渫を取り止めることを

環境保全措置とすることは妥当ではない。 

大浦湾西岸海域作業ヤード等を計画していた海

域は、ユビエダハマサンゴをはじめ、トカゲハゼ

やクビレミドロといった貴重な動植物の生息・生

育が確認されており、当該動植物に対する影響の

低減や保全対策を講じることが困難なことから、

計画を取り止めることにより当該海域への影響を

回避することとしたものですので、環境保全措置

の一環と考えています。 

 

① 

(11) 施設の存在時における波浪の変化による影

響について、「波浪の変化は、代替施設本体の南側

護岸沿い、東側護岸沿い及び海上ヤード周辺の範

囲でみられますが、サンゴ類の生息する範囲では

変化はみられていません」とあるが、水象で示し

た予測では、海上ヤード付近においては、異常波

浪時には波高の変化を受ける可能性があり、これ

らの予測がなされていない。 

 

異常波浪時の波高変化の予測結果をもとに、海

上ヤード付近に生息するサンゴ類への影響を予

測・評価したことを記載しました。（p.6-14-137、

138 参照） 

② 

④ 

(12) 工事の実施に伴う水の濁りや施設の存在時

における水の流れ、水温・塩分の変化によるサン

ゴ類への影響を予測するにあたり、第１層（0～2m）

のみにおいて、予測結果を整理して考察している

が、注目すべきサンゴ類が生息する水深において

も予測結果を示し、考察する必要がある。 

 

工事中の水の濁り、存在時における流れ、水温・

塩分の変化がサンゴ類に及ぼす影響について、サ

ンゴ類の生息水深層の変化を踏まえて予測したこ

とを記載しました。（p.6-14-101～105、122～131、

141～146 参照） 

② 

③ 

(13) 事業者の積極的な環境配慮あるいは環境保

全措置として、環境配慮型の護岸構造物を活用す

ることも視野に、サンゴの着生や被度の向上等に

効果が期待できる工夫等について、可能な限り具

体的に検討する必要がある。 

キャンプ・シュワブ東側の海底斜面はサンゴ類

の死骸が瓦礫になっているなど、サンゴ類の生息

履歴が確認される潜在的な生息域の一つと考えら

れ、このような場において埋立等を行うことはサ

ンゴ礁環境にとって影響が大きいと考えられま

す。このため、影響を少しでも軽減することを目

的として、代替施設の大浦湾側ケーソン（マウン

ド部含む）及び南側傾斜堤護岸消波ブロックを対

象にサンゴ類等が着生しやすい構造を適用するこ

とを記載しました。（p.6-14-166～169 参照） 

 

① 

③ 

④ 

 

(14) 堆積物移動のシミュレーションについては、

サンゴ礁海域の特性が反映されておらず、不適切

な予測結果となっている。 

台風等による高波浪に伴う浮遊砂がサンゴ類に

及ぼす影響については、予測に用いた海底地形変

化の予測条件を明確にして記載しました。 

（p.6-14-137～140 参照） 

 

① 

④ 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
12．海藻草類について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 「海草藻場の生育分布状況が明らかに低下し

てきた場合には、生育基盤の環境改善による生育

範囲拡大に関する方法等を検討し、可能な限り実

施する」としている環境保全措置は、生育分布状

況の低下の判断基準、生育基盤の環境改善方法の

具体的な内容等が示されておらず、その実施も含

め効果について不確実性の程度が大きい。 

 

生育分布状況の低下に係る判断基準、生育基盤

の環境改善方法について、具体的に記載しました。 

（p.6-15-227～231 参照） 

① 

③ 

④ 

(2) 代替施設の存在により、海浜流が漁港側に強

制的に流され、その波により砂が移動し、海草類

の被度 50～75%域において砂が堆積すると予測さ

れているが、このことによる海草類への影響につ

いても予測されていない。 

 

海草類の被度 50～75％域の砂の堆積状況を明確

に示し、その影響について記載しました。 

（p.6-15-204～205 参照） 

② 

(3) 埋立てにより消失する海草藻場の面積は、嘉

陽、安部でジュゴンが餌場としている面積にほぼ

匹敵する。また、大浦湾で消失する部分にもジュ

ゴンの食み跡が見られ、さらに、環境団体の調査

において、大浦湾内で平成 21 年から 23 年にかけ

て食み跡が確認されており、大浦湾の重要性が示

されているが、これらのことを考慮した予測・評

価がなされていない。 

 

事業実施区域周辺の藻場への影響について、大

浦湾の重要性を踏まえて予測・評価しました。な

お、海草藻場の消失がジュゴンの餌場としての機

能に与える影響については、ジュゴンの予測・評

価において記載しました。（p.6-15-191 参照） 

 

② 

(4) 施設の存在に伴う海底地形の変化について、

台風等による高波浪に伴う砂の移動として、南側

護岸の部分が 5～10cm 侵食されると予測しており、

海草類の根が露出するなどの影響が考えられるた

め、海底地形変化の影響は小さいとする評価は適

切ではない。また、予測において、岸壁の反射波

による影響が考慮されているか示されていない。 

 

台風等の高波浪に伴う護岸付近の海草類への影

響について予測・評価し、反射波の影響が予測さ

れる場合は環境保全措置を検討することを記載し

ました。（p.6-15-204 参照） 

 

② 

③ 

(5) 存在時における海岸地形の変化に伴う海藻類

へ及ぼす影響について、「流れの変化は、…代替施

設本体の南側護岸周辺及び東側護岸周辺を中心に

みられますが、海藻類の主な生育範囲においては

変化は小さいと予測されています。」とあるが、南

側護岸周辺では、被度 50～75%の生息域まで流速変

化は及んでおり、また、その変化量も小さいとは

言い難く、「海藻類の生息環境に及ぼす影響は小さ

い」とした根拠を示す必要がある。 

 

海藻類の生育範囲における流れの変化を明確に

示し、その影響について記載しました。 

（p.6-15-167～172 参照） 

 

① 

(6) 施設等の存在が海草類へ及ぼす影響について 

ア 海面の消失に伴う影響の予測について、これ

まで高被度で分布していた場所を「施設等の設置

後も約 76%の範囲が残存すると推定されます」とし

ているが、施設等の存在による影響を考慮したう

えで、当範囲内で被度がどの程度回復あるいは減

少するかの予測・評価を行う必要がある。 

 

平成 22、23 年度における高被度域の分布状況を

加えて、高被度域の変化要因を検討した結果を記

載しました。（p.6-15-193～199 参照） 

 

② 
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12．海藻草類について 

知事の意見 事業者の見解 分類

イ 流れの変化による影響について、「海草類の生

息範囲での流速は、平均で約 5cm/s 以上を維持し

ており、停滞する区域は発生しないと予測されて

います」とあるが、図 -6.15.2.2.16 及び図

-6.15.2.2.17 からは、平均流速が 5cm/s 以上であ

ると読み取れない。 

 

海草類の生育範囲における流速の変化を明確に

記載しました。（p.6-15-200～203 参照） 

 

① 

ウ 底質の変化による影響について、台風時の影

響を考慮しておらず、高波浪時（沖波波高:2.6m 程

度）における予測結果のみで「施設等の設置に伴

う底質の変化は小さく、海草類の生育環境に及ぼ

す影響は小さい」との予測は不十分である。 

 なお、「海面の消失」による影響の予測において

は、海草類の分布状況を台風通過時における異常

波浪（沖波波高:13.10m）による波浪の影響を考察

している。 

 

異常波浪時における波浪計算を行い、その結果

よりシールズ数を求めて、底質の安定性について

検討しました。なお、底質変化は四季を通じて毎

月発生しうるレベルの「高波浪」で求められシー

ルズ数より評価することが妥当と考えられるた

め、底質変化の影響は「高波浪時」のシールズ数

の変化より予測・評価し、その結果を記載しまし

た。（p.6-15-212～214 参照） 

 

② 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
13．ジュゴンについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 広範囲な移動能力を有するジュゴンについ

て、餌場への移動を阻害するような影響はない等

の断定的な予測がなされているが、事業者が行っ

た調査において、大浦湾内で食み跡が確認され、

個体Ｃが大浦湾東側海域や宜野座沖に移動するこ

とが確認されており、過去には環境省の調査で大

浦湾より西側でも食み跡や個体が確認されている

こと、また、個体Ａが嘉陽沖のみにとどまるとす

る根拠が示されていないことから、多数の作業船

や土運搬船等の往来によってジュゴンの沖縄島東

海岸南北方向の移動を分断する可能性があり、繁

殖のための移動にも影響するおそれがある。 

 

ジュゴンの行動生態に関する知見をもとに、個

体 A 及び個体 C の行動の特徴を考察しました。さ

らに、個体 C が大浦湾内に移動したり採食してい

ることを踏まえて、より慎重な保全措置を講じる

ことを記載しました。（p.6-16-256、257 参照） 

① 

③ 

(2) ジュゴンに対する影響について定量的評価を

行うべきであるとする意見に対し、事業者自らの

調査で沖縄島の 少個体群は３頭と推定している

にもかかわらず、「一般的な定量評価の手法である

HEP や PVA は用いませんでしたが、調査の結果を基

に、事業計画によるインパクトの程度を照らして、

予測・評価を行いました」としているが、調査時

のジュゴン見落としとなる要因と、発見頭数との

関係を考察した上で、統計学的手法を用いて、個

体数の 大数、 小数等を推定するなど、定量的

評価を行う必要がある。 

 

HEP（生息域評価）については、ジュゴンに関す

るモデルの構築に必要なデータに対して十分な知

見が得られていないことから適用は困難と考えて

います。 

PVA（個体群存続可能性分析）についても、予測

を行うためにはジュゴンの生態に係る基礎情報が

必要であり、情報は極めて限られているため、絶

滅リスクを正確に予測することは難しいものの、

予測条件を設定することにより絶滅リスクを求め

た結果を記載しました。（p.6-16-275～278 参照） 

① 

② 

③ 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
13．ジュゴンについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(3) 「ジュゴンについては、調査範囲に辺野古地

先海域を含めた複数年の調査を実施すること」と

の知事意見に対し、「平成 19 年度や平成 21～22 年

度の自主的調査も含め、3カ年以上（複数年）の調

査データを用いて予測・評価を行いました」との

見解を示しているが、平成 21～22 年度の調査は環

境影響評価のために実施された調査ではなく、当

該調査の手法及び調査結果については、住民等や

関係市村長の意見が聴取されていない。 

 なお、これらの調査結果も含めて考察したジュ

ゴンの生活史等の生態については、十分に解析さ

れているとは言えない。 

 

平成 21年度以降に実施した調査は、方法書に記

載した現地調査と同じ手法で行っているため、調

査の手法は妥当と考えています。 

調査結果については、平成 23 年度にも同じ手法

で実施した調査の結果も含めて、評価書に記載し

たすべての調査結果をもとに、ジュゴン個体数減

少の推移とその原因についても考察を加えるなど

生活史等の生態を考察、解析した結果を記載しま

した。（p.6-16-187～220 参照） 

① 

 

(4) 調査の結果から、沖縄周辺域に生息するジュゴ

ンの個体数は少ないことが明らかなので、わずかな

影響でも個体群の維持に大きな影響を及ぼすおそ

れがあることを考慮して評価する必要がある。 

個体群の維持に及ぼす影響については、PVA によ

る予測の結果も含め、施設等の存在及び供用に伴

う影響についての予測結果を踏まえて再検討した

結果を記載しました。（p.6-16-274 参照） 

 

① 

② 

(5) 準備書についての知事意見に対し、次のとお

り十分に対応されていない。 

ア 水中音の影響が及ぶ範囲の予測は、想定した

平均的音圧レベル（122dB）よりも低く想定して行

う必要があるとの意見に対し、想定した平均的音

圧レベルのまま予測されていることから、その評

価も適切ではない。 

 

 

ジュゴンに対する水中音の影響に関する評価基

準は、海産哺乳類（クジラ目）に関する水中音の

影響レベルに関する知見を参考にし、聴覚障害及

び行動阻害の 2つの観点からの評価基準を設定し、

予測・評価した結果を記載しました。（p.6-16-223

～226 参照） 

 

 

 

② 

イ 作業船のスクリュー音による影響についても

予測することとの意見に対し、作業船の稼動数が

も多くなる時期を予測対象時期として予測がな

されているが、当該予測時期が、作業船の船舶騒

音による影響と同時に行われる工事による騒音の

影響を合成したときに も影響が大きくなる時期

であるのか示す必要がある。 

 

作業船のスクリュー音が 大となる時期につい

ては、同時に行われる工事の工程等も踏まえて見

直しを行い、作業船の船舶騒音による影響と同時

に行われる工事による騒音の影響が大きくなる時

期を設定し、予測・評価し、結果を記載しました。

（p.6-16-227～228 参照） 

② 

ウ 舗装工事を行う夜間作業の３ヶ月間において

使用される照明の種類や照度、数等、また、夜間

の作業時間などの詳細を明らかにすることとの意

見に対し、照明の種類や照度、数等、夜間の作業

時間などは示されていない。 

 

舗装工事中の照明の種類、数、作業時間等につ

いて記載しました。（p.6-16-253 参照） 

① 

エ ジュゴンの生息域を避けて沖合を航行する計

画について、具体的な航行位置を示すこととの意

見に対し、工事実施時の作業船の具体的な航行位

置が示されていない。 

 

ジュゴンの生息域を避けた航行位置について、よ

り具体的に記載しました。（p.6-16-254、255参照） 

① 
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オ ジュゴンの遊泳位置によっては、水中音及び

作業船の航行による影響があると予測しながら、

生息環境としての機能や価値を変化させる可能性

はないと予測しているとの意見に対し、「ジュゴン

の利用頻度の高い範囲では、ジュゴンに影響を及

ぼす可能性はほとんどない」と予測しているが、

利用頻度の高い範囲がどの範囲なのか具体的に示

しておらず、ジュゴンのすべての遊泳位置を包含

する範囲なのかが明確に示されていないため、準

備書で示された予測結果のとおり、ジュゴンの遊

泳位置によっては、影響があると考える。 

 

工事中における水中音の音圧レベルの予測結果

とジュゴンの利用頻度別の生息範囲図を対比し、

利用頻度の高い範囲及び遊泳位置を包含する範囲

に対する影響を予測・評価し、その結果を記載し

ました。（p.6-16-238～252 参照） 

② 

カ ジュゴンの個体及び個体群維持に対する影響

について、再度、予測することとの意見に対し、「ジ

ュゴンがこれまで確認されている範囲内に生息し

ている場合は」という仮定の基に、「対象事業の実

施がジュゴンの生息環境としての機能や価値を変

化させる可能性はなく」と予測しているが、評価

書で示された追加調査の結果からも分かるとお

り、個体Ｃは、成長に伴って活動範囲が広がって

いく可能性が示唆されており、「これまで確認され

ている範囲内に生息している場合」という仮定が

成り立たないと考える。また、水中音の状況は、

これまでにジュゴンが確認されている範囲におい

ても、工事中は、現況から変化することになるた

め、生息環境としての機能や価値を変化させる可

能性がある。 

 

個体 C は行動範囲が広く、施工区域周辺に接近

する可能性があるため、より慎重な保全措置を講

じることとしました。 

また、個体 A については、嘉陽地先の生息範囲

での水中音の音圧レベルの検証や生息範囲を監視

し工事による影響と判断された場合は速やかに施

工方法の見直し等の保全措置を講じることを記載

しました。（p.6-16-256～257 参照） 

① 

③ 

④ 

キ 施設等の存在による個体及び個体群維持に対

する影響について、関係する項目の施設等の存在

に係る予測については、十分な根拠が示されてい

ない。また、準備書においては、予測結果に不確

実性がある旨記載されていたが、評価書において

は、表現を変更した経緯・妥当性は示されないま

ま個体群の維持に対する影響はほとんどないとし

ている。 

 さらに、影響要因が異なるにもかかわらず、工

事実施時における個体及び個体群維持に対する影

響と同一の内容としており、予測は適切ではない。

 

個体群の維持に及ぼす影響については、PVA によ

る予測の結果も含め、施設等の存在及び供用に伴

う影響についての予測結果を踏まえて再検討した

結果を記載しました。（p.6-16-274 参照） 

① 

② 

ク 刺し網にかかるおそれがあることに対する環

境保全措置として、逃避等の行動を引き起こさな

い環境保全措置を講じることにより回避可能とし

ているが、当該措置の効果の程度が明らかではな

い。 

ジュゴンが刺網にかかるおそれについては、ジ

ュゴンが突発的な行動を起こさないよう配慮する

ことで回避可能と考えられますので、このことを

記載しました。（p.6-16-250～252 参照） 

① 

③ 

ケ 「日の出 1 時間程度後から日没 1 時間程度前

の間に作業を行うよう努める」としているが、「努

める」ということは場合によっては夜間も作業を

行うということであるので、効果の程度が明らか

ではない。 

夜間の海上工事は実施しません。「努める」とい

う表現は、作業は日の出 1 時間程度後から始めて

日没 1 時間程度前には終わらせる予定としている

ものの、多少の時間のずれはあり得るために用い

たものであり、場合によっては夜間も作業を行う

ことを意図したものではありません。 

 

① 
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コ 「推定されるジュゴンの頭数からすると、小

さな影響だけでも個体群の維持に大きな影響を及

ぼすことが考えられるため、十分な環境保全措置

を検討すること」との知事意見に対し、「ジュゴン

が現在の生息範囲から離れる可能性も考慮した環

境保全措置を評価書に記載」したとの見解を示し

ているが、準備書段階から追加されたジュゴンに

係る環境保全措置は「可能な限り海面に向けた照

射を避けるようマニュアルを作成して示す」とい

う措置のみであり、具体的にどの措置を指してい

るのか示されていない。 

 

環境保全措置について再検討した結果を記載し

ました。（p.6-16-279～285 参照） 

③ 

サ 船舶とジュゴンの衝突を回避する速度につい

ては、オーストラリアで実際に導入されている船

舶の速度規制に関する事例を参考に設定するとし

ているが、その効果の程度を示す必要がある。 

 また、当該事例における船舶の大きさ等の比較

もなされていない。 

 さらに、ジュゴンの生息位置に係る監視結果を

来遊する船舶に伝達することによりジュゴンとの

接触を回避するとしているが、伝達の方法等の具

体的な内容及び効果の程度を示す必要がある。 

 

オーストラリアにおける船舶の速度制限の条

件、適用海域の状況について情報を収集整理し、

記載しました。（p.6-16-284 参照） 

また、事後調査における目視調査や機器観測に

よる生息調査の結果を伝達する方法を検討し、記

載しました。（p.6-16-279～282 参照） 

① 

③ 

(6) ジュゴンの逃避等の行動を引き起こす可能性

のある音圧レベルとして、既存資料より、133dB 以

上としているが、ピンガーの発する時間等、資料

における詳細な試験条件等が示されておらず、当

該事業における事業実施時の水中騒音との条件の

違いも示されていないことから、逃避行動を引き

起こす可能性のある音圧レベルとして 133dB と設

定することの妥当性が判断できない。 

 

ジュゴンの逃避行動を引き起こす音圧レベルに

ついて、参考とした既存資料の試験条件をより具

体的に引用するとともに、海産哺乳類に関する水

中音の影響レベルに関する知見に基づき、聴覚障

害及び行動阻害という影響について、海産哺乳類

(クジラ目)の基準値を参考として、ジュゴンに対

する水中音の評価基準を設定し、記載しました。 

（p.6-16-223～226 参照） 

① 

② 

(7) 個体Ａがこれまでの行動範囲にとどまり、個

体Ｃの行動範囲が大浦湾東側海域までの範囲であ

るとすることについて、辺野古地先を利用しない

理由が適切に検討されておらず、施設の存在時に

おける海面消失による影響に対し、個体群が維持

できるとの予測の根拠が妥当ではないと考える。

また、大浦湾汀間漁港周囲のみをバッファーゾー

ンとみなした根拠を示す必要がある。 

ジュゴンの行動生態に関する知見をもとに、個

体 A 及び個体 C の行動の特徴を考察しました。さ

らに、個体 C が大浦湾内に移動したり採食してい

ることを踏まえて、より慎重な保全措置を講じる

ことを記載しました。（p.6-16-256～257 参照） 

また、バッファーゾーンについては再検討し、

大浦湾口部の安部崎と中干瀬との間から大浦湾東

岸側に沿った湾内にかけての範囲がバッファーゾ

ーンと考えられることを記載しました。 

（p.6-16-209 参照） 

① 

(8) ジュゴンが工事中の影響を回避するため沖合

に移動する場合、これまでにあまり利用していな

い海域へ移動すること自体が、個体に大きなスト

レスになると考えられるほか、沖合において外敵

と遭遇する危険性の増加が懸念される。 

 

工事中の影響がジュゴンに及ぼす影響について

は、水中音等の予測結果を踏まえて再検討した結

果を記載しました。（p.6-16-256、257 参照） 

① 

(9) 事後調査として、ジュゴンのヘリコプターを

使った追跡調査を実施することについて、「米軍の

運用と関連することから困難な状況である」とし

ているが、具体的な理由が示されていない。 

 

代替施設運用開始後に、飛行経路を含むその周

辺で航空機を用いた調査を行うことは危険性が伴

うため困難です。 

① 
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(10) 海中土木工事における水中音の主な発生源

となる工種としてケーソン式護岸及び海上ヤード

の「捨石投入工事」を施工場所と挙げているが、

予測対象時期となる１年次３～４ヶ月目において

は、それ以外に、傾斜堤護岸（４箇所）と中仕切

堤（２箇所）の基礎捨石投入工事が施工中となっ

ている。また、水中音の発生源となる工種として

浚渫工事（３箇所）も施工中となっていることか

ら、これらの工事で稼働する作業船も踏まえ、適

切な予測・評価を行う必要がある。 

 

1 年次 3～4 ヶ月目における水中音については、

浚渫工事（3箇所）も追加して予測・評価しました。 

なお、傾斜堤護岸と中仕切堤の基礎捨石投入工

事は陸上からクローラクレーンで石材を投入する

作業であり、水中への影響はほとんどないと考え

られたため、予測の対象外としました。 

（p.6-16-227～252 参照） 

 

② 

(11) 作業船による水中音の影響について、大浦湾

口部から施工区域に至る作業船の航行区域内に 16

隻を均等に配置して予測を行っているが、実際の

作業に即した配置により、予測・評価を行う必要

がある。 

作業船による水中音の影響については、複数の

配置パターンを想定して、各パターンでの水中音

を予測した結果をもとに、ジュゴンへの影響を予

測・評価した結果を記載しました。（p.6-16-231～

236 参照） 

 

② 

(12) 杭打ち工事等の海上土木工事の 盛期にお

いて、杭打ち工事の施工箇所を５箇所から２箇所

とした場合、ジュゴンへの音圧レベルが約４dB 低

減されることが示されていることから、そのこと

を予測の前提として、予測・評価を行う必要があ

る。 

杭打ち工事の施工箇所を 2 箇所にした場合の水

中音を予測した結果をもとに、ジュゴンへの影響

を 予 測 ・ 評 価 し た 結 果 を 記 載 し ま し た 。

（p.6-16-238～252 参照） 

② 

(13) 水中音の発生する工事については、 大時の

影響予測のみではなく、長期間に渡って工事の水

中音が発生することによる影響についても、検討

する必要がある。 

予測時期を追加して水中音の予測を行い、 大

時の水中音についての予測結果と合わせて、長期

間に渡る影響を予測・評価した結果を記載しまし

た。（p.6-16-227～252 参照） 

 

② 

④ 

(14) 海中に大規模である鋼管矢板（φ1400mm）、

鋼管杭（φ800mm、φ1000mm）を打ち込む杭打ち工

事の施工方法は、ハンマーによる打撃工法を前提

に予測評価がなされているが、その施工に伴い生

じる騒音及び振動がジュゴンに与える環境影響に

ついて、 大限配慮したものか検討経緯が示され

ていない。事業者は「積極的な環境対策型の導入

を図り環境保全措置を講じる」としていることか

ら、低振動工法や無振動工法（オーガー併用圧入

方式）などの環境対策型の施工方法について十分

な検討を行い、慎重に選定する必要がある。 

 

鋼管矢板等の打設について現在用いられている

方法としては、油圧ハンマー打撃工法、バイブロ

ハンマー工法、圧入工法があります。それぞれの

工法の施工性、騒音・振動の発生状況、濁りの発

生状況、施工能力を総合的に判断した結果、施工

手間が少なく、騒音・振動も規制値以下に抑える

ことができ、工程を も短くできる油圧ハンマー

打撃工法を打設方法として採用したものです。 

① 

(15) 水中音の予測については、「障壁条件として

リーフ等の地形を設定した」とあるが、この仮想

障壁設定の精度によっては、予測の結果を大きく

左右する可能性があるため、その特性については、

慎重な実測調査の方法を検討のうえ、減衰状況や

仮想障壁設定の妥当性について検証を加える必要

がある。 

 

工事前の段階において、予測した水中音の減衰

状況や仮想障壁設定の妥当性を検証することは困

難ですので、杭打ち工事の着手時に水中騒音を測

定し、予測との比較を行い検証するなどの対応を

することを記載しました。（p.6-16-251、257 参照） 

① 

④ 



9-2-61 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
13．ジュゴンについて 

知事の意見 事業者の見解 分類

(16) 水中音の予測について、作業船の隻数は、海

上工事のピーク時において 54 隻となっているが、

その具体的な配置状況や作業船が航行する航路が

示されていないため、ジュゴンに及ぼす影響の回

避が可能とは言えない。また、ジュゴンが回避行

動をとった場合に影響が懸念されるとする大浦湾

に設置の刺し網との位置関係についても具体的に

示したうえで、予測の確実性・妥当性について示

す必要がある。 

作業船の 54隻は、夜間に停泊する作業船のピー

ク時の隻数を示したものです。水中音の予測にあ

たっては、杭打ち工事等の海中土木工事に施工位

置を具体的に示すともに、作業船の航行する航路

を示し同時に稼働する隻数をもとに予測し、結果

を記載しました。（p.6-16-232～236 参照） 

また、大浦湾の刺網は、地元漁協によると、現

在はほとんど操業されていないと言われています

が、事業実施区域周辺の海域では漁業権が設定さ

れているため、刺網が設置された場合の水中音の

影響を予測・評価し、環境保全措置の検討を行い、

結果を記載しました。（p.6-16-251～252 参照） 

 

① 

(17) 予測において、環境保全措置として杭打ち工

事の施工箇所数を減らすとしているが、その具体

的な内容、施工箇所数を減じた場合の低減の程度

を示す必要がある。また、環境保全措置として、

ジュゴンの接近が確認された場合には水中音を発

する工事を一時的に休止するとしているが、陸域

高台からの監視で確実に確認できるのかどうか実

効性が明らかにする必要がある。さらに、監視船

により確認するとしているが、監視船の航行自体

によるジュゴンへの影響も検討する必要がある。 

 

杭打ち工事の施工箇所数を減じた場合の水中音

の低減効果について予測し、結果を記載しました。

（p.6-16-227～252 参照） 

また、ジュゴンの監視方法については見直しを

行い、航空機からの確認調査や鳴声の探知による

監視システム等の導入を検討し、記載しました。 

（p.6-16-279～282 参照） 

① 

② 

③ 

(18) 過去に辺野古地先海域もジュゴンの生息域

であったことについては記載されているが、事業

者の現地調査の結果において利用が確認されてい

ないことをもって影響はないと結論付けられ、当

該海域がジュゴンの生息域である可能性について

は検討されておらず、その可能性を否定する根拠

を示す必要がある。 

 

辺野古地先海域がジュゴンの生息域である可能

性も含めて、辺野古地先海域の海草藻場を利用す

る可能性について再検討した結果を記載しまし

た。（p.6-16-259 参照） 

① 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
14．陸域動物について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 準備書についての知事意見に対し、次のとお

り十分に対応されていない。 

ア 工事中の土地改変による影響について、移動

する類似環境の具体的な場所を示すこととの意見

に対し、「生息タイプ毎に考慮すべき条件を整理

し、評価書に記載」したとしているが、移動先案

が大きな範囲でしか示されておらず、「個々の対象

個体の移動先は、土工事前において、現地踏査及

び専門家等の検討を踏まえ選定する」として、具

体的な場所が示されていない。 

 

動物の移動先(案)については、植生環境や水系、

該当地の生息種について現地踏査を行ったうえで

総合的な検討を行い記載しました。（p.6-17-218～

249 参照） 

② 

③ 
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イ 鳥類の確認地点と工事に伴う騒音コンターと

の重ね合せ結果については、山地性鳥類を中心と

した図と、沿岸部に生息する鳥類を中心とした図

に分けられており、それぞれの図においてこれら

鳥類の確認地点近傍の工事がピークの一時期のみ

を対象とした騒音コンター図が示されているが、

近傍の工事がピークである一時期のみの騒音コン

ター図ではなく、工事期間全体にわたる騒音ピー

クを示したコンター図と鳥類の確認位置を重ね合

わせて、騒音による鳥類への影響を予測する必要

がある。 

 

工事中の各工区のピーク時期を考慮した予測を

図った旨を記載しました。 

（p.6-17-112～115、157、158 参照） 

① 

② 

ウ 水の濁りによる影響について、工事計画にお

いて、SS濃度を 25mg/L 以下で排出するとしている

が、予測に用いた水産用水基準においては、河川

における人為的に加えられる SS濃度は 5mg/L 以下

としていることとの整合が図られておらず、予

測・評価が適切ではない。 

 

工事計画において、切替え後の美謝川で人為的

に付加される SS 濃度は 0.6mg/L と予測されます。

また、現況の美謝川では 0.5mg/L の付加となって

おり、いずれも水産用水基準を満たしている旨追

記を図り、そのことを記載しました。 

（p.6-17-117 参照） 

① 

エ 周辺個体群消失のおそれがあると判断する消

失率 25％の設定経緯として、当該値は絶滅危惧Ｉ

Ａ類（ごく近い将来における野生での絶滅の危険

性が極めて高いもの）の指定要件を参考としたと

しているが、その妥当性は示されていない。例え

ば、絶滅危惧ＩＢ類（近い将来における野生での

絶滅の危険性が高いもの）の場合には 20％である

が、この値に設定しなかった理由などが示されて

いない。 

 

絶滅の危機に瀕している絶滅危惧IB類の指定条

件の一つである減少率 20％を設定基準値とした見

直しを図り、そのことを記載しました。 

（p.6-17-107、108、159～161参照） 

② 

オ 存在に係る予測において、二次林のイタジイ

群落等を利用する種の生息環境への影響について

は、当該群落等を利用する種の移動性や生息範囲、

生息密度等が考慮されていない。 

 

活動範囲が広いと思われるリュウキュウイノシ

シ等の種は移動分断が生じないかについて検討

し、その結果を記載しました。 

（p.6-17-252、253 参照） 

② 

カ 埋立土砂については、埋立工事初期の時点で

の必要土量も確保するように調達計画を検討する

ことにより、埋立土砂発生区域の改変区域はさら

に縮小できるものと考えられる。従って、埋立土

砂発生区域の改変面積は可能な限り抑えたと評価

しているが、埋立土砂調達計画が未定のままであ

ることから、埋立面積の縮小化の検討も十分に行

われているとは言えない。 

 

評価書での埋立土砂発生区域の改変面積につい

ては、環境への影響等を考慮して、可能な限り縮

小した計画となっており、さらに縮小できるもの

とは考えていません。 

① 

キ 移動する動物種については、移動先の生息密

度等の検討等、移動先の詳細は工事直前に検討す

るとして、その詳細な内容が示されていない。 

動物の移動先(案)については、植生環境や水系、

該当地の生息種について現地踏査を行ったうえで

総合的な検討を行い、記載しました。 

（p.6-17-218～249 参照） 

 

① 

② 

③ 
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ク 重要な鳥類の営巣やウミガメ類の産卵が確認

された場合には、確認された区域への立ち入り禁

止等に努めますとしているが、「努める」というこ

とでは立ち入る場合もあるということであり、ま

た、立ち入りを禁止するよう努める範囲について

も検討されていない。 

鳥類のツミは現地で確認された営巣ペアの行動

範囲(直径 500m)について工事調整を行う範囲と

し、工事調整範囲は営巣期間中に見直しを図るこ

と、工事影響の監視のための行動確認を行うこと

を示しました。カラスバトについても同様の対応

としました。また、やむを得ない場合を除き制限

エリア内の立ち入りは禁止することを記載しまし

た。（p.6-17-212～216、p.7-13 参照） 

 

③ 

 

ケ 新たな営巣繁殖等の有無を確認する具体的な

方法として、鳥類の繁殖時期である春季、夏季、

冬季の時期において、事業実施区域及びその周辺

を対象とした事後調査を行うとしているが、陸域

動物において検討された鳥類の繁殖時期は春季か

ら初夏、カラスバトについては秋季から冬季、ま

た、陸域生態系で検討した鳥類については３月か

ら９月としており、事業実施区域及びその周辺に

おいては年間をとおして繁殖が行われる可能性が

ある。また、調査回数は工事着手前に１回、工事

期間中に年３回程度としている。 

 以上のことを踏まえると、当該事後調査の内容

で適切に対象鳥類の繁殖状況が確認できるか明ら

かではなく、時期の設定及び頻度が十分とは言え

ない。 

鳥類等の繁殖状況は、事後調査として工事着手

前 1回、工事中は繁殖期の四季に各季 1～2回の営

巣確認を行うこと、営巣前や営巣初期に把握を行

う必要性を示しました。また、環境監視として営

巣を確認した場合は週 1 回の行動調査で影響有無

の確認を行うことで把握の頻度を高めることを記

載しました。（p.6-17-214、215、p.8-13、25 参照） 

① 

④ 

コ 保全対象種に対する予測の不確実性の程度及

び環境保全措置の効果の程度が示されていない。 

これらの予測には不確実性が伴うことから事後

調査で対応する旨を記載しました。 

 

① 
④ 

サ 美謝川付け替え区域における回遊性の移動対

象生物については、大浦川に移動するとしている

が、他水系に移動することの影響が検討されてい

ない。また、辺野古地先水面作業ヤードについて

は、移動する生物種は、主に自力移動能力の低い

貝類や甲殻類の重要な種としているが、具体的に

は示されていない。そのため、移動先における影

響も検討されていない。 

 

他水系に移動することについての影響につい

て、新たに予測し、結果を記載しました。 

（p.6-17-246、247 参照） 

また、辺野古地先作業ヤードについては、6 章の

海域生物の項目で具体的な生物名を記載しました。 

① 

② 

シ 工事調整により営巣地周辺の騒音源や人の出

入りを制限することで、繁殖阻害が低減されると

しているが、どの程度工事調整を行い、どの程度

の範囲で、どの程度の騒音値を減少させるのか、

また、人の出入りはどの程度の範囲で制限するの

か、といった具体的な内容が検討されていない。 

鳥類のツミは現地で確認された営巣ペアの行動

範囲(直径 500m)について工事調整を行う範囲と

し、工事調整範囲は営巣期間中に見直しを図るこ

と、工事影響の監視のための行動確認を行うこと

を示しました。カラスバトについても同様の対応

としました。また、やむを得ない場合を除き制限

エリア内の立ち入りは禁止することを記載しまし

た。（p.6-17-212～216、p.7-13 参照） 

 

③ 

 

ス 工事中の水の濁りによる影響については再予

測されておらず、環境保全措置についても再検討

されていない。 

 

再予測及び環境保全措置の再検討し、結果を記

載しました。（p.6-17-158、246、247 参照） 

① 
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セ 移動による撹乱などの影響について、移動先

における生息密度は検討されないまま移動に伴う

新たな影響はないとする根拠を示す必要がある。 

各移動先(案)の箇所の生息密度を推定すること

は困難ですが、これまでに得られた現地状況の知

見をもとに、捕獲移動数が多い場合は分散配置す

ること、生息異常を確認した場合は随時検討によ

り適切な対応を図る旨を記載しました。 

（p.6-17-230 参照） 

 

③ 

 

ソ 埋立土砂発生区域における林縁部のマント群

落及びソデ群落の早期回復の具体的内容が示され

ていない。 

マント群落及びソデ群落の早期回復の内容は、

「6.18 陸域植物」に記載しました。(p.6-18-138、

139 参照) 

 

① 

タ 動物種への影響について、出産・育児期を考

慮した予測をすることとの知事意見に対し、鳥類

については出産・育児期が検討されているが、哺

乳類をはじめとするその他の種については検討さ

れていない。 

 

出産・保育期を考慮した検討は、繁殖生態が明

らかなリュウキュウイノシシについて記載しまし

た。（p.6-17-114、115、157、158、216 参照） 

① 

 

チ タウナギへの影響の予測について、予測内容

は準備書と変わっておらず、予測において、固有

種としての貴重性をどのように考慮したのか示さ

れていない。 

タウナギについては、事業実施区域内及び周辺

河川における生息状況を整理して第 6章に追記し、

予測においては、周辺河川における生息個体に対

して、施設の存在供用時にも存続できるかを考慮

するため、その生活史を基に影響を予測し、結果

を記載しました。（p.6-17-195、207 参照） 

 

① 

(2) 付け替え工事が行われる美謝川における魚類

への影響についてしか予測・評価が行われておら

ず、辺野古沿岸域周辺のその他河川に生息する通

し回遊魚に対する、代替施設の存在による影響の

予測・評価を行う必要がある。 

 

辺野古沿岸域周辺のその他河川に生息する通し

回遊魚に対する影響について、代替施設の存在に

よる影響の予測・評価し、結果を記載しました。

（p.6-17-196、197、207、208、247 参照） 

① 

② 

(3) 水生動物の影響に対する環境保全措置として

魚道を設置するとしているが、他事例における効

果の程度が十分示されていない。また、魚道設置

による影響については「水生動物への移動へ配慮

した構造を付帯するものであるから新たに生じる

影響はほとんど無い」としているが、どのような

構造が付帯されるのかが不明であり、新たに生じ

る影響がほとんど無いとした根拠が十分示されて

いない。 

 

魚道に係る他事例の効果について他事例を追加

し、記載しました。（p.6-17-254、255 参照） 

また、魚道設置による影響については、第 2 章

に平面図を追記し、魚道の構造が水路周辺を改変

しない構造であることを示しました。 

① 

 

(4) キノボリトカゲ類など希少種のロードキル防

止のための進入防止柵の設置について、材質、大

きさ等が不明であることから、これらを明らかに

したうえで、柵の設置や工法の影響も踏まえて予

測・評価を行う必要がある。 

 

進入防止柵の構造等を具体的に示した上で影響

の検討を行い、検討結果を記載しました。 

（p.6-17-216、217 参照） 

① 

 

(5) 工事用仮設道路の建設によりアダン群落が消

失するため、仮設道路撤去後にアダンの移植を検

討するとあるが、アダンの実を餌とするオカヤド

カリ類への仮設道路設置中の餌場の減少の影響が

示されていない。 

 

工事用仮設道路箇所を含め、改変区域のオカヤ

ドカリ類は、周辺の生息に適した海岸への移動に

より個体の保全を図る計画で、工事後の植栽は、

将来の自然加入個体の生息場創出を目的として実

施するものです。 

① 
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(6) 「オキナワチャバネゴキブリは現地調査にお

いては埋立土砂発生区域を含む調査区をはじめ、

名護市汀間から久志にかけて複数の調査区から確

認されている」としているが、これまでの確認数

や情報が少ないことから、工事が与える影響につ

いて、予測・評価を行う必要がある。 

本種はレッドデータブック指定種等の重要な種

ではありません。調査地域の耕作地や公園などの

木陰のある場所で確認されたことから、海岸植生

や樹林植生などの事業実施区域に多い植生環境は

好まないと考え、事業に伴い生息状況に顕著な影

響は生じないものと考えられる旨を記載しまし

た。（p.6-17-159、160 参照） 

 

② 

(7) 工事中の騒音による影響の予測について、埋立

土砂発生区域及び沿岸の長島周辺工区における建設

機械の稼働に伴い発生する騒音の工事ピーク時を山

地性鳥類で２年次５ヶ月目、沿岸部に生息する鳥類

で３年次９ヶ月目としているが、当該予測対象時期

とした根拠を具体的に示す必要がある。 

 

工事中の各工区のピーク時期を考慮した予測を

行い、記載しました。（p.6-17-112～115、157、158

参照） 

① 

② 

(8) 工事中の車両の運行による影響の予測につい

て、辺野古地先から辺野古漁港間の工事用仮設道

路のピーク時を２年次４ヶ月目とし、ダンプトラ

ック等の運行を 14,000 台/月（片道）としている

が、その根拠を示す必要がある。 

 

工事中の車両台数については、大型車、小型車

を考慮し、「6.2 大気質」の予測に準じた旨を記載

しました。（p.6-17-120 参照） 

① 

② 

(9) 工事中の主な陸生動物に与える土地改変によ

る影響について、「移動先の詳細は、工事直前の時

期に、移動先（案）の場所を対象とした事前踏査

を行い、植生環境や地形、水場の状態、周辺地の

状況を把握したうえで、専門家等の指導・助言を

踏まえた検討」、「基本的には、生育条件を満たし

た上で、捕獲を行った各事業実施区域に近い場所

を選定する」、「移動力が極めて弱い陸産貝類は、

捕獲地点にごく近い非改変の場所を移動先として

選定する」としているが、現時点で移動先の現地

踏査を踏まえた適切な予測を行う必要がある。 

 

動物の移動先(案)の選定にあたり、現地踏査に

より植生や地形、水場の状態、周辺地や生息環境

の連続性の把握を行った上で検討を行い、移動先

(案)の選定結果を記載しました。（p.6-17-218～

245 参照） 

② 

(10) オカヤドカリ類やオカガニ類について、「対

象施設によるオカヤドカリ類やオカガニ類の移動

経路について一部阻害が生じることから、環境保

全措置を講じます。」としているが、当該環境保全

措置が示されていない。 

 

飛行場による移動経路の阻害についての環境保

全措置を「6.19.2 陸域生態系」に記載しました。

（p.6-19-2-275～277 参照） 

① 

③ 
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(1) 埋立土砂発生区域における緑化について 

ア 埋立土砂発生区域における土砂採取後の緑化

について、以下の事項が対応されていない。 

(ｱ) 移植樹木等の移植先が具体的に示されてい

ない。また、埋立土砂発生区域における緑化

形成模式図は、地盤高が土砂採取前と同じに

記載されており、土砂採取後には、残存植生

と土砂採取地との地盤高が異なる（主に、丘

陵地が平坦地に変わる）ことが考慮されてい

ない。 

(ｲ) 地盤高が異なることにより、風の通り方が

改変前と異なることが検討されていない。特

に、マント群落・ソデ群落の形成の検討には

そうしたことも考慮する必要がある。 

(ｳ) 土砂を採取した後には、表層土壌の厚さや

水分保水量、栄養分などが変化すると想定さ

れるが、樹木の生育にとって適正な環境が維

持されるのか検討されていない。 

(ｴ) 移植樹木及び埋土種子を含む表土の仮移植

及び仮置場の場所が明らかではなく、実効性

が確保されているとは言い難い。 

(ｵ) マント群落・ソデ群落の移植に係る内容（植

栽種・規模）が記載されていない。 

 

 

 

(ｱ) 緑化形成模式図は残存植生と土砂採取地との

地盤高が異なるよう修正し記載しました。また、

埋立土砂発生区域の土砂採取後には、緑化計画

フロー、緑化形成模式図に示したように改変区

域内に多く生育する在来種を活用し緑化を行う

計画としていることを記載しています。 

（p.2-122、123 参照） 

(ｲ) 特に冬季の乾燥した季節風の影響を可能な限

り抑止することを考慮し、マント群落・ソデ群

落が形成されるまでの期間、北側面の林縁部に

は防風ネットなどで対策を講じる計画としてい

ることを記載しました。（p.6-18-137～138 参照） 

(ｳ) 土砂採取前の埋立種子を含む表土を仮置き

し、土砂採取後に客土として 30cm 程度の被覆を

行い緑化を実施することを記載しています。 

（p.2-122 参照） 

緑化後は、十分に活着するまで維持管理を行う

ことから、樹木等の生育にとって適正な環境が

維持されるものと考えています。 

(ｴ) 評価書に記載しています。（p.2-122 参照） 

(ｵ) マント群落・ソデ群落の移植にかかわる樹種

は、評価書に記載したとおり、現地で多産する

イジュ、シバニッケイ、コバンモチなどの 15種

程度を計画していることを記載しています。規

模については設置箇所を記載しました。 

（p.2-122、123、p.6-18-139 参照） 

 

 

 

 

① 

④ 

 

 

 

 

 

① 

③ 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

① 

① 

イ 埋立土砂発生区域跡、施設区域内の緑化につ

いては、事業者が行うこととの意見に対し、「施設

を提供した後の維持管理については、米軍が実施

することから、本環境影響評価において示された

環境保全措置について周知することとした」との

見解を示しているが、緑化は、事業の実施に伴う

改変による影響に対する環境保全措置として実施

するもので、維持管理として行うものではないた

め、事業者が行うべきものである。なお、米軍が

緑化を行うということであれば、「緑化について周

知する」という環境保全措置の効果の程度を示す

必要がある。 

「米軍に周知」については、米軍が環境保全措

置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、

米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍

に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを

実施することを記載しました。（p.6-18-137 参照） 

① 

(2) 植物の移植について、「現時点で踏査を行っ

て、移植先を示した上で、移植が環境保全措置と

して効果があるのかを示すこと」との意見に対し、

「植生データ及び航空写真等を活用することによ

り、事前に類似環境を推測することは可能と考え

られるため、現時点での踏査は行いません」との

見解を示しているが、類似環境を推測することは

可能でも、土壌の含水率や日照時間など、適切な

移植先として判断できる環境条件を現地踏査によ

り確認する必要がある。また、移植先として大ま

かな範囲しか示されておらず、具体的な移植先を

示す必要がある。 

陸上植物の移植地は、移植先の踏査を行い、移

植対象種の生育地を類似な環境として選定しまし

た。また、移植地の攪乱を避けるため高密度な移

植を避け可能な限り複数地点に移植することとし

ます。さらに、移植時や調査時についても踏圧等

の影響がないよう生育環境の保全に努めます。な

お、具体的な移植候補地及び移植候補地の状況は、

図表を作成し評価書に記載しました。 

（p.6-18-133、134 参照） 

① 

② 
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(3) 工事用仮設道路の一部撤去後の樹木移植によ

る回復措置について、工事着手前に移植対象種を

仮移植して、仮設道路撤去後に、仮移植地より本

移植を実施するとしているが、仮移植地及び本移

植地が示されていないことから、環境保全措置と

しての効果の程度が検討されていない。 

 

仮移植地及び本移植地について記載しました。 

（p.6-18-137 参照） 

① 

③ 

(4) 準備書についての知事意見に対し、次のとお

り十分に対応されていない。 

ア 陸域植物に係る工事による土地の改変による

影響の予測方法は準備書から変わっておらず、当

該地域において生育していることの位置付け・特

殊性等は考慮されていない。 

 

 

重要な種の生育状況に基づく変化の程度は、評

価書に国内外及び沖縄島における分布状況、沖縄

における生育状況、生育状況の変化の程度、改変

による消失率等を記載しています。 

（p.6-18-93～98 参照） 

① 

イ 改変区域内に近い区域における風象等の変化

等による間接的影響について、改変区域から 100m

の範囲内における重要な植物種の生育状況へ及ぼ

す影響が生じることへの環境保全措置として、マ

ント群落及びソデ群落により緑化するとしている

が、これら群落が形成されるまでの期間における

影響は検討されていない。また、マント群落及び

ソデ群落の形成について、具体的な内容が示され

ていない。 

 

マント群落及びソデ群落により緑化を行います

が、これら群落が形成されるまでの期間は、緑化

種の生育の保護を含め防風ネット等で風の吹込み

や日射量の低減を図ることを記載しました。 

（p.6-18-138 参照） 

また、マント群落・ソデ群落の形成についての

具体的な内容を記載しました。（p.6-18-138～139

参照） 

① 

③ 

ウ 環境保全措置としての移植及び移動を種及び

個体群の存続という観点からの低減措置として位

置付けているとしているが、回避・低減措置を講

じても残る環境影響に対する代償措置が検討され

ていない。 

 

個体群の存続の観点から低減措置を行ってお

り、代償措置は行いません。 

① 

エ 埋立土砂については、埋立工事初期の時点で

の必要土量も確保するように調達計画を検討する

ことにより、埋立土砂発生区域の改変区域はさら

に縮小できるものと考えられる。従って、埋立土

砂発生区域の改変面積は可能な限り抑えたと評価

しているが、埋立土砂調達計画が未定のままであ

ることから、埋立面積の縮小化の検討も十分に行

われているとは言えない。 

 

評価書での埋立土砂発生区域の改変面積につい

ては、環境への影響等を考慮して、可能な限り縮小

した計画となっており、さらに縮小できるものとは

考えていません。（p.6-18-124、p.6-18-137参照） 

① 

オ 重要な植物群落への影響については、改変割

合の算出方法は変更され、植生自然度 10と 9の面

積を合わせた改変割合は 19.9％と約２割で、土地

改変による変化は小さいとしているが、その根拠

を示す必要がある。 

植生自然度 10 と 9 の重要な植物群落への影響

は、改変割合の算出方法を調査範囲全域（広域植

生図）から辺野古ダム及び辺野古崎の詳細植生図

に変更したことから改変割合が約 2 割となりまし

た。土地改変による変化を低減するとした根拠を

記載しました。（p.6-18-127 参照） 

 

① 

カ 工事時に使用される夜間照明は具体的な位置

が示されていない。また、工事時間は基本的に日

中時間帯であり、工事に伴う夜間照明は、代替施

設本体工事のうち海域に面した一部工区等に限定

されるとしているが、夜間に工事を行うこともあ

りうるとしていることから、適切に予測・評価が

行われたとは言えない。 

 

夜間照明として照明を用いるのは、代替施設本

体工事のうち東側の舗装工事（滑走路及び誘導路

舗装施工）であることから、夜間照明の具体的な

位置を示し記載しました。（p.6-18-106 参照） 

① 
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キ 植生区分は現況の自然環境を適正に把握する

ために重要な情報であるが、リュウキュウマツ林

及びホウライチクに関して「植生区分を修正する

こと」との知事意見に対し、「現況の植生に沿った

内容であるものと認識しています」との見解を示

して修正していない。 

ホウライチク群落に関しては、「自然林」から「外

国産樹種植林・果樹園等」へと植生区分を修正し

記載しています。（p.6-18-20～26 参照） 

なお、「湿地性のリュウキュウマツ林」の区分へ

の修正指摘につきましては、アドバイザーの意見

を踏まえた結果から、人為的影響を受けて一時的

に遷移の過程を外れた（偏向遷移）状態であるた

め植生上は現表記のリュウキュウマツの二次林の

分類になるとの見解を記載しました。（p.6-18-16

参照） 

① 

(5) 埋立土砂発生区域における緑化計画につい

て、陸域植物に対する環境影響評価の結果をどの

ように考慮したのか示す必要がある。 

埋立土砂発生区域の緑化計画については、陸域

植物の環境影響評価の結果を基に周辺の生態系へ

の影響を低減するため可能な限り改変区域内に生

育する在来種を緑化材として用いる計画としてい

ることを記載しています。 

（p.6-18-137 参照） 

移植対象種は、改変区域で多くみられる広葉樹

のイジュ、シバニッケイ、コバンモチ等 15 種程度

を選定するほか、表土を活用した客土を行うこと

から埋土種子からの発芽も期待できます。 

 

① 

(6) 飛来塩分による影響の予測について、消波ブ

ロックの設置に伴う塩害が予測されていないな

ど、予測が適切には行われていないことから、植

物に対する塩害の予測・評価を適切に行う必要が

ある。 

 

消波ブロックの設置に伴う塩害の予測を基に植

物に対する塩害の予測・評価を記載しました。 

（p.6-18-119、 p.6-18-140 参照） 

① 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
16．生態系について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 工事の実施により、辺野古浜前面海域及び大

浦湾において、海草藻場の高被度区域が一部消失

するとしているが、評価に当たっては当該影響を

考慮する必要がある。 

事業実施区域に分布する海草藻場の約 78ha が消

失すると予測され、これに伴って辺野古地先の海

草藻場に生息する各種底生動物に影響が生じると

予測しました。ただし、これらの種類は事業実施

区域周辺にも分布していることを現地調査で確認

しており、周辺海域における海域生物の群集や共

存の状況には大きな変化はないと予測し、結果を

記載しました。（p.6-19-1-150、151 参照） 

 

① 

(2) 準備書に対する知事意見に対応し、工事の実

施による生息地の消失に伴う種内・種間関係の変

化が追記されているが、当該影響に対する新たな

環境保全措置は示されていない。 

 

予測には不確実性を伴うことから、事後調査を

実施する旨を記載しました。 

（p.6-19-2-190～192、252～254 参照） 

③ 

④ 

 

(3) 工事の実施により、埋立土砂発生区域におい

て新たな生態系が構築されるとしているため、当

該生態系の構築による既存生態系への影響を予

測・評価する必要がある。 

埋立土砂発生区域の緑化には在来種の幼木等を

用いることから、施工当初は草本植物の侵入等に

より草地や周辺樹林地との間に林縁部が形成され

ますが、移植した木の生長に伴い、もとの植生に

戻る旨を記載しました。（p.6-19-2-237 参照） 

 

② 
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(4) 生物群集の生息状況の変化については、予測

結果に不確実性が伴うとしているが、評価に当た

っては当該不確実性を考慮していない。 

海域生態系、陸域生態系とも、生物群ごとに設

定した項目について事後調査を実施するを記載し

ました。また、環境監視調査として、事業実施区

域及びその周辺海域を含めた環境の変化を把握

し、何らかの予測変化が発生した場合には保全対

策を検討し、実施することを記載しました。（海域

生態系： p.6-19-1-156～ 161、陸域生態系：

p.6-19-2-239、第 8章 事後調査参照） 

 

③ 

④ 

 

(5) 環境保全措置としての代償措置は、事業者の

実行可能な 大限の範囲で影響の回避措置、低減

措置を検討したうえで、回避・低減が困難な場合

に検討すべきものである。 

 また、環境保全措置として、移動や移植を環境

保全措置とすることや、工事や施設の存在の影響

により逃避すると考えられる場合の影響について

は、生物多様性の観点からも、生育・生息域の「場」

の意味を考慮して、慎重に評価する必要がある。 

海域の底生動物、サンゴ類、海藻草類、陸域植物、

陸域動物では重要な種等について、それぞれ移動や

移植を行うこととしています。その移動・移植に当

たっては、移動・移植先の生育・生息域の状況を勘

案して計画を立案することとしています。 

環境保全措置として行う移動や移植や、工事や

施設の存在の影響により逃避すると考えられる場

合の影響については、予測には不確実性が生じる

ことから事後調査で対応する旨を記載しました。

（第 8章 事後調査参照） 

 

③ 

④ 

 

(6) 調査結果において、事業実施区域及びその周

辺区域で多数の貴重種や日本新記録種が確認され

ているにもかかわらず、「影響は総じて少ない」と

結論づけていることは、調査結果の情報を十分に

踏まえていない。 

 

影響評価においては、各生物種の環境適性を基

準として用い、評価した結果を記載しました。 

 

① 
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(1) 工事の実施による影響の予測について、海域

生態系に関係する水の汚れや水象等の他の項目の

再予測は行われておらず、そのため工事の実施に

よる影響の予測も再実施されていない。 

 

本評価書では、他のご意見も踏まえた再予測を

実施し、この結果を用いて海域生物・生態系に関

する予測・評価し、結果を記載しました。 

① 

(2) 海草藻場のもつ機能の一部が消失する可能性

の検討に当たっては、被度ごとの消失割合も勘案

する必要がある。また、影響が小さいとすること

の根拠の一つとして、生育範囲の変動を挙げてい

るが、代替施設の建設により一部が消失してしま

う。すなわち、もともとの生育範囲が狭められた

状況下で、これまでと同様に生育範囲が変動する

のかを勘案した予測はされていない。 

 さらに、海草藻場が有する物質循環機能につい

ても、生育範囲の消失による変化が考慮されてお

らず、適切な予測がなされているとは言えない。 

 

消失する海草藻場の被度等を示していますが、

被度は全般に低い範囲にあります。このことから、

被度別の検討はしていません。 

海草藻場の変化については事後調査等によって

工事中、施設供用後もモニタリングし、把握して

いくこととしています。（p.6-15-226～232 参照） 

 

① 

③ 

④ 

 

(3) 工事の実施により海域生態系に及ぼす影響は

小限に留めるよう十分配慮されていることの根

拠を示す必要があるが、示されていない。 

 

工事中及び供用時の環境保全措置を記載してい

ます。（p.6-19-1-156～161 参照） 

 

③ 
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(4) 施設等の存在時において、海域生態系として

の海草類の消失面積の予測と、海藻草類としての

海草類の消失面積の予測の基準が異なり、適切な

評価が行われたとは言えない。 

 

海藻草類調査において整理された消失面積等の

影響予測を踏まえ、海草藻場生態系での影響を適

切に評価しています。（p.6-15-191 参照） 

① 

② 

(5) 海草類、サンゴ類については、「再予測に伴い、

すべての海域について再検討」したとあるが、こ

れらの種に係る予測結果は修正されていない。 

 

本評価書では、水象・水の濁り、水の汚れ等の

予測を再検討した結果を用いて、影響等を再検討

し、結果を記載しました。 

① 

② 

(6) 特殊性の観点から、ジュゴン及びウミガメを

予測の対象として抽出したとしているが、生態系

としての予測・評価ではなく、個別の種について

の予測・評価になっており、海域生態系へ及ぼす

影響について明らかにされていない。 

ジュゴンについては、餌場として重要な海草藻

場との関係を評価しています。ウミガメ類につい

ては砂浜と上陸行動の関係を検討しています。そ

れぞれは海草藻場生態系、サンゴ礁生態系、海浜

生態系に含まれる一員として生息しています。た

だし、餌料とする生物の種類が限られていること

や、ジュゴンの場合には生息数が少ないことなど

で、これらの生物が何らかの影響を受けたとして

も、他の生物群に対する影響の伝達はほとんど無

視できると予測したことを記載しました。 

（p.6-19-1-136、137 参照） 

 

① 

(7) 海草藻場内での生物種の共存状況について、

「多くの生物種や群集は、辺野古地先から松田地

先に広がる海草藻場の広い範囲に分布していま

す。」としているが、確認された生物種や群集が辺

野古地先から松田地先に広がる海草藻場において

広く一様に分布しているとは考えにくいことか

ら、「代替施設本体の存在によって海草藻場の一部

が消失しても、周辺海域における海域生物の群集

や共存の状況に大きな変化は生じない」とは言い

難い。 

現地調査の結果等によって、海草藻場及び礁池

内の生物相はほぼ類似していると考えられ、事業

実施区域を中心に考えると、重要な種の分布等は

より広い範囲まで連続していると考えています。 

① 

(8) 砂材等による外来動植物種の混入に係る予測

結果として、「現時点では砂材等の供給元などの詳

細については確定していないため、その影響の質

や程度を予測することはできません」と記載して

いるように、具体的な事業計画が欠如しているう

え、「海底の砂泥に赤潮プランクトンの休眠状態の

シストが付着していたり、生きたままの海草類や

底生動物が海砂に混入して持ち込まれる可能性が

あります」としていることから、必要な環境保全

措置を示す必要があるが、具体的な検討結果が示

されていない。 

調達先別に外来種の影響を整理し、それぞれの

場合についての対策を記載しました。 

（p.6-19-1-157、158 参照） 

① 

(9) 「表-6.19.1.1.23 生貝は記録されなかった

ものの死殻が確認された貝類」においては絶滅危

惧ＩＡ類等に分類される重要な種の死殻確認状況

が記載されている。これは、生貝として確認され

なかったものの、新鮮な死殻が確認されているこ

とから、絶滅危惧ＩＡ類等に分類される重要な種

が生息し得る環境であると考えられる。よって、

これらの貝類については予測対象種として取り扱

い、死殻が確認された地点近傍については生息が

見込まれる地点として、予測・評価を行う必要が

ある。 

現地調査の結果からみると、一概に貝殻が見つ

かる場所がその種の生息場所であるとはいえない

場合もあり、重要な種の貝殻と判断されても、分

布が特定できないこともあることから、予測評価

からは除いています。 

 

① 
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(10) 大浦湾を含む事業実施区域周辺海域は、辺野

古崎と平島・長島の礁原上の間を抜ける海水の動

きと大浦湾西岸側の深場が、この海域の環境を特

徴づけるものである。この場が埋立てによって改

変されるにもかかわらず、消失する深場の海草や

底生生物などについて十分に把握されていない。

また、外洋的環境から内湾的環境まで非常に高い

生物多様性を持つ大浦湾において、重要な「海水

交換」についての評価が十分ではない。 

 

調査地点の配置については、方法書に述べたよ

うに、代替施設を中心として、生息・生育環境と

の関連を考慮し、水質・底質調査との整合もとり

ながら、設定したものです。なお、辺野古崎と平

島・長島の礁原上の間を抜ける海水の動き等を勘

案し、サンゴ類、海藻草類調査、底生生物調査（イ

ンベントリー調査）等を実施しています。 

① 

(11) 濁りや濁り物質の堆積による影響について、

「施工区域の周辺に汚濁防止膜を設置して濁りの

広域的な拡散を防止する対策を講じることから、

濁りの影響は局所的な範囲に抑えられ、濁り物質

の堆積も汚濁防止膜内部にだけ生じることとなる

ため、これらの施工区域周辺の海域でも濁り等の

変化は小さいと考えられる。」としているが、土砂

による水の濁り、堆積を予測する場合、赤土等の

粒子が流動と同時に沈降するメカニズムがあるこ

とを踏まえ、潮汐流を考慮した予測結果も必要で

あるが、恒流に限定した予測結果しか示していな

いことから、「濁り等の変化は小さい」としたこと

は適切ではない。 

 

「6.7 土砂による水の濁り」で実施しました海

域の工事中の濁り及び堆積を予測するモデルで

は、赤土等の粒子が沈降するメカニズムを粒子の

沈降速度として考慮しています。  

また、濁りの拡散予測では、恒流（平均流）の

みを用いているのではなく、潮汐による変動も考

慮した流動場を用いており、適切な予測を行い、

これを記載しました。（p.6-7-105～106、122～123

参照） 

 

① 

② 
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(1) 準備書についての知事意見に対し、次のとお

り十分に対応されていない。 

ア アジサシ類の採餌場への直接改変による影響

について、アジサシ類によって重要な場所なのか

どうかを踏まえた予測をすることとの意見に対

し、「改変場所で確認されたアジサシ類の採餌場は

全 67地点中の 3地点と少ないことから、重要度は

高くないものと予測」したとのことであるが、数

のみで重要度を判断しており、それぞれの採餌場

の餌量や面積、使用頻度等を考慮する必要がある

が、考慮されていない。 

 

採餌場の評価の際に、アジサシ類 10個体以上の

集団による利用であるかどうかを考慮して再検討

を行い、記載しました。なお、集団採餌場は餌で

ある魚類の群れが存在することから多くのアジサ

シ類が集まってくるために形成されます。 

（p.6-19-2-164、165 参照） 

② 

イ オリイオオコウモリの好適な生息環境である

樹林地が改変されることに伴い、改変区域周辺に移

動が生じることの影響、残存環境の容量が十分であ

るか、周辺環境の変化の有無が示されていない。 

改変区域内における 1 季あたりの確認数は全確

認個体数に対する割合の約 6％であること、本種の

生息環境である樹林地の改変率が 1.1％であり、調

査範囲の広域に連続して樹林地が残存することを

記載しました。（p.6-19-2-142、143、170 参照） 

 

① 

② 

ウ 建設機械の稼働によるミサゴ、アジサシ類へ

の影響について、建設機械等の稼働台数が 大と

なる時期の騒音値が示されていない。 

各工区における工事騒音が 大となる時期と

大値を記載しました。 

（p.6-19-2-145 参照） 

 

① 

② 
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エ ミサゴ、アジサシ類の餌生物への影響につい

て、事業者見解においては、工事による海域生態

系に生じる変化は小さいと予測されているとして

いるが、当該予測は、餌生物は移動力が高いため、

事業実施区域周辺の環境に分散することが考えら

れると予測し、また、海域生態系に生じる変化は

小さいと予測していることから餌生物の個体群の

存続に変化は生じないと予測している。しかし、

海域生態系への影響については、それを構成する

餌生物である魚類への影響などから総合的に予測

しなければならないが、その餌生物への影響を予

測するために、海域生態系に生じる変化は小さい

との予測結果を用いており、適切な予測となって

いない。 

 

「6.7 土砂による水の濁り」による予測に基づ

く、海域について水産基準用水に定められる基準

である SS濃度 2mg/L の範囲から餌生物の変化の程

度を予測しました。陸域(河川)についても、水産

基準用水に定められる SS 濃度 25mg/L を考慮して

予測を行い、記載しました。 

（p.6-19-2-161、162、165、166 参照） 

① 

② 

オ アジサシ類の採餌場への直接改変による影響

について、採餌場となる水深 5m 以下の沿岸域

105.4ha（改変率 6.2%）が改変されるとしているが、

改変率の分母をどのように設定したか示されてい

ない。また、主に、平島、長島及び御向島といっ

た営巣地の周辺を中心に採餌場が確認されたとし

ているが、事業実施区域の近傍には平島及び長島

があることを考慮して採餌場への直接改変による

影響を予測する必要があるが、このことについて

検討されていない。 

 

沿岸域の説明は記載しています。しかしながら、

より丁寧な説明を追加記載しました。 

（p.6-19-2-28、164 参照） 

採餌場の直接改変については、10 個体以上によ

る集団により利用されている採餌場であるか否か

を考慮して再検討を行い、記載しました。 

（p.6-19-2-164、165 参照） 

なお、集団採餌場は餌である魚類の群れが存在

することから多くのアジサシ類が集まってくるた

めに形成されます。 

① 

② 

カ シロチドリの生息地に対する直接的影響につ

いて、周辺地域に干潟や砂浜等が存在することか

ら、シロチドリ個体群の生息状況に生じる変化は

小さいと予測しているが、シロチドリの繁殖関連

行動が事業実施区域内で確認され、繁殖に適して

いる場所であると考えられることが考慮されてい

ない。また、周辺の残存環境でも十分に生息が可

能であることについて具体的に示す必要がある。 

 

事業実施区域内が繁殖に適していることは記載

しています。（p.6-19-2-135 参照） 

周辺環境における生息状況は、平成 24 年 5～8

月に安部区からバン崎までの確認状況を記載しま

した。（p.6-19-2-132、134 参照） 

② 

キ 水象に係る予測・評価の結果が適切ではない

ことから、マングローブ生態系への影響について

も、適切に予測・評価されているとは言えない。 

 

「6.9 水象」の予測に基づき予測・評価を行いま

した。 

② 

ク 繁殖に影響を及ぼさないよう工事計画を調整

するとしているが、騒音をどの程度低減するのか、

人の立ち入りをどの範囲で禁止するのかなどの具

体的な調整の内容が示されていないことから、当

該措置の効果の程度が明らかではない。 

ツミは現地で確認された営巣ペアの行動範囲

(直径 500m)を工事の調整を行う範囲とし、工事調

整範囲は営巣期間中に見直しを図ること、工事影

響の監視のための行動確認を行うことを記載しま

した。やむを得ない場合を除き制限エリア内の立

ち入りは禁止することを記載しました。 

（p.6-17-212～216、p.7-13 参照） 

騒音対策のある低騒音型の建設機械は、騒音対

策のないものと比較すると、ブルドーザー(クロー

ラ 15t)で 10dB 程度抑えられることを記載しまし

た。（p.6-19-2-260 参照） 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

① 
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ケ 存在に係る評価について、シロチドリへの影

響に係る予測は適切に行われていない。また、工

事用仮設道路跡地にアダン、オオハマボウ等の在

来の植物による緑化を行うとしているが、当該措

置は環境保全措置として記載されておらず、効果

の程度も検討されていないことから、当該措置を

前提とした評価は適切ではない。 

存在におけるシロチドリへの影響に係る予測

は、生息地や繁殖地の状況について、該当環境の

消失、砂浜の変化、周辺における生息状況を考慮

して、航空機騒音による影響、航空機とのバード

ストライクによる影響について記載しており、ま

た、それらのまとめについても記載しました。 

（p.6-19-2-207～209、233、248～250 参照） 

仮設道路設置跡のアダンやオオハマボウ等によ

る緑化により出現した樹林帯により、シロチドリ

の餌であるヨコエビ類等の増加や天敵からの一時

的な隠れ場所の出現が期待できることを記載しま

した。（p.6-19-2-236、237 参照） 

 

① 

② 

コ 注目すべき種の予測時期について、「主に繁殖

期を考慮した予測を行うことについて評価書に記

載した」としているが、繁殖期をどのように考慮

して予測したかが記載されておらず、また、出産・

育児期については予測・評価されていない。 

予測にあたり、繁殖期には、交尾期～出産・育

児期、放仔時期、つがい形成期、巣外育雛期等を

含むことを記載しました。（p.6-19-2-101 参照） 

また、繁殖に対する影響については、事後調査

で対応する旨を記載しました。（p.8-13、14、17～

21 参照） 

 

① 

④ 

(2) アジサシ類については、繁殖状況に変化が生

じる可能性があることから、同種に対する環境保

全措置として、繁殖時期に平島・長島への上陸を

極力避けるよう周知に努めるとしているが、「周

知」がどの程度の実効性を持つか不明である。 

周知を行う項目については、工事関係者等が環

境保全措置を理解し実施するよう十分に調整を行

い、周知を徹底します。 

また、立ち入り制限距離が分かりやすいように

該当距離をロープや海上ブイの設置により示す旨

を記載しました。（p.6-19-2-263、264 参照） 

 

③

(3) アジサシとシロチドリの生息地に対する直接

的影響の予測について、工事の実施により両種の

生息地の一部が消失するが、生息地と同様の環境

（安部崎～バン崎間）が存在すること等から、生

息地に生じる変化は小さいと予測しているが、両

種が同様な生息地へ移動すること、移動した場合

の移動先での生態系に対する予測・評価を行う必

要がある。 

 

平成 24 年度の 5～8 月に行われた調査で、アジ

サシ類は安部崎から天仁屋崎間、シロチドリは安

部崎からバン崎間の範囲において、採餌や休息が

確認されていることを記載しました。 

（p.6-19-2-122、125、p.6-19-2-132、134 参照） 

これらの移動先における生態系に対する影響に

ついて記載しました。（p.6-19-2-174 参照） 

② 

(4) 工事中の騒音に係る予測について、ミサゴ、

ツミ及びアジサシ類に対し、考慮する騒音の値を

85dB としているが、警戒を示す値である 70dB 程度

とすべきと考えるため、検討する必要がある。 

既存知見に基づき、70dB で検討を行い、その結

果を記載しました。（p.6-19-2-145～152 参照） 

また、同様にシロチドリやオリイオオコウモリ

についても新たに検討を行い、その結果を記載し

ました。（p.6-19-2-153、157 参照） 

② 

(5) 移動力の低いオカヤドカリ類・オカガニ類へ

の環境影響の回避・低減に係る評価において、「改

変区域の海岸部に生息するオカヤドカリ類・オカ

ガニ類の個体は周辺の好適と考えられる環境への

捕獲移動を図る」としているが、移動先における

生態系に対する予測・評価を行う必要がある。 

 

移動先における種内・種間の関係の変化やその

場所における生物群集の生息状況の変化について

の予測を行い記載しました。 

（p.6-19-2-174、237、268、286 参照） 

 

② 

(6) ミサゴ、アジサシ類に影響を与える施工中の

建設機械等について、土運搬船、ガット船、潜水

士船等の船舶が 大 90 隻/日程度運行するとある

が、その根拠を示す必要がある。 

 

船舶の運航数についての根拠を記載しました。

（p.6-19-2-146 参照） 

① 
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18．陸域生態系について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(7) 工事中の予測について、工事用仮設道路は高

架形式を用いることから、ロードキルや移動阻害

によるオカヤドカリ類・オカガニ類への変化は生

じないと予測しているが、高架仮橋を施工する際

のロードキルや移動阻害について、適切な予測・

評価を行う必要がある。 

高架形式の箇所は進入防止柵を設置後に内部に

生息するオカヤドカリ類・オカガニ類を移動させ

た後行うこと、設置の際の工法は、工事車両等が

砂浜を走行しない旨を記載しました。 

（p.6-19-2-155 参照） 

なお、工事用仮設道路の形状は資料編に記載し

ました。（p.資 6-19-2-136 参照） 

 

① 

② 

(8) オリイオオコウモリについて、調査範囲内及

びその周辺で繁殖を行っている可能性が考えられ

たとしているが、対象事業による間接的影響（工

事中の建設機械の稼動及び資機材運搬車両の騒

音）について予測する必要がある。 

 

既存知見に基づき、70dB でも検討を行い、その

結果を記載しました。（p.6-19-2-155～157 参照） 

② 

(9) 埋立土砂発生区域跡地は樹林地から草地に変

わることを考慮した上で予測を行ったとしている

が、緑化計画によると、仮移植した樹木等を埋立

土砂発生区域に本移植するとして、樹林地に回復

する計画になっていることから、整合を図ったう

えで、適切に予測・評価を行う必要がある。 

 

ご指摘の通り整合を図ったうえで、適切に予

測・評価を行い記載しました。（「6.19.2.2.2 施設

等の存在及び供用」の項参照） 

② 
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19．海域生態系と陸域生態系の関係について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 海域生態系と陸域生態系の関連に対する事業

実施の影響について、予測対象種として、オカガ

ニ類やオカヤドカリ類が選定されていない。 

 

オカガニ類及びオカヤドカリ類は陸域生態系に

おいて予測対象種に選定しています。 

① 

(2) 海域生態系と陸域生態系の関連について、事

業実施後の変化に係る予測・評価が必要であるが、

示されていない。 

海域生態系と陸域生態系の関連に対する事業実

施後の影響については、河川と海域を往き来する種

に対する影響について予測し、生物の移動阻害が予

測される美謝川においては環境保全措置を講じる

ことを記載しました。 

 

① 

③ 

④ 

(3) 大浦湾は、山で囲まれた湾に河川が流入する

という地形条件から特殊な自然環境が形成されて

おり、例えば、海と川を行き来するブナカ属の一

種が成魚になれるのは、沖縄島でも大浦湾だけで

あるが、こうした特殊な魚類の生息環境が、大浦

湾とそこに流入する河川の組み合わせによって育

まれていることを考慮した予測・評価が必要であ

るが、示されていない。 

 

大浦湾の生物相はこれまで研究が進んでおらず、

日本未記録種や新種の可能性もある生物も生息し

ていることが、現地調査の結果でも得られていま

す。また、研究が進んでいないため生活史が不明な

種も多く、予測・評価が困難な場合もあることから、

必要な事後調査等を設定し、工事中、供用時の環境

をモニタリングし、環境変化の状況を把握すること

を記載しました。 

① 

④ 
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20．景観について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 辺野古崎及び大浦湾の海岸線の景観は、「沖縄

県景観形成条例」に位置づけられた「沖縄県景観

形成基本計画」において、景観が損なわれること

なく今後も維持継承できるよう「やんばるの森景

観域」として設定されている。景観に係る調査及

び予測の結果は、この目標との整合が図られてい

るかどうか評価する必要がある。 

予測結果が「沖縄県景観形成基本計画」の「や

んばるの森景観域」として設定されていることを

踏まえ評価し記載しました。（p.6-20-196、203 参

照） 

① 

② 

(2) 事業者は、格納庫等の平面図、構造図等につ

いて、「環境影響評価において必要な事項ではない

ため記載していない」としているが、景観の予測

に必要となる施設の大きさ、形状、色彩等が示さ

れていない。 

眺望景観の予測においては、具体的な建物の形

状や高さが決定していないことから、普天間飛行

場等の既存米軍施設や那覇空港等の管制塔や進入

灯などの周辺施設の大きさや高さ、色等を参考に

したことを記載しました。（p.6-20-159 参照） 

① 

(3) 海上からの景観については、辺野古漁港航路

からの景観のみしか予測しておらず、海上ヤード

による海中景観への影響について予測されていな

い。 

海上ヤード周辺には海中景観の調査地点がなか

ったことから、代替施設周辺の地点を用いて海中

景観のフォトモンタージュを作成し、予測を行い、

その結果を踏まえ、海上ヤードによる海中景観へ

の影響についての予測を記載しました。 

（p.6-20-150、154、195 参照） 

① 

② 

(4) 工事中のフォトモンタージュ中の船舶数につ

いて、船舶数が も多くなる時期を想定する必要

があるが、船舶数の設定根拠が明確に示されてい

ない。 

工事中の船舶については、随時移動しているこ

とから、船舶数を特定する事に不確実性を伴うた

め、クレーン船や、台船など複数の作業船が同時

に作業可能な台数を想定し、フォトモンタージュ

を作成して予測を行ったことを記載しました。 

（p.6-20-149 参照） 

① 

(5) 主要な眺望点及び視点場のうち、米軍施設内

の一部や海上からの眺望が土地改変により消失す

ると予測されているが、米軍施設内や制限区域内

であり、一般利用が行われないことをもって、環

境保全措置を講じないとすることは適切でない。 

緑化等の修景を講じることができないことを記

載しました。（p.6-20-142 参照） 

① 

(6) 施設の存在により、特に、辺野古前上原公園

からの眺めは変化の程度が大きいとされている

が、環境保全措置としては、仮設道路高架部の配

色の検討のみであり、その効果の程度も示されて

いない。 

仮設道路の配色を再検討した結果、工事用仮設

道路の色を海の青色に近い配色の塗装にする事

で、背景に溶け込みやすくなり、工事用仮設道路

ができたことによる圧迫感を軽減することを記載

しました。（p.6-20-149、151、174、194、197、201

参照） 

① 

② 

(7) 事業者の見解において、心理的圧迫や不安等

に起因する価値の変化に関する認識について、ヒ

アリング等の調査において定量的に把握し、予

測・評価を行ったとしているが、その調査方法の

内容及び評価が示されていない。 

心理的圧迫や不安等に起因する価値の変化に関

する認識については、普遍価値項目の価値の変動

により把握を行ったことを記載しました。 

（p.6-20-180、189 参照） 

① 

② 

(8) 囲繞景観のヒアリング調査の際に用いたフォ

トモンタージュについて、飛行機しか載せておら

ず、代替施設等が載せられていないため、代替施

設等を載せたフォトモンタージュを用いたヒアリ

ング調査を行う必要がある。 

囲繞景観の地点からは代替施設が見えないこと

から、眺望景観のフォトモンタージュに代替施設

等を載せてヒアリング調査を行っており、ヒアリ

ングに使用した写真は資料編に記載しています。

（p.資 6-20-1、2参照） 

① 

(9) 環境保全措置として、埋立土砂発生区域につ

いては、改変面積を可能な限り抑えたとしている

が、埋立工事初期の時点の必要土量も確保するよ

うに調達計画を検討することにより、埋立土砂発

生区域の改変面積はさらに縮小できるものと考え

られるため、埋立土砂発生区域の改変面積を可能

な限り抑えたとするのは適切ではない。 

評価書での埋立土砂発生区域の改変面積につい

ては、環境への影響等を考慮して、可能な限り縮

小した計画となっており、さらに縮小できるもの

とは考えていません。 

① 
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21．人と自然との触れ合い活動の場について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 春季調査時期について、ゴールデンウィーク

期の調査がなされておらず、また、当該時期に調

査を行わなかった理由が明らかではない。 

春季調査については、地元区長へのヒアリング

結果等から、調査地域においても利用者数が多い

と推定された浜下りの時期を対象としたことを記

載しました。（p.6-21-3、30 参照） 

① 

(2) 浜下りの場の一部消失について、周辺にも「浜

下りの場が分布していることから、変化の程度は

小さい」と評価しているが、海岸利用者の歴史的

な意味やつながり等、「場」の持つ意味を考慮して

いないことから、当該評価は妥当ではない。 

浜下りの場の一部消失については、移動するこ

とを含め周辺自治体等と協議を行うことを記載し

ました。（p.6-21-67、68、84 参照） 

③ 

(3) 辺野古漁港や辺野古前上原公園の活動・利用

の状況への影響について、作業ヤードの工事期間

は約 1 年程度であることから影響は一時的として

いるが、全体の工事期間は５年間であるにもかか

わらず、作業ヤードの工事期間である約 1 年のみ

をもって「一時的」とした根拠を示す必要がある。

作業ヤードの工事に伴う建設作業騒音、建設作

業振動の発生による辺野古漁港及び辺野古前上原

公園の活動・利用の状況への影響については、「6.3 

騒音」、「6.4 振動」の予測結果を踏まえ記載しま

した。（p.6-21-71 参照） 

② 

(4) カヌチャ・ベイ・ホテルの利用者について、「新

たに得られた情報を評価書に記載し、これらを踏

まえて予測」とあるが、調査結果には当該事項が

反映されているものの、予測結果にどのように反

映したかが記載されていない。 

カヌチャ･ベイ･ホテルの利用者について調査結

果を踏まえ、予測結果を記載しました。（p.6-21-74

参照） 

① 

② 

(5) 人々の活動・利用の変化について、海上ヤー

ドの工事、埋立ての工事による影響のうち、工事

用船舶の航行によるマリンスポーツ等への影響に

ついて予測されていない。 

工事用船舶の航行によるマリンスポーツ等への

影響について、予測結果を記載しました。 

（p.6-21-71～73 参照） 

② 

③ 

(6) アクセス特性の変化について、触れ合い活動

の場への船舶の航行が不可能となるものではない

としているが、「漁船やプレジャーボート等の小型

船は夏季及び秋季ともに大浦湾と辺野古周辺に集

中しており」とあり、影響が生じると想定される

が、その程度が予測されていない。 

プレジャーボートの航行についてアクセス特性

に変化が生じたと確認された場合には、関係組織

と協議を行うことを記載しました。（p.6-21-74 参

照） 

③ 

(7) 施設の存在による影響について、マリンアク

ティビティーとして平島が利用されていることに

対する影響については、民間業者が営利目的のツ

アーの場として利用している時期もあるが、地元

の利用者は少ないとして、利用状況の変化の程度

は小さいとしているが、民間業者による利用状況

の変化の程度について予測がなされていない。 

民間業者の営利目的の利用は特定の施設利用者

であり、人と自然との触れ合い活動の場の不特定

多数に該当しないことから、予測・評価の対象と

していません。 

① 

(8) 夜間における人と自然との触れ合い活動の場

の有無については、地域の漁業関係者にヒアリン

グ等を行ったとしているが、聞き取りの状況が記

載されていない。 

夜間における人と自然との触れ合い活動の場の

有無について、地域の漁業関係者へのヒアリング

結果を記載しました。（p.6-21-21 参照） 

① 

② 

(9) 資料編「表-6.21.1.33」中の、21 世紀ゴルフ

クラブの市村外からの利用率について、市村外か

らの利用率が 100%となっているが、「21 世紀ゴル

フクラブの利用者は市内居住者が多く」と記載さ

れており、矛盾が生じている。 

図-6.21.1.13 の図題を修正しました。また、平

成20年度の状況を記載しました。（p.6-21-57参照） 

① 

(10) 資機材運搬車両等の増加について、触れ合い

活動の場は地区内や村内の人達による利用が大半

で、国道 329 号を利用して市外や地区外から来訪

する人は少ないことから、アクセス特性への変化

は小さいとしているが、利用の大半とする地区内

や村内の人達のアクセス特性への変化の程度につ

いて、予測がなされていない。 

利用の大半である地区内や村内の人達のアクセ

ス特性への変化の程度について記載しました。 

（p.6-21-74 参照） 

① 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
21．人と自然との触れ合い活動の場について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(11) 環境保全措置として、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に際しては、人と自然との触れ

合い活動に配慮することから、アクセス特性の変

化に及ぼす影響を低減する効果が期待できるとし

ているが、具体的な方法が示されていないため、

効果の程度が明らかではない。 

 

特定の日や時間帯に実施される伝統的な行事及

びイベント等が行われる日またはその時間帯の運

行を避けることで、人と自然との触れ合い活動に配

慮することを記載しました。（p.6-21-84、85参照） 

③ 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
22．歴史的・文化的環境について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 埋蔵文化財が確認された場合の具体的な記録

保存等の方法が示されていない。 

埋蔵文化財が確認された場合には、名護市教育

委員会と協議を行い、現在名護市が行っているよ

うな記録保存等の適切な対策を講じることを記載

しました。（p.6-22-59 参照） 

 

① 

(2) 東松根前の浜について、準備書においては原

状回復するとしていたが、評価書においては消失

するとの予測結果に変更されているが、当該変更

の理由は具体的には示されておらず、影響の程度

は大きくなっている。 

 また、「松田の浜」、「ハーリーの場」及び「東松

根前の浜」の消失に係る環境保全措置として、「場」

の移動を検討するとしているが、その「場」も含

んだうえでの行事・祭礼であることを認識する必

要があり、当該環境保全措置の実施を前提とした

評価は適切ではない。 

東松根前の浜については、工事終了後には緑化

され利用することができるようになりますが、伝

統行事や祭礼等の場を支える環境が変化する可能

性があることから、移動することを含め周辺自治

体等との協議を行うことを記載しました。 

また、「松田の浜」、「ハーリーの場」についても

伝統行事や祭礼等の場を支える環境が変化する可

能性があり、移動することを含め周辺自治体等と

の協議を行うこととしました。（p.6-22-53 参照） 

① 

 

(3) 埋蔵文化財等への影響について、改変の深さ

の程度を考慮する必要がある。 

 

改変の深さを考慮した予測を行った結果を記載

しました。（p.6-22-43 参照） 

② 

(4) 大浦崎収容所跡については事業実施区域外と

しているが、当該文化財は調査範囲に含まれてお

り、また、改変区域に隣接していることから、代

替施設の存在による予測・評価が必要である。 

大浦崎収容所跡については文献調査を行った結

果を記載しました。（p.6-22-7、8、44、45 参照） 

なお、当該文化財は改変区域外となっており、

代替施設の存在による影響はないものと予測しま

した。 

② 

 

 

<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
23．廃棄物等について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 工事中の廃棄物の発生量算出方法について、

伐採樹木（木くず等）以外の廃棄物の発生量算出

方法は記載されていない。また、廃石膏ボード、

PCB 廃棄物等についても記載されていない。 

伐採樹木（木くず等）以外の工事中の廃棄物の

発生量算出方法について記載しました。 

（p.6-23-21～22 参照） 

また、供用時の廃棄物等については、工場作業

に伴う廃油以外の廃棄物(廃石膏ボードや PCB廃棄

物等)は含まれていないことを「6.23.3.2 施設等

の存在及び供用」の予測結果に記載しました。

（p.6-23-39 参照） 

① 

② 
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<<第３ 環境要素毎の予測・評価・環境保全措置について>> 
23．廃棄物等について 

知事の意見 事業者の見解 分類

(2) チップ化しない伐採樹木について、リサイク

ルプラントの処理能力を下回ることをもって適正

に処理・処分されるものと予測しているが、予測

は処理能力ではなく、該当施設の処理状況を踏ま

えた処理可能量と比較して予測する必要がある。 

 

チップ化しない伐採樹木について、リサイクル

プラント処理能力に現在の処理状況を踏まえて評

価し記載しました。（p.6-23-32 参照） 

① 

② 

(3) 埋立工事に伴う副産物の処理について、想定

する処理業者の受入可能量を勘案した予測がなさ

れていない。 

埋立工事に伴う副産物の処理については、想定

する処理業者の現在の処理状況をヒアリングで把

握した結果を踏まえ、予測・評価を行い記載しま

した。（p.6-23-32～36 参照） 

 

② 

(4) 発生するコンクリート塊等については、事業

実施区域内にコンクリート破砕機を設置し、再生

路盤材として再利用するとしているが、区域内で

全量使用可能かどうか示されていない。 

 

発生するコンクリート塊等については、再生路

盤材として全量を再利用する計画としています。 

（p.6-23-32 参照） 

① 

(5) 環境の保全の基準又は目標との整合性につい

て、工事の実施に当たり、「「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」及び「建設リサイクル法」に基

づき適正に処理することを環境保全の基準又は目

標とした」としているが、法令を遵守することは

当然のことであり、このことをもって基準又は目

標との整合が図られているとする評価は適切では

ない。各品目について、具体的にリサイクル率を

定め、これを達成することを目標とすべきである。

 

工事の実施における環境保全の基準又は目標に

ついては、建設リサイクル法を踏まえ、各品目につ

いてリサイクル率を定めたうえで評価を行い、これ

らの結果を記載しました。（p.6-23-41、44参照） 

① 

② 

(6) 工事の実施に際し発生する廃棄物（伐採木で

ある木くず、建築廃材である木くず、繊維くず、

及び建設汚泥）の処理方法について、 終処分の

方法等に誤りがあり、記述のとおりでは、適正に

処理できないおそれがある。 

廃棄物の処理方法については、繊維くず及び施

設等の供用時に発生する廃棄物（不燃ごみ）以外

のものは見直しを行い、このことを記載しました。 

（p.6-23-24、27、39 参照） 

なお、繊維くず（化学繊維）については、混合

廃棄物として廃プラスチック等が混入している可

能性があり管理型 終処分場へ搬入することと

し、見直しは行っていません。また、供用時の不

燃ごみについては、現有の普天間飛行場と同様の

処理を計画しており、適正に処理できるものと考

えています。 

 

① 

② 

(7) アスコン塊等、伐採樹木（木くず等）、混合廃

棄物（廃プラスチック、繊維くず等）及び付着物

について、それぞれのピーク時における 1 日当た

りの発生量をどのように算出したか具体的に示す

必要がある。 

ピーク時における 1 日当たりの発生量は、アス

コン塊等、伐採樹木（木くず等）、混合廃棄物（廃

プラスチック、繊維くず等）については、建物解

体時期を考慮して算出しました。また、付着物に

ついては、汚濁防止膜の撤去時を発生時として算

出しました。これらのことを記載しました。

（p.6-23-21、22 参照） 

 

① 

(8) 付着物の焼却処理後の燃え殻と非飛散性アス

ベストの発生量をそれぞれ約 2,700m3、約 3,200m3

と予測し、ともに近傍の管理型 終処分場1施設に

おいて、残余容量を考慮したうえで処理するとして

いるが、合計すると当施設の埋立容量25,026m3の約

23.6％に相当し、「適正に処理・処分されるものと

予測しました。」とする根拠が示されていない。 

 

付着物の焼却処理後の燃え殻と非飛散性アスベ

ストについては、近傍の管理型 終処分場で処

理・処分としていますが、県内で適切な処理がで

きない場合は、県外の処理施設へ搬出することも

考えていることを記載しました。（p.6-23-34 参照） 

② 
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<<第４ 事後調査について>> 
 

知事の意見 事業者の見解 分類

(1) 夜間工事、汚濁防止膜、工事による騒音、地

下水、水象、地形・地質及び辺野古地先水面作業

ヤードにおける水の汚れ（pH）については、予測

の不確実性の程度が大きく、環境保全措置の効果

の程度が不明であることから、事後調査を実施し

ないという理由は成立しない。 

 

指摘項目のそれぞれについて可能な限りの環境

保全措置を講じることとしますが、予測の不確実

性を勘案し、また、工事中及び供用後の実態を把

握することとして、関連の項目について事後調査

等を実施することを記載しました。 

 

③ 

④ 

(2) 環境影響の程度が著しいと判断する基準につ

いて、定性的な基準しか示されておらず具体的、

定量的な基準が全く示されていない。 

 したがって、事後調査等においては、対照区を

設置し、工事の実施及び施設の存在による環境影

響を把握しなければならない。 

 

事後調査においては、適切な実施を行うため、
事後調査等の検討委員会を設置し、その指導・助
言を受けて行うこととします。その検討の中で、
対照区等の設置についても検討し、これに基づい
て実施することを記載しました。 

③ 

④ 

(3) サンゴ類、海藻類及び海草類について、「一部

の生息範囲においてサンゴ類の生息環境（一部の

生育範囲において海藻類又は海草類の生育環境）

に影響を及ぼす可能性がある」としながら、評価

においては、このことについて述べられていない。

また、環境保全措置の効果の程度についても検討

されていない。 

 

サンゴ類、海藻類、海草類の予測・評価におい

て、生息・生育のために適正な環境条件との照合

を行い、影響の程度について記載しました。 

 

① 

② 

(4) 事後調査の調査期間を検討することとの知事

意見に対し、「これまでの事例も踏まえて設定して

います」との見解を示しているが、環境の状況及

び環境への影響の程度は、個々の事案における環

境状況や事業内容によって異なるものであり、そ

れに応じ、事後調査の期間も変わるものであるこ

とから、調査期間については、本事案における事

後調査の対象とする環境の状況や環境影響の程

度、予測の不確実性の程度、環境保全措置の効果

の程度などを勘案して設定すべきものである。 

 

事後調査においては、適切な実施を行うため、

事後調査等の検討委員会を設置し、その指導・助

言を受けて行うことを記載しました。その検討の

中で、事後調査の期間等についても検討し、これ

に基づいて適切に実施することとします。（p.8-1

参照） 

 

③ 

④ 

(5) サンゴ類の生息状況や海藻草類の生育状況等

については、水の濁りや流れの変化等に係る予測

の不確実性があり、環境保全措置の効果の程度も

不十分であることから、環境監視ではなく、事後

調査に含める必要がある。 

 

サンゴ類、海藻草類の生息・生育状況について

は、事後調査として実施することを記載しました。

（p.8-6～12 参照） 

 

③ 

④ 

(6) 工事中の資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行に伴って発生する大気汚染物質、降下ばいじ

ん、道路交通騒音・振動については、埋立土砂調

達計画、稼働車両台数及び搬入ルートが確定でき

ていないため、予測の不確実性の程度が大きい。 

埋立土砂の運搬については、基本的に海上輸送

を前提に予測・評価を実施しており、土砂運搬に

伴う予測結果の不確実性は小さいと思われるもの

の、速度制限等の環境保全措置の実効性を確保す

るために、工事中の大気質、騒音、振動について

環境監視を行うことを記載しました。なお、建設

残土等を用いるなどのために埋立土砂の調達計画

が変更になり、予測の前提条件である運搬方法等

が確定した場合には、事後調査で対応することと

します。（p.8-22～24 参照） 

 

① 

③ 

④ 
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<<第４ 事後調査について>> 
 

知事の意見 事業者の見解 分類

(7) 環境保全措置の一部について「供用後の管理

者である米軍における環境保全措置については、

事業者として、米軍に対し本環境影響評価の結果

やマニュアル等を示すとともに、その内容が実施

されるよう要請・協議等を行います。」との事業者

見解を示しているが、米軍が対応する環境保全措

置のうち、主務省令第 17条第 1項各号に該当する

場合は、米軍が事後調査を実施する必要が生じる

と考えるが、評価書中に明記されていない。よっ

て、事業者以外の者が事後調査の実施主体となる

場合にあっては、同条第 3 項第 6 号に規定された

当該実施主体の氏名（法人にあっては、その名称）

並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体へ

の要請の方法及び内容については、関係法令を遵

守し、必要事項を評価書に適切に明記する必要が

ある。 

 

本代替施設建設事業に関する事後調査について

は、事業者が行うこととしています。 

 

① 

 

(8) 事業実施に当たって、「積極的な環境配慮を講

じる施工方法・工法の検討」、「各環境保全措置の

効果の検証及び実効性のある手法の検討」及び「事

後調査結果の整理・解析」については、専門家等

の指導・助言が必要と考えるが、その場合、学識

経験者、専門家等で構成される建設工法検討委員

会（仮称）、環境保全措置等検討委員会（仮称）、

事後調査検討委員会（仮称）を適宜設置し、事業

の実施による環境影響を適切に把握し環境の保全

を図っていく必要がある。また、各委員会の開催

に当たっては、積極的に公開するなど広く地域住

民、県民に対し周知に努めながら運営する必要が

ある。 

 

ご指摘にあるように、各分野の専門家・有識者

の指導・助言を得ながら事業を進めることとし、

環境保全措置や事後調査等の検討委員会を設置し

て工事中及び供用後に適切な環境保全措置を講じ

ていきます。また、委員会の運営においては、イ

ンターネット等によって積極的に公開するよう努

めます。（p.8-1 参照） 

 

② 

④ 
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